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目 － 1

平成３０年第３回宿毛市議会定例会会議録 

 

目　　　　　次 

 

第　１日（平成３０年９月１１日　火曜日） 

　　議事日程……………………………………………………………………………………　　　１ 

　　本日の会議に付した事件…………………………………………………………………　　　２ 

　　出席議員……………………………………………………………………………………　　　２ 

　　欠席議員……………………………………………………………………………………　　　２ 

　　事務局職員出席者…………………………………………………………………………　　　２ 

　　出席要求による出席者……………………………………………………………………　　　３ 

　　開　　会（午前１０時００分） 

　○日程第１　会議録署名議員の指名………………………………………………………　　　４ 

　○日程第２　会期の決定……………………………………………………………………　　　４ 

　　（諸般の報告） 

　○日程第３　議案第１号から議案第３１号まで…………………………………………　　　５ 

　　（提案理由の説明） 

　　　　市　　長………………………………………………………………………………　　　５ 

　　散　　会（午前１０時２０分） 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　２日（平成３０年９月１２日　水曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　３日（平成３０年９月１３日　木曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　４日（平成３０年９月１４日　金曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　５日（平成３０年９月１５日　土曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　６日（平成３０年９月１６日　日曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　７日（平成３０年９月１７日　月曜日）　　休会 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　８日（平成３０年９月１８日　火曜日） 

　　議事日程……………………………………………………………………………………　　　９ 

　　本日の会議に付した事件…………………………………………………………………　　　９ 

　　出席議員……………………………………………………………………………………　　　９ 

　　欠席議員……………………………………………………………………………………　　　９ 



目 － 2

　　事務局職員出席者…………………………………………………………………………　　　９ 

　　出席要求による出席者……………………………………………………………………　　　９ 

　　開　　議（午前１０時０２分） 

　○日程第１　一般質問………………………………………………………………………　　１１ 

　　１　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１１ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１２ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１３ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１４ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１５ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１５ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１６ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１７ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１７ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１８ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　１９ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　１９ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　２０ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２０ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　２０ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２１ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　２１ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２１ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　２１ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２２ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　２２ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２２ 



目 － 3

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２３ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２３ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２４ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２４ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２４ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２５ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２６ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２６ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２７ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２７ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２８ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　２９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　２９ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　３０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３０ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　３０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３０ 

　　　　野々下昌文議員………………………………………………………………………　　３０ 

　　２　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３２ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３３ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３３ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３３ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３３ 



目 － 4

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　３３ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３４ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３４ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３４ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３６ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３７ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３８ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３９ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　３９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　３９ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４０ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４１ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４２ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４２ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４３ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４４ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４５ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４５ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４６ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４６ 



目 － 5

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４７ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４７ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４８ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４８ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　４９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　４９ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　５０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５０ 

　　　　　危機管理課長………………………………………………………………………　　５０ 

　　　　松浦英夫議員…………………………………………………………………………　　５１ 

　　３　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５２ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５３ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５４ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５６ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５７ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５７ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５８ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５８ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　５９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　５９ 

　　　　髙倉真弓議員…………………………………………………………………………　　６０ 

　　４　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６１ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６２ 



目 － 6

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６２ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６３ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６４ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６４ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６５ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６６ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６６ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６７ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６７ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６８ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６９ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６９ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　６９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　６９ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　７０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　７０ 

　　　　山戸　寛議員…………………………………………………………………………　　７０ 

　　延　　会（午後４時３０分） 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

第　９日（平成３０年９月１９日　水曜日） 

　　議事日程……………………………………………………………………………………　　７３ 

　　本日の会議に付した事件…………………………………………………………………　　７３ 

　　出席議員……………………………………………………………………………………　　７３ 



目 － 7

　　欠席議員……………………………………………………………………………………　　７３ 

　　事務局職員出席者…………………………………………………………………………　　７３ 

　　出席要求による出席者……………………………………………………………………　　７３ 

　　開　　議（午前１０時０２分） 

　○日程第１　一般質問………………………………………………………………………　　７５ 

　　１　山本　英議員…………………………………………………………………………　　７５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　７５ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　７６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　７６ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　７６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　７７ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　７７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　７９ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　７９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　７９ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　８１ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　８２ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　８３ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　８５ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　８６ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　８７ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８７ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　８８ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８８ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　８９ 

　　　　山本　英議員…………………………………………………………………………　　８９ 

　　２　川村三千代議員………………………………………………………………………　　８９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　９０ 

　　　　川村三千代議員………………………………………………………………………　　９０ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　９０ 

　　　　川村三千代議員………………………………………………………………………　　９０ 



目 － 8

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　９１ 

　　　　川村三千代議員………………………………………………………………………　　９２ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　　９２ 

　　　　川村三千代議員………………………………………………………………………　　９２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　９３ 

　　　　川村三千代議員………………………………………………………………………　　９３ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　９４ 

　　　　川村三千代議員………………………………………………………………………　　９４ 

　　３　原田秀明議員…………………………………………………………………………　　９５ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　９５ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　　９６ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　　９６ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　　９７ 
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　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　　９９ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　１００ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　１０１ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０１ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　１０１ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０２ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　１０３ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０４ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　１０５ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０５ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　１０６ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０６ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　１０６ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０７ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　１０８ 

　　　　　市　　長……………………………………………………………………………　１０８ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０８ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　１０９ 

　　　　原田秀明議員…………………………………………………………………………　１０９ 

　　　　　教 育 長……………………………………………………………………………　１０９ 



目 － 9
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平成３０年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

　　　　　第１日（平成３０年９月１１日　火曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　会議録署名議員の指名 

　　　第２　会期の決定 

　　　　○　諸般の報告 

　　　第３　議案第１号から議案第３１号まで 

　　　　　　議案第　１号　専決処分した事件の承認について 

　　　　　　議案第　２号　専決処分した事件の承認について 

　　　　　　議案第　３号　専決処分した事件の承認について 

　　　　　　議案第　４号　専決処分した事件の承認について 

　　　　　　議案第　５号　平成２９年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

　　　　　　議案第　６号　平成２９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第　７号　平成２９年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定に 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第　８号　平成２９年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第　９号　平成２９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認 

　　　　　　　　　　　　　定について 

　　　　　　議案第１０号　平成２９年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第１１号　平成２９年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第１２号　平成２９年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第１３号　平成２９年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第１４号　平成２９年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第１５号　平成２９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定 

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第１６号　平成２９年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

　　　　　　　　　　　　　ついて 
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　　　　　　議案第１７号　平成２９年度宿毛市水道事業会計の利益処分及び決算認定につい 

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第１８号　平成３０年度宿毛市一般会計補正予算について 

　　　　　　議案第１９号　平成３０年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第２０号　平成３０年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第２１号　平成３０年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第２２号　平成３０年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第２３号　平成３０年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第２４号　平成３０年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第２５号　平成３０年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第２６号　平成３０年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第２７号　宿毛市事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第２８号　宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例の一部を改正する条 

　　　　　　　　　　　　　例について 

　　　　　　議案第２９号　宿毛市税条例等の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３０号　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

　　　　　　議案第３１号　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　　日程第２　会期の決定 

　　　日程第３　議案第１号から議案第３１号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１４名） 

　　　１番　川　田　栄　子　君　　　　　２番　川　村　三千代　君 

　　　３番　原　田　秀　明　君　　　　　４番　山　岡　　　力　君 

　　　５番　山　本　　　英　君　　　　　６番　髙　倉　真　弓　君 

　　　７番　山　上　庄　一　君　　　　　８番　山　戸　　　寛　君 

　　　９番　岡　﨑　利　久　君　　　　１０番　野々下　昌　文　君 

　　１１番　松　浦　英　夫　君　　　　１２番　寺　田　公　一　君 

　　１３番　宮　本　有　二　君　　　　１４番　濵　田　陸　紀　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　朝比奈　淳　司　君 
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　　　議 事 係 長　　宮　本　誉　子　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　平　富　宏　君 

　　　副 市 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　企 画 課 長　　黒　田　　　厚　君 

　　　危機管理課長　　岩　本　敬　二　君 

　　　市 民 課 長　　山　岡　敏　樹　君 

　　　税 務 課 長　　児　島　厚　臣　君 

　　　健康推進課長　　和　田　克　哉　君 

　　　長寿政策課長　　桑　原　　　一　君 

　　　環 境 課 長　　岡　本　　　武　君 

　　　人権推進課長　　沢　田　美　保　君 

　　　産業振興課長　　谷　本　和　哉　君 

　　　商工観光課長　　上　村　秀　生　君 

　　　土 木 課 長　　中　町　真　二　君 

　　　都市建設課長　　小　島　裕　史　君 

　　　福祉事務所長　　河　原　志加子　君 

　　　水 道 課 長　　川　島　義　之　君 

　　　教 育 長　　出　口　君　男　君 

 

 　　　次長兼庶務係長 

　　　兼 調 査 係 長
奈　良　和　美　君

 　　　総 務 課 長 兼 

　　　選挙管理委員会 

　　　事 務 局 長

河　原　敏　郎　君

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
佐　藤　恵　介　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
中　山　佳　久　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

楠　目　健　一　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
山　戸　達　朗　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
岩　田　明　仁　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開会 

○議長（岡﨑利久君）　これより平成３０年第

３回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　この際、議長から申し上げます。 

　さきの大阪北部地震、西日本豪雨、台風２１

号、このたびの北海道胆振東部地震により、多

くのとうとい命が奪われました。本市議会とし

て、犠牲になられた方々に対し、黙祷をもって

哀悼の意を表したいと思います。 

　本日、御出席の皆様方の御賛同を賜りますよ

う、お願いいたします。 

○事務局長（朝比奈淳司君）　ただいまより、

１分間の黙祷を行います。 

　御起立をお願いいたします。 

（黙　　祷） 

○事務局長（朝比奈淳司君）　黙祷を終わりま

す。 

　御着席願います。 

○議長（岡﨑利久君）　現在もなお厳しい生活

を強いられている被災者の皆様方に対し、心か

らお見舞いを申し上げますとともに、一日も早

い復興をお祈り申し上げます。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において山戸　寛君及び野々下昌

文君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

　議会運営委員長。 

○議会運営委員長（寺田公一君）　議会運営委

員長。 

　ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

９月７日、議会運営委員会を開きまして、今期

定例会に提案予定の案件等を勘案の上、慎重に

審査した結果、本日から９月２８日までの１８

日間とすることに、全会一致をもって決定をい

たしました。 

　以上、報告をいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　お諮りいたします。 

　今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から９月２８日までの１８日間といたした

いと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、今期定例会の会期は、本日から９月

２８日までの１８日間と決定をいたしました。 

　この際「諸般の報告」をいたします。 

　会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を、本日午後３時と定めます

ので、質問者は期間内にその要旨を文書で通告

してください。 

　なお、閉会中の議員派遣及び事務的な報告に

つきましては、お手元に配付いたしました文書

のとおりでありますので、これにより御了承願

います。 

　市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

○市長（中平富宏君）　皆様、おはようござい

ます。 

　本日は、平成３０年第３回宿毛市議会定例会

に御参集をいただきまして、まことにありがと

うございます。 

　初めに、７月８日に発生しました西日本豪雨

災害により被災されました市民の皆様に対しま

して、お見舞い申し上げますとともに、このた

びの災害で自衛隊を初め、国、県、周辺市町村

や各種団体から賜りました御支援に対しまして、

心よりお礼を申し上げます。 

　また、今月初旬の台風２１号及び北海道胆振
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地方を襲った地震におきまして、お亡くなりに

なられた方々、また被災されました方々に対し

まして、衷心よりお見舞い申し上げますととも

に、一日も早い復興を、心より御祈念申し上げ

ます。 

　それでは、報告事項につきまして、説明申し

上げます。 

　報告第１号及び第２号は、工事請負契約の変

更についての報告でございます。 

　詳細は、お手元にお配りしております資料の

とおりでございます。 

　報告第３号及び第４号は、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比

率及び資金不足比率についての報告でございま

す。 

　この報告は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１

項により、財政の悪化状況を見きわめる４つの

健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を

明らかにし、監査委員の意見を添えて議会に報

告することが義務づけられているものです。 

　お手元の報告書にありますように、健全化判

断比率のうち、例年どおり実質赤字比率及び連

結実質赤字比率につきましては、赤字になって

おりませんので、数値は出ておりません。 

　また、実質公債費比率は、昨年度より１．

０％減少し、１３．３％で、早期健全化基準の

２５％を下回っています。 

　将来負担比率につきましては、昨年度より３．

２％減少し、６７．１％で、早期健全化基準の

３５０％を下回っています。 

　次に、公営企業の資金不足比率につきまして

は、水道事業会計、定期船事業特別会計、下水

道事業特別会計、国民宿舎運営事業特別会計、

土地区画整理事業特別会計の５会計とも、資金

不足はありませんので、数値は出ておりません。 

　このように、おおむね堅調な状況であります

が、本市は南海トラフ地震対策や、公共施設の

老朽化対策等、大規模な事業が今後も控えてお

りますので、健全化判断比率等に留意しつつ、

事業の優先順位等も考慮しながら、有利な補助

金や起債を活用いたしまして、引き続き、効率

的で効果的な行財政運営を推進していく所存で

あります。 

　議員の皆様方には、今後ともより一層の御支

援、御協力を賜りますようお願い申し上げまし

て、報告事項の説明とさせていただきます。 

○議長（岡﨑利久君）　以上で、諸般の報告を

終わります。 

　日程第３「議案第１号から議案第３１号ま

で」の３１議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　御提案申し上げました

議案につき、提案理由の説明をいたします。 

　議案第１号から第４号までは、本市に甚大な

被害をもたらしました７月８日に発生した豪雨

災害に伴い、早期復興に向けて地方自治法第１

７９条第１項の規定により、専決処分を行った

ものの承認を求める議案でございます。 

　議案第１号及び第４号は、平成３０年度宿毛

市一般会計補正予算でございます。 

　主な内容につきましては、議案第１号は、災

害土砂等の撤去費や土木施設等の災害復旧工事

費などの増額で、総額１億９，３８９万１，０

００円を追加しております。 

　また、議案第４号は、大島桜公園の災害復旧

工事費等の増額で、総額８９７万９，０００円

を追加しております。 

　議案第２号は、平成３０年度宿毛市下水道事

業特別会計補正予算でございます。 

　内容につきましては、下水道の維持修繕料等

の増額で、総額６６８万２，０００円を追加し

ております。 
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　議案第３号は、平成３０年７月豪雨による被

害者に対する市税の減免に関する条例の制定に

ついてでございます。 

　内容につきましては、今回の豪雨災害により

被災された災害被害者に対しまして、市民税・

固定資産税・国民健康保険税を減免するための

条例改正でございます。 

　議案第５号から第１７号までの１３議案は、

平成２９年度宿毛市一般会計及び各特別会計並

びに水道事業会計の決算認定をお願いするもの

です。 

　各会計の決算書とともに、監査委員の審査意

見書を添えて提出していますので、説明は省略

させていただきます。 

　議案第１８号は、平成３０年度宿毛市一般会

計補正予算でございます。総額で８億７７４万

２，０００円を追加しようとするものです。 

　歳入で増額する主なものは、普通交付税、６，

７２１万２，０００円、分担金、１，９５０万

円、国庫負担金、３億７８３万３，０００円、

国庫補助金、１，３７７万９，０００円、県補

助金、７，４６１万７，０００円、繰越金、５，

８６５万６，０００円、市債、２億６，５４２

万７，０００円となっております。 

　一方、歳出で増額する主なものは、総務費で、

津波避難道整備工事費として１，６００万円を

計上しております。 

　内容としましては、平成３０年７月豪雨によ

り被災しました津波避難道について、復旧工事

を実施しようとするものです。 

　民生費では、地域介護・福祉空間整備等補助

金として、１，０１３万５，０００円を計上し

ております。 

　内容としましては、既存の小規模高齢者施設

の防災体制を強化するために、スプリンクラー

設備を整備する事業所に対しまして、補助をし

ようとするものです。 

　土木費では、小深浦高台修正設計業務委託料

として、１，６２０万円、都市防災総合推進事

業費補助金返還金として、６，２８４万５，０

００円を計上しております。 

　内容としましては、市役所新庁舎及び統合保

育園を小深浦高台に建設するために、今まで津

波避難場所の整備を目的としていた設計の変更

と、それに伴い、それまでに受け入れしていた

都市防災総合推進事業補助金を返還するための

予算を計上しております。 

　同じく土木費では、がけくずれ住家防災対策

工事費として、１億３，０００万円、災害復旧

費では、豪雨災害復旧関連事業費として、総額

で、５億４，２００万円を計上しております。 

　内容としましては、いずれも平成３０年７月

豪雨災害に伴う災害復旧予算でございます。 

　歳出で減額する主なものとしましては、職員

人件費として、１，３６９万２，０００円の減

額予算を計上しております。 

　内容としましては、当初予算に計上しており

ました職員人件費のうち、機構改革に伴う特別

会計への人件費の組み替えや、育児休業等取得

職員分の人件費を減額しようとするものです。 

　議案第１９号から第２６号までの８議案は、

平成３０年度各特別会計の補正予算でございま

す。 

　主な内容としましては、議案第２４号を除い

て、いずれも人件費の補正をしようとするもの

です。 
　議案第２４号の宿毛市国民宿舎運営事業特別

会計補正予算の補正内容としましては、ブロ

ワーや電気設備の改修費用としまして、総額１，

１０５万５，０００円を追加しようとするもの

です。 

　議案第２７号は、宿毛市事務所の位置を定め

る条例の一部を改正する条例についてでござい

ます。 
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　内容につきましては、４月より協議を進めて

まいりました市役所新庁舎の建設地につきまし

て、住民意見交換会や住民アンケート、そして

庁舎建設審議会の答申を受けまして、新庁舎の

建設地を、小深浦高台と方針決定しましたので、

地方自治法第４条第１項の規定に基づき、本条

例の一部を改正しようとするものです。 

　議案第２８号は、宿毛市コミュニティバスの

運行に関する条例の一部を改正する条例につい

てでございます。 

　内容につきましては、平成２９年１０月より

本格運行を開始しましたコミュニティバスにつ

いて、住民の利便性の向上を図るために運行経

路の見直しを行うことに伴い、本条例の一部を

改正しようとするものです。 

　議案第２９号は、宿毛市税条例等の一部を改

正する条例についてでございます。 

　内容につきましては、地方税法等の一部を改

正する法律が、平成３０年３月３１日に公布さ

れたことに伴い、本条例の一部を改正しようと

するものです。 

　議案第３０号及び第３１号の２議案は、辺地

に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

てでございます。 

　内容につきましては、宿毛市沖の島辺地の道

路施設・観光施設・集会施設・飲用水供給施

設・診療施設の整備及び北部辺地の道路施設整

備を実施するに当たり、辺地対策事業債の申請

を行うには、本計画を策定する必要があるため、

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政

上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規

定により、議会の議決を求めるものです。 

　以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

　よろしく御審議の上、適切な御決定をいただ

きますようお願い申し上げ、提案理由の説明と

させていただきます。 

○議長（岡﨑利久君）　これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

　お諮りいたします。 

　議事の都合により、９月１２日から９月１４

日まで休会いたしたいと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、９月１２日から９月１４日まで休会

することに決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　９月１２日から９月１７日までの６日間休会

し９月１８日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時２０分　散会 

 



－ 9 －

平成３０年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１　議事日程 

　　　　第８日（平成３０年９月１８日　火曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１４名） 

　　　１番　川　田　栄　子　君　　　　　２番　川　村　三千代　君 

　　　３番　原　田　秀　明　君　　　　　４番　山　岡　　　力　君 

　　　５番　山　本　　　英　君　　　　　６番　髙　倉　真　弓　君 

　　　７番　山　上　庄　一　君　　　　　８番　山　戸　　　寛　君 

　　　９番　岡　﨑　利　久　君　　　　１０番　野々下　昌　文　君 

　　１１番　松　浦　英　夫　君　　　　１２番　寺　田　公　一　君 

　　１３番　宮　本　有　二　君　　　　１４番　濵　田　陸　紀　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　議 事 係 長　　宮　本　誉　子　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　平　富　宏　君 

　　　副 市 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　企 画 課 長　　黒　田　　　厚　君 

　　　危機管理課長　　岩　本　敬　二　君 

　　　市 民 課 長　　山　岡　敏　樹　君 

 　　　次長兼庶務係長 

　　　兼 調 査 係 長
奈　良　和　美　君

 　　　総 務 課 長 兼 

　　　選挙管理委員会 

　　　事 務 局 長

河　原　敏　郎　君



－ 10 －

　　　税 務 課 長　　児　島　厚　臣　君 

　　　健康推進課長　　和　田　克　哉　君 

　　　長寿政策課長　　桑　原　　　一　君 

　　　環 境 課 長　　岡　本　　　武　君 

　　　人権推進課長　　沢　田　美　保　君 

　　　産業振興課長　　谷　本　和　哉　君 

　　　商工観光課長　　上　村　秀　生　君 

　　　土 木 課 長　　中　町　真　二　君 

　　　都市建設課長　　小　島　裕　史　君 

　　　福祉事務所長　　河　原　志加子　君 

　　　水 道 課 長　　川　島　義　之　君 

　　　教 育 長　　出　口　君　男　君 

 

 

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
佐　藤　恵　介　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
中　山　佳　久　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

楠　目　健　一　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
山　戸　達　朗　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
岩　田　明　仁　君



－ 11 －

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０２分　開議 

○議長（岡﨑利久君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　皆さん、おはよう

ございます。公明党の野々下昌文でございます。 

　まず、このたびの７月豪雨により、被災され

た多くの市民の皆様に、心よりお見舞いを申し

上げます。 

　それでは、通告に従いまして、一般質問を行

います。 

　私の質問内容は、豪雨による災害対策、要配

慮者の防災対策、通学路の安全対策、宿毛市庁

舎移転問題の４点について、質問を行います。

市長、教育長におかれましては、明解な答弁を、

よろしくお願いをいたします。 

　それでは、このたびの７月豪雨の被害状況に

ついて、お尋ねをいたします。 

　近年、日本列島では、台風や梅雨前線、秋雨

前線などが要因となり、積乱雲が線状につなが

る線状降水帯などによる集中豪雨で、災害が相

次ぎ発生をしております。観測史上１位や、こ

れまで経験のない大雨という言葉をテレビで頻

繁に聞かれるようになりました。 

　また、ここ数年、毎年のように豪雨による災

害が発生し、多くの死者、行方不明者が出てお

ります。 

　水害は突然起こる地震とは違い、大雨から河

川の氾濫等の災害が発生するまでの時間的な猶

予があり、適切な行動をとることによって、被

害は発生しても、命を守ることはできると言わ

れております。 

　大切なことは、過去の災害に学び、教訓とし

ながら、常に対策を考えていくことであります。

命を守るために、できる限りの対策をしていか

なければならないと思います。 

　この７月に西日本を襲った台風７号、及び梅

雨前線による集中豪雨は、平成３０年７月豪雨

と命名され、西日本各地に甚大な被害を引き起

こしました。 

　本県においても、香南市で一人、大月町で２

人の方が亡くなり、本市においても、多くの地

域で冠水があり、がけ崩れもあり、非常に緊迫

した状態でございました。 

　台風被害でも、最近、豪雨情報がよく発令さ

れ、水害対策の一層の強化の必要性を感じてお

ります。 

　そこで、まず、本市の７月豪雨の被害状況に

ついて、お聞かせを願いたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　皆様、おはようござい

ます。 

　まず、このたびの７月豪雨により、被災され

た多くの市民の皆様に、お見舞いを申し上げま

す。 

　また、国土交通省や自衛隊、そして高知県、

近隣市町村、各関係機関を初め、多くの方々に、

迅速な支援、応援をいただきましたことに感謝

を申し上げます。市としましても、復旧復興に

向け、職員一丸となって取り組んでいるところ

でございます。 

　それでは、被害状況について、御説明をさせ

ていただきます。 

　人的被害につきましては、幸いにも、宿毛市

では軽傷の方が１名となっております。これは、

裏山の崩壊によりまして、住宅内に土砂が流入

し、救急搬送されましたが、奇跡的にかすり傷

程度で済んだものでした。 

　次に、建物等被害につきましては、全壊５棟、

半壊７棟、一部損壊１０棟、床上浸水８５棟、

床下浸水４９４棟です。これは、空き家や店舗、
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倉庫などの非住家も含めた棟数であります。 

　道路等の被害としましては、被害直後には、

土砂崩れなどによる国道を含む通行どめ箇所が

２０カ所にのぼり、交通網が麻痺した状態が続

きました。 

　その後の調査により、土砂崩れなどの災害が、

市道２７路線７１件、林道３路線３件、津波避

難道８路線８件、がけ崩れ１１件、河川５６河

川８０件となっております。 

　また、発災直後には、土砂崩れ等により、４

集落、３２世帯の５４人ですが、こちらが孤立

状態が続いておりましたが、現在は復旧をして

いるところでございます。 

　農林水産業につきましては、農業関連で農地

５２件、農業用施設２１件のほか、農産物につ

いての被害も甚大なものとなっておりまして、 

現時点での推計で、農産物被害総額が１，８４

４万円、特にブンタン等の果樹被害が１，００

０万円と大半を占めております。 

　園地流出により収穫不能となったもののほか、

樹木のダメージによる今後の品質の低下等、ま

すます被害が増大されることが危惧をされてい

るところでございます。 

　水産業につきましては、養殖業で２億１，３

９３万８，０００円と推測しております。 

　土砂の海面への流出による酸欠死など、壊滅

的なダメージを受けておりまして、今後もさま

ざまな影響により、被害が拡大する可能性があ

ります。 

　商工業につきましては、商業被害２１件、１

６３万６，０００円、工業被害４件、５５万５，

０００円と推計しております。 

　そのほかにも、住宅敷地内への土砂の流入な

ど、さまざまな被害が多数ありました。完全復

旧までには時間がかかる工事などもありますの

で、できるだけ速やかな復旧に努めてまいりた

い、そのように考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　本市では、人的被

害は軽傷者１名のみということで、生命に及ぶ

被害はなかったということでございます。 

　農業、漁業においても、多大な、予想をはる

かに超える被害となったということで、速やか

な復旧復興をお願いをしておきたいと思います。 

　再質問をさせていただきます。 

　本市街地においても、今まで見たことのない、

大変広範囲で床下浸水が発生し、一部、床上浸

水したところもあります。 

　このような状況をどう分析をし、今後の対策

について、所見を伺いたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　排水が追いつかなかったことの原因は、今回

の豪雨が、観測史上初の１０８ミリの時間雨量

の上、３時間に２６３ミリの大雨であったこと

と、与市明川上流部の越水による市街地への流

入が重なりまして、ポンプのフル稼働でも補い

きれない水量であったと思われます。 

　本来、雨水排水路を経由し、宿毛ポンプ場へ

流入すべき水が、排水路を経由せずに、市街地

へ滞留した結果、ポンプ排水に時間を要したも

のと考えられます。 

　このことからも、既存水路の健全度は非常に

重要な要素となりますので、地域の方の御協力

をいただきながら、これまで以上に、定期的な

確認、点検の頻度をふやしていきたい、そのよ

うに考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　今、３時間の雨量

が２６３ミリという、多大な、多くの雨が降っ

たため、ということで、既存の排水路の定期的

な整備、確認が大事だというお話でございまし
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たが、各自主防災組織なんかへの協力要請とい

うのも、あってもいいんじゃないかと思います

ので、提案をしておきたいと思います。 

　続いて、篠川流域の護岸対策についてお伺い

をいたします。 

　このたびの７月豪雨により、篠川流域の山北、

草木藪、小川、野地、高石、長野、二ノ宮の各

地区において、農作物等の甚大な被害が出てお

ります。 

　この地域では、洪水が起きると、毎回のよう

に堤防を越流した濁流によって被害を受けてま

いりました。 

　また、たび重なる洪水により、土砂等の堆積

も多くなっており、堤防を越流しやすくなって

きております。 

　今回は、その県の管理管轄の護岸堤防が至る

ところで崩壊、崩落をしており、小川地区にお

いては堤防が崩落し、その上にあった人家の擁

壁や塀、庭が、ともに濁流に押し流されたとこ

ろもございます。 

　高石地区においては、対岸へ渡る農道の橋が

護岸の崩壊によって崩落をしており、篠川流域

においても、いまだに経験のしたことのない被

害となっております。 

　また、最近の気象状況を考えると、今後も豪

雨のたびに、このようなことが起こることは予

想されます。今後、豪雨や洪水に強い堤防、ま

た篠川流域で農作物に被害を及ぼさない護岸対

策を考える必要があるのではないでしょうか。 

　御所見をお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　今回の７月豪雨に伴う被害につきましては、

各地域で、過去に例がないほどの規模となって

おります。 

　その中で、高知県の管理である篠川について

も、甚大な被害が発生しており、地域住民等の

生活に多大な影響を及ぼしました。 

　現在、篠川は、管理者である高知県により、

下流から継続的に河川改修を実施しております。

しかし、まだ、未改修の区間も多く、豪雨災害

による被害を軽減するためには、引き続きの整

備が不可欠となります。 

　今後も、住民の安全確保と地域産業を守るた

めに、早期整備を強く要望していきたい、その

ように思っているところでございます。 

　なお、高知県によりますと、被害を受けた護

岸につきましては、早期復旧に向けての作業を

進めておりまして、今回の豪雨により、河川に

堆積した土砂等の撤去についても、現在、補正

予算を要望していると聞いております。 

　また、本市にとりまして、農業は最も重要な

基幹産業の一つであると認識をしております。

そういった認識のもと、持続可能な農業を営む

ことができるよう、被害に遭われた農業者の

方々の復旧支援について、市としても全力で取

り組んでまいりたい、そのように考えていると

ころでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　市長、一日も早く、

流域の皆さんが安心して農作業もできる護岸対

策、ぜひお願いをしておきたいと思います。 

　再質問をさせていただきます。 

　流木対策について、お伺いをいたします。 

　あくまでも私の私見でありますが、今回の小

川地区、野地地区、与市明地区における床上浸

水は、一時的に流木等による橋梁閉塞に近い状

況が起きていたのではないかと考えます。 

　私、午前４時半ごろ、小川地区の長畑橋を見

たときには流木がかかり、その上を濁流が越え、

橋の上流と下流ではかなりの落差ができており、

上流側にある２件の床上浸水につながったので

はないかと予測されます。 
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　橋の崩落にもつながりかねない状況でござい

ました。 

　間接的な災害につながる危険性のある流木で

あります。これからも豪雨のたびに、流木の流

出が考えられます。今後の流木対策をどのよう

に考えておられるのか、所見を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　今回の豪雨による被害状況の中でも、御指摘

のような大量の流木が原因となっている被害が

数多く見られました。 

　このことは、全国的にも問題となっておりま

して、本市も森林面積の割合が高いため、今回

のような記録的な豪雨時には、どこの地区でも

起こり得る状況であります。 

　しかし、橋などの施設を洪水時の流木等によ

る影響を受けないように、そういった形にする

には、橋の架設位置を高くすることや、橋脚を

設けないような構造にする方法などが考えられ

ますが、いずれにいたしましても、多大な改修

費を要するため、非常に困難であると、そのよ

うに考えているところでございます。 

　現在、地域の高齢化、過疎化の進行に伴う森

林の荒廃が問題となっており、これらを改善す

るには、日ごろからの適正な管理が必要である

ため、今後も引き続き、啓発活動に取り組んで

いきたい、そのように考えているところでござ

います。 

　なお、近年、砂防堰堤の開口部に格子状の構

造物を設置することで、氾濫の原因となる流木

及び大きな岩と、流水を効率よく分離できる、

そういった形の、透過型砂防堰堤といいますが、

この透過型砂防堰堤の整備が対策の一つとして

進められていることから、篠川流域も含めまし

て、必要性の高い地域につきましては、高知県

と事業の可能性について、これから協議をして

いきたい、そのように思っているところでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　今、市長言われた

透過型砂防堰堤、ところどころで、たまに見か

けることがございます。少しでも被害の軽減に

向けて、前へ進む取り組みをお願いをしておき

たいと思います。 

　続いて、本市の避難情報に対する避難状況と

今後の対策について、お伺いをいたします。 

　これは私のスマートフォンに残された記録に

よりますが、７月７日には避難準備、高齢者等

避難開始や、避難勧告が発令をされ、また８日

には、午前５時５１分には、気象特別警報が発

表され、６時２８分には緊急の避難指示が発令

をされております。 

　しかし、こうした避難情報が、住民の避難行

動に結びついていないと、多くの市民の皆様か

らお聞きをしました。 

　このような状況を調査した東京大学総合防災

情報研究センターの関谷特任准教授によると、

避難勧告や避難指示の情報を受けて、危機感を

感じる人は４割とのことであります。 

　避難に関する情報の意味を知らない住民も多

く、実際に避難行動に結びつくケースは、浸水

が迫っている状況を目の当たりにするか、消防

団、友人、知人、家族、自治体職員等に、直接

呼びかけられ、逃げるというケースがある。気

象情報を見て、自分で判断して逃げるケースは、

本当に少ない状況であるということです。 

　住民が避難に関する情報の意味を知らないこ

とを前提に、自治体の担当者は、必要な情報を

伝え理解してもらい、避難行動に結びつける工

夫をしていただきたいと指摘をしております。 

　このような住民の行動は、正常性のバイアス

といって、自分にとって都合の悪い情報を無視
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したり、過小評価してしまう人間の特性がある

そうであります。 

　今回、私自身もまさにそうでありました。ま

さか国道５６号が川のようになるとは、思いも

つきませんでした。また、市民全体の意識がそ

のような状況だったように思われます。 

　そこで、このたびの７月豪雨では、避難情報

を受けて、どのくらいの避難者がいたのか。そ

の避難の状況、そうした状況をどう分析し、今

後どう対策をしていくのか、お聞かせを願いた

いと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　７月豪雨時の避難状況及び今後の対策に関し

ての御質問でございました。 

　７月８日の豪雨災害時には、一部、前日から

の開設を含めて、１４カ所の避難所を開設して

おり、地区で自主開設をした３つの避難所を合

わせて、１７カ所で計１４６人が避難をいたし

ました。 

　したがいまして、避難指示の対象人口２万６

７７人ですが、こちらに占める割合は０．７％

程度となっており、過去３年間のデータにおい

ては、最も高い避難率でありましたが、被災状

況の割には避難者数は少なかったのではないか

と、そのように分析をしております。 

　これは、急激なゲリラ豪雨であったため、避

難所へ避難することが難しかったのではないか

と、そのように考えているところでございます。 

　今回の災害を通して、市からの情報はもちろ

ん、それぞれの地区において異変を感じたとき

に、隣近所や、地区単位で情報を共有していた

だくことの重要性を、改めて実感をいたしまし

た。 

　今後、自主防災組織等と連携をする中で、こ

ういった共助の意識の醸成に取り組んでまいり

たい、そのように考えております。 

　また、行政としても、気象台等の関係機関と

連携をさらに密にする中で、情報収集の精度を

上げ、避難情報のタイミングの確度を高めるよ

う、取り組んでまいりたいと考えているところ

でございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　今後もゲリラ豪雨

は頻繁になってくるとは予想されます。 

　事実の上で、住民が被災しないことが重要な

目的でございます。的確な情報伝達、避難行動

につながる取り組みをお願いをしておきたいと

思います。 

　それでは、再質問をさせていただきます。 

　最近、よく聞く避難情報を伝える言葉に、避

難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、気象特

別警報、緊急避難指示など、日常よく耳にする

言葉でも、これだけございます。 

　今回の西日本豪雨で、避難勧告、避難指示の

対象となった方は２１７万人、この中で実際に

避難された方は６，０００人、約０．３％しか

いなかったことになります。 

　先ほどの言葉を一つ一つ聞いたときに、自身

がどのような行動を即座にとるべきか、市民の

中で理解できている方がどれだけおられるのか、

大変疑問であります。 

　そこで、いま一度、一つ一つの言葉の意味と、

とるべき行動を明確にしたものを、簡単に、わ

かりやすくして、各家庭に配布するとか、各地

区や自主防災組織において徹底を図るべきと考

えますが、所見を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　避難情報等の用語の、啓発に関しての御質問

でありました。 

　防災に関する用語、特に避難情報については、

正しく理解していただかなければならないと、
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当然考えているところでございます。 

　そういった中、今年度も、出水期前の６月号

の広報で周知をしたところでもございます。 

　今後におきましても、広報はもちろん、自主

防災組織の研修など、折に触れ、周知徹底を

図ってまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

　まず、市民の方々に、ぜひそういった意識を

持っていただいて、余り危機感をあおることは

よろしくないのかもしれませんが、しっかりと

皆さんにわかってもらえるよう、努力を続けて

いきたいと、そのように思っているところでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　市民の命を守るた

め、非常に重要な避難情報でございます。市民

が理解できていなければ、避難行動につながり

ませんので、わかりやすく、徹底した周知をお

願いをしておきたいと思います。 

　続いて、水害タイムラインの活用について、

お伺いをいたします。 

　国土交通省では、水害対策において、タイム

ライン導入への取り組みを始めております。 

　タイムラインとは、地域で発生するさまざま

な自然災害に対して、自治体や気象台、消防団

や自主防災組織等、さまざまな防災機関が災害

の発生を前提に連携して、災害時に発生するさ

まざまな状況をあらかじめ想定をし、共有した

上で、いつ、誰が、何をするかに着目して、防

災行動とその実施主体を時系列で整理した防災

行動計画であります。 

　これは、２０１２年に発生したアメリカのハ

リケーンによる被害を、タイムラインで最小限

に抑えたことができたという教訓をもとに、国

土交通省が全国展開を目指し、取り組んでいる

ところでございます。 

　日本で初めて水害タイムラインを取り入れた

三重県紀宝町の西田町長によると、タイムライ

ンの導入で役場職員や、防災関係機関、住民の

行動に変化が見られたこと。例えば、避難行動

要支援者の対応等でも、関係機関の連携がス

ムーズになり、避難行動の支援につながり、ま

た町民の防災意識の醸成が図られているとのこ

とでございます。 

　本市の水害対策においても、水害タイムライ

ンを積極的に活用すべきと考えますが、いかが

でしょうか。本市の水害タイムラインの活用に

ついて、現在のお考えをお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　現在、宿毛市におきましては、水害対策とし

て、一定、襲来が予測できる台風に対してのタ

イムラインは策定しておりますが、今回のよう

な突発的なゲリラ豪雨に対しては、予測が困難

であることから、タイムラインは策定していな

いのが現状、そういった状況であります。 

　なお、タイムラインとは別に、宿毛市判断・

伝達マニュアルの中で、避難情報の判断基準を

定めており、水害については、河川の水位等に

より、避難勧告等の避難情報を発令することと

しておりますが、今回の７月豪雨に際しては、

マニュアルの想定を超える災害でありましたの

で、規定どおりの運用は行いませんでした。 

　７月豪雨災害以降、当時の対応の検証を行い

ながら、その後の台風等への対応をしていると

ころでありますが、タイムラインについても、

見直すべきところはしっかりと見直し、今後の

災害対応へ生かしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　今後も大雨が予想
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されるところでございますが、しっかりと検証

をしていただいて、市民にいち早く情報を伝え

るために、水害に対しても、きめ細かなタイム

ラインの作成を行っていただきますよう、お願

いをいたします。 

　そこで再質問をさせていただきます。 

　住んでいる場所や家族構成、年齢などによっ

て、災害が異なることから、今、全国では、み

ずからの行動を時系列で定めておくマイタイム

ラインの作成をする動きを多く見かけるように

なってきております。 

　本市においても、各地区や自主防災組織に呼

びかけ、普及を図ることによって、早期避難を

進めるための住民意識の向上につながるのでは

ないかと考えますが、所見を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　先ほど答弁したとおり、当市でも台風災害に

対しまして、タイムラインを策定しており、こ

れにより、事前の円滑な対応ができている状況

であります。このように、災害が起こる前に、

しっかり災害時に自分自身がとるべき行動計画

を、時系列的に整理し、取りまとめておくこと

は、風水害時の行動のチェックリストとなり、

また判断のサポートツールともなりますので、

逃げおくれゼロに向けた効果が期待をできると

ころでございます。 

　今後は、御提案ありましたように、市内自主

防災組織などを通じて、マイタイムラインにつ

いて、普及に努めてまいりたいというふうに

思っております。 

　また、ぜひ議員のお力もおかりしたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いをいたします。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　ぜひ取り入れてい

くよう、検討をお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

　続きまして、高齢者や障害者等避難行動要配

慮者名簿の作成状況、活用状況についてお伺い

いたします。 

　２０１１年の東日本大震災では、全体の死者

数の約６割は６５歳以上の高齢者であり、障害

者の死亡率は被災者全体の死亡率の約２倍であ

りました。 

　また、一昨年の熊本地震でも、多くの障害者

や高齢者が、必要な支援を受けられずに孤立を

した状況がございました。 

　国では、東日本大震災を教訓にし、災害対策

基本法を改正し、市町村による避難行動要支援

者の名簿の作成、並びに名簿情報を避難支援機

関へ提供することが規定をされました。 

　しかし、一昨年の熊本地震、昨年の九州北部

豪雨災害でも、この名簿がほとんど活用されて

いないのが実態でございました。 

　東日本大震災の教訓を生かし、災害弱者であ

る障害者等の要配慮者を守れるよう、行政と地

域が協力して取り組んでいかなければならない

と考えます。 

　本市の避難行動要支援者名簿の作成状況、名

簿情報提供者の増加に向けての取組状況、名簿

の活用状況等をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えいたします。 

　災害対策基本法における避難行動要支援者名

簿につきましては、障害者手帳、介護保険の情

報をもとに、対象者を選定し、名簿掲載の同意

をいただけた方につきまして、作成をしている

ところですが、平成３０年４月１日現在におい

て、対象者数が４８３名のうち、不同意、未回

答を除いた４２５名について、名簿に掲載をし

ているところでございます。 

　名簿掲載の同意取得につきましては、未回答

者を中心に、戸別訪問等を行って、趣旨の説明
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を行い、御理解をいただけるよう、取り組みを

行っております。 

　災害時に一人でも多くの避難行動要支援者の

生命と身体を守るという法の趣旨を尊重し、今

後も名簿作成に向けて、取り組んでまいります。 

　また、名簿の活用状況につきましては、地区

ごとに作成しました名簿を、地区長、自主防災

組織、そして民生委員、消防団にお渡しし、災

害時における安否確認や、避難計画に活用して

いただくとともに、消防署や社会福祉協議会に

も提供し、緊急時の情報共有に活用できるよう

にしているところでございます。 

　なお、さきの豪雨災害におきましては、名簿

の情報をもとに、地区長を通じて、要配慮者の

安否確認をしていただいたところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　ありがとうござい

ます。 

　多くの高齢者や障害などをもっておられる皆

さん、特にひとりで生活されている方は、支援

者名簿の作成等で声をかけいただくことで、安

心をすると言っておりました。 

　また、災害時には、必ず助けに来てくれるも

のと思っております。これからも、地域の中で

見守っていくという意識づくりは大切であろう

かと思います。 

　再質問をさせていただきます。 

　避難行動要支援者の避難行動支援に関する取

組指針では、さらなる避難行動支援のため、名

簿情報に基づき、市町村また民生委員等のコー

ディネーターが中心となって、避難行動要支援

者と打ち合わせをし、具体的な避難方法等につ

いて、個別計画の策定を規定をしております。 

　本市の個別計画の策定の状況や、自主防災組

織などとの情報共有の状況について、お聞かせ

を願いたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　災害対策基本法におきまして、避難行動要支

援者名簿の作成は、市町村の責務となっており、

災害時における個別避難計画を地域において作

成するために、提供することとなっております。 

　個別避難に当たっては、地域の協力がなけれ

ば成り立ちませんので、計画作成を促していく

ため、市や地区、民生委員、市防災組織等で、

協力して取り組みを行っているところでござい

ます。 

　現在の策定状況につきましては、昨年度より

５地区において取り組みを行い、順次、作成を

しております。 

　今年度におきましても、地区長連合会の各支

部を通じて説明会を行うなど、一つでも多くの

計画作成につながるよう、取り組んでいるとこ

ろでございます。 

　要支援者の情報は、障害や介護、施設入所や

移転等、また地域の状況などにより、逐次、変

わっていきますので、一度作成を行った地区に

つきましても、継続して取り組んでいただける

よう、努めてまいります。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　１地区における対

象者というのは、余り多くないと思いますので、

ぜひその取り組みを進めていただきたいと思い

ます。 

　続きまして、要配慮者利用施設等の避難確保

計画の策定状況について、お伺いをいたします。 

　一昨年８月に発生した台風１０号による豪雨

災害で、岩手県岩泉町の高齢者施設で９人が犠

牲になりました。この施設では、洪水発生時に

関する警報に応じて、要配慮者の避難行動を定

めた計画も作成しておらず、避難準備情報の意

味も理解できていなかったということでござい
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ます。 

　こうした悲劇を背景に、国では、改正水防法

と改正土砂災害防止法が成立をし、浸水想定区

域や、土砂災害想定区域内に立地し、市町村の

地域防災計画に定められる要配慮者利用施設に

対し、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務

づけられております。 

　本市の要配慮者利用施設等の避難確保計画の

状況、現状の策定状況や、訓練の実施状況、法

律より義務づけられたことにより、本市として、

計画未策定、訓練未実施の要配慮者利用施設に

どう対応していくのか、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　要配慮者利用施設等の避難確保計画の策定状

況、及び計画に基づく訓練の実施状況に関して

の御質問でございました。 

　昨年度、水防法及び土砂災害警戒区域などに

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律、

いわゆる土砂災害防止法が改正されたことに伴

い、水防法に基づく浸水想定区域内及び土砂災

害防止法に基づく土砂災害警戒区域内に所在す

る要配慮者利用施設で、地域防災計画に記載の

ある施設につきましては、避難確保計画の作成

と、その計画に基づく避難訓練の実施が義務づ

けられたところでございます。 

　宿毛市におきましては、現状、水防法に基づ

く浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設

はありませんが、土砂災害防止法に基づく土砂

災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設が、

介護施設や保育園等合わせまして、市内に２３

施設あり、昨年度の法律改正を受け、今年度に

当該２３施設に対して、避難確保計画の策定と、

避難訓練の実施を促しているところでございま

す。 

　このうち、避難確保計画を既に策定している

施設は１４施設となっており、未策定の施設に

ついても、現在、策定中であり、いずれも今年

度中には策定が完了する見込みとなっておりま

す。 

　また、訓練についても、２３施設中５施設で

は、今年度、既に訓練を実施しており、訓練未

実施の施設につきましても、今年度中の訓練を

予定しているとの報告を受けているところでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　多くの避難確保計

画の未策定施設や、訓練未実施の施設もあると

いうことでございますが、各施設の入所者の安

全確保のため、年度内の計画策定や、訓練実施

ができるようにしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

　続きまして、災害を想定した通学路の安全総

点検について、教育長にお伺いをいたします。 

　本年６月１８日、大阪北部を震源とする最大

震度６弱の地震が発生し、大きな被害が出まし

た。 

　高槻市では、小学４年生の女子児童が、通学

路を登校中、学校のプールの塀になっていたブ

ロック塀の下敷きになって亡くなられました。 

　ブロック塀の危険性は、４０年前の宮城沖地

震以降何度も指摘をされ、耐震基準の整備や、

見直しがされてきたにもかかわらず、こうした

悲惨な事故が起こりました。 

　文部科学省は、全国の教育委員会に対し、学

校ブロック塀の緊急点検を要請し、本市も緊急

点検の結果、危険と判断をしたブロック塀があ

り、早急に撤去をすると聞いております。 

　その点検結果から、現在の学校施設のブロッ

ク塀の状況はどうなっているのか、お伺いをい

たします。 

　また、今後の対策についても、お示しを願い

たいと思います。 
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○議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　おはようございます。

教育長、１０番議員の一般質問にお答え申し上

げます。 

　本年６月の大阪府高槻市の事故を受けまして、

市内全ての小中学校のブロック塀について、安

全点検を実施いたしました。 

　点検の結果、ブロック塀５６件のうち、現行

の建築基準法に定められた、高さや控え壁の間

隔が、基準外のものが３７件、ひび割れや欠損

など、破損のあるブロック塀が１７件ございま

した。 

　ブロック塀は市内ほとんどの学校施設にござ

いまして、正常なブロック塀も、今後、経年劣

化による破損等により、児童生徒に危険が及ぶ

可能性があることから、基準以下のもの、破損

があるものを含めまして、全てのブロック塀に

ついて、金属フェンス等への改修を行いたいと

いうふうに考えております。 

　まずは、緊急性の高いブロック塀について、

金属フェンス等へ改修するための費用を、今議

会の補正予算に計上させていただきました。 

　それ以外につきましても、順次、改修を行っ

てまいりたいというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　ありがとうござい

ます。 

　けさ、高知新聞に、このように、ちょうど３

カ月がたったということで、女子児童の学校の

点検結果が載っておりますが、この学校により

ますと、法定点検が始まった２００７年以降４

回、全てで同小学校に点検対象の塀は該当しな

いと報告をしていたそうであります。 

　また、基礎に打ち込む部分の鉄筋が短く、十

分な連結ではない、施工不良の指摘を、第三者

委員会はしております。 

　見えない部分でございますので、こういうも

の、本当に見た目で安全と思えても、そういう

基準を達していても、中でもそういうことが起

きているわけでございますので、気をつけてい

ただきたいと思います。 

　今、教育長のお話では、学校施設内の全ての

ブロック塀の改修を、順次行っていくというこ

とで安心をいたしましたが、コンクリートブ

ロック塀内の鉄筋というのは、ＲＣ構造の塀の

鉄筋と比べて、経年劣化が非常に早く進みます。 

　また、環境状況にとっては、大きく耐用年数

が変わってきますので、早目の改修をお願いを

しておきたいと思います。 

　再質問をさせていただきます。 

　コンクリートブロックは、今は安全基準を満

たしていても、年々劣化をしていきます。学校

周辺や、通学路にあるブロック塀についても、

全面撤去は基本だと考えます。今後の取り組み

について、所見を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

　学校周辺の通学路のブロック塀等につきまし

ては、そのほとんどが民間所有の物件になりま

すので、市として、撤去することはできません。 

　しかしながら、明らかに危険であるものにつ

きましては、所有者に対して、撤去に向けての

働きかけを行う等の取り組みは、必要ではない

かというふうに考えております。 

　宿毛市といたしましても、既に危険なブロッ

ク塀等の撤去についての補助制度を設けており

まして、広報等を通じて周知を行っております

ので、今後、市長部局とも協議をする中で、通

学路の安全確保に向けて、取り組んでまいりた

いというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 
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○１０番（野々下昌文君）　民間使用の所有物

件というのはよくわかりますが、倒れれば事故

につながる危険性が高いわけでございます。通

学路であればなおさらでありますので、少しで

も早く、危険な箇所を取り除いていただくよう、

市には努力をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

　再質問をさせていただきます。 

　通学路のことを、常々気にかけているひとり

として、通学路には、本当に多くの危険な箇所

があることを実感をしております。 

　先ほどの民間所有のブロック塀等の、学校以

外の通学路の危険箇所の早急な総点検の必要性

を強く実感をしております。 

　現在の通学路の点検は、交通の危険箇所の確

認がほとんどで、災害等を意識した点検は、余

りされていないように思います。災害のことも

想定した本市の通学路の総点検を、早急に実施

すべきと考えますが、所見をお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

　議員御指摘のとおり、災害を想定した通学路

の点検は、登下校時の児童生徒の安全を守るた

めに、重要な取り組みであるというふうに認識

をいたしております。 

　今後は、交通安全目線での通学路の点検だけ

でなく、災害を想定した点検が行えるように、

市長部局とも、あるいは他の関係機関とも連携

を図りながら、取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　よろしくお願いし

ておきます。 

　次に、災害対応の通学路マップの作成につい

て、お伺いいたします。 

　通学路の危険箇所は、学校や児童、保護者、

地域住民が共通認識することは、大切であろう

かと思います。 

　このためのツールとして、文部科学省は全国

の教育委員会を通じ、通学路の危険な箇所を示

した通学路安全マップの作成を各学校に求めて

おりますが、文部科学省によりますと、２０１

６年３月時点で、通学路安全マップを作成した

学校は、全国でおよそ４２％とのことです。 

　特に地震などの災害を想定した安全マップに

限りますと、２５％しかないそうであります。

災害時等の危険箇所は、掲載されていない状況

です。 

　今回の地震の教訓を生かすためにも、災害等

の内容を含めた通学路の安全マップを作成し、

学校や児童、保護者、地域住民が通学路の危険

箇所を知るということは、子供たちの安全を守

ることにつながっていくと考えます。 

　本市の学校の通学路の安全マップ作成状況は

いかがでしょうか。その中で、災害等を想定し

た内容になっているのは、どのくらいあるので

しょうか。また、未策定の場合は、災害等の内

容を含めた通学路の安全マップの作成を、教育

委員会として推進していくべきだと考えますが、

所見をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、お答え申し

上げます。 

　通学路の安全マップにつきましては、現在、

中学校１校、小学校２校で作成をされておりま

す。 

　そのうち、２校では災害も想定した安全マッ

プを作成をいたしております。 

　この取り組みは、各学校での防災教育の一環

として行われており、片島中学校では、災害も

想定した安全マップを作成し、それを中学校だ
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けでなく、大島、咸陽の各小学校にも配布をし

て、情報を共有しているところでございます。 

　また、小筑紫小学校でも、全ての地区ではご

ざいませんが、災害を想定した安全マップを作

成をいたしております。 

　安全マップを作成していない学校におきまし

ても、小中合同の避難訓練や、地域と一体に行

う防災キャンプ、防災士を招いての保護者も含

めた研修など、各学校におきまして、地域性の

ある取り組みを行っております。 

　今後も、通学路の安全対策を含め、さまざま

な取り組みを継続して行っていく中で、防災対

策を充実していくことが望ましいと考えており

ます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　片島や小筑紫とい

うところでは、津波を想定した部分であろうか

と思いますが、取り組みが進んでいるというこ

とでございます。 

　各学校で地域性がありますので、そういうこ

とがあると思いますが、そういう取り組みをし、

また通学路の安全対策も含めて、さまざまな取

り組みの中で、そういう継続をする中で、防災

対策を充実していくということを考えていると

いうことだと思いますが、大事なことは、生徒

一人一人が住んでいる地域や通学路での危険箇

所を認識できる、意識できる取り組みを、よろ

しくお願いをしておきたいと思います。 

　再質問をさせていただきます。 

　通学路の安全確保のためには、ハード面の整

備や見守り活動も大切でありますが、通学する

子供たちの意識を向上させていくことも大切で

あります。 

　特に、災害については、いつ、どうした形で

やってくるかはわかりません。そのためにも、

子供たちが危険箇所を認識することはもちろん、

いざ災害が起こったときに、危険に対しての対

応力を身につけていくことが大切であろうかと

思います。 

　東日本大震災でも、こうした子供たちの対応

力が、命を守ることにつながった例が多くござ

いました。 

　そのため、防災教育は大切であります。今回

の災害の教訓を生かすためにも、通学路の危険

に関しての防災教育を実施してはいかがかと思

いますが、御所見をお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

　通学路の危険に関しての防災教育という御質

問でございますけれども、先ほども御答弁させ

ていただきましたように、各学校におきまして、

さまざまな取り組みを行っており、その中には、

通学中の避難場所を把握するために、中学校区

で登校時の避難訓練を行っている学校もござい

ます。 

　また、地震に対する津波だけでなく、７月の

豪雨災害の事例もございますので、地震対策だ

け、あるいは学校内だけということではなく、

さまざまなことを想定した取り組みを行ってい

くことが必要であるというふうに認識をいたし

ております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　かつて東日本大震

災のとき、釜石の子供たちに、「津波は必ず来

る」を基本に、津波てんでんこや、そのときに

どのような行動をとるべきかを徹底した釜石の

防災教育により、多くの子供たちが、命が守ら

れたということがございました。 

　子供たちの命を守るためには、過去の教訓に

学び、備えをすることが一番大事じゃないかと

思います。 
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　釜石の子供たちのように、対応力が身につく

防災教育をお願いをしておきたいと思います。 

　続きまして、宿毛市庁舎の移転問題について、

お伺いをいたします。 

　今回の庁舎移転問題について、まずこれまで

の経過を確認をさせていただきたいと思います。 

　４月に庁舎建設プロジェクト調整会議を発足

され、具体的に庁舎建設に向けて動き始め、５

月に入り、新庁舎建設候補地の素案として、現

在地、旧県立病院跡地、小深浦の高台の３カ所

を選定し、５月２５日の臨時議会において、議

会へも議員協議会の中で、建設候補地の３案の

素案が示され、説明がございました。 

　また、多くの市民の意見を伺いたいというこ

とで、６月２１日から、市内８カ所で住民意見

交換を開催し、意見集約をして、審議会へ諮問

しております。 

　審議会においては、原　忠高知大学教授を会

長として、９人の審議会委員により審議を行い、

８月２４日、審議会の答申として、全員一致で

市役所庁舎の建設地として、小深浦の高台を決

議し、８つの附帯事項をつけた答申が提出され

ております。 

　８月２９日に、私たち議会への答申書の説明

があり、８月３１日に市民の皆さんへ理解を求

め、昼・夜２回の説明会を開いたという、これ

までの流れであったかと思います。 

　ここで誤解があっては困りますので、１点、

確認をさせていただきますが、５月２５日の議

員協議会の中で、執行部から建設候補地の素案

が示されたとき、また、８月２９日、審議会の

答申書を受け、執行部として答申書の方向でい

くと決定したと執行部より報告があったときの

２回、この報告以外、市議会は３案の決定には

全くかかわってないということを、確認をして

おきたいと思いますが、それでよろしいでしょ

うか、市長。 

　市議会として、決定にかかわっていなかった

ということ。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　審議会の関係の予算は議決をいただいている

というふうに思っておりますが、それ以外に関

しては、一般質問とか、いろんなところでお話

はいただいたことがあろうかとは思いますが、

特にこちらから、それ以外で報告をしたという

ことはないというふうに、今、思っているとこ

ろでございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　勘違いされていま

すが、市議会として、決定事項にかかわってい

ない。３案とか、そういうことに対して、市議

会はかかわりなかったということを聞いたわけ

でございまして、審議会の答申が示されたとき

に、議会が先に決めていると。そういう中に

入って決めているということを言われましたの

で、今、確認をしたところでございます。 

　その分では、議会としては、かかわりなかっ

たということの確認でございましたので、それ

でよろしいと思いますので。よろしいですか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　事前に確認がとれてな

くて、答弁がずれたようでございまして、大変

失礼をいたしました。 

　そのことについては、特に議会のほうがかか

わって３案に決めたということではございませ

ん。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　質問させていただ

きます。 

　まず、１点目、市役所の防災上の位置づけに

ついて、お伺いをいたします。 

　市役所が現在地からなくなってしまうと、町
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中の高齢者の皆さんにとって、地震や津波から

逃げる場所がなくなってしまうという、切実な

意見がございました。 

　この問題は、以前、中学校の移転問題のとき

にも、同じ内容の意見があがっておりましたが、

宿毛小学校、また市役所は防災対策上、どのよ

うな位置づけになっているのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　市役所の防災上の位置づけということでござ

います。最も重要な市役所の防災上の機能とい

たしましては、速やかに災害対策本部を設置し、

災害復旧復興の司令塔といたしまして、さまざ

まな災害対応業務の指揮を行うことであります。 

　そのため、南海トラフ地震による津波浸水エ

リア内に庁舎を建設した場合、その庁舎では、

重要な機能である災害対策本部を設置すること

ができないことから、庁舎は高台に立地すべき

であると考えているところでございます。 

　その上で、避難者の受け入れなど、発災後の

対応も行っていかなければならないと、そのよ

うに考えておりまして、新庁舎建設に際しまし

ては、そのための一定のスペース確保も検討を

してまいりたいと考えております。 

　市役所が移転すれば、避難できない住民がい

るというお話をお聞きになったとのことでござ

いますが、宿毛小中学校の改築に際しましては、

建物を高層化いたしまして、備蓄倉庫の整備な

ど、防災機能を付加して、いざというときの地

域住民の皆様の津波避難場所としても、活用し

ていただけるよう整備することは、以前より地

域住民の皆様にも説明をさせていただいている

ところでもございます。 

　なお、不安を抱えている住民の皆様には、今

後も丁寧に説明をしてまいりたい、そのように

考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　これから改築され

る小中学校や市役所には、防災機能を付加した

り、周辺地域の皆様の津波避難所としても、整

備をしていくということで、一定、安心してい

ただけるんじゃないかと思います。 

　２点目として、市民サービス機能の維持につ

いて、伺います。 

　附帯事項にもありますが、現在地周辺の市民

サービス機能の維持という点ですが、どのよう

な対応を考えておられるのか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　庁舎が移転した際にも、現庁舎付近の住民の

皆様に対する行政サービスが維持できるように、

市民直結の窓口業務を担保した機能は残しなが

ら、公共交通のネットワーク機能の充実を図る

ことで、より暮らしやすい、そんな環境づくり

に努めてまいりたい、そのように考えていると

ころでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　窓口業務の交通機

関、公共交通機関等を設けて、現在地周辺の皆

様には、不便をかけない対策を講じるというこ

とですが、具体的な内容については示されませ

んでしたけれども、決定次第、皆様に知らせる

ということでよろしいでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　具体的な内容は、当然、庁舎建設位置が決定

した後に、皆様方とお話をさせていただきなが
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ら、決定をさせていただき、そしてお知らせを

していきたいというふうに考えているところで

ございます。 

　当然、住民の方々に対しましても、説明会を

開いていくつもりでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　３点目といたしま

して、市庁舎移転の計画から決定までの期間に

ついて、お伺いをいたします。 

　住民説明会の中で、非常に多く聞かれた声に、

４月に庁舎建設プロジェクト調整会議が発足し

てから、８月の決定まで４カ月で決めてしまう

のは拙速ではないか。 

　また、都市計画マスタープランを改定し、プ

ロセスをきちんとしてからでもいいのではない

かとの意見も、同じ意味のものだと思いますが、

どのように考えておられるのか、お伺いをいた

します。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　日本列島では、近年、ますます災害が多発を

しておりまして、今年度だけでも、大阪北部地

震や、北海道胆振東部地震、そして７月の豪雨、

複数の台風の直撃など、さまざまな災害が続い

ております。 

　そして、各地が甚大な被害を受けている状況

にあることは、皆さんの記憶にも新しいことと

思っています。 

　さきの東日本大震災や熊本地震においては、

被災により庁舎機能が麻痺をいたしまして、そ

の後の復旧復興に多大な影響を及ぼした自治体

があることも承知をしているところでございま

す。 

　拙速との意見もございますが、私といたしま

しては、庁舎につきましては、災害復旧復興の

司令塔としての重要な責務を有しておりまして、

いつ来てもおかしくないといわれる南海トラフ

地震に備え、一日でも早く災害に強い庁舎を建

設すべきと強く感じ、短い時間ではございまし

たが、その間にできるだけ多くの方々の意見を

吸い上げ、そしてスピード感を持って進め、小

深浦の高台に決定させていただきましたので、

その点については、どうか御理解をしていただ

きたい、そのように考えているところでござい

ます。 

　次に、都市計画マスタープランを改定してか

ら進めたほうがいいのではとの質問について、

お答えをさせていただきます。 

　都市計画マスタープランは、都市計画法に基

づく計画であり、まちづくりの将来ビジョンに

ついて、審議会の設置や、アンケート調査等を

実施し、市民の皆様の意見を反映させたものを

作成し、定めるものとなります。 

　マスタープランを作成する上で、庁舎建設位

置や、近く決まる予定の高速道路のルートなど

は、その後のまちづくりに大きく影響を及ぼす

ものとなりますので、それを加味して作成する

ことが、非常に重要となります。 

　このことからも、庁舎建設位置をまず決定し、

その後の高速道路のルート決定とあわせまして、

それを契機に、早急に都市計画マスタープラン

を改定し、より現状に合った、新たなまちづく

りのビジョンを作成していきたいと考えている

ところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　ただいまの答弁、

私も同感としているところでございます。 

　私たちは、平成２８年４月に起きた熊本地震

直後に、被害の一番大きかった益城町へ、被災

状況の視察調査に行ってまいりました。 

　当時、益城町の庁舎は、耐震改修済みで、震
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度７にも対応できる庁舎のはずだったと言って

おりましたが、震度７に２度も襲われ、建物に

ひびが入り、電源車が倒れ、電気がストップし、

建物の強度に懸念があるということで、６００

人の住民の避難をしている福祉センターへ役場

機能を移し、椅子を並べただけで震災対策に当

たったといわれておりました。 

　この仮設庁舎を建てて、役場機能の復旧に取

り組んでおりましたが、被災者にとって重要な

手続であります罹災証明の発行など、１カ月半

がたっても、滞った状態であったと伺っており

ます。 

　このことを考えても、庁舎機能が停止をする

ということは、住民が一番被害を受けることに

なります。いつ来てもおかしくない南海トラフ

地震に備え、一日も早く、災害に強い庁舎の建

設は、私も望むところでございます。 

　再質問をさせていただきます。 

　この問題では、緊急防災・減災事業債のタイ

ムリミットについて、お伺いをいたします。 

　緊急防災・減災事業債とは、東日本大震災を

教訓として生まれ、地方公共団体が喫緊の課題

である防災・減災対策に取り組んでいけるよう

つくられたもので、地方防災計画上、津波対策

の観点から、移転が必要と位置づけられた公共

施設及び公共施設の移転に係る費用などに使え

る地方債充当率１００％で、地方交付税算入率

が７０％であり、市の負担が３０％、国の負担

が７０％という、非常に有利な起債であります

が、しかし、事業年度が東日本大震災に係る復

興創生期間の平成２９年度から３２年度までと

なっており、小深浦の高台造成及び建設期間を

考えると、非常にタイトな日程になっているよ

うに思いますが、今議会に上程された庁舎位置

を定める条例議案が継続審査となった場合、緊

急防災・減災事業債を活用できるタイムリミッ

トは大丈夫なのか、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　高台移転の最も有利な起債である緊急防災・

減災事業債につきましては、平成３２年度まで

の期限つきの起債ですので、繰り越しを勘案し

たといたしましても、平成３３年度末がタイム

リミットとなります。 

　現在、考えている建設スケジュールにつきま

しては、本議会で予算の議決をいただいた後に、

修正設計や開発申請などの手続を経て、造成工

事を行い、それと並行いたしまして、建物の設

計をし、造成工事終了後に庁舎建築工事に入る

といったもので、平成３２年度中に建築に着工

し、平成３３年度末完成を目指すといったもの

であり、工期的には大変厳しいスケジュールと

なっているところでございます。 

　なお、この起債につきましては、今後の防災

の観点からも必要と考えていますので、市長会

を通じて、国に期限の延長も要望しているとこ

ろでございまして、全国の市長会のほうからも、

同じように要望があがっているところでござい

ます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　大変厳しいスケ

ジュールとなっているということですが、ス

ムーズに議決され、事業が運ぶことを祈ってお

ります。 

　再質問をさせていただきます。 

　今議会に上程され、庁舎位置を定める条例議

案が否決となった場合、今後の対応はどのよう

に考えておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　今議会で提案しております市役所の位置を定

める条例の一部改正議案につきまして、議案が
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否決された場合の対応についての御質問でござ

いますが、議案として提案するからには、執行

部といたしましても、説明責任を十分に果たし

まして、原案どおり御決定いただけるよう、努

力をしたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　執行部の皆さんの

かたい決意と受けとめました。 

　４点目でございますが、緊急防災・減災事業

債の対象について、お伺いいたします。 

　附帯事項の中に、庁舎は津波対策として、Ｌ

２対応とするということになっております。 

　市民の皆さんの声の中には、旧県立病院跡地

でも、海抜７メートル以上に埋め立てをすれば、

Ｌ２対応となり、緊急防災事業債も使えるとい

う意見も聞きますが、実際に緊急防災事業債の

対象となるのか、見解を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　結論から申し上げますと、旧県立病院跡地に

庁舎を建てる際には、緊急防災・減災事業債は

対象となりません。 

　総務省は、旧県立病院跡地のような津波浸水

エリア内で、緊急防災・減災事業債を利用する

ための要件といたしまして、地理的な制約があ

る中で、かさ上げなどの津波対策を講じること

により、高台移転と同等の効果が見込まれるも

のであり、想定される津波の高さ等を踏まえた

津波浸水対策の実効性が担保され、地域防災計

画の中に、事業の必要性が位置づけられていれ

ば、対象となり得るとしております。 

　ここでいう地理的な制約とは、県に確認した

ところ、津波浸水エリア外での建てかえが不可

能という状況をいうものでありまして、宿毛市

には、小深浦の高台があるため、地理的な制約

がある自治体には該当しないという回答があり

ました。 

　また、高台移転と同等の効果とは、単に庁舎

をＬ２対応にすればいいというものではなく、

災害発生後も、庁舎機能を維持できるというこ

とが重要で、災害時に庁舎へのアクセスも遮断

されるような状況では、高台移転と同等とは言

えないというのが、総務省の見解でございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　大変わかりにく

かったので、確認をしたいと思いますが。 

　宿毛市には津波浸水区域外に、小深浦の高台

があるため、地理的制約を受けないということ

が１点。それと、庁舎をＬ２対応にすればとい

うことでなく、津波に浸水するところ、被害を

受けるところには、高台移転と同等にはならな

いということの２点。 

　この県立病院跡地には、６．７メートル、７

メートル近い津波が押し寄せるということで、

その対象にならないという、この２点であろう

かと思います。 

　次の再質問をさせていただきたいと思います。 

　旧県立病院跡地に新庁舎を建てる場合、市町

村役場機能緊急保全事業債も対象となるとの意

見もあります。これも対象になるかどうか、見

解を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　市町村役場機能緊急保全事業債とは、昭和５

６年５月３１日以前に建築確認を受けて建設さ

れ、耐震化が未実施の市町村の本庁舎建てかえ

事業が対象となる起債でございます。 

　宿毛市の場合、平成２５年に本庁舎の耐震化

を実施済みのため、庁舎建設位置にかかわらず、

市町村役場機能緊急保全事業債は、対象外とな
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ります。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　耐震化が未実施の

庁舎の建てかえ事業が対象となるため、これは

対象にならないということでございます。 

　再質問をさせていただきます。 

　附帯事項で示されている新庁舎は、地震・津

波対策として、Ｌ２対応とするとなっておりま

す。 

　Ｌ２対応で、現在地また旧県立病院跡地で新

庁舎を建設するとなると、どのような形態にな

るのか、またコスト、建設期間はどうなるのか、

お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　Ｌ２クラスの地震による津波を想定すると、

現在地では６．９メートル、旧県立病院跡地で

は６．７メートルの高さまで、浸水すると予定

されています。 

　Ｌ２対応を行うためには、どちらも７メート

ルより高い位置に市役所機能を設ける必要があ

ると考えられまして、その場合の工法といたし

ましては、浸水しないところまで土地をかさ上

げする方法、または、ピロティー方式の建築に

よる方法、そして１階部分をかさ上げをし、そ

の上にピロティー方式で建築する方法などが、

想定をされると思います。 

　例えば、ピロティー方式での建築につきまし

ては、上階にあがるために、ピロティーの空間

部分に階段及びエレベーターの設置が必要と考

えられ、津波による浸水時は、エレベーターも

浸水し、使用できなくなることが容易に想定を

されるところでもございます。 

　また、７メートルを盛り土によりかさ上げす

る方法につきましては、盛り土の流出を防ぐた

め、周囲を高さ７メートルの擁壁で囲う必要が

ある上、その高さまでアクセス道路をつくる必

要があります。 

　そのような理由からも、いずれもＬ２対応で

の建設は現実的ではないものと考えられ、現在

地及び旧県立病院跡地における事業費について

は、Ｌ２想定ではなく、そこに建てる上で、現

実的なＬ１対応での事業費を、意見交換会等で

お示しをさせていただいたところでございます。 

　現在地及び旧県立病院跡地のＬ２対応での御

質問でありますので、あえてＬ２対応での建築

コストがどの程度増額になるかを、ピロティー

方式と盛り土方式についてお示しをさせていた

だきたいと思います。 

　ピロティーによる建築費の増額につきまして

は、仮に事務所スペースが４階層のものを、ピ

ロティー方式にて建築すると、１階当たりの床

面積は１，８００平米と想定され、高さ７メー

トルのピロティー１平米当たり２７万６，００

０円の増額が見込まれていますので、４億９，

６８０万円の増額となります。 

　また、駐車場につきましても、Ｌ２対応を行

うのであれば、やり方は別として、別途事業費

が必要となるところでございます。 

　ピロティーの場合の建築期間は、造成に関す

る設計や、工事が不要となるため、高台よりも

短縮できる可能性はあるものの、地質調査や対

策工法の検討、地盤改良工事は必要であること

に加え、駐車場のＬ２対策の有無によっては、

予想以上の期間が必要となることが想定をされ

ると思います。 

　次に、７メートルの高さまで、盛り土による

かさ上げを行う場合については、現在の庁舎の

建て面積に、公用車及び来客用駐車場の面積を

加えた約５，０００平米と仮定させていただき

ます。そうすると、７メートルの高さまでかさ

上げすることを考えると、単純計算で約５億３，
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６６０万円は必要となります。 

　Ｌ１対応での造成の試算が５，０６０万円で

ありますので、単純に４億８，６００万円の増

額となるところでございます。 

　この場合は、あわせて７メートルの高さまで

上がるアクセス道路を、新たにつくる必要があ

り、アクセス道路の勾配を、仮に７％と考えて

も、道路延長は１００メートルとなります。こ

の分でも、大きく増額となると、そのように想

定されるところでございます。 

　工事期間につきましては、現場が住宅地に位

置しているため、３万５，０００立米を超える

盛り土の搬入には、近隣住民への影響等に十分

配慮する必要があり、小深浦の高台以上の期間

を要する可能性があると、そのように予想をさ

れるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　市長、大変詳しく

答弁をいただきましたが、答申書の附帯事項と

いわれているＬ２対応となると、コスト、建設

期間、いずれも非現実的なものとなり本市の財

政状況を考えると、不可能と言わざるを得ない

と思います。 

　続いて、次の質問に移ります。 

　宿毛市全体のまちづくりについて伺います。 

　附帯事項で、まちのにぎわいづくりについて、

十分に検討しなさいということになっておりま

す。郊外へどんどん大店舗ができ、まちのにぎ

わいが移っていく中で、また庁舎が小深浦に

なった場合、宿毛市全体のまちづくりはどのよ

うに考えておられるのか、お伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　宿毛市全体のまちづくりについての質問であ

ります。宿毛市におけるまちのグランドデザイ

ンである、現在の都市計画マスタープランにつ

きましては、平成１２年に策定をしておりまし

て、これまでの１８年の間に、人口減少である

とか、高速道路の延伸、そして東日本大震災な

どを踏まえた防災対策などにより、刻一刻と状

況が変化しているところでございます。 

　そのような中、庁舎建設位置や、近く決定さ

れる予定の高速道路のルートなど、今後のまち

づくりに大きく影響する計画を加味したまちづ

くりビジョンである都市計画マスタープランの

改定を、早急に進めていかなければならないと

考えているところでございます。 

　例えば、既存市街地につきましては、現都市

計画マスタープランにおいても、緑と文化の中

心市街地ゾーンとして位置づけておりまして、

昨年度改築を行った林邸を初め、江戸期の町割

りやそこに点在する神社やお寺などを活用し、

持ち味である歴史文化を存分に生かしていく方

法を、模索していきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

　また、今後、小深浦の高台を含む宿毛駅を中

心とする地域と、既存市街地のそれぞれの特色

を生かしまして、それに道の駅等と連携させる

ことで、相乗効果を生むような、そんなまちづ

くりを構築することができれば、よりまちのに

ぎわいにつながるのではないかと、そのように

考えているところでございまして、しっかりと

取り組みを進めたいと思っているところでござ

います。 

　いずれにいたしましても、都市計画マスター

プランに示されるまちづくりの将来ビジョンに

ついては、市民の皆様の御意見をいただき、反

映させながら、将来、子供たちが夢を抱くこと

ができる、そんな新たなまちづくりに取り組ん

でいきたいというふうに考えているところでご

ざいまして、議員の皆様にも、ぜひお力をかり

たいと、そのように思っているところでござい
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ます。 

　よろしくお願いいたします。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　多くの市民が喜べ

るまちづくりを期待をしております。 

　次に、３，０００名の署名について、お伺い

いたします。 

　今議会に、このたびの庁舎移転問題に関して、

２件の陳情があがっております。 

　１点は、宿毛市地区長連合会宿毛支部　今城

秀之氏より、宿毛市庁舎建設について、Ｌ１対

応で旧県立病院跡地へ新築移転を希望する陳情。

あと１点は、宿毛市役所を小深浦地区の高台に

移転することに反対する会代表　三松春男氏よ

り、今回の議案について、採決しないよう求め

る陳情が、３，０００名の署名を添えてあがっ

ております。 

　精査された内容の署名でありませんが、市長

はこの３，０００名の署名について、どのよう

に捉えられているのか、所見をお伺いいたしま

す。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　反対署名につきましては、市民の意見として、

真摯に受けとめてまいりたい、そのように思っ

ているところでございます。 

　今議会で、原案どおり御決定いただきました

ら、引き続き、市民の皆様に丁寧に御説明を申

し上げまして、御理解いただくよう、引き続き

努めてまいりたい、そのように考えているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　最後の質問になり

ます。 

　このたびの庁舎移転問題について、市民の皆

様の中には、内容等が理解されなく、またよく

わからずにおられる方も多くいるように感じま

す。 

　今議会に上程された庁舎位置を定める条例議

案、可決のあった場合、執行部として、今後ど

のような対応を考えておられるのか、所見をお

伺いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　先ほど、少しお答えした内容とも重なるかも

しれませんが、都市計画マスタープランを、こ

れから策定をしていかなければならないという

ふうに思っているところでございまして、しっ

かりと市民の皆様の御意見もいただきながら、

そして自分たちがどのように考えているのかも、

しっかりとお伝えをしながら、進めていきたい

というふうに考えるところでございます。 

　また、広く市民の皆様方に、庁舎の建てかえ

について、それから、これからの宿毛市の将来

ビジョンについて、お話をさせていただく、そ

んな機会を設けたいというふうに考えておりま

すので、ぜひ市民の皆さんに参加していただき

たい。多くの方々に参加していただきたい、そ

のように思っております。 

　そういった形の中で、自分たちも努力します。

そういった形の中で、議員の皆様方にも、お力

をおかりいたしたいと思いますので、引き続き

よろしくお願いをいたします。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１０番野々下昌文君。 

○１０番（野々下昌文君）　ひとりでも多くの

皆様に理解をいただき、庁舎建設に、まちづく

りに、ともどもに前進をしていくことのできる

市政のかじ取りをお願いをいたしまして、私の

質問を終わります。 
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　ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君）　この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１１時２６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時３８分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　おはようございます。

１１番、松浦でございます。 

　それでは、通告している問題について、市長

並びに教育長に対して、一般質問を行います。 

　今回、私が質問する内容は、今、大きな問題

となっております障害者雇用促進法に関する障

害者数の水増し問題と、これに関連しての宿毛

市における対応、そして宿毛市庁舎の建設問題

であります。 

　まず、初めは、障害者雇用促進法に関しての

障害者数の水増し問題について、お伺いをいた

します。 

　私たちＮＰＯ法人ひかりの会では、障害者の

働く場の確保に取り組んでいますが、その取り

組みの一つとして、この７月から、長田町にの

んびりカフェを新たに開設しました。 

　カフェでは、職業指導員と、２名の障害者が

常時働いておりまして、来客者と接する中で、

元気に仕事に従事しております。これからも障

害者に向き合うという原点に立ち、取り組みを

進めていきたいと考えております。 

　このように、カフェの開設は、私たちにとっ

ては、新しい職場をつくるという夢でありまし

たので、関係者一同、大変喜んでおります。 

　このように、障害者の雇用確保の取り組みを

行っている立場からして、今般、発覚し、連日、

新聞紙上で報道されております、中央官庁や全

国の自治体等における障害者雇用数の水増し問

題について、強い怒りを覚えています。 

　まさに障害者の働く機会を国が奪う、重大な

事案であり、障害者差別そのものであります。 

　こうした事案は、高知県でも行われてきたと

の事実が報道されております。 

　模範となるべき中央官庁や、全国の自治体に

おいて、みずからが決めてきたガイドラインに

反した取り扱いがなされてきたのであります。 

　最近の報道では、行政機関だけではなく、立

法府や裁判所でも、同じように水増しが行われ

ているとのことであります。 

　みずから法律を遵守しなければならない立場

にある、行政による国民への背信行為であり、

国民の行政への信頼は、地に落ちたといえます。

まさに言語道断であります。 

　このことについて、全国の障害者団体や、障

害者の受けた衝撃は、はかり知れないものがあ

ります。 

　今回の事案について、政府内では不正がな

かったと言い逃れていますが、行政機関である

以上、チェック機能を設けていなかったことは、

到底考えられません。そして、制度を知らな

かったでは済まされる問題ではありません。障

害者雇用に対する認識の低さから、起きたもの

と考えます。 

　そして、今般の問題が個々の官庁の責任は言

うに及ばず、内閣全体の責任が問われるものと

考えます。 

　このように、障害者にとって大変重要な事案

にもかかわらず、最高責任者である安倍総理に

至っては、「わざとではないでしょう」と発言

する始末であり、全く責任者として、反省の言

葉すらありません。 

　森友問題をめぐる公文書の改ざん問題や、イ

ラク派遣部隊の日報隠蔽問題、文部科学省の汚

職事件等不祥事が続いており、行政に対する信

用は失墜しておりまして、私たちは何を信じて
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いいのかわかりません。 

　政府によると、全体で昨年に雇用したと発表

していた障害者の総数は、約６，９００人であ

りますが、国みずからが定めたガイドラインに

反し、不正で算入していたのは３，４６０人で

あったと発表しました。 

　２．４９％としていた法定雇用率も１．１

９％と半減しております。 

　そして、中央官庁の実に８割が不正を行って

いたのであります。 

　１９７６年に身体障害者の雇用が義務化され

た当初から、恒常的に行われてきたと報道され

ています。実に４２年間も、こうした状況が続

いていたことであります。 

　このように、４２年間もこうした不正を正せ

なかった、障害者雇用の総元締めである厚生労

働省の責任は重大であります。 

　４２年間も不正が続けられていたとすると、

万単位の障害者の働く機会を国が奪った、重大

な事態であります。まさに障害者の人生を左右

してしまった可能性があります。 

　政府は、今年３月に、第４次障害者基本計画

を閣議決定しましたが、その中に、国の機関に

おいては、民間企業に率先、垂範して障害者雇

用を進める立場であることを踏まえ、法定雇用

率の完全達成に向けて取り組むなど、積極的に

障害者の雇用を進めると明記されております。 

　まさに今回の事案は、こうした政府の方針に

も、全く相入れないことであります。 

　民間企業には、法定雇用率が不達成の企業の

うち、従業員１００人を超える企業にあっては、

定められた目標より一人不足すると、月５万円

という障害者雇用納付金という、罰則に近い金

を徴収されます。 

　そして、企業名の公表もちらつかせ、障害者

の雇用の促進を求めております。 

　このように、民間企業には厳しい取り組みを

求めておりまして、相当の企業努力を行ってい

るのが現状であります。 

　しかし、行政には甘いというか、ペナル

ティーはありません。このことは、まさに行政

運用において、公平性を欠くと言わざるを得ま

せん。 

　今回の事案について、自治体の長として、ど

のように受けとめているのか、所見をお伺いい

たします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　松浦議員の質問にお答

えをさせていただきます。 

　ことしの８月に入り、大きく新聞報道がされ

てきた障害者雇用の算定問題につきましては、

中央省庁を初め、多くの地方自治体でも同様の

問題があることが明らかになり、日を追って、

深刻な事態であることが判明しているところで

ございます。 

　議員御指摘のとおり、法的雇用率が未達成の

場合、一般企業では、障害者雇用納付金が徴収

される制度となっております。公的機関にその

ような罰則規定等はありませんが、その模範と

なるよう、一般企業より法定雇用率が高目に設

定されているところでございます。 

　水増し問題の原因につきましては、故意か、

誤解に基づくものなのか、今の段階ではわかり

ませんが、公共機関が率先して障害者を雇用す

べき立場にありながら、こうした事態となった

ことはまことに遺憾であり、また、障害者雇用

政策を推進する立場といたしましても、非常に

残念に思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　今、自治体の長とし

て、宿毛市の長としての見解を述べていただき

ました。まさにそのとおりでございまして、ぜ

ひ、このことを二度と繰り返さないように取り
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組んでいただきたい、そのことを踏まえて、以

下、質問をさせていただきたいと思います。 

　市長として、国が定めた、プライバシーに配

慮した障害者の把握、確認、ガイドラインを、

どのように理解をいたしておりますか、お伺い

いたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　ガイドラインに想定されておりますが、障害

者雇用率制度は、各事業主におきまして、障害

者である労働者の人数、障害種別、障害程度等

を把握、確認する必要があること。また、これ

らの情報については、個人情報保護法を初めと

する法令等に十分留意しながら、適正に取り扱

うよう、求められているところでございます。 

　障害者本人の意に反した制度の適用等が行わ

れないよう、障害者の適正な把握、確認に努め

なければならないため、対象となる障害者を把

握、確認するきっかけは、採用段階で障害者を

把握、確認する場合と、採用後に障害者を把握、

確認する場合に分けられております。 

　例外の場合を除き、基本的には、本人みずか

らの申し立てや、本人への照会が原則となって

おりますので、目的外利用や、本人の意思に反

した申告及び取得が禁止されたものであると理

解をしており、本市においても、本人に配慮し

た取り扱いを行っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　そういう面で、この

ガイドラインの遵守、ぜひ求めておきたいと思

います。 

　それでは、次に、宿毛市役所における調査方

法は、先ほどちらっと触れたと思いますけれど

も、確認の意味でお伺いしますが。調査方法、

そしてチェック体制等については、どのような

体制で行っているのか、そこらあたりもお示し

をいただきたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　現在、障害者手帳を取得している職員に対し

て、手帳の有効期限や障害程度等の情報に変更

がないか、本人確認をしております。 

　手帳の種類によっては、有効期限があるもの

がありますので、管理名簿を作成し、チェック

の際には使用できるよう、担当課で管理をして

いるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　今回の事案について、

そういう部分が非常におろそかになっていった

というか、ガイドラインを確実に遵守してな

かったという部分でございます。 

　そういう面で、調査活動なりチェック体制、

万全な問題、万全に取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。 

　それでは、次に、これまでも宿毛市における

障害者雇用率の問題について、お伺いをした経

過が何回かあるわけですけれども、改めてお伺

いをいたします。 

　宿毛市役所における障害者雇用促進法にうた

われている雇用率について、お伺いをいたしま

す。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　平成３０年６月１日現在で、高知労働局へ報

告した宿毛市の障害者雇用は、市長部局２４６

人中７人で、雇用率は２．８５％となっている

ところでございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　教育長の管轄の中で

の雇用率をお伺いします。 

○議長（岡﨑利久君）　教育長。 
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○教育長（出口君男君）　教育長、１１番議員

の一般質問にお答え申し上げます。 

　教育委員会部局における障害者の雇用数や雇

用率について、御質問いただきました。 

　教育委員会部局につきましては、対象者は２

６人、障害者の雇用数はゼロ、雇用率はゼロ％

というふうになっております。 

　なお、教育委員会部局は、常用労働者が４２

人以下となっておりますので、障害者の雇用義

務は発生をいたしておりません。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　市長部局で２．８５、

教育委員会ではゼロ％という分で、報告をいた

だきましたが、これを単純に、計算すればでき

るかと思いますけれども、教育委員会を含めた

宿毛市全体の率としては、雇用率はどないなり

ますか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　市長部局と教育委員会事務部局を合わせた宿

毛市全体で見ますと、２７２人中７人で、雇用

率が２．５７％となっているところでございま

す。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　本年度から、国や自

治体にとっては、２．５％という雇用率を定め

られております。そういう面で、２．５７、大

変厳しい数字かと思いますが、今後とも取り組

みをよろしくお願いします。 

　それでは、次に、市内にあります民間の企業

いいますか、その実態について、どのように、

これは１００人以上の企業になると思いますが、

民間企業の実態について、どのように把握をし

ているのか、何社あって、それぞれお願いしま

す。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　民間企業の雇用実態につきましては、高知労

働局が行う集計によって、把握しております。 

　平成２９年６月１日現在で、障害者雇用促進

法の市内対象企業１１社のうち、こちらは５０

人以上というふうに聞いておりますが、こちら

の対象企業１１社のうち、法定雇用率を達成し

ているのは７社でありまして、対象企業の障害

者雇用総数は３１人、雇用率は２．２７％と

なっているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　民間企業についても、

２．２％という、本年度からなっております。

そういう面で、積極的な、行政としても指導と

いいますか、そこらあたり遵守できるよう、取

り組みをお願いしたいと思います。 

　それでは、宿毛市は、平成２８年に策定した

宿毛市振興計画の中で、障害者福祉に取り組む

基本方針の中で、障害の有無にかかわらず、誰

もが安心して生活のできる社会づくりを目指す

ノーマライゼーションの理念に基づき、関係機

関や地域との連携を推進します、とうたわれて

おります。 

　障害者が安心して地域の一員として生活する

場合、雇用の確保は大変重要な問題であります。

今回の障害者雇用促進法における水増し問題に

ついて、政府に対して猛省を促すとともに、今

後、万全の取り組みを求めるものであります。 

　そこで、宿毛市の福祉行政、障害者福祉行政

の最高責任者として、今後の障害者の雇用促進

についての取り組みについて、どのように考え

ているのか、またどのように進めようとしてい

るのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 
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○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　雇用、就労の充実は、障害者が社会参加をし、

地域で自立した生活をおくるために非常に重要

であると認識をしております。 

　福祉サービスとして、一般就労が困難な障害

者に、働く場を提供する就労継続支援や、一般

就労を希望する方へ、就労移行支援を実施し、

働く場所の提供や、必要な能力の訓練を行うな

どの支援を行っているところでございます。 

　加えまして、本年４月から、就労定着支援と

いう新たなサービスが創設され、障害者の就労

の継続を図るため、雇用先や家族との連絡調整

を行うなど、障害者が働くことを、行政の力の

みならず、障害者の就労支援を行う事業者と企

業の協力により、支援する体制を整備しており

ます。 

　また、障害者優先調達推進法に基づき、障害

者就労施設等からの物品等の調達を推進するた

めに、全庁的な取り組みを推進しており、例を

挙げますと、市の指定ごみ袋のこん包作業や、

ふるさと納税のお礼状作成業務など、昨年度は

総額で１，３６９万２，０９０円の発注を行い、

障害者就労施設等が、提供可能な物品等の需要

の増進を図っているところでございます。 

　そのほか、県が実施している事業の一つであ

るお仕事体験拠点整備事業について、御紹介さ

せていただきます。 

　本事業は、県がワークセンター宿毛に委託し、

障害福祉サービスを利用したことのない在宅障

害者を対象に、ハローワークと連携して、希望

する企業等への職場体験をサポートするととも

に、企業の試験的な障害者雇用をサポートをし

ています。 

　今後も、国における障害者雇用施策の進展を

踏まえ、本市においても、引き続き、障害者の

就労支援及び働く場づくりについて、積極的な

取り組みを進めていきたいというふうに考えて

いるところでございまして、また何か御提案あ

りましたら、議員のほうからも提案いただきた

い、そのように思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　ぜひ、本当に働く場

がなくて困っておるという話も、随分、私自身

も聞きながら、一つ一つ解決に向けて努力をし

ておるところでございます。 

　そういう面で、宿毛市においても、基本的な

取り組み等を踏まえながら、積極的な対応を求

めておきたいというふうに思います。 

○議長（岡﨑利久君）　松浦英夫君の質問の途

中ですが、議事の都合により、この際、午後１

時２０分まで休憩いたします。 

午前１１時５９分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時２２分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　松浦英夫君の一般質問を継続いたします。 

　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　午前中、野々下議員

もこの庁舎の問題等について質問をされました

ので、そういう中で、私と重複する部分があろ

うかと思いますけれども、その点については、

お許しを賜りたいというふうに思います。 

　それでは、質問をさせてもらいます。 

　市民の中では、宿毛市庁舎の建設についての

考え方について、大きく隔たりがあることが、

さきの住民説明会を見てもおわかりのことと存

じます。 

　賛否が入りまじり、まさに市を二分三分する

様相であります。市民の中では、庁舎建設計画

についての宿毛市からの説明に、疑義を持つ市

民が多くいるのではないでしょうか。私は、こ
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れまでの宿毛市の計画書を見たり、説明をいた

だく中で、疑問に思う点について、私なりに、

以下、質問をいたします。 

　中平市長は、早急に建設位置について決定を

したいとの強い思いから、事を進めてきました。

市長は、市内８カ所で住民説明会を開催し、市

民に対して十分説明をしてきたと言われます。

参加した住民は、わずか３７４名、アンケート

の回収率は４４５件で、率にすると２．２％で

あります。 

　この数字について、市長は高い回収率と言わ

れていますが、本当に高い数字であるかどうか、

疑義を感じます。 

　庁舎建設について、学識経験者及び関係機関

の意見を聞くために審議会を立ち上げ、専門家

による議論を重ねてきました。 

　そして、審議会から市役所庁舎の建設地とし

て、小深浦高台とする答申を受けたのでありま

す。 

　審議会での審議は、実質３回であります。市

長は、審議会の答申を受け、庁舎の建設場所は

小深浦の高台とするとの方針を決定したのであ

ります。 

　また、審議会から８項目の附帯決議も付記さ

れております。これらについては、全くこれか

らであり、将来の宿毛のまちをどのようにしよ

うかという、まちづくりのビジョンが全く見え

てきません。 

　議会に対しては、５月２５日の臨時議会にお

ける全員協議会に、今日までの経緯の説明だけ

であります。市民の命と財産を守ることは、ま

さに市長の責務であります。 

　そうした観点から、年々、南海トラフ大地震

の発生率が高くなっておりますし、宿毛市の財

政状況からして、早期に優位な財源を活用して、

高台に建設しなければならないとの、焦る気持

ちもわかります。 

　しかし、宿毛の将来にとって、大変重要な問

題であり、市民にとって非常に関心のあるこの

問題であります。私の耳に入る声は、このよう

な重要な問題については、決め方が余りにも早

急ではないかと考える市民の声が非常に多いの

であります。 

　こうした市民の声に対し、情報公開をしなが

ら、しっかり説明をすべきではないかと思いま

す。急がば回れであります。 

　市長は、どうしてこのように早急に事を進め

ようとしているのか、理解に苦しみます。いか

なる理由で、このように早急に、なぜ今議会で

結論を出さなければならないのか、まずこのこ

とについてお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えさせていただき

ます。 

　重複する部分もあろうかとは思いますが、御

容赦願いたいと思います。 

　東日本大震災や、そして熊本地震、ことしに

入っても、大阪北部地震や、先日の北海道胆振

東部地震など、日本列島での地震災害は多発を

しているところでございまして、皆さんも新聞

そしてテレビ等で見られているところでござい

ます。 

　日本列島の国土は、地球の陸地のわずか０．

２５％だということでございまして、それしか

ないのに、世界で発生する地震の約２割は、日

本で発生しているという衝撃的な事実もありま

す。０．２５％のところで約２０％の地震が発

生しているということでございます。 

　そして、南海トラフ地震は、今後３０年以内

に７０から８０％の確率で発生すると言われて

おります。その上、７月の西日本豪雨災害のよ

うに、災害はいつ発生するか、誰にもわからな

いところでございます。 

　あすは我が身、災害は待ったなしでやってく
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るというのは、多くの皆様が感じとっていると

ころではないかというふうに思います。 

　そのような状況の中、災害に強い庁舎を提唱

し、今年度、本格的に議論を進めてまいりまし

た。 

　９月議会で関連議案を提案したいというのは、

５月の臨時議会で、議員の皆様にも御説明を申

し上げたとおりでございます。そのときに、５

月の時点で、９月議会でということで申し述べ

たとおりでございます。 

　災害から市民の皆様を守り、被災後も宿毛市

で住み続けていただくためにも、１日でも早く

災害に強い庁舎を建設したいと、そのように考

えて、現在、臨んでいるところでございまして、

どうか御理解のほど、よろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　これまでも説明をし

てきた、そして５月の臨時議会で９月に出すと

いう方針であるということで、９月になったと

いうことでありますけれども、本当に先ほども

申し上げました、宿毛の将来の問題をどうする

かという部分が、非常に市民にとっては関心な

ことでございます。 

　庁舎を移転することで、そして市民の命と財

産を守るという部分が、私の頭の中では、連結

いたしません。市民はほったらかしというよう

にもとれるわけでございます。 

　そういう面では、理解に苦しむところでござ

います。 

　次は、宿毛市は、市民の命と財産を守るとの

観点から、災害に強いまちづくりを目指してお

ります。このことについては、異論はありませ

ん。 

　御案内のとおり、小深浦の高台については、

もともとは宿毛小学校の建設問題のときに、小

学校は現在地ではなく、高台に建設すべきでは

ないか。そして、適地としての高台があるかど

か、調査すべきではないかとの意見があり、調

査した結果、萩原地区とこの小深浦地区が浮上

した経緯があります。 

　しかし、萩原地区については、地権者の反対

があり、造成に向けての取り組みが中止になっ

てきた経緯があります。 

　宿毛市がこの小深浦の高台を購入したのは、

これまでの説明によると、津波による震災から

市民を守るために、第一次避難所を確保しなけ

ればならないという観点からではなかったかと

思いますが、確認の意味もありますので、お伺

いいたします。 

　宿毛市としては、どのような目的をもって、

小深浦の土地を購入してきたのか、お伺いいた

します。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　市民をほったらかしているのではないかとい

う、非常にきついお言葉もいただきました。自

分としては、５月の議員協議会でも言った内容

で、しっかりと住民との意見交換会もさせてい

ただいたつもりでございます。 

　そういった形の中で、できるだけ多くの方々

とお話をさせていただきたい、そういった思い

で、できる限りの方法をとって、その場に来て

いただくために、お願い等もしてきたつもりで

ございます。 

　そして、先日、方針を決めた後に、説明会の

ほうも実施をさせていただきました。 

　そういった形の中で、それぞれの考え方があ

ろうかとは思いますが、できるだけ、特に心配

のある方々、反対をされている方々には、丁寧

にお話をさせていただいたつもりでございます。 

　そういった方々が、十分納得をされてないと

いうのは、承知をいたしているところでござい
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ますが、宿毛市民をほったらかして話を進めて

いるつもりはございませんので、ぜひ、その点

については御理解をしていただきたい、そのよ

うに思っているところでございます。 

　小深浦の高台用地につきましては、発災後に

一次避難する高台整備を目的に、購入をしたも

のでございます。 

　なお、当時の市長が計画当初に答弁している

ように、将来における公共施設の移転も含めて、

進めていきたいものと、そのように認識をして

いるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　その答弁については、

私も聞いた覚えがありますので、それについて

はとやかく言いませんけれども。 

　第一目的が、第１次避難所の確保という部分

であったというふうに思います。まさに宿毛市

を見ても、これといった高台がほとんどなく、

そういう高台を確保していくことは、大変重要

な取り組みであるというふうに思います。 

　そうして購入をしたところに、市役所庁舎を

建設するとなれば、こうした初期の目的は達成

できないのではないかというふうに思うところ

でございまして、新たに代替地の確保について、

並行して取り組まなければならん、そのように

思います。 

　しかし、このことについては、代替地の確保

については、一言も触れられておりません。代

替地の確保についての市長の所見をお伺いいた

します。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　小深浦の高台につきましては、市役所庁舎、

保育園を建築しても、駐車場や園庭、そして建

物などの空きスペースは、一次避難場所として

活用できます。 

　また、これまで高台広場を整備しようとして

いた場所に建物ができれば、雨風をしのぐス

ペースが確保され、これ議員の皆さん方も心配

されたことでございますが、そういった雨風を

しのぐスペースを確保され、避難場所としての

機能向上も図ることができると考えております

ので、代替地を確保する必要はないと考えてい

るところでございます。 

　そして、議員の皆様も御承知だとは思います

が、もともと６．５ヘクタールほどあそこで確

保したいということで、まだ今回の造成地以外

にも、宿毛市が購入している土地もありますの

で、そこの部分に関しても、今後、広げること

ができるような、そういった土地であることを

つけ加えさせていただいておきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　十分、確保できると

いうことで、答弁をいただきました。 

　今からいろいろ、この場で質問する内容等に

ついて、また委員会での審査もありますし、そ

の中でゆっくり対応していきたいというふうに

思います。 

　それでは、次にタイムスケジュールという観

点からお伺いをするわけですけれども、早急に

建設予定地を決めたいというのであれば、タイ

ムスケジュールを考えての判断も必要ではない

かと思います。しかし、市役所の説明や、審議

会における審議内容を見ても、タイムスケ

ジュールという観点からの審議や説明が全く見

られませんでした。小深浦の高台については、

現時点で造成はされておらず、まさにこれから

造成工事をしなければなりません。そして、高

台に建設する場合については、アクセス道の整

備から、内水面の冠水対策に要する期間、造成

工事及び庁舎建設までのタイムスケジュールを
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明らかにすべきではないかと考えますけれども、

市長の所見をお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えさせていただき

ます。 

　錦地区における内水面冠水対策の予定スケ

ジュールでございますが、県の計画では、平成

３２年度が着手予定となっておりまして、事業

の前半に、与市明川の堤防かさ上げと県道新設、

後半に、樋門やポンプ設置工事という流れにな

るとのことでございますので、前半の与市明川

の堤防かさ上げと、県道新設は、平成３３年春

ごろにできると伺っているところでございます。 

　続きまして、造成工事及び庁舎建設までの予

定でございますが、小深浦の高台は、現在、当

初目的である津波避難場所の整備を前提に、設

計を行っております。そのため、整備目的を建

物の建設地に変更すると、都市計画法による開

発許可基準に基づき、設計を修正する必要があ

り、修正設計完了後は、開発申請を経て、アク

セス道を含む造成工事に着手することになりま

す。 

　造成の工期は１年半以上必要となりますが、

造成工事と並行し、庁舎の設計を行い、速やか

に庁舎建設に着手することで、平成３３年度末

の庁舎完成を目指しているところでございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　後でお伺いしますけ

れども、こうした部分も、住民にちゃんと資料

として出しながら説明をしていく、そのことが

必要であるというふうに思います。後ほど出る

と思いますけれども。 

　これは、午前中、野々下議員とのやりとりの

中であったわけですけれども、県立病院の跡地

に建設する場合には、有利な補助事業はありま

せん、というのが宿毛市の、先ほどの答弁でも

ありましたし、これまでの住民に対する説明で

あったかと思います。 

　ここに、安芸市役所、御案内のとおり安芸の

議会でも庁舎の問題、かんかんがくがくしなが

ら議論を進めておりますけれども、安芸市市役

所が庁舎建設に係る概算費用という部分での説

明の中で、津波浸水想定区域内で建てかえる場

合ということで、緊急防災・減災事業債を活用

できるというところで説明をしております。 

　市長も答弁されました。かさ上げなどの津波

浸水対策を講じることにより、高台移転と同等

の効果が見込まれるものであり、想定される津

波の高さ等を踏まえた津波浸水対策の実効性が

担保されること。そして、その中で、起債の対

象、事業債として１平米当たり３６万１，００

０円、そういう起債が組めるということで、説

明をされております。 

　先ほど市長は、県に問うても、総務省に問う

てもないと、いう答弁でございました。安芸市

も、御案内のとおり高知県になります。安芸市

も、事業債を活用する場合に、県のほうに問い

合わせをしながら、県のほうでの判断によって、

答えが出ているというふうに、私は理解をしま

す。 

　安芸市は借りて、宿毛市は借りない、そうい

うことについて、理解ができませんので、説明

を求めます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　先ほども答弁させていただいたところでござ

いますが、先ほど、松浦議員のほうもおっ

しゃっていただいた形の中での、地理的な制約

とは、私も県に確認をしたところ、津波浸水エ

リア外での建てかえが不可能という状況をいう

ものであり、宿毛市には、小深浦の高台がある

ことから、地理的な制約がある自治体には該当

しないという回答をもらったところでございま
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す。 

　また、高台移転と同等の効果とは、単に庁舎

をＬ２対応にすればいいというものではなく、

災害発生後も、庁舎機能を維持できるというこ

とが重要でありまして、災害時に庁舎へのアク

セスも遮断されるような状況では、高台移転と

同等とはいえないというのが、総務省の見解で

ございます。 

　そういった形の中で、松浦議員、安芸市の資

料をお持ちということでございますが、そのこ

とについて、先日、安芸市に確認をいたしまし

た。確認をしたところ、現時点での考え方とし

てということで回答をいただきまして、Ｌ２対

応での庁舎を建設した場合であっても、浸水エ

リア内での建てかえの場合は、緊急防災・減災

事業債については、活用できないと考えている

と回答をいただいたところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　これについても、後

ほどいろいろやっていきたいというふうに思い

ます。 

　それでは、先ほど、市長、県立病院の跡地に

ついて、Ｌ２の対応については、できるという

お話で、その前に、今言われた、活用はできる

けれども、アクセス道の関係とか、いろいろ

あって、大変現実的ではないという答弁でござ

います。 

　今、市長が、野々下議員に答弁されましたよ

うに、そういうことも、こういう理由で、宿毛

市としてはできないと考えておると。アクセス

道についてもこうだと。費用についても、かさ

上げする場合の費用は、別途出るという、緊防

債にもあるわけですけれども、そこらあたりの

費用も全て出しながら、今、市民の中にお示し

をしておるのは、現在地のＬ１対策、県立病院

跡地のＬ１対策。そして、小深浦のＬ２対策も、

この資料しかないわけでございます。市民の一

つの判断をする材料として、そういうこともあ

わせて付記しながら、説明をしていく、このこ

とが求められているんじゃないかというふうに

思います。 

　ただ、この資料を見る限り、県民病院跡地は、

Ｌ１しかできんということで説明されているよ

うに思いますので、もっと市民にそういった情

報を提供すべきであるというふうに思いますが、

この点について、市長の所見を求めます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。ちょっと重複する部分がありますので、

少し御容赦願いたいと思います。 

　先ほど、私、野々下議員に御説明したのは、

そういったことじゃなくて、Ｌ２対応が現実的

ではないということで、お話をさせていただい

たつもりでございます。 

　Ｌ２クラスの地震による津波を想定すると、

現在地６．９メートル、そして旧県立病院跡地

では６．７メートルの高さまで浸水すると想定

をされています。 

　これ、先ほどの答弁と一緒になりますが、Ｌ

２対応を行うためには、どちらも７メートルよ

り高い位置に、市役所機能を設ける必要がある

と考えられます。 

　その高さから上に、市役所の機能を設けない

といけないということです。 

　その場合の工法としては、浸水しないところ

までの土地をかさ上げする方法、そしてピロ

ティー方式の建築による方法、そしてもう一つ

は、１階部分を土でかさ上げをして、その上に

ピロティー方式で建築する方法、こういったこ

とが想定をされるところでございます。 

　例えば、ピロティー方式での建築につきまし

ては、上の階にのぼるために、ピロティーの空

間部分に階段及びエレベーターの設置が必要と
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考えられ、津波による浸水時は、エレベーター

も浸水し、使用できなくなることが容易に想定

をされるということをお話させていただきまし

た。 

　また、７メートルを盛り土でかさ上げする工

法につきましては、盛り土の流出ですね、津波

で流れたら困りますので、流出を防ぐため、周

囲を高さ７メートルの擁壁で囲う必要がある上、

その高さまでのアクセス道をつくる必要があり

ます。 

　そのような理由からも、いずれもＬ２対応で

の建設は現実的ではない、そのように考えられ、

現在地及び旧県立病院跡地における事業費につ

いては、Ｌ２対応、Ｌ２の想定ではなく、そこ

に建てられることができる、現実的なＬ１対応

での事業費を、意見交換会等でお示しをさせて

いただいた、そのように御説明をさせていただ

いたところでございまして、その後、コストが

どのくらいかかるかということで、るる、先ほ

ど説明をさせていただきましたが、それは現実

的ではないけれども、あえて無理やりＬ２対応

で建てるとすれば、このぐらいかかりますよと

いうことで、金額を出させていただきました。 

　どちらも５億円程度、ピロティーにしても盛

り土にしても、かかるんじゃないか。そして、

それに附帯して、駐車場であるとか、アクセス

道であるとか、そういったものがかかるのでは

ないかという説明をさせていただいたところで

ございまして、意見交換会に対して、その内容

であるとか、金額であるとかを示さなかったの

は、とてもじゃないけど現実的じゃないという

ことで、当初から示さなかったということでご

ざいますので、御理解のほどをよろしくお願い

をいたしたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　現実でないというこ

とで、Ｌ２対応についての造成費とか建築費。

建築費はそんなに変わらんと思いますけれども、

もろもろの事案について、示さなかったという

お話ですけれども、やはり市民として判断をす

る場合の一つの材料として、いいか悪いかの問

題は、また判断をすると思いますけれども、資

料としては、そういう部分も対比して、県民病

院の跡地については、Ｌ１ではこう、Ｌ２では

こう。こういう造成費も要ります、けど、造成

費については、緊急防災・減災事業債が活用で

きますと、そういうような部分もそろえて、市

民に対して明らかにしながら、説明をしていく、

こういう姿勢が、私は求められると思うんです

けれども。再度お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　意見交換会の中で、いろいろ説明をさせてい

ただきましたので、意見交換会に御出席いただ

いた方々は御理解いただけるのではないかなと

いうふうに思いますが。 

　いろいろな質問もありましたので、その都度、

丁寧に説明をさせていただいたつもりでござい

ます。 

　なお、３カ所以外のことについても、お話を

いただく中で、特に３カ所については、いろい

ろな想定等をもとに、緊急防災・減災事業債を

使えるとか、起債がどの程度返るとか、そう

いったのも、資料として、一定、お示しをさせ

ていただく中で、比較表をつくって、意見交換

会をさせていただいたところでございます。 

　そういったところの中で、想定することすら、

なかなか難しいような状況については、余りに

も細かく説明資料をお渡しすると、膨大な資料

になって、逆に判断する上で、いろいろと難し

い点があるんじゃないかということで、できる

限り、資料はわかりやすく、自分たちもかなり、
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資料づくりには時間を費やしてつくったつもり

でございますが、まだまだ足りない部分があっ

たという御指摘でございますので、その点につ

いては、反省をしたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　次は、地域経済に与

える影響ということについて、質問させてもら

います。 

　宿毛のまちは、今日まで市役所を中心としな

がら、経済活動を行ってきましたし、そのため

に宿毛市としても、今日まで、中心市街地の活

性化に向けて、取り組みを進めてきました。 

　小深浦の高台、いわゆる市の西部地区に移転

することによるまちの経済活動、まちの活性化

にも大きな影響が出てくるのではないかと考え

ます。 

　こうした問題も、吟味する必要があるのでは

ないでしょうか。 

　市庁舎を移転することによる宿毛市の地域経

済に与える影響の調査、どういうところに、ど

のような影響が出る等、しっかり調査をして、

調査結果を市民に情報公開すべきではないで

しょうか。 

　そこで、庁舎の高台移転に伴う地域経済に与

える影響をどのように考えているのか、調査し

た経緯があるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　地域経済への影響を調査した経緯という御質

問につきましては、実際に庁舎移転に伴い、ど

のような影響が出るかという調査は実施してお

りませんが、庁内の検討会議等では、何度も議

論にあがっておりましたし、いろいろな議論を

重ねてきたところでございます。 

　職員、公用車用の駐車場として借り上げをし

ている、そういった借地、この周りにあります。

そして、書庫として利用するために借り上げて

いる建物、そして市役所には、一定数の職員が

いることから、周辺での飲食などの経済活動の

影響はあるものの、来庁者の多くは、車で来庁

され、用務も短時間での利用でありまして、地

域経済に大きな影響を、この点については及ぼ

すものではないというふうに考えたところでご

ざいます。 

　地域経済の活性化につきましては、庁舎のあ

るなしよりも、人が集い、にぎわう施設整備の

施策の実行が重要であると考えておりますので、

その点については、しっかり考えてまいりたい

というふうに思っておりますし、皆さんと一緒

に取り組んでいきたいというふうに考えている

ところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　調査はしてないとい

うことですけれども、そういう面で、計画をつ

くる段階で、そういうことも踏まえたことも、

並行して出していかんと、これからです、これ

からですというたら、どんなになるんやろとい

うことも、市民はわからんと思いますよ。現時

点で判断するのに。 

　再度、答弁を求めます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　なかなか想像がつかないという市民の方が多

くおられるという御意見だと思います。 

　そういった中で、しっかりとお示しをしてい

かないといけないんだなというふうに、改めて

感じているところでございますが。 

　庁舎、今、建て位置について、これから議決

をいただいて、決まってくるという形の中で、

市民の方々と、もっともっと意見をお聞きをし
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ないといけないし、そういった形の中で、この

まちをどのようにしていくのか、しっかりとお

話をさせていただきながら、ビジョンを定めて

いきたいというふうに思っております。 

　そういった形の中で、まず庁舎の位置につい

て、しっかりと考えさせていただきたいという

ことで、現在、取り組みをさせていただいてい

るところでございます。 

　これからそういった意見等も踏まえる中で、

しっかりと考えていきたいと思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　まさに市民の中から

聞こえてくるのは、高台ありき、小深浦の高台

ありきというところで物事を進めて、それに附

随する事案については、今からです、これから

です、県が計画をしています。そういうことで

は、なかなか理解できないというふうに思いま

す。 

　ちゃんとした計画も出しながら、詳しい資料

を出しながら、この大事な問題を導き出してい

くということを考えていただきたいというふう

に思います。 

　次は、宿毛市が提示をしてきました、市民に

説明をしてきました計画書、概算建築費内訳を

もとに、質問をさせてもらいますが。 

　市役所からの説明によると、庁舎の建設費に

ついて、現在地と旧県立病院の跡地では、Ｌ１

対応の庁舎であり、建設費用については、総額

で３０億円かかるが、小深浦の高台に建設する

場合には、Ｌ２対応の庁舎であり、総額で３５

億円必要であるが、２１億円の緊急防災・減災

事業債を活用できるので、宿毛市の財政負担分

は約１４億円で建設できると、議会に対しても、

市民に対しても説明をしてきました。 

　市民の中には、子や孫の代まで財政負担を強

いるべきではない。小深浦の場合は、高台であ

り、防災を考えると、最適ではないか。そして、

他の場所に比べて、非常に市の持ち出しも少な

く、安価で建設されるとの意見もあることは事

実ではありますが、果たして宿毛市が説明する

ように、安価で建設できるかどうか、大変疑問

に感じております。 

　このような説明を受けた多くの市民は、惑わ

されることになります。 

　そこでお伺いいたしますが、本当に住民に説

明をしてきた計算書どおりの予算規模で、庁舎

を高台に建設できるとお考えですか。 

　宿毛小学校の屋内体育館の建設についても、

追加の工事費が必要となり、変更となってきて

おります。このように、予算の後出しはないん

でしょうね。お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　庁舎建設費用の試算額３５億円につきまして

は、敷地造成費や、他市町村の建築費を参考に、

概算で算出したものでございます。これは、意

見交換会でも、常に言わさせていただいており

ます。 

　予算の後出しはないかとの御質問でございま

すが、今後は、高台造成の設計を開発基準に基

づき、修正する必要があるため、設計の修正に

伴う増減はあるものと考えております。 

　また、庁舎の建築事業費につきましても、そ

の当時の他市町村の建築事例から算出しており

ますので、基本設計、実施設計を行う中で、建

築規模や工法が確定されることにより、施工費

の増減は生じます。 

　ただ、このことは、現在地と旧県立病院跡地

の試算においても、同様に生じることだという

ふうに認識をしております。 

　また、先ほど、体育館の建築費のお話もあり

ました。確かに最初から、全てをかちっと決め



－ 44 －

て、皆さん方に御提案できれば、それが一番い

いというふうに思っておりますし、またそう

いった努力も、私たちも続けないといけないと

いうふうに思っております。 

　ただ、つくる中で、そこを使う方々、その関

係者の方々と話をする中で、ここはこういうふ

うにかえてもらいたいとか、いろんなお話あり

ます。また、工事を施工する方からは、こう

やったほうが効率的だよとか、そういうお話も、

後から教えていただくこともございます。 

　そういった形の中で、よりいいものをつくる

ために、若干、増減させていただいております

ので、その点については、ぜひ御理解をしてい

ただきたいと思いますし、ただ、それに甘んじ

ることなく、自分たちもしっかりと積算してい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　先ほど、私も申し上

げましたように、市民の皆さんが受け取るのは、

高台であり、安価で、緊急防災・減災事業債を

使わなければ３５億円が必要だが、２１億円も

活用できる。そしたら１４億円で市役所は建つ

という部分のほうが、先走りをしておる部分も、

そういうところで判断をしておる市民もおりま

すので、そういう面で、この１４億円で本当に

できるのか。後出しはないのかという質問をさ

せてもらったわけです。 

　そういう面で、計画、こうして出す前に、そ

こらあたりも精査しながらしていかんと、それ

を市民に提示すべきであるというふうに思いま

す。 

　庁舎の延べ面積７，２００平米についても、

一定、疑義がございますけれども、これはまた

委員会等で話をしていきたいというふうに思い

ます。 

　それでは、高台に建設する場合、総事業費は

３４億８，５３３万円のうち、２９億３，５６

０万円は、起債として借り入れができるように

なっております。 

　起債借入額のうち、７割に当たる２０億５，

４９２万円は、緊急防災・減災事業債を活用す

ることで、交付税措置があるので、宿毛市が一

般財源として負担するのは、１４億３，０４１

万円であると説明をしております。 

　そこで、総事業費３４億８，５３３万円から

２９億３，５６０万円を引いた５億４，９７３

万円については、緊急防災・減災事業債の適用

外とのことであるが、この適用外となる事業は

どういうものを見込んでおるのか、お示しをい

ただきたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　庁舎建設のための概算建築費のうち、一般財

源となる５億４，９７３万円の内訳について、

説明をさせていただきたいと思います。 

　まず、基本設計造成に係る修正設計、現庁舎

除却工事補助金等返還金、引越経費につきまし

ては、起債対象外経費のため、全て一般財源で

の対応となり、合計しますと３億７，７５７万

円となります。 

　起債対象外経費のうち、現庁舎除却工事につ

きましては、現在地での建てかえの場合には、

必ず必要な経費となることから、３つの案での

概算建築費を比較する際に、整合性を持たせる

ために、庁舎建設事業費として想定される経費

として、積算したものでございます。 

　しかし、実際は小深浦高台での庁舎建設後に、

現庁舎を取り壊すかどうかについては、決定し

ているものではございませんので、御了承願い

たいと思います。 

　次に、設計施工管理費、敷地造成費、アクセ
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ス道対策工事費、新庁舎建設工事費につきまし

ては、起債対象経費となります。しかしながら、

庁舎建設における起債借入には限度があるため、

それぞれの経費を、事業内容により案分したと

ころ、起債対象経費３１億７７６万円に対する

起債額は、２９億３，５６０万円となり、残り

の１億７，２１６万円が一般財源での対応とな

ります。 

　以上のことより、起債対象外経費となった３

億７，７５７万円と１億７，２１６万円を合計

した５億４，９７３万円が、一般財源で対応す

る経費になっているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　ここで聞いても、数

字がなかなか理解を十分できません。 

　次は、土地の造成費の関係について、お伺い

をいたします。 

　住民説明会であったかと思いますけれども、

聞いていたら、１０億円ぐらいかかるんじゃな

いかというお話を聞いたんですけれども、これ

について、造成費の総額について、どれぐらい

見込んでいるのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　１０億円でございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　概算建築費の内訳を

見ると、庁舎建設に係る敷地の造成費は、小深

浦の高台では、１億８，０００万円とありまし

て、この１億８，０００万円については、庁舎

分を総費用から案分して算出したというお話を

聞きました。 

　現実的には、庁舎分だけ造成を行うことは不

可能であります。庁舎を建設しようとするなら

ば、全体の工事が必要であります。私としては、

全体を造成する総費用を、概算建築費に計上す

る必要があると思います。 

　そして、残り８億２，０００万円の造成費用

については、どのように予算計上しようと考え

ているのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　造成費用につきましては、広場整備、県道か

ら高台までのアクセス道路整備、そして軟弱地

盤改良、調整池整備を含めまして、１０億円の

試算をしているところでございまして、先ほど

の１０億円というのは、こういった内容になっ

ているところでございます。 

　広場整備につきましては、他機関への売却の

検討も行っておりますので、庁舎建設や、駐車

場スペースに必要な面積で案分した１億８，０

００万円を算入しているところでございます。 

　また、造成費とは別に、アクセス道対策工事

費として、２億５，０００万円を試算額に算入

しています。これにつきましては、アクセス道

対策費につきましては、どのような施設が来る

か、決定していないために、試算時点では、と

りあえず庁舎建設費に満額を算入しております。 

　ただ、他機関への売却が決定した場合は、ア

クセス道の工事費負担を含めた造成費での売却

を考えておりますので、現時点の試算では、造

成費用１０億円のうち１億８，０００万円と、

２億５，０００万円の計４億３，０００万円を

試算額に算入しており、残りは５億７，０００

万円となります。 

　造成地の全体を一体的に施工することになり

ますので、３５億円の内訳に含まれていない、

５億７，０００万円の造成費についても、同時

に予算計上することとなると、そのように思っ

ているところでございます。 
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　先ほども言いましたように、さらに造成もふ

えるかもしれませんし、また、保育園を初め、

ほかの建物も建てる予定でございますので、上

の土地については、案分をさせていただいてい

る。そして、道路については、とりあえずとい

う形でございますが、こちらの庁舎の建設費の

ほうに、算入をさせていただいているというと

ころでございます。 

　なお、くどいようですが、売却の際には、そ

の部分もしっかりと算入した形でやらさせてい

ただきたい、そのように思っているところでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　残り８億２，０００

万、造成工事をするために、市役所の庁舎を建

てる、造成工事をするためには１０億要ると。

そして、１億８，０００万円については、庁舎

分の面積を全体で案分したら、こういう数字に

なる、５分の１ぐらいということですが、あと、

どこの、どういう建物が建つか、どういう公共

施設が入ってくるか、現時点では全くわかって

ない段階で、案分をするということは、やはり

施設、小深浦の高台に建てるのには、１４億で

できますよというところを、市民に見せるため

に、作為的につくられたと、私は思っておると

ころです。 

　当初、１０億ないと、市役所建たんのでしょ

う。造成地しないと。造成工事をしないと。 

　１億８，０００万円分だけ造成するというこ

とは、できんのでしょう。全体をしないと。 

　お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　ずっと言わさせていただいておりますが、保

育園については、地域の方々、そして保護者の

方々ともお話をさせていただいて、建てるよう

に進めさせていただいているところでございま

す。その点については、松浦議員も御承知のこ

とだというふうに思っているところでございま

す。 

　そのほかのことについても、現在、しっかり

と話を進めさせていただいているところです。 

　そういった形の中で、当然、造成、そこの場

所だけということにはなりませんので、それは

ほかの工事、何をしても一緒だと思います。た

だ、市役所が、その土地を、それ以上使いませ

んので、ほかの土地、残った土地については、

当然、ほかの施設が利用したり、また一部売却

できるところに関しては、売却という形になる

かどうかわかりませんが、ほかの、県であると

か、そういったところに使っていただけるとい

うことであれば、それなりの費用を負担してい

ただくということで、当然、話を進めさせてい

ただいておりますので、何らおかしな計上だと

いうふうには考えていないところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　どうしても理解に苦

しむんですよ。 

　１０億円でつくって、案分して１億８，００

０万円で庁舎は建ちますという数字を出してお

りますけれども、これで、今、市長、現時点で

決まっておるのは保育園だけということですの

で、この問題については、私はとやかく言いま

せんけれども、残りの面積全てを、４万平米造

成をして、市役所に８，０００平米、残り３万

２，０００平米。これ全て埋まらなかった場合

には、どうなりますかね。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　先ほど松浦議員も御質問にありましたように、
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一次避難所として活用させていただくことに

なっておりますので、ああいったところについ

ては、ヘリポートもつくるように、予定を当然

してますし、そういった活用になろうかという

ふうには思いますが、そういった形の中で、今

のところ、話はほかの施設、来ていただけるよ

うな形で進んでいるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　確認ですけれども、

ヘリポートとか、一次避難所に活用する計画の

中で、進めた土地については、宿毛市が負担を

しなければならない数字であると思いますが、

答弁願います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　当然のことでございます。 

　なお、先ほど、少し答弁をしたことと、また

重なってしまいますが、もともと避難場所とし

ての造成を進めていたところでございますので、

そのときの造成費用、そして進入道路について

も、当然、計画上、当時からあったものでござ

いますので、今回、市庁舎の話がきて、いきな

り造成したり、道路を立派なものにつけかえな

くてはならなくなったとか、そういった内容の

ものではございません。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　なかなかかみ合いま

せんけれども。 

　それでは、私の質問しようとした部分１点、

わかった部分がありますので。 

　アクセス道の対策について、お伺いいたしま

す。 

　アクセス道路の整備のために、かさ上げをし

た道路を、与市明川に沿って建設していくとの

ことでありますが、現在でも、冠水被害が起き

ております。 

　高いところでは、現道よりも約２．９メート

ル高くなると聞いています。このように、かさ

上げされた道路を、与市明川沿いに沿って建設

した場合に、今まで以上に冠水被害が起きるの

ではないかと、地域住民は不安になっています。 

　これは、市の庁舎を高台に建設し、その庁舎

へのアクセス道対策として、新たに道路を建設

するものであります。この工事については、高

知県が行う計画であるとのことであります。 

　高知県が工事を行うとしても、地元負担金が

要るのではないかと思いますが、総工事費と地

元負担金について、幾らぐらいを見込んでおる

のか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　小深浦高台へのアクセス道路となる県道宿毛

城辺線は、庁舎建設の議論が始まる前から、頻

度の高い、大雨による錦地区の冠水対策として、

高知県による与市明川河川改修工事とあわせ、

道路の移設及びかさ上げ工事が計画されている

ところでございます。議員も御承知のところだ

と思います。 

　また、そのほかの冠水対策としては、宿毛市

が事業主体となるポンプ設置工事が計画をされ

ているところでございます。 

　県道宿毛城辺線の工事は、新田橋右岸交差点

から、マシュール跡地前までの約４００メート

ルの区間につきまして、改修する与市明川の堤

防沿いに移設及びかさ上げする計画となってお

りまして、概算事業費で約１億２，０００万円

となっております。 

　そのうち、宿毛市の負担割合は１５％の負担

額についてでございまして、約１，８００万円

となっております。 
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　また、マシュール跡地前から小深浦高台入口

までの間、約１２０メートルは、当該事業と合

わせまして、県道宿毛城辺線の現道をかさ上げ

するよう高知県に要望し、県の事業でかさ上げ

を行う計画となっています。 

　この事業については、現在、計画を進めてい

る段階でございまして、総事業費及び宿毛市負

担額は未定となっているところでございます。 

　この事業につきましては、与市明川の河川改

修ということで、昭和４５年ごろからずっと進

められている案件でございます。そして、１０

年以上前から、地域の地区長さんのほうから、

ぜひ、何とかこの道がつかるのを解消してもら

いたいということで、宿毛市のほうにも要望が

ずっとあがってきている案件でございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　次は、ポンプの関係

ですけれども、ポンプは、渇水対策としてポン

プを設置して、対策をするということですけれ

ども、ポンプの設置費用は、宿毛市が計上する

というふうに聞いておりますけれども、どれく

らいの財政負担が、このポンプ設置に必要なの

かどうか。何台で幾らぐらい、その点について

お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　ポンプ設置は、渇水じゃなくて浸水のほうの

対策として設置をさせていただきます。 

　先ほども答弁いたしましたが、県道宿毛城辺

線の整備及びポンプの設置は、庁舎建設の議論

が始まる前からの計画でございまして、庁舎建

設事業とは別事業として計画しているため、庁

舎建設概算事業費には含めていないところでご

ざいます。 

　ポンプの設置工事は、県道宿毛城辺線のかさ

上げ、移設工事、与市明川河川改修工事及び錦

川河川改修工事と合わせて行うことで、河川の

流下能力を向上させまして、道路等の冠水を解

消するためのものでございます。 

　このうち、ポンプ設置工事は、宿毛市が事業

主体として、平成２８年３月議会にて、設計予

算を可決をいただきまして、計画を進めている

ところでございます。 

　現計画では、ポンプを錦川右岸側に設置する

計画となっておりまして、今年度より地元との

協議を行っているところでございます。 

　なお、ポンプの設置費用は約１億５，０００

万円を見込んでいるところでございます。 

　また、ポンプの設置財源といたしましては、

防災対策事業債を活用する予定でございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　この間の住民説明会

の中でお話を聞いたんですけれども、県道宿毛

城辺線から予定される高台、庁舎へ通じる道路

について、説明がございました。 

　その中で、斜度については６％であるという

ことであります。このような勾配のきつい道路

であれば、市役所へ用事でいくのにも、車を

持っている方については、何も感じないかもわ

かりませんけれども、車を持ってない、自転車

で市役所を訪ねる方や、障害者にとっても、大

変大きな問題であります。 

　先ほども障害者の問題について質問した経緯

がございますが、６％の勾配の道路について、

こうした社会的に弱い人たちの視点で検討した

経緯があるかどうかお伺いしますとともに、こ

のことについて、市長の所見をお伺いいたしま

す。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 
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　アクセス道路を、高齢者や、特に障害者の視

点で検討しているかという御質問だったという

ふうに思います。 

　歩道の勾配につきましては、高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づ

き、定められた、移動等円滑化のための必要な

道路の構造に関する基準を定める省令におきま

して、歩道の勾配は８％以下との記載がありま

すので、基準値以下の勾配となっているところ

でございます。 

　また、高台へのアクセスにつきましては、コ

ミュニティーバスを運行するなど、利便性の確

保にも努めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、そういった障害を持たれた方、高

齢者の方々につきましては、バスの利用等でき

るように努めてまいりたいというふうに思って

いるところでございます。 

　なお、どの程度の勾配かというのが、なかな

かイメージがつかないと思いますので、若干例

を挙げますと、宿毛市総合運動公園の正面から、

南側から入る、あちらの進入路の勾配が７％に

なっています。 

　それから、あと県民病院、表から入る勾配が

５．７％ということで、大体、県民病院の入口

と同じぐらいの勾配になるというふうに考えて

いただければというふうに考えているところで

ございます。 

　しっかりと対応していきたいというふうに

思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　障害者への対応も

しっかりしているということでございます。こ

れについては、まだこれも今からでございます。

これについても、注視をしていきたいというふ

うに思います。 

　次は、職員の参集率について、お伺いいたし

ます。 

　宿毛市からの説明によりますと、市役所の庁

舎を小深浦の高台に建設した場合に、自然災害

時における職員の参集率は１１％から７４％へ

と、大きく改善されると説明されております。 

　この試算についてでありますが、１１％につ

いては、さきの豪雨の際の参集率であると言わ

れておりますが、高台に移転し、全て対策が実

施された場合に、７４％となるとのことであり

ます。 

　地震と津波は全く違うのであります。 

　先日も、北海道で震度７の地震が、夜中の３

時ごろ発生し、甚大な被害をこうむりましたよ

うに、いつ発生するかわからなく、全く予想が

できないのが地震であります。 

　このように、職員が退庁している夜間に発生

した場合には、てんでんこという言葉がありま

すように、職員としても、自分の命は自分で守

ることが第一番となりますし、あわせて、パ

ニック状態に至るのではありませんか。 

　このことを考えると、市役所の参集どころで

はないと思います。 

　あわせて、さきの豪雨で見られましたように、

地震の発生により、市役所に通じる道路は、各

地で土砂崩れが起きて、寸断する事態となりま

す。そして、津波による長期浸水も、市内で起

きることが予想されておりますし、液状化現象

等も予想されます。 

　津波の被害状況は体験していませんが、さき

の東北の大震災の状況をテレビで見ますと、大

変な状況が予想されます。 

　津波発生時における参集率について、どのよ

うに想定をしているのか、お伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　松浦議員と全く同じ考え方でございます。 
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　本当に、地震というのはいつ起こるかわかり

ません。そして、アクセス道も寸断されます。

さらには、長期浸水も起こります。そういった

状況がいつ来るかわからない。だから、一日も

早く庁舎建設をしなければならないというふう

に考えておりますし、また、そういった状況に

おいても、しっかりと本部機能、そういったも

のが保てる、そういった庁舎建設を皆さんと一

緒に進めていきたい、そのように思っていると

ころでございます。 

　参集率についてでございます。平日の昼間の

地震発生であれば、高い参集率になろうかとい

うふうに思いますが、ほとんどの皆さんがいま

すのでね、庁舎のほうに。夜間・休日の地震発

生後は、津波被害、土砂崩れ、液状化、そして

長期浸水によりまして、市役所に通じる道路は

寸断されることが想定をされていることから、

浸水エリアを通っての職員参集に影響があるこ

とが、想定をされるところでございます。 

　対策といたしまして、最も有効なのが、高速

道路のルート選定が新港経由となり、その高速

道路へのアクセス道を整備することですが、完

成までにはまだまだ時間を要します。それまで

の間に、地震が発生した場合における小深浦高

台への職員参集につきましては、現段階では、

ヘリコプターやボートを利用した参集に加えま

して、山沿いの遍路道や山道を利用して、参集

することを検討していかなければならないとい

うふうに考えているところでございます。 

　今後、参集方法の調整、検討も行う中で、参

集率についても、調査して、しっかりとした数

値を出していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

　なお、職員につきましては、まずは自分の命

を確保してもらわないといけませんので、命を

守っていただきたいと思います。次には、参集

をして、市民のために、しっかりと働いていた

だきたい、そのように考えているところでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　参集率について、1

点お伺いしますが、１１％から７４％に、この

間の７月豪雨を想定した場合には、７４％にな

る。 

　これ、何言いますかね、職員の分布図という

のがあって、その中で、和田地区２３名の８．

３、西地区１２２名の４４．０、宿毛地区６０

名、２１．７、これを足すとちょうど７４％、

偶然の一致かもわかりませんけれども。 

　それで、橋上、山奈、平田、小筑紫は、参集

できない。この数字を単純に読み込むと、いう

ことですけれども、偶然の一致かもわかりませ

んけれども。 

　構わなければ、説明を求めたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　参集率の積算の根拠、

今、手元に持っておりませんので、少し時間を

いただきたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　この際、暫時休憩いた

します。 

午後　２時２５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時３０分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　危機管理課長。 

○危機管理課長（岩本敬二君）　危機管理課長、

先ほどの松浦議員の質問にお答えいたします。 

　参集率につきまして、１１％のほうは、７月

の豪雨災害時の参集率、実際の数字です。 

　７４％につきましては、先ほど、松浦議員が、

偶然の一致かもわかりませんということでした

けれども、偶然の一致ではなくて、実際、小深
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浦より西の一部、それから町の一部、実際の冠

水のエリア、冠水で来れなかったことを想定し

てはじき出した数字でして、これは単純に住所

だけでとった想定ではないです。 

　以上です。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　何を聞いても答えが、

思いが全然つながりませんので。 

　時間の関係もあります。これで私の一般質問

は終わりますが、先ほども申し上げましたよう

に、宿毛市役所の建設場所については、宿毛市

の５０年、１００年先の将来設計を考えながら、

宿毛のまちをどのようにしていくのかとの議論

をしていくべきであります。 

　本当に、真剣に、市民みんなで考えていかな

ければなりません。まさにまちづくりの根本を

なすものだと考えます。 

　こうした重要な問題を、今議会で結論を出し

ていくことについて、余りにも早急ではないか

と、疑義を感じている市民は非常に多いと思い

ますし、私もその一人であります。 

　あわせて、宿毛市から提示された計画書につ

いても、幾つかの不備を唱える方もおります。

今議会に対して、約３，０００名の署名を添え

て、審議の継続を求める陳情書が出されており

ます。まさに市民の中にある思いをあらわして

いるものと思います。 

　こうした重要な問題を、疑義を唱える市民が

多数いる中で、わずか２カ月余りで結論を出す

のは、まさに早急であると考えます。 

　市民に対して、情報公開をしっかり行い、丁

寧に、十分な説明責任を果たし、賛同を得る努

力をすることが重要ではありませんか。まさに

民主主義とは、決定に至るプロセスが大変重要

であります。 

　説明責任を果たす、その責務は宿毛市にあり

ます。地域づくり、まちづくり、地域経済の活

性化等、あらゆる角度から、真剣に考えながら、

庁舎の建設位置について結論は出すべきではな

いでしょうか。現状で進むと、行政不信や、市

長不信にもつながりかねません。私としては、

このことが一番心配をするところであります。 

　市民による行政不信につながらないようにす

るためにも、将来に禍根を残さないためにも、

しっかりと市民に対する説明責任を果たす中で、

結論を導き出すべきであると考えます。 

　以上の観点から、今議会での採決というか、

結論を急ぐべきではないと思います。 

　以上で、私の一般質問終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　この際、１０分間休憩

いたします。 

午後　２時３４分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時４５分　再開 

○副議長（山上庄一君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　本日の会議時間は、議事の都合により、あら

かじめこれを延長いたします。 

　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　６番、髙倉真弓です。 

　このたびの災害、地震について、心からお見

舞いを申し上げます。 

　３項目、６点について一般質問をいたします。

よろしくお願いいたします。 

　１項目め、新庁舎建設地の設定についてをお

伺いいたします。 

　午前中の野々下議員、前段の市民クラブ、松

浦議員より、だんだんの質問、答弁の経過を把

握いたしております。 

　大枠や経過はおおむね了解いたしたいところ

ですが、いま一度、確認のためお伺いをいたし

ます。 

　１番目に、宿毛市庁舎建設審議会の答申は拝

見いたしました。 
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　市長においては、市民の御意見が交錯する中、

今、小深浦に決めた経緯について、なぜ今なの

か、市長御自身の御判断と、どのような覚悟を

決めて臨んでいるのかをお伺いいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　髙倉議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　小深浦高台に庁舎移転することを決定した、

私の覚悟ということでございます。 

　災害に対しての、先ほどから答弁、ずっと続

けておりますが、災害に対しての庁舎の役割を

考えるに当たっては、東日本大震災による津波

被害や、熊本地震による建物損壊により、その

後の復旧復興に大きな支障を来し、結果として、

住民へ多大な影響を与えたことは、皆様も御存

じのことだというふうに思いますし、実際に東

日本大震災の被災地では、庁舎が被災したこと

による復興のおくれによりまして、結果として、

人口流出がとまらず、そして大幅な人口減と

なった、そういった自治体も見てきたところで

ございます。 

　そのような中で、国は自治体の庁舎建設に対

しては、原則は補助しないという、そういった

スタンスの中で、例外として、津波被害に対応

した庁舎建設を行う場合は、緊急防災・減災事

業債を活用し、事前復興対策を講じることを進

めているところでございます。 

　やはり事前復興対策、非常に重要だというふ

うに感じているところでございます。 

　なお、この緊急防災・減災事業債とは、読ん

で字のごとく、まさに待ったなしの防災・減災

事業を緊急に実施するために、借りられる起債

であります。 

　去る８月３１日に開催しました庁舎建設住民

説明会でも、さまざまな御意見をいただきまし

た。そういったさまざまな御意見をいただく中

で、庁舎建設について、座談会を設けたという

地区長の方から、このような御意見をいただい

たところでございます。 

　その地区の高校生からの意見として、今の中

学生、高校生は、東日本大震災以降、学校でも

防災学習は、日ごろから積極的に取り組んでお

り、７月の豪雨災害後も積極的にボランティア

に参加するなど、防災に対しての考え方が、以

前からは大分変わってきている。ぜひ、私たち

次世代につながる、そんな次世代につながる安

心安全の宿毛市構築のために、安全な高台に、

有効な財源を活用して庁舎建設をしてほしい、

そういった御意見も、代弁ではありましたが、

区長の方からいただいたところでございます。 

　まさに私としましても、今回の高台への庁舎

建設は、必ず発生する、必ず来ます。必ず発生

する南海トラフ地震発災後においても、全ての

宿毛市民に対して、迅速な対応を行うための事

前復興として考え抜いた結果であるとともに、

この庁舎建設は、子や孫、次の世代まで建設費

を御負担いただくことで、実施できる、立てる

ことができる、そういった事業であります。 

　このことからも、できるだけ負担を少なくす

るための財源を模索した結果でもございます。 

　そういったことで、計上させていただいてい

るところでございます。 

　また、ことしに入ってからも、既に大阪北部

地震、７月の西日本豪雨、そして今月発生した

北海道胆振東部地震など、甚大な被害が頻発を

しているところでございます。 

　そして、南海トラフ地震は、今後３０年内に

７０から８０％の確率で発生するといわれる中

で、日々、その日は迫ってきているところでご

ざいます。 

　まさに災害は待ったなし、そういった状況で

あることからも、緊急防災・減災事業債を活用

し、早急に防災拠点となる庁舎建設を進めてい

かなければならない、そのように考えていると
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ころでございます。 

　このような経緯から、私としては、市庁舎を

小深浦高台へ移転建設することは最良の選択で

ある、そのような判断のもと、方針決定をいた

したことを、ぜひ御理解をしていただきたいと

思いますし、また、これを決定した後に、決め

なければいけないこと、進めなければいけない

こと、まだ皆さんといろいろなお話をしないと

いけないこと、たくさんあります。そういった

ことを、ぜひ一日も早くやらさせていただきた

いというふうに思います。 

　何もかも決まってからやればいい、そういう

御意見があることは承知しておりますが、そう

いったことができない中で、自分として選択を

させていただいたところでございまして、決

まったからこそ、いろいろ話のテーブルに乗れ

ることもあろうかと思います。 

　そういった形の中で、しっかりと進めていき

たいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　６番、再質問をいたし

ます。 

　本当に覚悟を決めてという、今の力強い言葉

がありました。 

　先ほども松浦議員がおっしゃっておりました

が、私も個人的に聞いた範囲では、市民の中に

は、市民を下に置いたまま、市庁舎だけ高いと

ころに、安全なところに行くのですかと聞かれ

ました。 

　ただいまの答弁の中から伺いましたことは、

事前復興、安心安全、市民を守るために決めた、

市長、その言葉に間違いございませんね。大事

なことです、再度お答え願います。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　間違いございません。 

　市民を置いたままにするつもりも、当然ござ

いません。しっかりと市民の命、守らないとい

けないし、その市民の皆さんが生き延びた後に、

しっかりとまた、この宿毛で生活をしていただ

ける、もとの生活に戻れる、そのためにこの庁

舎を建設したいというふうに考えているところ

でございます。 

　みんなで一緒に、津波や地震の被害に遭って、

そのまま諦めてしまう、そんな宿毛市であって

はいけないというふうに思います。 

　ぜひ、皆さんと一緒に、この地域の、これか

らのために、どういう庁舎がいいのか、しっか

りと考えていきたい、そういったことで、今回、

建て位置について決定をさせていただきたいと

思っております。よろしくお願いをいたします。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　御批判も多い中、もう

少し早い段階で御提案できていれば、このよう

な立場でなく、対応できたのではないかと、老

婆心で考えます。 

　その点は、今後の市政運営に対し、十分に留

意していただきたいと思います。 

　２番目に、今後のまちづくりについて、お伺

いいたします。 

　これも野々下、松浦議員と質問が重なります

が、改めてお聞きいたします。 

　市民の皆様には、まちづくりの全体構想が見

えないことから、不安や疑問が噴出しています。

特に、街区の方におかれては、寂れてしまうと、

大変な御心配の御様子です。そのとおりでしょ

う。歴史、文化の発祥、発展に寄与して、その

御協力、御支援は甚大なものであります。 

　歴史のあるこの町並みをいかに大切に、後世

に伝えていくか、市長の胸の中にある思い、ま

たどうしたらよいのか、もし御計画の一端でも
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あれば、お示し願います。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　新庁舎移転後のまちづくりという質問だと思

います。 

　現在、まちのグランドデザインである都市計

画マスタープラン、これについては、先ほど来、

答弁させていただいておりますが、マスタープ

ランにつきましては、平成１２年に策定をして

おりまして、これまでの１８年間の間に、人口

減少、高速道路の延伸、東日本大震災などを踏

まえた防災対策などにより、刻一刻と状況が変

化しているところでございます。 

　そのような中、庁舎建設位置や、近く決定さ

れる予定の高速道路のルートなど、今後のまち

づくりに大きく影響する計画を加味した、そう

いったまちづくりビジョンである都市計画マス

タープランの改定は、早急に進めなければいけ

ないというふうに考えております。 

　そういった考えのもとで、この庁舎建設地が

決定した後には、進めてまいりたい。進めてま

いります、そういった予定でございます。 

　そして、庁舎が移転した際にも、既存市街地

の住民の皆様に対する行政サービスが維持でき

るよう、市民直結の窓口業務を担保した機能は

残しながら、このエリアに残しながら、公共交

通のネットワーク機能の充実を図ることで、よ

りよいまちづくりに努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

　現在、非常に、はなちゃんバスも好評で、多

くの方々に利用していただいております。 

　ただ、はなちゃんバスを走らすためには、当

然、経費も必要なんですが、そのあたりをしっ

かり見きわめる中で、しっかり利用してもらう

ことができれば、走らす意義がありますので、

きっとはなちゃんバスで、今まで以上に公共の

交通ネットワークがつくれるというふうに考え

て、こちらについても、しっかり考えていると

ころでございます。 

　また、既存市街地につきましては、現都市計

画マスタープランにおいても、現在、平成１２

年につくられたマスタープランにおいても、こ

のあたり、緑と文化の中心市街地ゾーンとして

位置づけられておりまして、昨年度、改築を

行った林邸を初めとして、江戸期の町割りや、

そこに点在する神社やお寺などを活用し、持ち

味である歴史文化を存分に生かしていく、そう

いった方法を模索をしていきたいというふうに

考えております。 

　現在も、既に取り組みはさせていただいてお

りますが、さらに広げていきたいというふうに

考えております。 

　具体的に、少し話を申しますと、まちの駅で

ある林邸を中心として、今後、建設予定の宿毛

小中学校の敷地の一部に、歴史を感じさせ、そ

して観光資源となる空間を創出、そういった空

間をつくるために、東京宿毛会の御協力のもと、

岩村通俊の胸像を再建し、公園化することも計

画しているところでございまして、今後、その

ような場所を周遊する、街区を歩いたり、自転

車に乗ったり、そういった形の中で、周遊する

コースも設定してまいります。 

　また、先日は、本町通りに、これは新聞にも

載りましたが、本町通りに東京の企業のサテラ

イトオフィスの進出が決定をいたしまして、将

来的には、２０名の雇用が計画をされていると

ころでございます。 

　さらに、今後、市庁舎移転後の、現庁舎には

大学や専門学校などの、今度はサテライトキャ

ンパスのほうを、誘致に取り組みをさせていた

だきたいというふうに考えております。 

　市民の皆様と一緒に、このまちのにぎわいを

創出してまいりたい、そのようなことを考えて
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いきたいというふうに思っているところでござ

います。 

　そういった中で、今後、まちづくりのビジョ

ンである都市計画マスタープランの改定に際し

ても、市民の皆様とともに、市民の皆様が夢を

抱くことができる、そんな新たなまちづくりに

ついて語り合いながら、そして取り組んでいき

たいというふうに考えております。 

　先ほど来、少し質問にもありますように、庁

舎建設に当たって、それぞれの場所で、徹底的

に分析をして、いろんなパターンの予算である

とか、そういったものを示すべきじゃないか。

または、市の庁舎が移ったときには、ここの庁

舎をどうするのか、まちをどうするのか、それ

を徹底的に示しなさいというお言葉をいただき

ました。 

　示していかなければならないのかもしれませ

んが、民間の方々を巻き込んでお話をするとき

に、ここの庁舎があくかあかないか決まらない

状況で、そういったお話はテーブルに乗ってい

ただけません。 

　この庁舎の今後の使い方については、この庁

舎が移転することが決まった上で、しっかりと

話を進めさせていただきたいというふうに思い

ますし、そのための取り組み、第一歩、第二歩

は、もう既に動きをさせていただいているとこ

ろでございます。 

　そういった形の中で、皆さんの御意見をいた

だく中で、しっかりとこのエリア、今まで以上

のにぎわいを取り戻す、そういったために、こ

のまちづくりのビジョンである都市計画マス

タープランを策定をしていきたい、そのように

思っているところでございますので、どうか皆

さん方のお力もかしていただきたい、そのよう

に思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　公園化というのは、す

ごくいいことだなと思いました。 

　今、普通に小学校に来られましたら、見学の

方が、不審者かなんて思われたりしますよね。

もし、団体の方で、こうこうして記念碑を見た

いとかいえば、事前に学校のほうへ連絡でもあ

れば、慌てないと思うんですけれども。普通で

すと、こんな世の中ですから、不審者と思われ

るかもしれませんが、これがきちんと公園化し

て、周遊する形になれば、本当にいいものだと

思いますね。 

　それから、市長がおっしゃった言葉の中に、

先ほども野々下議員にもおっしゃっておりまし

たね。市民の皆様とともに、市民の皆様が夢を

描くことができる新たなまちづくりに取り組

むっておっしゃって、私もそれは大変うれしい

ことだと思います。 

　例えば、今お聞きして、いろんなことを、そ

れまでもいろいろ考えましたが、まちめぐりに

疲れた方の足湯、現在位置に、普通に考えれば、

これは無理なことでしょうね。でも、もしかし

たら、これも検討の余地ありかもしれませんね。 

　１階には市のサービス窓口はもちろん、良心

市やカフェや、さっきおっしゃった、２階には

サテライトキャンパスですか、そういうものや、

できればお風呂もあったらいいななんて勝手に

考えますが。３階には、私は前から言っている

ことなんですけれども、公共施設の上に市営住

宅をつくるべきだというのは、前にも２回ぐら

い言ったような気がするんですけれども。 

　独居の方の市営住宅を新設して、見守りしな

がら、反対に、御入居いただいた方々には、宿

毛に来ていただいた方に、下の教室におりて、

昔はね、あのときはね、よう来てくれましたね

と、お話などをしていただくことによって、こ

んなこと、甘いって言わないでいただきたいで

す。人それぞれに役割があることによって、認
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知症や介護の今後の改善につながります。 

　専門のスタッフまでは要らないと思います。

良心市のスタッフの方でもあれば、実現可能な

ことだと思います。それが、そのほかの医療の

削減にもつながります。 

　市民の皆さんが真剣につくりたいまち、住み

たいまちづくりを、再質問いたします。 

　市長、議論、検討する場所を用意していただ

けると理解してよろしいのですね。御返答願い

ます。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　先ほど、私のほうからも、少しプランをお示

しをさせていただきましたが、これも一つの、

１プランでしかありません。皆さんとともに、

この庁舎、そして既存の市街地、これからどう

いうふうな形で活性化を図っていくのかを含め

て、皆さんとともに考えていきたいというふう

に思っています。 

　一つ、多分同じ考え方だと思いますが、人が

往来する、人がここの空間を活用する、そう

いった形の中で、人が見えるような、そんな形

での活用ができればというふうに思っておりま

す。 

　そういった一定のコンセプトをもとに、皆さ

ん方とお話をしながら、ここのまちづくりを進

めていきたいというふうに思いますし、当然こ

こだけじゃありません。宿毛市全体の、そう

いったプランを立ち上げないといけませんので、

そういった取り組みを進めていきたいというふ

うに思っております。 

　よろしくお願いをいたします。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　人が往来する、お話し

ながら、全体プランということを聞いて、安心

いたしました。ぜひとも早い段階で、市民の皆

様の御意見を、御計画を、御希望を計画に反映

していただきたいと希望します。 

　２項目めに入ります。 

　第５次障害福祉計画についてをお伺いいたし

ます。 

　障害福祉サービスについてをお伺いしますが、

発端は、宿毛授産園を通りかかった方から、利

用者の方で、つえをついている方が、雨にぬれ

て移動している。ぬれて体を壊しては大変だと

いうふうな、御心配のお話がありまして、本当

にことしのように雨が多いと、私でも屋根が欲

しいなと思いました。 

　細かなことは省略いたします。 

　授産園にお伺いしているところでは、どうし

てそういう状態であるのかの前後の事情は了解、

理解いたしております。現状の状態では、市道

に屋根をつけるような形になるので、条件的に

は無理だろうなと思いながら帰りましたが。 

　私は過日、８月３１日より９月１日、千葉幕

張メッセで盲ろう者の全国大会に参加、通訳介

助のことを思い出しました。 

　見えない、聞こえない、ヘレンケラーの女史

のお立場の方々の総会、事例発表があり、障害

者の自分たちでも、役割を果たし、誰かのお役

に立ちたい。私は税金を払えるようになったこ

とが一番うれしいことです、との熱い発言もあ

りました。 

　会場には、韓国から１７名、インドから３名、

ウズベキスタンから４名、シンガポールから３

名、タイから３名、ネパールから２名、バング

ラディシュから３名、マレーシアから３名。外

国の方３８名に、盲ろう者の方全員で２４７名、

通訳介助の方６０６名、合計８９１名の参加で

ございました。 

　その会場、幕張メッセ国際会議場や、環境が

すごかったんです。ＪＲの幕張海浜駅から少し

歩けば、エレベーターやエスカレーターがあり
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まして、陸橋にあがれます。国際会議場を結ぶ

陸橋は、広い屋根。この屋根があったから、私

は、あっ、屋根っていいなと思ったんです。 

　国際会議場のホテルニューオータニ、宿泊先

の東京ベイ幕張なども結ばれておりまして、雨

にぬれることもなく、案内板、点字ブロックな

ども、わかりやすく、国際会議場を備えている

のにふさわしいと思いました。 

　６５０万人の千葉幕張メッセと、宿毛を比較

することはできません。でも、弱い立場の方に

配慮された環境は、どなたにとってもよいこと

と考えます。 

　宿毛市では、宿毛市第５期障害福祉計画、第

１期障害児福祉計画を策定し、障害者、障害児

の地域生活を支援するためのサービス基盤整備

に係る数値目標を設定されておられます。 

　市内の障害者支援施設を見たときに、施設内

通路の整備など、改修の必要があるかと思われ

る箇所があります。 

　こういった施設整備について、補助金等を活

用して対応できないものかと考えます。 

　障害者支援施設に対する公的な支援は、どの

ようになっているのかをお伺いいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　施設の整備につきましては、多額の財源が必

要となりますので、国や県の補助制度を最大限

に活用すべきであると考えているところでござ

います。 

　障害者支援施設や障害者福祉サービス事業所

等に対する国、県の主な支援といたしまして、

障害児、そして障害者施設整備補助金や、民間

の社会福祉施設に対する地震防災対策推進事業

費補助金がございますが、社会福祉法人が各自

で施設整備の長期計画を立て、優先順位をつけ

て補助金申請をされております。 

　また、緊急性、重要性の高い整備事業に対し

ては、市単独補助金となります宿毛市社会福祉

施設整備事業費補助金により、補助を行ってい

るところでございます。 

　市といたしましては、施設整備を含め、利用

者の身近なところで、ニーズに合ったサービス

が受けられるよう、国や県に対する制度改善や、

財政措置の充実を求め、関係市町村とともに要

望していきたいと、そのように考えているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　何分にも、現地を見て

いただき、今後につながることを期待いたしま

す。 

　３項目に入ります。 

　西日本豪雨災害について、１番目に、現在の

宿毛市の被災状況をお伺いいたします。 

　市内の多くの箇所で被害が発生していますが、

市内の道路、河川、及び農地、農林業施設など、

被害状況と、わかれば数字の試算をお示しいた

だきたいと思います。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　今回の７月豪雨に伴う被害につきましては、

それぞれの施設等において、過去に例がないほ

どの規模となっております。そのため、調査箇

所も広範囲でありまして、被害状況の把握に多

くの日数を要しております。 

　そのような状況でありますが、国への被害報

告といたしまして、道路、河川などの公共土木

施設で１５１件の約４１億７，０００万円、農

地農業用施設で７３件の約５億４，０００万円、

林道施設で３件の約３，０００万円、全体とい

たしまして２２７件の、約４７億４，０００万

円を報告しております。 

　なお、この被害報告につきましては、国の補
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助対象のみの概算復旧費であり、このほかの補

助対象外となる市単独事業分も含め、現在、測

量設計等を行っているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　６番、再質問をいたし

ます。 

　大きい数字ですね。うちは米農家ですが、米

３０キロ、売り価格が５，０００円から５，５

００円、６，０００円がいいとこですから、こ

の４０何億というような数字を見ますと、本当

に大変な規模の災害であったことがわかります。 

　大島の土砂崩れ、宇須々木の河川の被害、橋

の崩落、高石の田んぼは３年前にも同じような

災害がありました。この件については、午前中

の野々下議員が詳しくお話になられました。本

当に心おとしのことと存じます。 

　今後の復旧については、どのような形になっ

ておりますか、お伺いいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　現在、緊急な対策が必要な個所につきまして

は、既に実施している箇所もあります。今後の

復旧計画といたしましては、現在、国への被害

補助申請の作業を進めておりまして、補助金の

決定を受けた箇所から、復旧工事等に着手をし

ていく予定でございます。 

　一日でも早い復旧を目指してまいりますので、

引き続き、皆さんの御協力、そしてまた御指導

をよろしくお願いをいたします。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　できるだけ早くお願い

したいと思いますね。丹精を込めた田んぼに、

大きな石やアスファルトが、まるで畳１枚、ふ

わっと置いたように乗っかっていた光景は、悔

しい気持ちを通り越します。 

　一日も早い復旧を願っています。 

　２番目に、萩原の崩壊した墓地の今後につい

てをお伺いいたします。 

　先の西日本豪雨で、市役所の北西に位置する

城山墓地においても、大規模な崩落が発生いた

しました。 

　あそこに御実家の墓地がある方からのお困り

のお尋ねがありました。 

　城山墓地の現状とともに、移転が必要な方に

おいては、どのような手続が必要なのかをお伺

いいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　萩原の崩落した墓地の、

今後に係る質問にお答えをさせていただきたい

と思います。 

　少し事務的なお話になって恐縮ではございま

すが、宿毛市役所の北西に位置し、旧来の慣習

に基づき、おのおのの墳墓所有、お墓ですね、

墳墓所有者が管理されている旧慣墓地である城

山墓地について、７月の西日本豪雨により、山

の頂付近に大規模な崩落が発生し、土砂ととも

に、多数の墓石や遺骨が流出している、そんな

状況となっているところでございます。 

　また、崩落に伴い、北側のお墓への通路が通

行できなくなっておりますので、萩原側からの

新たな迂回路を開設するとともに、案内看板を

設置し、墓参者に通行していただいているとこ

ろでございます。 

　一方、崩落斜面においては、近隣住宅の安全

対策のため、住家付近に大型土のうを設置させ

ていただくとともに、斜面の復旧や、土砂撤去

につきまして、現在、関係機関と協議を進めて

いるところでございます。 

　次に、お墓の移転が必要な方の手続について

でありますが、崩落が発生した城山墓地に限ら

ず、お墓を移設する際には、墓地埋葬等に関す
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る法律に基づき、本市環境課に改葬許可申請書

を提出していただくことになります。 

　具体的には、申請時等に、窓口である環境課

で説明いたしますが、改葬許可申請書には、個

人の氏名や本籍、現在の埋葬場所、そして改葬

理由、改葬先などの必要事項を記載し、墓地ま

たは納骨堂管理者、あるいは地区長等に納骨証

明をいただくことが必要となり、改葬許可申請

書を環境課で受理した後、改葬許可書を交付す

ることになります。 

　その後、交付された改葬許可書を、新たな墓

地等の管理者に提出いただくことで、改葬先に

遺骨を埋葬することができるようになります。 

　なお、今後もお墓の移設や手続につきまして、

環境課で対応いたしますので、御連絡いただき

ますようお願いをいたします。 

　なかなかわかりにくいと思いますので、ぜひ、

環境課のほうに電話をいただければと、そのよ

うに思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　心情を優先する問題で、

個人情報や機微情報にも匹敵することに対して、

丁寧に、ありがとうございます。 

　秋彼岸を控え、心のよりどころである墓地の

惨状は、大変お辛いことであろうと思います。

お知り合いの皆様にも、まだ御存じない方がた

くさんいらっしゃるんじゃないかと思います。

何とぞお教えしてください。 

　環境課においては、今後とも丁寧な対応をお

願いいたします。 

　３番目にまいります。 

　災害ボランティアセンターとボランティアに

ついて、お伺いいたします。 

　今回、速やかに対応されたことは、大変評価

いたしております。ボランティアセンターとボ

ランティアに関して、どのような取り組みを

行ったかをお伺いいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　平成３０年７月豪雨における災害ボランティ

アセンターは、宿毛市社会福祉協議会を主体と

いたしまして、７月１０日から１５日までの６

日間、開設し、個人だけではなくて、中学校や

高校、各種団体など、市内外からさまざまな方

に参加をしていただきました。 

　延べ９４８人と、多くの方に災害ボランティ

アとして活動いただけましたこと、この場をお

かりしてお礼を申し上げます。本当にありがと

うございました。 

　また、髙倉議員におかれましては、ボラン

ティアとして、連日御参加をいただきまして、

協力いただきましたこと、一緒にと言ったら申

しわけないですけれども、あわせて感謝申し上

げます。ありがとうございました。 

　センターにおけるボランティアの主な活動内

容は、生活に支障を来す困り事に対して、早急

に手助けが必要な部分に対し、派遣をするもの

で、家屋の浸水に伴う、泥の除去や、土砂崩れ

に伴う土砂の撤去といったニーズを主として、

６日間で１４５件を対応いたしました。 

　そのほかの活動といたしましては、流れてき

たごみや、水に浸かってしまった家財の撤去、

件数は少ないものの、家の掃除や、引っ越しを

したいので子供をみてほしいなどのニーズもあ

りました。 

　また、ニーズに対するボランティア派遣の調

整を行うセンター業務につきましても、各種団

体の御協力により、混乱なく運営していただく

ことができたと伺っております。 

　今回、災害を機にボランティア登録を行った

という人も多いと思いますが、登録に関しては、

社会福祉協議会において、随時、受付を行って
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おります。 

　暑い中での土砂の撤去など、力作業、大変な

作業が多い印象ではありましたが、子守や掃除、

そういったことなど、知識や経験を生かした

ニーズというものも、少なからずありましたの

で、今後も多くの方が、積極的な登録を期待す

るものでございます。 

　また、最近になっても、当時はよく聞いたん

ですが、最近になっても、本当に困った状況の

中で、若い方々を含めて、いろんな方々がボラ

ンティアとして入ってきて、おばちゃん、掃除

するでといって、いろんなぬれた物とか、壊れ

た物を運んでいただいて、本当にうれしかった。 

　どうなんでしょうね、復興というか、もう一

度頑張ろうという気持ちになったというお年寄

りの声を、大変多く聞かさせていただいている

ところでございます。そういった意味で、ボラ

ンティアというものは、本当に大切なものだな

というふうに実感をしたところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　６番髙倉真弓君。 

○６番（髙倉真弓君）　図らずもばれてしまい

ましたが、私も日本赤十字宿毛支部奉仕団員の

ひとりとして、ボランティアにも参加いたしま

した。 

　１０日の初日には、６名の奉仕団員が、日本

赤十字社から支援物資、毛布とか緊急救急セッ

トなんですけれども、それを配ってくださいま

した。 

　翌日は、２名がボランティアセンターの受付

をいたしました。全員で１４人。総計、約１４

人役ですね。 

　今回、センターのほうが、近隣の社協の方の

応援や、手がある程度、そろっておりますので、

私は現場に出ました。 

　友人の奥様にはかないませんでしたが、泥だ

けはしっかりつけて帰ってきました。 

　先ほどのお答えにありましたように、ボラン

ティアにもいろいろございまして、専門知識以

外にも、年齢、力を、経験を問わずにできるこ

とがたくさんあるということです。 

　一例を挙げますと、この件に対しては、男性

何名、女性何名で参りますのでというふうに、

チームを組んで出発いたします。 

　ボランティアは、多くの方が外から、宿毛市

以外から来てくださる方が多いので、被災地で

は家屋や地図だけでは、なかなかわかりにくい

んですね。何々地区のと言われても。もし、そ

こに地元の詳しい方がいらっしゃっていただい

たら、別にボランティアに参加しなくても、あ

そこの角を曲がって、あそこへ行ったらすぐだ

よとか、大体、この辺やったら車とめれるよと

かいうような、そういうようなお話があれば、

大変スムーズにいくと思います。 

　避難所生活を経験された方からは、お話を聞

いたり、読み聞かせをしてもらったり、一緒に

体操をしていただけるなど、いろいろあります。 

　今回は、まだお隣の水道が使え、電気が使え

たり、周りの人たち、親戚の方の手助けがあっ

て、お布団がなかったというようなこともな

かったとと聞きます。おひとりぐらいは聞いた

んですけれどもね。ぬれてしまって、お布団が

なかったよって。親せきの方が持ってきてくれ

てねっていうふうな話も、実際に聞いておりま

す。 

　今後の震災に、備えあればです、備えていか

なければいけないと思いますので、皆様の優し

さのおすそ分けとして、多くの方にボランティ

ア登録をしていただきたいです。 

　社会福祉協議会でも、市役所の福祉事務所の

中にあります、宿毛市赤十字奉仕団でも構いま

せん。よろしくお願いいたします。 

　最後、ちょっとお願いや御相談になってしま

いましたが、これで質問を終わります。 
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　いろいろありがとうございました。 

○副議長（山上庄一君）　この際、１０分間休

憩いたします。 

午後　３時２６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時４０分　再開 

○副議長（山上庄一君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　８番、よろしくお願い

します。 

　午前中の野々下議員、午後の松浦議員と、な

かなか庁舎問題をめぐって白熱した議論が続け

られて、これはどうしたもんだろうかと、なか

なか私も緊張を強いられておったところなんで

すけれども。 

　今回はちょっと、口直しと言いますか、近い

うちに導入される２つの制度、市の事業にとっ

て、かなりの影響を与える部分があろうかと思

いますので、森林環境税をめぐる制度の変更と、

それから臨時職員を含める処遇の問題について、

お尋ねしたいと思います。 

　まず、森林環境税についてですが、これまで、

森林環境税の導入については、平成２９年、つ

まり昨年の９月議会での森林環境税の早期創設

及び林業の成長産業化と、森林の適切な管理を

求める意見書の提出を皮切りに、私個人として

も、同年１２月議会において、市としての認識

を中心に、一般質問として取り上げてきました。 

　そうした中、いよいよ来年度、つまり平成３

１年度からは、平成３６年度からの課税開始に

先駆ける形での事業展開が図られることになっ

ています。 

　実際に、森林環境税としての徴収が開始され、

税収として組み込まれるまでには、一定の空白

となる期間があって、その間は実質的な税収も

ない中での事業展開ということで、この制度が

丸々展開、機能するようになるまでには、一種

の経過的な措置を含めて、いささか変則的な展

開が、特にその財源の面において採用されるこ

ととなっています。 

　そこで、今回、私は大きく、制度的な枠組み

というか、森林環境税について、どのような形

でその財政上の取り扱いがなされることになっ

ているのかという、一種概論的な部分と、市と

しての具体的な展開という２つの面に分けて質

問したいと思います。 

　まずは、制度の輪郭と言いますか、概論的な

面でお尋ねいたします。 

　森林環境税は、国内に住所を有する個人に対

する国税として、年額１，０００円、総額で、

概算６００億円を徴収し、森林環境譲与税とし

て、市町村及び都道府県に支給というか、譲与

するとなっていますが、その分配方法というか、

どのような指数を基準に割当額が決定されるの

か、その点についてお尋ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　山戸議員の質問に、お

答えをさせていただきたいと思います。 

　森林環境譲与税、いただくのは譲与税になり

ますので、譲与税の分配額の指標につきまして

は、私有林、そして人工林面積と、それから林

業就業者数、そして人口の３つの指標をもとに、

分配額が決定をされます。 

　分配額の構成比率は、私有林人工林面積が５

０％、そして残る５０％のうち、林業就業者数

が２０％、そして人口が３０％となっていると

ころでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　森林の少ない大都市な

んか、人口は多い。しかし、森林は少ないとい

うことで、かなり難産が予想された森林環境税

なんですけれども、そういうふうな形で、人口
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分配率が３０％というような形になっている。 

　冒頭申し上げましたように、森林環境譲与税

は、本来の財源である森林環境税の徴収に先駆

けて採用されるために、当初は、一種の借金の

ような形になり、森林環境税の徴収が始まって

も、予定される年額６００億円の税収をそのま

ま、今、御説明いただいたような形で、譲与、

分配することにはならない。 

　一定の期間は、一種の経過措置がとられるこ

とになるわけですが、口頭で御説明いただくと

なると、ちょっと複雑な話になろうかとも思う

のですが、御説明をお願いいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きたいと思います。 

　山戸議員御指摘のとおり、口頭ではなかなか

わかりにくいところもあるかもしれませんが、

できるだけわかりやすく説明をさせていただき

たいと思います。 

　森林環境税につきましては、平成３１年１０

月に消費税の引き上げが見込まれていることや、

そして東日本大震災を教訓として、地方公共団

体が実施する防災のための施策に係る財源確保

のために、個人住民税の均等割の税率引き上げ

が、平成３５年度まで行われていることなどを

考慮して、平成３６年度から徴収が開始される

こととなっております。 

　要するに、ほかの税がありますので、それが

終わって、３６年から徴収をということでござ

います。 

　一方、県や市町村への分配は、平成３１年度

から開始をされます。税を集めるのは３６年か

らですけれども、実は、３１年度から、もう既

に譲与税はいただけるということでございます。 

　平成３１年度から開始されまして、平成３１

から３３年度までの３年間は、年間２００億円、

そして続く平成３４年、３５年度の２年間は、

年間３００億円が分配される見込みであり、徴

収開始前の５年間で、約１，２００億円を先行

して分配されることとなります。 

　この１，２００億円分につきましては、平成

３７年度以降の森林環境税を充当するという考

え方のもと、特別会計から借入金で予算確保さ

れることになります。 

　要するに、前もってお金を借りて、配るとい

うことになっております。 

　そのため、平成３７年度以降の年間６００億

円の森林環境税の一部は、さきの１，２００億

円の借入金の償還に、しばらくの間、使用され

ることから、森林環境税の徴収が開始される平

成３６年以降も、６００億円の満額の分配には

ならないことになります。 

　６００億円の満額の分配が開始される年度に

つきましては、平成４５年度の見込みとなって

おります。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　段階的な引き上げと、

段階的な借金の返済ということで、かなり複雑

な形になっているんですけれども、このような、

当初は満額の３分の１から初めて、段階的にそ

の比率を高めていき、１５年後に満額に到達す

るというやり方は、地方自治体の現状の能力や

体制を考慮して採用されたことだろうと。 

　のっけから満額となると、地方自治体によっ

ては、それこそ体制も整わない中で、消化不良

を起こしてしまう。そのような事態を避けての

ことだと思うのですが、高知県全体では、一体、

幾らぐらいの額になるのか、その点お尋ねいた

します。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　平成３０年２月に、県が試算した資料により
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ますと、高知県全体の譲与税額は、平成３１年

度では年間７億１，４００万円の見込みとなっ

ています。 

　満額分配が開始される平成４５年度では、年

間２１億３，９００万円の譲与税額となる見込

みでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　ただいま、７億１，４

００万円と２１億３，９００万円という御説明

がありましたけれども、この森林環境譲与税は、

地方自治体分と都道府県分とがあって、ただい

まお答えいただいた額というのは、その両方を

合わせた額ということになります。 

　その両者の間での分配の比率は、段階的に変

わることになっているように聞いていますが、

どんなふうに想定されているのか、お尋ねいた

します。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　国の説明によりますと、森林環境税の徴収が

始まる平成３６年度までの６年間、来年からの

６年間ですが、この６年間は、市町村と都道府

県の分配比率は８対２となっており、市町村へ

の分配が多くなっています。 

　その後も、段階的に市町村への分配比率が高

くなりまして、平成４５年度以降は、９対１で

市町村へ分配される見込みでありまして、市町

村分５４０億円、都道府県分６０億円の分配額

になるとお聞きをしているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　制度的な概論の部分は、

こういうふうなことで執行されるということで

すので、県レベルまで話がいきましたので、概

論的な部分はこの程度にとどめて、これからは、

具体的な取り組みについて、お尋ねしたいと思

うのですが。 

　来年度から始まる森林環境譲与税の宿毛市へ

の分配額、どの程度になるんでしょうか。また、

最終的には、どの程度の額が想定されることに

なるのか、お尋ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　県の試算によりますと、来年度、宿毛市に分

配される森林環境譲与税の額は、１，８００万

円の見込みとなっております。 

　その後、段階的に譲与税額が増額をされまし

て、満額となる平成４５年度以降は、年間６，

２００万円となる見込みでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　来年度は１，８００万

円ということで、この６００億円と比べて、意

外と少ないんだなと、そんな感じもするのです

が、この費用は、普通の公共事業などと違って、

民有人工林を主とした林業という大きな収益、

利益につながる事業への一種の投資資金として、

有効な活用を図っていけば、大きな成果を生み

出すことにつながるものと考えられます。 

　去る７月３０日だったと思うのですが、私た

ち市民クラブは、政務活動の一環として、高知

市で開催された高知県林活議連の森林環境税シ

ンポジウムに参加する機会がありました。 

　その際、確認したことですが、この森林環境

譲与税は、単年度使い切りの、つまり単年度予

算として計上されるのではなしに、基金繰入と

いう形での運用がなされるやにお聞きしました。 

　市として、譲与税の取り扱いというか、運用

の形態はどのように想定されているのか、お尋

ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 
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　市に分配された森林環境譲与税に関しまして

は、平成３１年４月に施行される森林経営管理

法に基づく各種事業を実施するための財源にな

るものでありまして、森林整備のさらなる促進

を図ることはもちろんですが、例えば、森林環

境教育に取り組むためのフィールドの整備や、

都市部との交流を促進するための拠点づくりな

ど、森林が持つ多面的な機能を、住民の方々が

享受できる、そのような事業に関しても、長期

的かつ継続的に取り組んでまいりたいというふ

うに考えておりますので、山戸議員がおっしゃ

られるとおり、単年度予算としてではなく、森

林環境譲与税に関する新たな基金を設置の上、

長期的な視点で、計画的に運用していく予定と

しているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　先ほど申し上げたこと

なんですが、この森林環境譲与税の地方自治体

への譲与額というか、支給額が段階的に引き上

げられ、１５年後から満額という形態は、やは

り地方自治体の森林対応能力の問題を考慮して

のことだろうと思われます。 

　森林環境譲与税の使途として、使い道として、

昨年の１２月議会でお尋ねしたこともあって、

ここで一々繰り返すことはしませんが、民有人

工林の効果的な管理のための境界の確定、路網

の整備等を含む間伐、人材育成、担い手確保、

木材利用促進普及啓発等、さまざまな項目が想

定されている中で、言うならば、この間は、一

種の助走期間として、この制度の目的とする森

林管理の形態を確立し、フルに活用できるだけ

の対応能力をつけなさいと、こういうことでは

ないだろうかと思われます。 

　そうした中にあって、市として、どのような

プロセスを考えておられるのか。そうして、最

終的には、どのような形態での事業展開を想定

なさっておられるのか。年度を重ねる中で、段

階的に増額され、１５年後には、来年度想定さ

れる額の約３倍にまでふえるとなると、単年度

や二、三年程度の短期的なものとは違う、長期

的な計画による取り組みが可能であると同時に、

長期的な視点に立った計画が要求されることに

もなる。 

　答弁がちょっと複雑になろうかとも思われま

すので、ここでは、長期と短期の二つに分けて、

お尋ねいたしますが、まずは長期的な到達目標

というか、この森林環境譲与税を財源として、

どのような形の事業展開を目指すことになるの

か、市としての長期的な展望について、お尋ね

いたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　分配された森林環境譲与税につきましては、

先ほども申し述べさせていただきましたが、平

成３１年４月から施行される森林経営管理法に

基づく各種事業を実施していくための財源とな

るもので、市町村は、今後、本格的に林業の成

長産業化と森林資源の適正な管理の両立を目指

すための事業である、新たな森林管理システム

や、環境学習のための山里整備、交流拠点づく

りなど、ソフト、ハードの両面から取り組みを

実施していくことになります。 

　これら多くの事業は、市町村が中心となり、

取り組む内容となっておりまして、今まで以上

に市町村の役割が重要になると認識していると

ころでございます。 

　今後は、市といたしましては、実施メニュー

や事業の洗い出しを早急に行い、目標値や達成

状況の数値化など、進捗管理を確認できる工程

表を作成いたしまして、ＰＤＣＡサイクルによ

り、各種事業を実行していきたいと、そのよう

に考えているところでございます。 

　以上でございます。 



－ 65 －

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　市として実行のあるス

ケジュール、実行のある計画を立てていただき

たいと思うのですが。 

　先ほども申しました森林環境税シンポジウム

の際の高知県林業振興環境部の担当者からの説

明では、今年度（平成３０年度）、県並びに市

町村の動きとして、市町村ごとの個別課題の抽

出、解決策の検討、県並びに市町村の平成３１

年度予算実行体制の検討などを行うような説明

を受けたんですが、市として、この助走準備期

間における短期ないしは中期的な展開を、どの

ように想定し、現在、どの程度の動きとなって

いるのか、その点お尋ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　来年度の事業開始に向けまして、幡多林業事

務所が中心となったワーキンググループに参加

をし、他市町村との情報共有や、連携体制の構

築に向けた協議を行っているところでございま

す。 

　中でも、経営管理が不十分な森林の把握と、

その所有者へのアンケート調査は、早急に取り

組まなければならない課題ですので、具体的な

進め方を検討をしているところでございます。 

　そして、事業によっては、森林組合など、林

業事業者との連携体制を構築する必要もありま

すので、円滑に事業が行えるように、事前に準

備体制を整備している、そういったところでも

ございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　今回のこの森林環境譲

与税に伴う事業の展開並びに計画性のいかんに

よって、今後の林業の方向が体系だったものに

なるか、それとも偶発的な要因の左右する、細

切れで行き当たりばったりの事業になってしま

うのか、大きく分かれることになり、それぞれ

の自治体の能力が問われることになります。 

　山林境界の確定、林業従事者の育成、さらに

は安定した産業としての林業戦略の展開等々、

大きな、しかし地道に築き上げていくしかない、

雑多な課題が山積する中での事業計画の策定と、

その実行体制の確立ということで、現段階では、

もう少し進んだ質問ができるのかと思ってはい

たのですが、現状、まだ準備段階とのことです

ので、今回はこの程度にとどめて、次の質問に

移ります。 

　次に、臨時・非常勤職員の処遇改善について

ですが、これもまた制度が変わりますね。 

　臨時並びに非常勤職員の処遇改善に関して、

２０１７年５月に、地方公務員法及び地方自治

法の一部が改正され、会計年度任用職員という

制度が新設されることになっています。 

　この新制度というか、新体制は、２０２０年

４月１日から施行されるということで、各地方

自治体は、条例の改正などの事前準備を、少な

くとも２０１９年の早い段階で終えておく必要

があると、このようにお聞きしています。 

　ところが、どうもこの臨時・非常勤職員の職

務に関する問題は、同一労働同一賃金などと、

かけ声は上がっても、具体的な状況がどうなの

か、私たちには把握しかねる部分が多々あると

いうのが実情です。 

　そこで、今回、この新たに導入というか、改

正というか、２０２０年４月からの法の施行に

伴って、どのような変化がもたらされることに

なるのか、その点を中心に、幾つか御質問いた

したいと思いますので、どうかよろしくお願い

します。 

　まず、この会計年度任用職員という制度、一

体どんな制度なのでしょうか。 

　この制度が提案されるもととなった背景を含
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めて、この制度の概要について、なかなか複雑

な話かもしれませんけれども、よろしく御説明

いただきたいと思います。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　少し長くなりますが、説明をさせていただき

ます。 

　現在、全国の自治体における臨時・非常勤職

員は、６４万人を超えると言われていますが、

本来の趣旨に添わない運用が見られることから、

適正な任用を確保する目的で、地方公務員法及

び地方自治法において、改正が行われました。 

　改正の内容としましては、通常の事務職員等

を特別職として任用している実態があるため、

特別職の定義を厳格化し、専門的な知識経験等

に基づき、助言、調査等を行うものに限定する

こととなりました。 

　具体的には、学校医などが、この定義に該当

するものであると考えられますが、この定義に

該当しない、通常の事務職員等は、特別職とし

て任用することはできないことになります。 

　また、臨時的任用職員は、緊急の場合等に採

用試験や選考等による能力の実証を行わずに、

６カ月を超えない期間で、職員を任用する制度

ですが、実際には、緊急の場合でなくても、任

用が行われるなど、法の趣旨とは異なる実態が

見られるため、任用の要件を厳格化し、常時勤

務を要する職に欠員を生じた場合において、任

用を行うことに限定することとなりました。 

　そのため、臨時的任用はフルタイムでの任用

に限るということになり、パートタイムでの任

用は認められないことになります。 

　他方、新たに一般職の会計年度任用職員制度

が創設されたことで、これまでの臨時・非常勤

制度の運用を抜本的に見直し、会計年度任用職

員制度へ移行することとなります。 

　会計年度任用職員は、一会計年度内の期間で、

任命権者が定める任期で、フルタイムまたは

パートタイムで勤務する非常勤の職員であり、

会計年度任用職員の採用は、競争試験または選

考によるものとされていることから、面接や書

類選考による能力の実証も可能であり、再度の

任用も認められます。 

　給与に関しては、職務給の原則、均衡の原則

等に基づき、職務の内容や責任の程度、地域の

実情等も踏まえ、決定することとされ、期末手

当等の支給も可能となります。 

　このほか、休暇、健康診断、研修、人事評価

等についても、適切に取り扱うことになります。 

　今般の改正により、各地方公共団体によって、

さまざまであった任用勤務条件等に関する取り

扱いが統一的となります。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　かなり大きな変更が、

反映される部分がある。 

　総務省による会計年度任用職員制度の導入等

に向けた事務処理マニュアル第１版というもの

の記述によれば、従来は、制度が不明確であり、

各地方公共団体によって、任用勤務条件等に関

する取り扱いがまちまちでありましたが、今般

の改正によって、統一的な取り扱いが定められ、

今後の制度的な基盤を構築することにより、各

地方公共団体による臨時・非常勤職員制度の適

切な運用を確保しようとするものです。 

　このように記載されていて、会計年度任用職

員制度導入等に係るスケジュール想定が示され

てもいるのですが、宿毛市として、この制度の

導入に向けて、来年、再来年度から始まるわけ

ですので、どのようなステップを踏んで、どの

時期までにどうするといったようなタイムスケ

ジュールなど、どのように想定なさったおられ

るのか、その進捗状況についてお尋ねいたしま
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す。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　総務省によりますと、会計年度任用職員制度

の導入等に向けた事務処理マニュアルによるス

ケジュール案では、平成３２年４月１日の制度

導入に向けまして、平成３１年の２月から３月

の議会において、条例制定改正を提案し、成立

後の平成３１年春ごろから、募集活動を行う予

定としておりますが、宿毛市では、平成３１年

の６月から９月議会に、条例制定、改正を提案

し、平成３１年１０月以降に募集活動を行うと

いった予定としているところでございます。 

　また、本議会にも提案させていただいており

ますが、会計年度任用職員制度導入支援業務委

託料の債務負担の補正予算が可決された後に、

委託契約を行うこととしております。 

　委託後の作業といたしましては、臨時・非常

勤職員の適正確保に向けた検討を行い、適切な

任用根拠に基づく職の再設定を行った後、任

用・給与の検討、任用根拠の確定、職員への説

明を行い、議会へ関連条例の制定、改正を提案

する予定となっているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　来年３月議会での条例

化が、総務省のマニュアルでは想定されていた

ために、もうそろそろ、その検討が始まってい

るものと考えて、今議会での一般質問に取り上

げさせていただきましたが、現在のところ、条

例化は時期的に先送りということで、会計年度

任用職員に関する詳細の条項については、今議

会での承認を得た上で、委託事業として練り上

げていくとのことです。 

　ただいま御答弁いただいた今議会での債務負

担行為については、委員会の場で詳しくお伺い

することとして、総務省のマニュアルによれば、

新たに制度化された会計年度任用職員には、改

正法による、改正後の地方公務員法上、一般職

に適用される各規定が適用されると、このよう

に規定されていますので、その検討、設定の段

階で、それなりの配慮がなされるものと判断い

たします。 

　そこで、臨時職員としての雇用機会の問題で

すが、現在、臨時・非常勤職員として勤務され

ている方々の中には、この改正による雇いどめ

といった事態が発生するのではないかと。そう

いう事態を危惧する声が少なくありません。 

　その点、どのようにお考えか、お尋ねいたし

ます。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　任用に当たっては、できる限り、広く募集を

行った上で、客観的な能力の実証を行う必要が

あります。 

　現在、臨時・非常勤職員として勤務されてい

る方も、そうでない方も、これまでと同様に、

平等に取り扱いますので、今回の改正が原因と

なる、そういった雇いどめのようなものが発生

するといったことは、想定していないところで

ございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　これまで、自治体に

よってさまざま、まちまちであった臨時職員の

任用、勤務条件等の統一が図られるとすれば、

その内容がどんなものになるのか。 

　また、近隣市との調整、均衡をどのように

図っていくのか、その点について、お尋ねいた

します。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　現在、どの市町村も、臨時・非常勤職員の実
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態把握を行っている段階であり、給与体系や勤

務条件を提示できる段階ではありませんが、高

知県内の市町村において、統一的な運用となる

よう、提案しているところでございます。 

　また、高知県内の統一が困難な場合には、少

なくとも幡多郡内では統一的な運用となるよう、

申し合わせているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　次に、財源の問題にな

るのですが、この新制度が実施されるようにな

ると、当然、人件費が膨らむことが想定され、

そのことが最大のネックとなって、先ほど引用

いたしました総務省のマニュアルにある、新た

に制度化された会計年度任用職員には、改正法

による改正後の地方公務員法上、一般職に適用

される、各規定が適用される。この各規定と、

正規の職員との均衡という点で、不十分なもの

となりはしないか、気にかかるところでもあり

ます。つまり、財源がないから、同じような条

件にはできないとかいったような話が出てくる

のではないかと心配なんですが。 

　今回のこの制度の導入によって、概算で、年

間どの程度の増額が想定されることになるのか、

また、その財源はどのように確保されるおつも

りなのか、お尋ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　先ほども申しましたが、給与体系について、

具体的な検討ができておらず、現時点では、ど

の程度の増額になるか、試算ができておりませ

ん。 

　ただ、少なくとも、現在よりも増額になるこ

とは想定されますので、財源の確保については、

重要なものとなってくるかと思います。 

　今後、必要な人員、期間等を精査した上で、

必要な経費につきましては、確保していく次第

でございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　この件に関しては、平

成３２年度からの新制度に向けて、動き始めた

ばかりという現在の段階では、不確定な事柄が

多過ぎて、明確な答弁はできかねる、そういう

ことのようですので、今後、いずれ関連の条例

として、議会に提出された際に、詳しく検討す

ることになろうかと思います。 

　条例議案として提出された時点で、議会での

意見がどの程度反映されることになるのか、気

にかかるところではありますが、この件に関す

る議論は、その時点で深められることになるも

のと判断して、この件については終わります。 

　そこで、これからは、もっと将来の話ではな

しに、現在のあり方について、特に臨時職員の

賞与の規定について、お尋ねしたいと思います。 

　この件は、２８年３月議会、さらには同年９

月議会と、２度にわたって一般質問で取り上げ、

詳しくお尋ねしたことでしたが、これまでに幾

分かの見直しによる軽微な改善がなされたとは

いえ、やはり宿毛市の賞与の支給規定は、四万

十市並びに土佐清水市と比較した場合に、余り

にも低過ぎはしないか。 

　四万十市並びに土佐清水市では、６カ月勤務

で、それぞれ１カ月分の賞与、土佐清水市では、

２１日分。この１カ月分というのは、２１日分

ということになっているようですが、それだけ

の賞与が支給されるのに対して、宿毛市では、

１２日分しか支給されない。この点、どのよう

にお考えなのか。 

　２８年９月議会の市長の御答弁では、日額に

換算をしますと、資格を持っている方の日額賃

金は、ただいまあがっているそれぞれの自治体

の中で、宿毛市が一番高い状況となっていると

ころでございますと、このような内容でござい
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ましたが、現在、果たして本当にそうなってい

て、賞与の少ない分を補えるだけのものとなっ

ているのかどうか、再度、見直しを行う気はな

いものか、その点、お尋ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　議員がおっしゃるとおり、宿毛市と四万十市、

そして土佐清水市とを比較しますと、宿毛市は

特別賃金が少ない状況となっております。 

　平成２８年９月議会のときにおいては、宿毛

市の日額が高い状況となっておりましたが、本

年４月からの近隣市の取り扱いの変更によりま

して、状況が変わっておりますので、平成３１

年度からの見直しを検討していきたいと、その

ように考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　宿毛市の臨時職員の賞

与、正式名称は特別賃金ということになります

が、その特別賃金が、四万十市、土佐清水市と

比較して、少ない状況となっています。 

　では、一体、幾ら少ないのか。継続して、前

年度に引き続いて、勤務をされている方の例に

ついて、平成２８年９月議会での私の質問に対

して、市長は、四万十市、土佐清水市の特別賃

金は、１回の支給が約２０日というふうにお聞

きをいたしておりますので、６月分の追加支給

日数は２０日引く４日で１６日分、１２月分の

追加支給日数は、２０日引く１２日で８日分に

なります。計２４日分が追加支給されることと

なる状況であるということでございます。この

ようにお答えになりました。 

　それに対して、私は、一般事務、保育士とと

もに、年間で２４日分四万十市、土佐清水市と

比較すると少ない。つまり、一人一人に当ては

めれば、一般事務で、２４日掛ける６，９００

円で、年額１６万５，６００円。保育士等なら、

２４日掛ける７，６００円で、同じく１８万２，

４００円少ないということになります。 

　この金額は、それぞれの臨時職員の方々に

とっては、２４日分ということなので、１カ月

働いている賃金以上の額にあたることになりま

すと。 

　このように、その時点での基準額をもとにし

て、御指摘申し上げるとともに、是正の提言を

行った経緯があります。 

　土佐清水市の算出基礎日数は、現在、１カ月

分で、２１日となっていますので、この数値に

合わせるとすれば、特別賃金は６月分、１２月

分それぞれで何日、全体で何日分、宿毛市が少

ないことになっているのか、お尋ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　仮に、土佐清水市に合わせると、ということ

でございますが、宿毛市の特別賃金の支給日数

は、現在、６月、１２月それぞれ１２日分と

なっております。 

　土佐清水市との比較といたしましては、２１

日引く１２日の９日分が２回ですので、計１８

日分が少ないという状況でございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　先ほどの御答弁で、本

年４月からの近隣市の取り扱いの変更により、

状況が変わっております、このようにお伺いし

ましたが、この四万十市と土佐清水市と比較す

ると、宿毛市は特別賃金が少ないという状況。

この点について、いつ、どの時点で認識された

のか、お尋ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　本年の４月からのお話とは違って、その前の

話かと思いますが。 



－ 70 －

　私の就任前でございますが、担当課より、平

成２７年８月に、近隣市町村と県内の市の臨時

職員の賃金調査を実施した際に、各市町村の詳

しい支給状況を把握したというふうに聞いてい

るところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　しつこい、繰り返しに

なりますけれども、先ほどの御答弁では、「本

年４月からの近隣市の取り扱いの変更により、

状況が変わっております」、と。 

　それだけ聞くと、まるで本年４月からギャッ

プが生じたみたいに聞こえる部分があるんです

が、宿毛市の臨時職員の特別賃金が、近隣の２

市に比べて低いことは、２７年８月時点で既に

把握していた。しかし、それ以降、大きな見直

しにはつながらず、３０年度においても、土佐

清水市と比べて１８日分、低いままとなってい

る。つまり、長年にわたって、宿毛市の臨時職

員の特別賃金は低いままに据え置かれ、今年度

に関しても、ほぼ１カ月分の給与に相当する額

が抑えられた状態で放置されてきたと、そうい

うことになります。 

　平成３１年度からの見直しを検討などという

悠長なことではなしに、すぐにでも処遇の改善

を行うべきではありませんか。 

　宿毛市の臨時職員の方々、本当にお気の毒、

そんなふうに思いますよ。 

　市長の見解をお尋ねいたします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　平成２８年９月議会でもお答えをいたしまし

たが、近隣市町村の動向及び近隣市町村との均

衡というものは、大きな指標としているところ

ではございますが、一方では、県下の状況にお

いては、宿毛市の特別賃金が、それほど低いと

いうものではございません。 

　県下では、本市より低く設定をしているとこ

ろや、また支給しないとしているところもある

状況でございます。 

　また、宿毛市においては、平成２９年度に特

別賃金の支給日数を８日分多く支給できるよう、

運用を見直しているところでもございます。 

　ただし、宿毛市が四万十市や土佐清水市と比

べて、特別賃金が低いという状況は、議員御指

摘のとおりでございますので、そのため、平成

３１年度からの見直しを検討してまいりたい、

そのように考えているところでございまして、

どうか御理解していただきたいと、そのように

思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　県下の状況、宿毛市と

遠く離れた地域の市とを比較したって、これは

比較の対象にはなりませんよ。何とも苦しい言

い逃れとしか思えません。 

　問題なのは、あくまで近隣市との比較、均衡

なのであって、四万十市、土佐清水市に比べて、

宿毛市における臨時職員の処遇の劣った状況が、

現に存在している。 

　とはいえ、まともにやれば１，０００万円近

くになる人件費の補正を、ここで今、求めても、

市長としてなかなか簡単に「うん」とは言えな

い。だから、３１年度改善に向けて、真剣に取

り組んでいただくと。 

　今回、取り上げさせていただいた森林環境税

にしろ、会計年度任用職員の制度にしろ、導入

は目と鼻の先に迫っていても、市単独ではよう

決めない、決めきれないという面がある。 

　しかし、この特別賃金の問題は、市長の決断

ひとつで、一通りの改善は可能なことと思える

のですが、答弁が答弁ですので、これ以上は申

しません。 

　来年３１年度には、しかるべき改善が行われ
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るとなると、３月議会の当初予算の段階で、そ

れなりの反映がなされることになるでしょうし、

それ以前に、職員募集の段階から、任用上の条

件として、応募者に提示することを考えれば、

３１年度といっても、現実は目の前です。すぐ

にでも実施に向けた検討を行っていただけるも

のと期待して、極めて不本意ではございますが、

私の一般質問を終わります。 

　ありがとうございました。 

○副議長（山上庄一君）　お諮りいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたし

たいと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○副議長（山上庄一君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　４時３０分　延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０２分　開議 

○議長（岡﨑利久君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、諸般の報告をいたします。 

　本日までに、陳情２件を受理いたしておりま

す。 

　よって、お手元に配付しております陳情文書

表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたしま

す。 

　地方自治法第１８０条第２項の規定による市

長の専決処分事項の報告につきましては、お手

元に配付しているとおりであります。 

　以上で諸般の報告を終わります。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　おはようございます。

５番、山本です。 

　７月以来の災害受難の皆様には、お悔みとお

見舞いを申し上げます。 

　きょうは４項目ほど、質問させていただきた

いと思っておりますが、これまで、努めて提案

型の質問をさせていただきました。提案型をい

たしますと、その後の状況が非常に気になりま

すので、６月議会で３件ほど確認させていただ

きましたが、積み残しになっております１件に

ついて、質問から開始させていただきたいと思

います。 

　３月に条例化しました空き家対策の協議会の

活動状況について、現状、御説明いただけませ

んでしょうか、お願いします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　皆さん、おはようござ

います。山本議員の一般質問にお答えをさせて

いただきます。 

　宿毛市空家等対策協議会の活動状況について

でございますが、この宿毛市空家等対策協議会

は、本年４月に条例を施行し、今月の３日に第

１回目の会議を開催いたしました。 

　本協議会の目的は、宿毛市空家等対策計画の

策定及び変更並びに実施に関することや、空家

等対策の推進について協議することとしており

まして、現在、学識経験者や市民、関係行政機

関の職員等の１０名で構成をしております。 

　協議会の活動状況につきましては、最初の会

議として、宿毛市空家等対策計画の説明ととも

に、これまで行ってまいりました空き家調査の

状況や、報告や、そして現状と課題につきまし

て、委員の皆様と情報を共有し、協議を行いま

した。 

　また、空き家等の現状は、本年７月末日現在

の空き家把握状況といたしまして、総件数が１，

１２４件であり、内訳は、危険度の低い順に、

Ａランクの空き家が７５２件、Ｂランクが１９

５件、Ｃランクが１０３件、Ｄランクが４５件、

Ｅランクが２４件、目視により判定できない件

数が５件となっているところでございます。 

　このうち、危険度の高いＤ、Ｅランクを中心

に、これまで所有者の把握や、現地確認を進め

まして、意見聴取や助言、適正な管理を促すた

めの文書の送付などを行い、昨年４月以降、Ｄ、

Ｅランクで８件の取り壊しがありましたが、Ｄ、

Ｅランクで、依然６９件の空き家を把握してい

る状況でございます。 

　その中で、特定空家の認定につきましては、

現在、危険度が高くなっている空き家において、

所有者等の特定ができていない空き家、これＤ、

Ｅランク２６件ですが、この空き家や所有者の

特定はできているものの、意見聴取ができてい

ない空き家も多く、今後も現地確認や関係機関

への調査はもとより、意見聴取や適正管理に係

る依頼を続けながら、慎重に判断をしたいと、

そのように考えているところでございます。 
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　空き家問題は、周辺の安全性の低下や、公衆

衛生の悪化など、市民生活に影響が及ぶ重要な

課題と考えておりますので、所有者等を特定で

きている、危険度の高い空き家につきましては、

別途、取り壊し事業者や、補助金の情報提供や

助言、指導などを行ってまいりたいと考えてお

りますので、御理解のほど、よろしくお願いを

いたしたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　ただいまの御答弁で、

空き家対策が緒についた、まさに軌道に乗りつ

つあるなという感を受けました。引き続き、今

の方針どおりにやってもらいたいと思いますが。 

　一つ、衛生等のこともさることながら、避難

経路に当たって、そういう空き家がある場合に、

倒壊によって避難路がふさがるという危険も、

県の調査では指摘されています。そういった危

険度の高いところについては、なるべく早く、

何とか特別な、特例法的な執行で撤去していか

なきゃいけないんではないかなとも思いますの

で、いろんな工夫を、これからもお願いしたい

と思います。 

　よろしくお願いします。 

　２件目に入りますが、自衛隊誘致について、

関連質問をしてまいります。 

　９月５日に実施されました自衛隊誘致のシン

ポジウムは、大型の台風の接近で開催が危ぶま

れましたけれども、広報が必ずしも徹底しない

中、１１９名の御参加をいただきました。 

　安全保障の観点から、宿毛の基地が必要かと

御質問があり、十分に答えていなかった嫌いが

あり、また誘致に賛成する方々の中にも、誘致

の本質に入っていないとのクレームが寄せられ

たこともございますので、誘致に賛同しておら

れる市長に、質問形式ですることによって、そ

の疑問に答えていきたいというふうに考えてお

ります。 

　まず、第１点、市長としては、現在の大綱を

どう捉えておりますでしょうか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　防衛大綱につきましては、中長期的な視点で、

防衛の基本方針、防衛力の役割、自衛隊の具体

的な体制の目標水準等を示した、国の指針とな

るものでございますが、現防衛大綱には、自衛

隊の体制整備に当たっての重視事項といたしま

して、西南地域の防衛体制の強化や、海上優勢

及び航空優勢の確実な維持に向けた防衛力整備

を優先、幅広い後方支援基盤の確立に配慮しつ

つ、軌道展開能力の整備も重視、などと明記を

されております。 

　そうしたことから、本地域につきましては、

南西地域の近からず遠からずの後背地として、

地勢的条件を固有に備えまして、根拠地として

の最適な候補地であると考えており、これまで

も議会、商工会議所と行った防衛省に対する要

望活動の中でも、説明をさせていただいている

ところでございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　現防衛大綱ですら、も

う既に豊後水道の重要性がうたわれておりまし

て、今、市長の御説明のとおりであります。 

　したがって、宿毛も適地になり得るというこ

とで、誘致活動を展開しているわけでございま

す。 

　２番目の質問ですけれども、昭和３２年に定

められました国防の基本方針は、これまで普遍

であります。社会党が政権をとっても、民主党

が政権をとっても、アンタッチャブルではない

にもかかわらず、この国防の基本方針は変わっ

てきていません。 
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　ここら辺のことをどういうふうに捉えられて

おりますか、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　国防の基本方針についてでございますが、日

本の外交政策及び防衛政策を中心とした基本方

針として、平成２５年１２月１７日に閣議決定

されました国家安全保障戦略におきましては、

国際協調主義に基づく積極的平和主義を、我が

国の国家安全保障の基本理念としており、日本

を取り巻く安全保障環境と、国家安全保障上の

課題への対策といたしまして、日米同盟の強化

や、そしてアジア太平洋地域内外のパートナー

との信頼協力関係の強化、国連外交の強化など、

総合的な施策が記されており、国におきまして

は、この国家安全保障政略に基づき、安全保障

政策が進められているものと、そのように認識

をいたしているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　深く解説していただき

ましたけれども、ちょっと私も補足させてもら

いますと、基本方針の中に書かれているキーポ

イントを読み上げますと、国防の目的は、直接

及び間接の侵略を未然に防止し、万一侵略が行

われるときはこれを排除、民主主義を基調とす

る我が国の独立と平和を守ることにある、とい

うのが基本方針でございます。 

　要するに、我が国は、侵略には対処するけれ

ども、こちらからは侵略はしないよという、自

衛の措置はとるよということでございます。 

　その自衛の措置はどうやってとるかというと、

国連が有効に機能するまでに間、効率的な防衛

力を斬新的に整備すること。 

　もう１点は、米国との安全保障体制を基調と

して、これに対処すると、いうことがうたわれ

ております。 

　したがって、ここら辺の、自衛隊と日米安保

が車の両輪となって、抑止力を構築し、今まで

日本は侵略をされてこなかったということは、

この国防の基本方針の趣旨が守られているとい

うことだろうと、私は理解しております。 

　ちなみに、野党第一党の立憲民主党の枝野代

表も、この夏、アメリカに訪れ、日米安保の重

要性について、意見交換をしてきたというふう

に、テレビで言っておりましたけれども、我が

国の基本は、与野党問わず変わらないというふ

うに思いますので、引き続き、この精神は堅持

されるだろうというふうに思っております。 

　ちょっと余談になりましたけれども。 

　次に、防災関連について、質問をさせていた

だきたいと思っております。 

　ユーラシアプレートに沈む３つのプレートに

影響を受ける日本は、どの地域でも地震の宿命

を背負っております。 

　プレートは、現在の知見では、６メートルひ

ずむと、はじけるというのが、一般的な、科学

的な知見であります。 

　じゃあ、１年にどれぐらいのひずみが生じて

いるのかというと、３センチ程度だそうです。

３センチが６メートルになるには２００年かか

るので、２００年に１回、起きる確率が高まっ

てくるというのが、現在の考え方、知見でござ

います。 

　じゃあ、どれだけの間隔で大地震が起こって

いるんだろうということで、ネット等で調べた

ところによりますと、必ずしも２００年説とい

うのは、正しいかどうかわかりませんが、その

記録等を読み上げてまいりますと、８８７年の

仁和地震から、次の大地震の明応地震までは、

６００年の間隔があいています。 

　それから、その明応地震から宝永地震。宝永

地震は、宿毛にも大被害をもたらした地震であ
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りまして、宿毛市史等によれば、宿毛のまちの

家々は、ほとんどが流されたと。ほとんどとい

うか、伊賀邸だけが残ったというふうなことは

記されております。その復旧にも、１００年以

上かかったんではないかというふうなことも言

われておりますが、はいたか神社、大島にあり

ます、４２段の階段の３９段のところまで津波

が到達したという記録を残しておりますが、あ

れを見ると、標高約１０メートルぐらい、平均

水面から１０メートルの高さのところですので、

１０メートルの津波が、そのときには押し寄せ

たんだろうということが、推定されます。 

　そんな状況の宝永地震ですね、このときは富

士山も噴火したというふうに言われております

が、それまでの間は、ちょっと飛びましたから、

もう一回申しますと、明応から宝永までがちょ

うど２００年です。その大規模だった宝永から、

次の大地震の安政東海地震までは、約１５０年。 

　６００、２００、１５０ときていますので、

次はどれぐらいの間隔だというのは、ここの数

値だけでは、にわかに判断できないんですけれ

ども。 

　これを調べていってたら、一つだけ気になっ

たのは、東南海、南海地震の起こる１年から９

年前に、必ず相模トラフが動いているんです。

関東直下型がですね。 

　さらにさかのぼれば、この前の２０１１年の

三陸の、東北の大地震、３．１１の地震があり

ましたけれども、ちょうど一番最初の仁和地震

の９年前に相模トラフが動き、その９年前に三

陸が起こったと。東北地震の似たようなのが

あったらしいです。 

　したがって、今、心配されているのは、それ

から９年後は２０２０年になりますね。２０２

０年に相模が動けば、積もり積もっている東海

と南海のひずみが、同時にはじけるんではない

かという心配があるわけで、政府もそれに対し

て、事前復興等の対策をとれというふうな指導

をしているところだろうと思われます。 

　私が過去の地震の歴史を見てくると、一つ言

えるのは、南海の前には相模トラフが動くぞと。

南海地震の我々の確率は、３０年に７０％、あ

るいは８０％と言われておりますが、相模トラ

フでいう関東直下型は、いつ起きてもおかしく

ないと言われているんですね。 

　ですから、２０２０年のオリンピックが、非

常に心配している一人なんですけれども。余り

心配性になってもしょうがないんですが。 

　これは確率論ではありますけれども、統計学

的に、必ず起こると、必須の問題でございます

ので、軽視することなく、我々はこの歴史から

教訓を学び取っていかなければいけないという

ふうに思います。 

　地震の震度や津波とか、液状化といったもの

は、ある種、確率論ではありますけれども、現

代の科学的知見に基づいております。各家庭に

配布されている、市が非常に立派なものをつ

くってもらいました、防災マップですが、ここ

にＬ１、Ｌ２の想定された津波の浸水域だとか、

いろいろ書いてあります。それから、避難場所

も書いてありますので、御家庭の皆さんにおか

れましては、再度、ひょっとしたら、もう片隅

に眠っているかもしれませんが、時々は見て、

私が行く、ここら辺の買い物のエリアは、避難

場所はここにあるんだなというふうなことも見

詰め直しながら、参考にしてもらえれば、非常

にありがたいなと思います。 

　これらを十分考慮していくということが、追

体験ということになろうかと思います。 

　そこでひとつ質問に入りますけれども、私の

報道の聞き間違いかもしれませんが、プレート

の沈み込むベクトルの修正があったやに、報道

で聞いたことがございますが、現在の南海トラ

フは、どういうふうな修正があったのかなかっ
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たのか、そこら辺、わかっておりましたら教え

てください。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　まず、津波データベース改善の経過について、

少し説明をさせていただきたいと思います。 

　気象庁は、津波発生後、速やかに津波警報や

注意報を発表するため、あらかじめ、発生する

地震の規模や震源の位置に応じた津波予測のシ

ミュレーションを、データベースとして保存し

ておりますが、仙台港で、実は１．４メートル

の津波を観測した平成２８年１１月の福島県沖

の地震を契機といたしまして、このデータベー

スを、ことし７月１４日に改善しております。 

　これが、先ほど言った、少しプレートの沈み

込みの変化のところだというふうに思っており

ますが、通常、気象庁は２０センチメートル以

上、１メートル以下の津波が予測される場合に

は、津波注意報、１メートルから３メートル以

下の津波が予想される場合には、津波警報、３

メートルを超える津波が予想される場合には、

大津波警報を発表することとなっております。 

　福島県沖の地震で観測された津波は、１．４

メートルでありましたので、正しい予測がされ

れば、津波警報を発表することとなるところで

ございますが、このとき発表されたのは、津波

注意報でありまして、実際に観測した津波より、

過少の予報が発表されてしまいました。 

　この過少予測の主な原因は、実際に発生した

地震の断層の向きが、津波予報で用いたデータ

ベースのシミュレーションと異なっていたため

でありまして、より正確な情報を伝えるため、

今回、津波データベースの改善をしたとのこと

でございます。 

　議員より、そういった形の中で、議員から御

質問のあったプレートというのは、ここのこと

だというふうに考えているところでございます

が、南海トラフ地震の想定への影響につきまし

ては、高知気象台に確認をしたところ、今回の

改善により、高知県周辺では、日向灘付近のプ

レートの一部でずれる向きの修正がありました

が、南海トラフ地震における想定には、影響の

ないということでございます。ここの話だとい

うふうに理解をしているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　であれば、今まで想定

されております内容を、我々は遵守といいます

か、目標に掲げて、対応していかなければいけ

ないということになろうかと思います。 

　もう１点、間もなく完成します新港の防波堤

ですが、自民党も含めて、さらに津波に耐える

粘り化を要求しているところでございます。 

　また、県の進めております防潮堤の整備、こ

れらをあわせますと、津波の強度に変化が予想

されますけれども、シミュレーションの見直し

はあるんでしょうか。あるいは、それを宿毛か

ら要望できるんでしょうか。 

　お願いします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　防波堤、防潮堤の整備によりまして、津波シ

ミュレーションに見直しはあるか、また要望と

いうことでございます。 

　現在、宿毛新港沖におきましては、防波堤の

整備が進んでおり、皆さんも御存じのとおりで

ございます。 

　また、新田から順に、防潮堤の整備も進んで

いるところであります。 

　防波堤につきましては、現状では対津波対策

が乏しいため、地震による津波が襲来した際も、

防波堤を機能維持できるよう、現在、国に対し
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て、粘り強い構造の追加工事を要望している段

階でありまして、議員の皆様方にも御協力をい

ただいているところでございます。 

　また、防潮堤につきましても、完成までには

まだまだ時間がかかるとお聞きをしているとこ

ろでございます。津波のシミュレーションにつ

きましては、国の想定データをもとに、県が算

定し、見直したものを、現在、活用しておりま

すので、今後、防波堤及び防潮堤が完成したも

のを反映した津波シミュレーションに見直しを

行うよう、県とも調整をしていきたいというふ

うに思っております。 

　当然、これが完成した折には、シミュレー

ションの見直しが必要となってくるというふう

に思っておりますので、そういったことを話し

合いを進めていく中で、要望もしていきたいと

いうふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　ぜひ、お忘れなきよう、

お願いいたします。 

　多少は心の安らぎが市民の皆さんに与えられ

るかもわかりませんから。 

　そはさりながら、現状におきましては、想定

された内容を前提として、対策をとっていくこ

とが肝要だと思います。 

　続きまして、緊急復旧の避難路について、質

問させてもらいます。 

　７月の災害後に、尾﨑知事のフットワークは、

私はさすがだなと思いました。大月はもとより、

宿毛にも入っていただきまして、私は高石地区

の視察のところで、二ノ宮地区を見ていただき

ましたので立ち合いましたが、間髪入れずに、

随行された県の役人の方々に、指示を飛ばして

おられまして、おかげであこら辺の復旧も、応

急対策ですけれども、順調に刈り入れが進んだ

というふうに聞いております。 

　このフットワークには、敬意を表したいと

思っています。 

　それから、きのう誰か、篠川の件を取り入れ

ていただきましたけれども、高石地区の役員の

方が、両県議を随伴して、先般、県土木事務所

に陳情にあがりました。口頭での陳情であった

わけですけれども。 

　篠川は抜本的に、治水について、見直しても

らわなければという意見も出てきまして、１月

の旧和田村地区の自治会連合会でこの件を取り

上げて、篠川に面する自治会全員の意見として、

ペーパーをつくって、陳情しようじゃないかと

いう動きになりつつあろうと予測しております。 

　県の事業ではございますが、市のほうも、以

前申し上げたとおり、ひとつ地区のバックアッ

プを、県に対してもお願いしたいというふうに

思います。 

　よろしくお願いします。 

　今までの質問とは全く関係ないんですけれど

も、先の豪雨被害として、津波の避難対策とし

て、造成した避難道だけが緊急復旧の対象に

なっているという説明を、担当課から受けまし

た。 

　しかしながら、それまでに既存としてあった

経路も、先ほど示しました県のチャートでは、

避難路として扱われております。その避難経路

の先には、市が指定した避難場所があるわけで

す。その避難経路を通らなければ、その避難場

所に行けないんです。であれば、自分たちが新

たに防災の一環としてつくった避難道だけでは

なくて、避難経路、要するに避難路、避難場所

に行く道の全てに対して、応急復旧をしなけれ

ば、この防災対策にはなり得ないんです。言っ

ていること、わかるでしょうか。 

　私はそう思うんですが、拡大解釈になるかも

わかりませんけれども、緊急復旧の対象として、

避難道だけではなくて、避難路全体を見直して
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もらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　まず、篠川について、昨日も野々下議員から

も御質問いただきました。そのほかの事業もそ

うなんですが、県の事業、市の事業という話

じゃなくて、当然、宿毛市の、市民の皆様方が

困っているお話ですので、しっかりと、宿毛市

としても対応してまいりたい、そのように考え

ているところでございます。 

　津波避難道につきましては、平成１５年度か

ら、沿岸部を中心に、津波ということでござい

ますので、沿岸部を中心に整備して来ておりま

して、この避難道と一体となって整備してきた

避難場所や、防災備蓄倉庫を含めまして、土地

の所有者、そして地区長、宿毛市の間で、土地

の使用に関する三者協定を締結をいたしまして、

地域住民が緊急避難に使用できるものとしてい

るところでございます。 

　この中で、草刈りなどの維持管理については、

地区が実施するものとしておりまして、軽微で

ない修繕等については、宿毛市と地区の協議に

おいて行うこととしているところでございます。 

　今回の平成３０年７月の豪雨では、その津波

避難道で、大規模な崩落等が、８路線において

発生をいたしまして、その復旧につきまして、

高知県にも財政的支援を要望した上で、今議会

にて補正予算を計上させていただいているとこ

ろでもございます。 

　質問議員のおっしゃられるように、避難場所

へと続く道は、全て避難経路であります。今回、

被害のあった箇所は、宿毛市が整備した避難道

だけではないことは承知しているところでござ

います。 

　しかし、一般的には、市道や林道、私道で

あったりと、いずれかの管理者が存在している

のが現状でありますので、まずは管理者責任で

の修繕を原則とする中で、個別に判断をさせて

いただきたいというふうに考えております。 

　避難場所があって、避難道が整備をされてい

ます。その避難道に、それぞれの方が生活をし

ているところから、通っていかないといけない

ですね。 

　避難道を通って避難場所に行くということで、

上からおりてくるわけですけれども、避難場所、

そして避難道、地区の方々と一緒になって整備

をしてきて。だから、その避難道の入り口まで、

これはそれぞれの管理者があったりとか、そう

いった形の中で、ここの部分を、今、山本議員

言われているんだというふうに理解をしている

わけですが、ここについて、できる限り、宿毛

市としても、皆さんと協力をして、何とか確保

をしていかないといけないという思いは持って

おります。 

　まずは、地域の方々の御協力がないとできな

いことだというふうに思いますので、地域の

方々と一緒になって、知恵を絞りながら、取り

組みをさせていただきたい、そのように思って

いるところでございます。 

　よろしくお願いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　ちょっと最後のほう、

歯切れが悪いように、私は感じましたけれども。 

　私有地であれば、当然、そのようなことにな

ろうかと思いますが、避難場所への経路は、

多々、その地区が管理している土地があるわけ

です。各地区も高齢者が多くなりまして、年金

生活者が多い。必ずしも潤沢な、そういう整備

資本なんかは持っていないわけですよ。 

　私としては、今回出されました、暴風雨の激

甚の対象災害という文書の中の、公共土木施設

災害復旧事業というのがございまして、これは

公共土木に当たるかどうかという判断になろう

かとは思うんですが、市町村や、県や国が管理



－ 82 －

している道路は当たって、その他一般市民が、

通常活用している部落道ですかね、そういった

ものは当たらないというのは、ちょっと解せな

いわけです。 

　やっぱり公共の道路的な活用をされていると

ころ、ましてや避難経路として扱われていると

ころ等については、この公共土木施設に準じて、

対策をとっていくべきだろうというふうに思い

ますが、今後、御検討をいただきたいというふ

うに思います。 

　この件は、以上にさせていただきまして、次

に、市の庁舎の建て位置と機能について、質問

させてもらいます。 

　私は、議員にならせていただいたときの９月

議会から、市の皆さんは、ツーキャップをかぶ

る必要があるんですよということを、ずっと

言ってきました。 

　一つは、市長を代表に示しますと、市長の帽

子。一般の、通常の市長の業務を遂行する帽子

と、災害対策本部長の帽子の２つをかぶってい

るんですよということで、Ｌ１は消防のところ

へ行きますとか、Ｌ２は運動公園まで行きます

というようなことで、答弁をずっと続けられた、

何言っているんだと。そんなことができるわけ

ないじゃないかと思いながらも、おったんです

けれども。 

　今度、やっと市の本庁舎で、全て災害対策を

とっていくという方向も決定していただいたの

で、非常に心強く思っているところです。 

　それで、市庁舎の建て位置ですけれども、そ

れぞれの候補地に沿って、次の６つの内容につ

いて、それぞれどうなるのかというような、予

測的なことをお話いただければと思います。 

　まず、震度６弱対策は、それぞれの建て位置

はどうなりますか。 

　それから、Ｌ２津波対策はどうなるでしょう。 

　それから、液状化対策は、どうなりますか。

宿毛地区は、高知県のホームページでも明らか

なように、市街地付近は、特に液状化が大と言

われております。本庁舎付近のところは、液状

化が中。中程度の液状化が起こる確率が高いと

いうふうに言われています。 

　それから、もう一つ、宿毛市街地で言われる

のは、地盤沈下があるだろうというふうに予測

されています。この対策。 

　それから、それに伴うことの、長期浸水対策。

１カ月以上の浸水があるというふうに想定され

ているわけですので、それの対策。 

　それと、自衛隊などの宿毛に支援に入ってく

る部隊や機関等の、リエゾンが、どこならス

ムーズに入ってこれるかというふうなところか

らの６点から、お話いただければと思います。 

　お願いします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　今回、庁舎移転候補地とした現在地、そして

旧県立病院跡地、小深浦高台、それぞれにおき

まして、地震発生時に発生する事象、いろんな

ことへの対策について、少しお話をさせていた

だきたいと思います。 

　まず、３候補地で想定されている震度６弱の

揺れに対しましては、どの候補地でも耐震構造

に対応した建物を建設することとなりまして、

同じでございます。 

　次に、Ｌ２津波対策、液状化対策、地盤沈下

対策、長期浸水対策につきましては、小深浦高

台以外の２カ所につきましては、対応が困難で

はないかというふうに考えているところでござ

います。 

　最後に、リエゾン派遣職員が進出しやすい場

所につきましては、小深浦高台につきましては、

高速道路のルート選定が新港経由となり、その

高速道路へのアクセス道が整備された後であれ
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ば、利用することが可能だというふうに考えて

いるところでございますが、完成までには、ま

だ時間がかかるような状況でございます。 

　それまでの間に、地震が発生した場合には、

ヘリコプターやボートを利用した進出、または

昨日もお話させていただきましたが、遍路道や

山道を利用しての進出ができるんではないかと

いうふうに想定をされているところでございま

す。 

　一方、現在地、県立病院跡地では、Ｌ２津波

の対策が困難であると想定しておりますので、

現状の宿毛市総合運動公園への災害対策本部の

設置となります。 

　このため、新庁舎へのリエゾン進出は、この

２カ所については、できないというふうに考え

ているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　ちょっと、愕然とする

んですけれども。 

　液状化対策、液状化が想定され、地盤沈下が

想定され、長期浸水が想定されているにもかか

わらず、その対策がとれないところが候補地と

して挙げられたこと自体が、おかしいんじゃな

いですか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　できるだけ広い形の中で、候補地を選定した

いという思いがございました。 

　そういった形の中で、いろいろな方々、そし

て庁内でも検討をする中で、一定、可能である

というふうな形の中で、３候補地を選定し、お

示しをさせていただきました。 

　また、この３候補地をお示しをする中で、そ

れ以外の場所についても、ぜひ皆様方から御意

見をいただきたいということで、お話をさせて

いただきました。 

　先ほど、Ｌ１とＬ２で災害対策本部、設置場

所が違う、あり得ないというお話を、山本議員

からもいただきました。非常に困難な状況での、

災害対策をとらないといけないというのは、

重々周知をしております。 

　ただ、そういった中でも、現状としては、そ

れをとらざるを得ないような状況で、現在、自

分たちはそういう環境の中にいるということで、

今、最善の方法として、総合運動公園で災害対

策本部を開かないといけないんだということで、

想定をさせていただいているところでございま

す。 

　そういった形の中で、高台以外の２つ候補地

につきましても、できないことはない。ただ、

つくった場合には、こういった心配事もあるよ

という形の中で、皆さん方と一緒に協議をした

いということで、提案をさせていただいたとこ

ろでございます。 

　以上でございますので、どうか御理解のほど、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　了解いたしました。 

　私どもは、自衛隊誘致調査特別委員会は、こ

の２月に阿南市を訪問して、別件で訪問したん

ですけれども、新庁舎を見せていただきました。 

　あそこも、那賀川と桑野川という一級河川に

挟まれた三角州の中に建っている建屋です。 

　３階建ての建物のその半分から上が、６階か

７階建てになっておりまして、そこから上が、

防災本部の機能を維持できるような体制、一番

上に応急電源、それから、最上階の屋根つきと

いうか、６階ですかね、サーバーを設置して。

３階の市長室、あるいはその上が災害対策本部

になるというふうな建物でした。 

　防災の観点から私も見て、ああ、なるほどな

ということでしたが。 
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　それを建てた予算は、８９億円です。平地に

建てたやつは。当然、いろいろな対策をとって、

工事をしておるんだろうと思いますがね。 

　これは、合併特例というんですか、あれを

使ってますので、幾ら持ち出しになったかは確

認できていませんけれども、そういった特例が

なければ、そういったこと、同等の機能を持っ

たような建物をつくろうとすると、８９億円か

かりますよというのが、そのときに、おっと

思った数字です。 

　参考までに、ちょっと述べてまいりました。 

　我々市議全員は、昨年、陸前高田の復興建設

の状況を視察してまいりました。御存じのとお

り、奇跡の一本松のところです。あれも枯れて

たようですけれどもね。 

　堤防は、Ｌ１対応の１０メートル堤防です。

堤防の手前から見ると、海は見えません。けど、

Ｌ１には対応するということで、１０メートル

の堤防をつけています。 

　それから、高台を切り開いて庁舎を建て、公

的機関や住宅を建設しております。 

　市街地も、８メートルから１０メートルかさ

上げした高台に整備するようになっています。 

　残る低地の部分、今まで住宅地やら商業地で

浸かった低地の部分は、高田松原津波復興記念

公園として整備する、というふうに聞かされま

した。 

　これらから、黒潮町も土佐清水市も、事前復

興の観点から、高台移転が進められておるとい

うふうに、私は感じとっております。 

　これは、まさに３．１１の追体験ということ

になります。 

　４０年ほど、私ちょっと歴史をかじったこと

があるんですが、最初に読んだ本が、Ｅ・Ｈ・

カーの「歴史とは何か」という単行本でした。 

　その序章に書いてある言葉が、非常に頭にこ

びりついて離れないんですけれども。 

　「５０００年前の人間の脳髄は、現代の人間

の脳髄と何ら変わらない」脳みその量は一緒で

す、５０００年前と。じゃあ、５０００年前の

狩猟民族が、どうしてここまで発展的、人間は

発展してきたのかというと、それは過去の人々

が、長い時間をかけて体験して、積み重ねてき

た経験を、自分の経験として追体験することに

よって、それを自分のものにし、そこの上に新

しい経験を積み重ねていって、発展してきてい

ます。 

　それが、歴史の重みだろうと思います。 

　我々は、まだ被災してはおりません、幸いに。

が、せっかくの追体験すべき東北大震災の経験

を、日本人としても得ているわけですから、こ

れを学ばない方法はありません。 

　そういう視点で、今後の課題としては、事前

復興という視点で、この庁舎を移す、経費が出

ますよという御説明がありましたが、これだけ

ではできないんですよね、事前復興は。 

　今、被災した陸前高田市がやっているような

こと、高台を切り開いて、住宅地や市街地をつ

くるということ、これは経験する前にやれるん

だったらやりたい。 

　それから、例えば、高速道路がきますよと

いったら、その計画が決まり次第、高速道路は、

東北の人たちは最善の避難場所と捉えています。

したがって、そこへのアクセス道を２本、３本

つなぐ。そして、車で駆け上がっていけるよう

な避難場所に、その高速道というか自動車道で

すか、将来くるならそこを使うというふうな、

経費も含めて、あるいは住宅地の予定される、

もうここしかないだろうというようなところが、

あらかじめあるならば、そこを事前に切り開い

て、仮設住宅用地を確保しておくとか、そうい

うための手当としての事前復興債みたいなやつ

を、追及するというか、国会議員の先生方も先

頭に立って、まだ被災していないところの、そ
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ういう要望を取り入れてくれというふうに、要

望していく必要があるんじゃないかと、私は

思っております。 

　単に庁舎をあげれば全てが終わりではなくて、

やるべき課題はめじろ押しになろうと思います。 

　このときは、追体験しても、なかなかしきら

ないところがありますけれども、現状と、将来

予測のはざまで、市長は孤独の判断をしなけれ

ばならないときが来ると思います。そのときは、

歴史をひもといていただいて、過去の、我々人

類が経験したことを教訓として学びながら、判

断していただければというふうに思います。 

　次に、自己主張が強過ぎましたので、質問に

入りますが。 

　次に、庁舎の持つ機能と現状、それから新し

い庁舎に供える機能、そういうふうな観点で、

５点ほどの項目に絞って質問させてもらいたい

と思います。 

　まず、管理事項ですが、職員の勤務体制と衣

食住の現状の心構え、どうなっていますか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　陸前高田市のお話ありました。私も、先日、

仙台空港のあたりのところに行って、今の現状

を、当時、そこの市で副市長をやられてた方、

現在、そこの市長さんですが、とともに、回ら

させていただきました。 

　現状を見てきました。名前はいいですね、復

興記念公園とかっていって、いっぱい公園がで

きています。何かっていったら、誰も住んでな

いんですよね。全て公園になっています。 

　当時の写真を見せていただいたりとか、当時

の写真が、公園の避難用の高台つくっています

ね。土でつくっています。そこの上にあがると、

当時の写真とかがあるんですが、それを見ると、

たくさんの家があります。そこにまちがあった

んですね。それが全て公園になって、一部は高

台つくったり、それから防波堤になったり、そ

ういったことで人が住むことができない、そう

いった土地になっているというのを、この目で

もつぶさに見てきたところでございます。 

　そういった形の中で、自分たちはそういった

ものを見て、学んでいるんだから、しっかりと

津波がきた後も、またまちが復興できるように、

そこの場所で、人が営みがとれるような、そう

いったことをこれからやっておかなければなら

ないんだなという話を、当時、副市長として現

場にいた方とお話をさせていただいたところで

ございますし、また、若手の市長さんたちがた

くさん来ていましたので、叱咤されたところで

ございます。 

　それでは、質問のほうでございますが、発災

後の職員の勤務体制や、災害対策本部での衣食

住の備えについてでございますが、現庁舎にお

きましては、南海トラフ地震発災後は、津波対

応できていないため、災害対策本部を設置する

ことは、想定しておりません。 

　そのため、長期間の災害対応を行うための整

備等は、ほぼできていない現状でございます。 

　そのような中で、Ｌ２クラスの地震が発生す

れば、宿毛市総合運動公園の武道場において対

応することとなるため、応急電源の確保工事や、

衛星携帯電話の屋内対応工事、そして防災情報

伝達システム通信工事を行い、また、陸上競技

場北側には、防災備蓄倉庫を整備し、その中に

水、食糧、毛布の備蓄などを行っているところ

でございます。 

　しかしながら、管理上の問題もあり、業務に

必要となるパソコン等は整備できていない状況

でございます。 

　高台に新庁舎が建設されれば、そこでの災害

対応が可能となりますので、課題の多くが解消

可能と考えますが、施設整備を初め、備蓄など
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につきましても、十分に検討をしてまいりたい

と考えているところでございます。 

　また、職員の勤務体制や、現庁舎における非

常時の電源確保対策など、現段階でも検討すべ

き課題につきましては、今後も引き続き、具体

的に検討し、対応してまいりたいというふうに

考えておりますが、まだまだ不十分な点が多々

あるのが現状でございまして、しっかりとその

点、対応をしてまいらなければならないと、本

日改めて思っているところでございます。しっ

かり対応してまいります。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　監理だけに限って質問

しておったわけですけれども。 

　市民の皆さんに、市長、３日間の備蓄をお願

いしますよね。職員の皆さんは、今、発災した

ら、この場から移動するにしろ、ここでとれる

にしろ、３日間は寝泊まりする心構えを持って

もらいたい。 

　新しいところへ行こうが、ここの現段階から。 

　ちなみに、自衛官は、その心構えはできてい

ます。ツーキャップかぶるためには、家庭を顧

みることができないんです。 

　東北の３．１１のときに、１２万体制か何か

で自衛隊出動しましたけれども、関東まで、東

京も震度６弱でしたからね。関東から東北の一

帯に駐屯している部隊は、全部行っているわけ

ですよ。家庭はどうなっているかわからないけ

ど。出動命令かけられたらすぐ行っているんで

す。それはもう、後は託すという世界ですよね。 

　そういう心構えがないと、これは乗り切れま

せん。 

　それから、一直でやろうと思ったら、３日で

皆、潰れますよ。職員の皆さんを２交代か３交

代制度に、直ちにパッとシフトして、その対応

で、長期の対策がとれるような体制をつくらな

いかんと思うんです。それが監理事項として、

重要なことだろうと思います。 

　次に、情報の体制ですけれども、非常に、ド

ローンが、情報の収集体制が、大変問題になる

というふうに思っております。 

　どこがどんな被害受けているのかということ

がわからないと、対策がとれないですね。 

　この辺の情報の収集体制、どのように考えて

おられますか、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　情報収集についてでございます。 

　まず、ドローンの活用体制についてでござい

ますが、現在、ドローンは、宿毛消防署が所有

をしておりまして、災害時は適宜、消防署員に

より、情報収集に活用をしているところでござ

いまして、宿毛市としても、お願いをして、活

用をいただいているところでございます。 

　しかし、宿毛消防署は、Ｌ２クラスの南海ト

ラフ地震発生後は、速やかに宿毛市総合運動公

園に車両避難し、そこで応急業務に対応してい

くこととなりますので、津波で沿岸部に被害が

発生した場合は、ドローンを活用して、状況把

握することは困難な状況が想定されることから、

新庁舎建設の際には、庁舎内にもドローンを配

備していきたいと、今、考えているところでご

ざいます。 

　また、高知県総合防災情報システムにおいて、

県防災ヘリの映像を確認できるシステムもある

ところでございます。 

　そして、現在の災害時の職員初動マニュアル

においては、発災後に職員が、参集途上におい

て被災情報を収集し、災害対策本部へ報告する

こととなっております。 

　あわせて、各機関のリエゾン派遣職員からの

情報を集約し、災害対策本部で共有する中で、

さまざまな災害対応業務に情報を活用していく
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ことを、想定をしているところでございます。 

　なお、新庁舎建設の際は、災害対策本部機能

をしっかり発揮できるような、そんな整備を

行っていくように、計画をしていきたいと考え

ているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　ちょっと時間も押し

迫ってまいりましたので、言わずもがなのとこ

ろは割愛していきたいと思いますが、運用統制

については、自衛隊や警察、海保、ボランティ

ア統制所とのコーディネートも含めて、市長と

しては、消防、各地区民への指示等を的確に出

していくという必要性がございますので、これ

も念頭に置いてもらいたいと思います。 

　それから、通信は先ほどおっしゃられたとお

りだと思います。通信手段、主要回線、補助回

線、バックアップ機能、ここら辺を十分に通信

機能として御確認されながら、整備してもらい

たいなと思います。 

　最後に１点だけ、ちょっと質問に移りますが。 

　後方の件でございます。 

　非常用電源はどう確保していくのか。それか

ら、車両の燃料の確保、消防署の避難場所、仮

の所在場所の整備、それとの連絡調整等につい

て、お答えいただけますでしょうか。構想等あ

りましたら。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　費用点検、車両等の燃料確保、そして消防署

の避難場所ということでございます。 

　現庁舎におきましては、非常用電源や車両等

の燃料確保施設等は整備をできていない。残念

ながらできていないところでございます。 

　今後は、非常用電源設置の検討を行うととも

に、公用車の燃料は少なくなる前に給油をし、

いざというときに燃料不足とならないような、

給油のルールづくりをまず行うことで、燃料確

保を検討してまいりたいと考えているところで

ございます。 

　また、新庁舎建設に際しましても、非常用電

源や車両等の燃料確保は非常に重要な防災対策

の一つでありますし、それ以外についても、災

害時に必要となるものが確保できるような仕組

みを構築できるよう、検討をしてまいります。 

　なお、消防署につきましては、津波発生時は

消防車両を、芳奈の宿毛市総合運動公園に移動

をさせ、陸上競技場の建物内で業務対応をして

いくこととしておりまして、自衛隊、警察、県、

ＤＭＡＴなど、関係機関とエリアを分けて、そ

の中でエリアを分けて活動できるよう、事前に

計画をしているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　一つだけ、私も質問抜

けたんですけれども。 

　長期浸水対策、将来のことですが、福祉セン

ターの屋上だとか、農協の屋上に避難されてい

る方をどうやって救助するのという話が残るわ

けです。 

　ヘリでという話も、よく耳にしますが、ヘリ

は１人ピックアップするのに、大体６分ぐらい

かかります。モーターで動いていますので、油

圧電気式にしろ、モーターですので、焼けつく

可能性があるので、頻繁には使えないですね。 

　したがって、ボートが一番、大量に人を移動

させることができると思いますので、ボートの

整備についても、現在、警察と消防も持ってま

すよね。それ以外にも、手空きの職員で、ボー

トの運転、小型船舶を持っている人は運転でき

ると思いますので、そういったところからの救

助を、救出をするという対応も、考慮に入れて

おいてもらいたいと思います。 
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○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　非常に現場を知っておられる山本議員からの

御指摘ということで、そういった形で整備、そ

れから計画に落とし込みをしていきたいという

ふうに考えております。 

　現在、一部、使っていただきたいということ

で、御寄附のような形でいただいたボートも、

消防のほうにも整備をさせていただいておりま

して、消防署のほうにも、何隻あるかは、

ちょっと今、すぐに答えられませんが、数隻、

整備をさせていただいているところでございま

す。 

　また、そういったボートが使えるよう、そう

いった訓練もさせていただいているところでご

ざいまして、何といっても長期浸水エリアです

ので、水が引かないということでございますの

で、そういった中で、有効な手段は、１種類

じゃなくて何種類も準備をしながら、対応をし

ていきたい、計画していきたい、そのように

思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　ぜひ、ボート、お忘れ

なくお願いしたいと思っております。 

　今のは５つ、監理事項、情報事項、運用統制

事項、通信、後方、この５項目を常にフィル

ターにかけながら検討していくと、８０点はと

れます。残りの２０点、１００点をとろうと

思ったら、残りの２０点は、クリエイティブな、

想像力を働かすしかないでしょうと思いますが、

新庁舎に向けて、いろんな角度で検討してもら

いたいと思います。 

　次に、国旗と国歌について、教育長にお尋ね

してまいりたいと思います。 

　第３１代アメリカ大統領のハーバート・フー

バーが、「フリーダム・ビトレイド」という本

を書いておりましたけれども、何と５０年間、

出版されずにおりました。 

　なぜ出版されなかったかというと、本当のこ

とを書いていたからということだそうです。 

　その内容は、かいつまみますと、１９４１年、

日米開戦前の１１月、１カ月前ですね、１２月

開戦ですので。１１月に日本に突きつけてきた

ハルノートは、明らかに、これは最後通牒だと。

それを知らずに、参戦に賛成した議員の人も、

だまされたということを、後で言っておられま

す。 

　これは、開戦に踏み切ったルーズベルトの謀

略だったというのが、この本の趣旨なんですけ

れども。 

　それが事実とすると、極東裁判、あるいは東

京裁判に、インドから派遣された唯一の国際法

学者であるパール判事の、日本は無罪であると

いう主張は、再び脚光を集めることになるん

じゃないかと、私は思います。 

　いずれにしても、戦前からのものといって、

日本人の美徳までも否定する風潮は、改める必

要があるんではないかと、今さらながら思い返

すところでございます。 

　とある会合で、国歌を歌うことがありました。

４０代の男性お二人が、歌いませんでした。君、

国歌、歌わないのってお尋ねしたら、歌ったこ

とがありません。習ったことがありませんとい

うのが、宿毛でずっと住んでおられた４０代の

男性の意見です。 

　職員で歌えない人はいないと思いますけれど

も、現実におられたんです。そういう教育を受

けてませんという。何ということだと思いまし

たけれども。 

　１９９９年ですか、国旗国歌法というものが

できまして、これは教職員たるものも含めて、

全部、起立して歌いなさいという指導もあった
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と。その指導自体は、最高裁判例でも、合憲と

いうことで、それは問題ないという判断も出て

いるやに聞いていますが、現状はどうなってお

りますか、お聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、５番議員の

一般質問にお答え申し上げます。 

　学校教育の現場において、国旗と国歌に対し

て、どのような教育が行われているのかという

現状でございますけれども、小中学校における

国旗及び国歌の取り扱いにつきましては、学習

指導要領に示されておりまして、小学校におき

ましては、社会科、音楽、並びに特別活動。中

学校におきましては、社会科及び特別活動の授

業の中で、適切に指導することとされておりま

す。 

　指導内容につきましては、小学校及び中学校

において、多少の違いはございますけれども、

基本理念といたしましては、我が国の国旗と国

歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育

てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊

重する態度を育てるものとなっております。 

　教育委員会におきましても、児童生徒が将来、

国際社会において尊敬され、信頼される日本人

として成長していくためには、日本人としての

自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、

我が国の国旗や国歌に対して、正しい認識と、

それらを尊重する態度を育てることが、大変重

要であると考えておりますので、入学式や卒業

式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を

掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導し

ております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　５番山本　英君。 

○５番（山本　英君）　極めて的確な教育が行

われているというふうに拝聴いたしました。 

　ついでに、先ほど言いました国防の基本方針

の中の第２項に、民生を安定し、愛国心を高揚

し、国家の安全を保障するに必要な基盤を確立

する。要するに、社会の基盤を、愛国心を高め

て、日本は日本人が守るというふうな風土をつ

くっていくということでしょうけれども、そう

いうこともここの基本方針でうたわれておりま

すので、この国旗・国歌に対する教育というの

も、その一助になるというふうに、私は理解し

ております。 

　ことしのＦＩＦＡのワールドカップ、サッ

カー大会ですかね、日本の代表選手たちは、み

んな胸に手を当てて、大声で歌っているように

見受けられました。それを見て、あっ、みんな

歌えるじゃないかというふうに、僕はそれを見

ながら思ったんですけれども。 

　そういえば、十数年前の選手は、口をぱくぱ

くしてた、あるいはつぐんだまま、よその国の

選手は、自国の国歌を堂々と歌っているにもか

かわらず、日本人の選手たちは口をもぐもぐと

いうふうな感じでいたのを思い出しまして、さ

きに言った２人の人は、この時代に育ったんだ

なというふうに思い出した次第です。 

　先ほど、極東裁判の話もしましたように、必

要なものは必要に教えていただいている。何も、

全てが悪いというのではないので、日本の伝統

文化を考えながら、教育していただきますよう

にお願いして、質問を終わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君）　この際、１０分間休憩

いたします。 

午前１１時１０分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２２分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君）　おはようございます。



－ 90 －

２番、川村三千代、一般質問をさせていただき

ます。 

　今回、私は２つの項目について、質問をさせ

ていただきます。 

　一つは、猛暑対策、そしてもう一つは、参議

院議員選挙の合区選挙制度の解消について。こ

れについて、市長の見解等を伺いたいと思いま

す。 

　まず、猛暑の件ですけれども、ことしも本当

に暑い夏が続きました。本当に災害級の猛暑、

殺人級の猛暑というような言葉も、テレビでは

使われておりました。 

　ことし、宿毛市内では、熱中症と思われる、

救急搬送された回数、こちら、市長どのように

なっておりますでしょうか。また、例年に比べ

て、ことしの数がいかがだったのか、その比較

もあわせてお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　川村議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　本年度の宿毛消防署における、熱中症による

救急搬送の状況でございますが、９月１１日現

在の数値ではございますが、１９件となってい

るところでございます。 

　傷病の程度は、幸いにも生命の危険の可能性

のある重症の方はおらず、搬送後の治療等で、

回復した、中等症と言い方をしますが、中等症

と、それから軽症の方となっております。 

　なお、昨年度の熱中症による救急搬送は２０

件でございますので、本市では、本年度は特に

熱中症による救急搬送が多かったというような

ことではないという状況でございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君）　例年のとおりと言い

ますか、ことしが各段多かったわけではないと

いうことで、安心いたしましたが、できれば救

急搬送される件数、ゼロに限りなく近いほうが

喜ばしいことなんですが。 

　先月８月の広報の２７ページでも、高齢者に

向けて、熱中症対策、掲載されておりましたけ

れども、今後、市民への熱中症への啓発、そし

て取り組みなどについては、どのようにお考え

でしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　議員からも、今、御紹介いただきましたよう

に、広報８月号で、高齢者の熱中症について掲

載をしているところでございます。 

　そのほか、市民への熱中症の啓発といたしま

しては、公共施設にポスターを掲示、そして各

種健診の際に、乳幼児のいる保護者や、特定健

診等の受診者に、熱中症の予防対処法のリーフ

レットを配布し、情報提供するとともに、特に

暑さに対する感覚や、体温調整機能に不安のあ

る高齢者の方々につきましては、高齢者の自主

グループ活動、健康相談、家庭訪問の場におき

まして、熱中症予防の健康教育を保健師が行っ

ているところでございます。 

　これらの取り組みは、熱中症の多くなる５月

から９月ごろの期間を通じて、行っているとこ

ろでございます。 

　熱中症予防には、暑さを避けること、小まめ

な水分と塩分の補給が重要でございます。こと

しのような猛暑日が多い年でも、一人一人がき

ちんと、熱中症に対する知識、そして対処方法

を身につけていくことが必要と考えますので、

今後も熱中症の多くなる夏場を中心に、市民へ

の啓発活動を行ってまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君）　特にお年寄りやお子
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さんというのは、体温調節機能が十分ではなく、

また低いということで、注意喚起のほう、よろ

しくお願いいたします。 

　また、数字的なことですけれども、１９９３

年以前には、熱中症で亡くなる方が、年間平均

６７名。ところが、１９９４年以降は、平均４

９２名と、７倍近くに急増しております。こう

いった具体的な数字も示しながら、より強い注

意喚起に努めていただきたいと思います。 

　そして、今度は、学校現場についての熱中症

対策なんですが、今回、猛暑対策、取り上げよ

うと思ったのは、ことしの７月１７日でしたか、

愛知県の豊田市で、校外授業の後、小１の男子

児童が亡くなるという事故が起こりました。 

　この事故を御記憶の方もいらっしゃることと

思いますが、少し説明をいたしますと、この日、

１年生１１２名が、学校から約１キロ離れた公

園に校外授業に参りました。 

　校外授業というのは、公園へ行きまして、そ

こでスケッチをしたり、昆虫採集をしたり、そ

してまた学校に徒歩で帰ってくるわけなんです

が。 

　この男子児童が、学校に帰った後に、唇は紫

色になり、症状が急変いたしまして、救急搬送

されましたが、残念なことに亡くなってしまっ

たという事象でした。 

　この男子児童、特に持病もなかったというこ

とですが、公園の行き帰りには、疲れたという

ことを何度か漏らしていたようです。 

　小学校１年生ですから、なかなか語彙も豊富

ではありません。熱中症では初期、中期、そし

て重度と、いろいろな症状が出てきますけれど

も。例えば、頭痛や、目まいや、手足のしびれ

や、嘔吐や、いろいろありますが、小学校１年

生の男子児童では、第三者に自分の体の様態を

伝えることができなかったんではないか。です

から、そういったものが全て総称されて、「疲

れた」という言葉であらわしたんだと思います

が、それをなかなかくみ取ってあげられなかっ

た、現場の方には後悔の念が多いと思いますが。 

　この事故が起こった後に、その学校の校長先

生が、校外授業でこれまで大きな問題が一度も

起きたことがなかったので、全く中止するとい

う判断は頭になかった、というような趣旨のこ

とをおっしゃっておいでました。 

　この日の愛知県豊田市の気温は、もう午前９

時の時点で３０度を超えておりまして、１１時

の時点で３３．４度、そして１２時には３４．

８度と、高温注意報も発令されていたのですが、

そういった中止の判断がなかったということで

す。 

　また、この１１２名の中には、亡くなった１

人の男子児童もおりますが、あと、ほかにも３

名の女子児童が体調不良を訴えておりました。 

　また、翌７月１８日には、宮城県名取市で、

校庭に出て人文字をつくって、航空写真を撮る

という行事があったんですが、その行事の中で、

やはり炎天下だったものですから、３８名の児

童が、熱中症で搬送されるということが起きま

した。 

　この際も、航空写真を撮るという行事が、前

回、１度雨天のために延期になっておりまして、

それが２回目だったので、やはりどうしても、

何度も延期するのは、いろいろな日程の都合上

も、都合が悪いので、その日に撮りたかったと

いう学校の事情もあったようなんですが、もう

少しいい判断、そしていい状況があれば、何と

かこの事故を防げたんではないかという思いも

しております。 

　そこで、宿毛市なんですけれども、こういっ

た暑さ対策、何かガイドラインなり、取り組み

はありますでしょうか。教育長お願いいたしま

す。 

○議長（岡﨑利久君）　教育長。 
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○教育長（出口君男君）　教育長、２番議員の

一般質問にお答え申し上げます。 

　校外活動等における熱中症対策のガイドライ

ン等があるのかとの御質問をいただきました。 

　宿毛市教育委員会では、課外授業等における

活動において、熱中症対策に関する独自のガイ

ドラインは設けておりませんけれども、高知県

教育委員会が策定をいたしております高知県運

動部活動ガイドラインや、気象庁が発表する情

報、さらには環境省が公表しております暑さ指

数等を、十分に留意して、課外授業等の実施を

判断するように、学校には指導をいたしている

ところでございます。 

　今後も、愛知県で発生したような痛ましい事

故が本市で発生をしないように、学校現場と十

分に連携を図りながら、しっかりと対応してま

いりたいというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君）　現場の教職員の方々

には、本当に適切な判断、そしてまた思い切っ

た、中止や延期という判断もしていただきたい

と思いますので、その辺、また教育委員会とし

ても、現場の先生方に、よろしくお願いをいた

したいと思います。 

　そして、この暑さ対策の中では、９月議会で

も各自治体、取り上げておりますけれども、教

室へのクーラー設置、こちらのほう、全国的に

は、約４割、４０％設置されているということ

なんですが、本市では、どのような割合でクー

ラー設置されてますでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

　宿毛市の小中学校における空調機の設置状況

でございますけれども、普通教室とパソコン教

室や、図書室などの特別教室を合わせた設置率

につきましては、小学校で１４％、中学校では

４８％となっております。 

　また、子供たちが日常の教育活動を主に行っ

ております普通教室における設置率につきまし

ては、特別支援教室を含めまして、小学校では

６％、中学校では１００％、設置をいたしてお

ります。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君）　７月２４日の定例会

見で、菅官房長官も、児童生徒の健康、そして

安全のためには、猛暑対策は喫緊の課題である

と、クーラーの設置についても、国としても、

努力をしていきたい、支援を行いたいというよ

うな発言がなされておりました。 

　そういったこともございますし、できるだけ

教育環境の整備の上でも、クーラーの設置につ

いては、努力していただけたらと思います。 

　四万十町や黒潮町は、１００％設置に向けて

動いておりますし、どうかよろしくお願いをい

たしたいと思います。 

　熱中症対策というのは、先ほどから災害級と

いう言葉を使いましたけれども、本当にことし

は自然災害、多かったですが、その中で、唯一、

人が、個人が心がけで、また対策を立てて防げ

る災害だと思います。 

　どうしても、豪雨ですとか、台風、地震とい

うものは、個人の力が及ばない、そういった災

害でありますけれども、熱中症対策は、本当に

個人が心がけて水分補給をする、また相手の症

状をおもんばかる、そういったことで、幾らで

も防げる災害だと思っております。 

　異常気象という言葉では、現在の自然災害は

語れないと。これはもう、平常化しているとい

う言葉。これは天達気象予報士さん、朝のＳＵ

ＮＳＵＮテレビでやってます、とくダネで活躍

している気象予報士さんですけれども、この方
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もおっしゃっておりました。 

　西日本豪雨のような災害は、これからもどん

どん起きていくと。どこに起きてもおかしくな

いということを言っておりましたが、本当に気

温の上昇というものも、異常気象ではない、こ

れが通常の気象状況だということを頭に入れて、

また来年、暑い夏がやってくる前に、いろんな

対応、お願いいたしたいと思います。 

　そして、次の質問に移らせていただきます。 

　次の質問は、参議院議員選挙の合区制度の問

題についてです。 

　これはちょうど２年前、平成２８年の一般質

問もいたしました、６月議会で。そして９月議

会では、その解消を求める意見書も提出させて

いただきました。 

　あれから２年がたち、来年７月には、また参

議院議員選挙が、合区制度そのまま、残ったま

ま進められようとしております。 

　市長も２年前、やはりこの合区制度は、地方

の声がなかなか中央に届きにくくなる。地方の

特性が失われていくときの一極集中を、さらに

促すものだということで、反対の御意見をいた

だきましたが、この２年間、合区解消のため、

どのような活動をなさってきたか、お聞かせい

ただけますか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　この合区制度につきましては、１票の格差を

是正することを目的として、平成２８年７月の

参議院選挙で導入された制度でありましたが、

合区の対象となった、私たちが住んでいるこの

高知県、そして徳島、鳥取、島根の４県では、

投票率の低下や、そして県を代表する議員が選

べない。つまり、都道府県ごとの民意が国政に

届かなくなるなど、合区が原因と考えられる弊

害が生じました。 

　この結果を受けまして、高知県内の市で構成

される高知県市長会は、合区対象である徳島県

市長会とともに、参議院選挙制度改革に関する

合区の解消についての議案を、平成２８年１０

月開催の四国市長会に提出をいたしました。 

　これによりまして、四国市長会では、合区解

消を国に求める特別決議を行いまして、全国市

長会へも提案され、全国市長会におきましても、

平成２９年、平成３０年の総会におきまして、

合区の見直しを求める参議院選挙制度改革に関

する決議を行うとともに、決起集会なども開催

し、国に対して、速やかに合区の解消を行うよ

う求めるなど、組織的にも、合区解消に向けた

取り組みを進めているところでございます。 

　このように、高知、徳島などの合区対象県の

みならず、全国の自治体の賛同を得まして、合

区解消を国に対して求めてきましたが、今年、

成立した改正公職選挙法により、来年の参議院

選挙におきましても、合区が継続されることと

なりました。 

　このことは非常に残念でありまして、今後は

さらに要望活動を強めて、引き続き行っていか

なければならない、そのように感じているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君）　全国の自治体の皆さ

んが、合区制度を反対ということで、この２年

間、いろいろと活動をしてきたわけですが、１

票の格差という壁の前に打ちのめされ、そして

また来年の選挙を迎えようとしております。 

　そして、その来年の選挙なんですけれども、

合区は解消されなかったけれども、救済策と申

しますか、例えば高知県、徳島県で説明します

と、今、高知県と徳島県には髙野議員、そして

徳島、三木議員という、２人の１期目の現職の

議員さんがいらっしゃいますが、今、両県はど
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ちらの議員さんも選挙区の選挙で出たいという

意向ですので、徳島と高知はどちらの議員さん

を選挙区で出すか、今、両県連が話し合ってい

るところですが、なかなか、まだ結論が出てお

りません。 

　高知県民の皆さん、前回は徳島県の中西祐介

議員、そしてこちらの高知県は、新人の中西　

哲議員だったので、やはり現職優先ということ

で、徳島の現職の方が選挙区で出られたので、

今度は高知へ譲るべきじゃないかと思われてい

る方もいらっしゃるかもしれませんが、３年前、

そのような約束はございませんでしたし、全く

それは関係ないということで、今、話し合いが

行われている最中なんですが。 

　この救済策というのが、選挙区に回れなかっ

た候補者を、比例区の特別枠、つまり救済して

あげるよというようなことですね。名簿の上の

ほうに載せてあげて、通るようにしてあげるか

ら、これで選ばれなかったほうの県の皆さん、

あなたの県の代表が出ますよ。自民党、これで

いいでしょうという、こういう選挙制度なんで

すね。 

　市長、この選挙制度、どう思われます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きたいと思います。 

　今、川村議員のほうから、るる説明があった

とおりでございますが、ことしの７月１８日に

成立いたしました改正公職選挙法におきまして

は、１票の格差を是正するため、有権者数の多

い選挙区の改選定数の増や、そして比例代表の

定数の増によりまして、定数を６人ふやしたも

のでございます。 

　そして、徳島、高知、鳥取、島根の合区選挙

区は、今までどおり継続される一方で、合区対

象県の比例区におきましては、従来の非拘束名

簿ではなくて、事前に定めた順位に従って、当

選者を決める拘束名簿方式とする特定枠が導入

されることとなりました。 

　こちらについては、先ほど説明いただいたと

ころでございます。 

　この拘束名簿方式の導入によりまして、合区

対象県におきまして、選挙区に立候補できな

かった県の候補者に、特定枠を適用することで、

各都道府県を代表する候補者を、少なくとも１

人以上は選出することが可能になったと、その

ようにお聞きをいたしているところでございま

す。 

　このような各都道府県の代表を選出すること

ができるようになる制度につきましては、一定

の評価ができるものの、この措置によりまして、

合区が固定化されることはあってはならない、

そのように私は考えているところでございます。 

　ことしの１０月に、愛媛県新居浜市で開催さ

れる四国市長会におきましても、合区解消に関

する決議が行われる予定でありますので、こち

らの予定の中で、本市といたしましても、地方

の多様な意見、民意をより国政に反映させるた

めに、今まで以上に、合区解消を求める要望等

を、市長会などを通じまして、高知県内や四国

内を初めとする他市町村と連携しながら、行っ

ていきたいというふうに考えております。 

　地方自治体、この問題に対しては、非常に危

機感を持っていますので、全国の各自治体とと

もに、しっかりと意見をあげていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　２番川村三千代君。 

○２番（川村三千代君）　特定枠、本当に皆さ

ん御存じだと思いますが、私、中谷元代議士の

事務所に長くおりましたので、自民党員です。

しかし、これほど自民党員をばかにした話はな

いということで。 

　党本部にしてみれば、さあ、合区の県の皆さ
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ん、あなたの県の代表を出してあげるから、い

いでしょう。これで何とか合区解消、わあわあ

言うのやめてねっていうような、何か透けて見

える思いがして、本当に腹立たしくてなりませ

ん。 

　高知県民、徳島県民、そして鳥取県民、島根

県民、この県民の皆さんが求めているのは、決

して自民党の国会議員ではなく、みずからの県

で選ばれた、本当にみずからの県の代表として、

国政へ送り届けることができる議員を探してい

るのです。求めているのです。 

　ですから、本当にこの選挙制度、この特定枠

を設ける際に、野党は、これは自民党の党利党

略じゃないかと、大分批判を受けました。その

とおりだと思います。 

　今の自民党は、本当に、野党が余りにも情け

ない状態であるからいたし方ないのかもしれま

せんけれども、余りにも党利党略が過ぎている

ところがあります。 

　もっと地方の声を国政に届けることができる

ように、この合区解消については、市長、宿毛

市だけでワーワー言っても仕方のないことです

けれども、各県の市長の方々とも手をとり合っ

て、ぜひ次の参議院選挙では解消されるように、

頑張っていただきたいと思います。 

　よろしくお願いいたします。 

　それでは、私の一般質問を終わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君）　この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時４６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時０２分　再開 

○副議長（山上庄一君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　皆様、こんにちは。テ

レビをごらんの皆様もこんにちは。３番、原田

でございます。一般質問をさせていただきます。 

　まず、私は市長の政治姿勢についてというこ

とで、宿毛市の庁舎の移転についてでございま

すが、今回、私がお伺いしたかったことは、き

のう、きょうと、全て市長答えていただいてお

りますので、一番最初の市長の政治姿勢の、庁

舎についてのア、イは割愛させていただきます。 

　さらに細かい話があった場合は、委員会のほ

うで、また聞かせていただきますので、そのと

き、よろしくお願いします。 

　それでは、２番目の災害対策についての質問

をさせていただきます。 

　気象庁の南海トラフ地震警戒情報発令につい

て、という質問になりますが、南海トラフ地震

につながる可能性があります異常気象、異常現

象が、東海地方などで観測された際に、現在、

気象庁が臨時情報を国民に向けて発表するとい

うことでありますが、現在のところ、この気象

庁が発表する臨時情報に対しまして、宿毛市で

は、どのような対応をとっていく予定なのか、

お聞かせください。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　原田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　南海トラフ地震に関連する臨時情報が発表さ

れた場合の対応についてでございますが、まず、

議員より質問のありました南海トラフ地震に関

連する情報は、南海トラフ地震が発生する可能

性について、気象庁が専門家の議論に基づいて

発表するものでありまして、特に平時と比べて

地震の可能性が高まった場合には、臨時情報を

発表することとして、昨年の１１月より、運用

が開始されているところでございます。 

　この情報が発表された場合の対応につきまし

ては、現在、国がワーキンググループを設置し

て、ガイドラインを検討しているところであり
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ますが、高知県におきましては、ガイドライン

が示されるまでの当面の間の具体的な対応につ

きまして、県を中心に、今、協議がなされてい

るところでございます。 

　そういう状況であり、年内をめどに、県とし

ての方針が出される見込みとなっているところ

でございます。 

　今後、協議結果をもとに、宿毛市においての

対応方針を決定していきたいと考えております

ので、方針決定後、市民の皆様に周知を図って

いきたいと考えているところでございます。 

　また、当該情報につきましては、情報の意味

を正しく理解することが、何よりも重要であり

ますので、今後においては、関係機関と連携す

る中で、さまざまな機会を活用し、当該情報の

周知に努めてまいりたい、そのように考えてい

る状況でございます。 

　今はそういった状況だということで、御理解

願いたいと思います。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　再質問を一つさせてい

ただきます。 

　この警戒情報は、Ｌ２の地震を想定するもの

だと、私は認識しておりまして、さすがにこの

情報が出ると、初期の段階では、私もそう思い

ますが、相当数の方の避難希望者が発生すると

思うんですが、現在、宿毛市では、避難施設が、

この警戒情報にかかわらず、足りてないのは事

実だと思うんですが、これについて、市長はど

のように対応していくのか。これ、避難者、多

分出ると思いますので、そのあたりを聞かせて

ください。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　議員御指摘のとおり、こういった情報を発表

されたら、大変状況になるのではないかという

ふうに思うところでございます。 

　当該情報が気象庁より発表された場合、宿毛

市において、どの程度の住民が自主避難するの

かについて、現在の状況では、非常に予測しづ

らいところではありますが、議員が危惧されま

すように、自主避難者に対して、市内の避難所

の容量が、入るところの場所ですよね、容量が

不足することは考えられるところでございます。 

　議員も御承知のように、Ｌ２の南海トラフ地

震が発生すると、宿毛市内におきましては、避

難所の収容人数、逃げる方と、その逃げた方々

に入ってもらうところですね。その収容人数が、

約５，０００人程度不足する想定となっている

ところでございます。 

　現在、その対策といたしまして、防災セン

ターなどの整備も進めておりますが、それに加

えて、現在、今議会でも議論にあがっています

市役所庁舎、そして保育園などの公共施設の高

台移転を進めるところで補っていきたい、そう

いうふうに考えているところでございます。 

　また、並行して、避難所等の、被災後に必要

かつ広域で調整できる機能につきまして、幡多

地域において、広域調整をしているところでも

ございます。 

　ただ、広域調整につきましては、現状の想定

が、被災後の調整を中心としておりますので、

要するに、被災した後ですよね。これは被災す

る前の話ですので、今後、想定対象を、当該情

報が発表された場合へも、適用することについ

て、協議していただくよう、提案をしてまいり

たいというふうに考えておりますが、議員も御

存じのように、熊本地震では、津波とも別に、

地震でかなりの家が被害を受けられたというこ

とで、なかなか今までどおりに、広域で対応す

るということについても、いろいろな、また問

題が生じてくるのではないかというふうに想定
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しているところでもございます。 

　また、避難できる施設を確保することとあわ

せまして、開設した避難所をいかにスムーズに

運営していくかも重要なことでありますので、

この点につきましては、一昨年度より取り組み

を進めております、指定避難所における避難所

運営マニュアルの作成及び周知について、引き

続き取り組んでまいりたいというふうに考えて

おりまして、各地域であるとか、自主防災組織

であるとか、そういう方々の協力を得ながら、

できることから一つずつ進めている状況でござ

います。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　この臨時情報なんです

が、臨時情報ということがあること自体を、ま

だ知らない方々、たくさんいると思うんですね。 

　まずは、この臨時情報自体を説明していくと。

皆さんに周知していくということが、まず第一

歩かなと思っておりまして、今までは、震災が

あったときに、避難後、その震災後の避難のこ

とを考えて物事を進めていたわけですが、これ

があると、今度は事前に、被災したと同じパ

ターンを想定して、進めていかなきゃいけなく

なるんで、こういうことがあるということを、

まずお知らせを、何度かにわたってしておいて、

実際、そのときになったらパニックが起きない

ように、まずするというのが一番だと、僕は思

いましたね。 

　これで避難所がうまく運営できないようで

あったら、もう実際の被災した後に運営できま

せんので、ぜひここのところで、事前にうまく

マニュアル化していったらいいんじゃないかと

思いまして、この質問をさせていただきました。 

　次にまいります。 

　災害時の情報伝達について、お伺いいたしま

す。 

　避難情報や復旧時の情報伝達についてですが、

行政から市民への情報伝達手段につきましては、

宿毛市では、防災アプリを初めとして、フェイ

スブックなど、ＳＮＳによる伝達手段は、既に

複数、整備されておりますが、７月の、さきの

豪雨災害のときにおいても、一定、デジタル面

では機能を十分果たしたのではないかと認識し

ております。私も、それでほとんど情報をとる

ことができました。 

　ただ、この情報システムですが、市からの発

信だけとなっているところが多いと思っており

まして、ひとつ、市のフェイスブックでは、受

信もできるようになっているんですが、市民か

らの、今度は市が受信するシステムについて、

もう少し何かマニュアル化して使えるようにし

たらどうかと感じているんですが、市長のお考

えをお聞かせください。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　災害時の情報収集に、フェイスブックという

お言葉ありました。フェイスブックなどを活用

して、やってみてはどうかということだと思い

ます。特に向こうからの書き込みですよね。 

　災害時におきましては、市民のもとに、いか

に情報を届けるかと、あわせまして、被災状況

等の情報を、迅速かつ正確に、自分たちが得る、

取得していくことが非常に重要となりますが、

大規模な災害が発生しますと、市内全域の情報

を、行政職員のみで確認していくことは、非常

に困難となります。 

　先日の７月豪雨の際も、市役所庁舎の周りは

冠水しましたので、実際、市役所から出ること

もできなくて、なかなか情報が入ってこなかっ

たという一面も持っております。 

　そうした状況を考えますと、フェイスブック

など、ＳＮＳを活用した情報収集は、有用な手
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段の一つであるというふうに認識をしていると

ころでございます。 

　現在、宿毛市におきましても、災害時や、災

害が予見される場合、市から災害情報をフェイ

スブックに掲載しており、それに対して、市民

の方から書き込みをいただくことも可能な状況

とはなっておりますが、無制限での掲載を、相

手方に許可をいたしますと、必要な情報が逆に

埋もれてしまうということも危惧されますので、

今後におきましては、掲載に際しまして、一定

のルールの策定を含めまして、フェイスブック

による被害情報の収集について、検討をしてま

いりたいというふうに考えているところでござ

います。 

　先日、豪雨の際も、未明から雨が降り出した

と同時に、市役所のほうにもたくさんの電話が

入ってきました。本当に職員が対応し切れない

ぐらいの電話が入ってくると同時に、実は、私

自身の個人のＳＮＳに関しても、そことつな

がっている方々から、多くのメッセージや写真

が送って来られました。 

　一定、その写真を見て、どういう状況かとい

うことは把握できたんですが、残念なことに、

私も災対本部長として指揮をとっておりました

ので、それに一つずつ返すことはできなかった

んですが。 

　そういったことも含めて、いただく情報はあ

るんだけれども、こちらからはこういう情報し

か出せませんよとか、自分たちの中でも、ルー

ルづくりをさせていただいたところでございま

して、市役所として、一定のルールづくりをし

た上で、市民の方々に周知をして、使うことが

できれば、有効な手法になってくるというふう

に考えておりますので、今後、この点につきま

しては、検討をしてまいりたい、そのように考

えているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　市長のおっしゃるとお

りなんですが、フェイスブックやＳＮＳで情報

をとらないということが、もうできない状況に

なっているのは事実ですね。 

　それで、市長がフェイスブック持ってらっ

しゃるので、やはり市長のフェイスブックのと

ころにいろんな情報が、これも嫌でも集まっ

ちゃうんですね。であれば、何かのルールづく

りをして、市長のところに集まるんじゃなくて、

市が持っているものに集まるべきだという趣旨

もございました。 

　あとは、フェイスブックにわかりやすくする

ために特化したんですが、防災アプリ、これに

ついても、僕、間違ってたらあれなんですが、

多分、システム、簡単に言うとお金を追加して

いけば、システム上、行政間のやりとりができ

るんじゃないかと。通常のシステムだったらで

きると、僕は思っているので、そういう意味も

込めて、この質問でございました。 

　ここは以上でございます。 

　それで、一つ再質問をさせていただきたいん

ですが、デジタル化している現在ですけれども、

一方で、特に今回の豪雨災害のときに、特にお

年寄りの方、うちの親たちもそうなんですが、

防災無線を、もう絶対だと。防災無線が聞こえ

るか聞こえないかということを頼りにしている

お年寄りの方が多くて、毎回、こういう質問出

るんですけれども、スピーカーの設置はもう終

わったと。一定、終わったということなんです

が、やはりどうしてもスピーカーから離れられ

ない。防災無線が全てだという人がいるので、

いま一度、このスピーカーの増設、調査から含

めて、増設や、読み上げですね。通常の読み上

げと、防災関係のときの読み上げのパターンを

変えるとか、窓をあける時間をつくるような、

訓練も含めて、読み上げも、また一つ検討して
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いくべきではないかと思っておりますが、市長

のお考えをお聞かせください。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　災害時の情報伝達につきましては、議員もお

示しをいただいたところでございますが、平成

２７年度の整備事業により、新たな情報伝達シ

ステムの整備を、実施をさせていただきまして、

屋外スピーカーにつきましても、より高性能な

ものに変更を、整備させていただいているとこ

ろでございまして、以前よりも聞こえるように

なったとの評価もいただいているところでもご

ざいます。 

　しかしながら、昨今、気密性や、それから遮

音性の高い、そういった住宅が増加をしており

まして、７月８日の豪雨時には、風雨などの影

響もありまして、音声による放送のみでは、情

報伝達に限界があったのではないかというふう

に思っているところでもございます。 

　こういった課題の解消のため、宿毛市では、

宿毛市防災アプリ、こちらも御存じだと思いま

すが、このアプリを運用しておりまして、ス

マートフォンや携帯電話を媒体とした文字情報

での情報受信を推奨しているところでございま

す。 

　こういった状況でありますので、今後さらに

多くの皆様にアプリを登録していただくよう、

さまざまな機会を通しまして、加入を促進して

まいりたいと考えておりまして、防災スピー

カーの増設につきましては、今のところ計画し

ていないという現状は、引き続きそういった現

状でございます。 

　また、共助の取り組みといたしまして、災害

情報が出された場合に、御近所同士で声かけな

どをしていただくことも、避難行動をとるきっ

かけとなりますので、今後、自主防災組織等と

連携する中で、そういった意識の啓発にも努め

てまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

　先日、新聞等にも載っておりましたが、広島

のある地域で、事前に、誰が、地域の方が、自

分はどこどこの人が避難するのに、一人で避難

することが難しい方なので、そういう方を、誰

が実際、避難しないといけないという情報が出

たときには、連れていくかということを、もう

全部決めてたそうですね。 

　あなたは誰々さんところですよ、あなたは

誰々さんのところですよ。それが実際機能して、

家が何軒も潰れているんですが、誰も犠牲者を

出すことはなかったということが、新聞報道で

もなされておりました。 

　最後の最後は、やはりそこの自助、共助の部

分になってくるのかなというふうには考えてお

りますが、なおのこと、行政としても何ができ

るのか、しっかりと考えながらやっていきたい

というふうには思っているところでございます。 

　なお、津波情報の伝達システムといたしまし

ては、今年度より、高知県内で伝達サイレン音

等を統一化することとしておりますが、その中

で、津波に関する警報が切れるまで、繰り返し、

流し続けることや、大津波警報時には、音声内

容を命令口調、かなりきつい口調で、逃げなさ

いということで、そういった命令口調にするよ

うに、変更していることとしておりますので、

今後の変更内容の周知徹底を図ってまいりたい、

そういうことをしっかりと広報してまいりたい

というふうに考えております。 

　なお、うちの防災無線も、誰が言うと聞き取

りやすいかということをしっかりと検証しまし

て、できるだけ聞き取りやすく、放送を流せる

方に、今、放送をしていただいているところで

ございまして、いろいろ自分たちも、できる範

囲で努力を続けているところでございます。 
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　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　わかりました。一つの

努力では、成果にはつながらないのはよくわ

かっていますけれども、とにかくこの防災無線

には、本当に昔からのなれとか、こだわりとか

あって、質問している僕でも、想像を絶するぐ

らい、防災無線なんで、ぜひそこのところ、読

み方ですね、ピンポンと鳴って、あれっと思っ

て、窓をあけて聞く体制をとるまでに、もう半

分ぐらい終わっているのが現状なので、そのあ

たりを研究してもらうと、と思いまして、きょ

うはあえてこの質問をさせていただきました。 

　それでは、次の質問に移ります。 

　四国電力の貝塚の変電所の移転要望について、

お伺いいたします。 

　これまで、市長は、四国電力に対して、変電

所の移転要望を行ってきた経緯があると思いま

すが、四国電力側の今までの回答では、移転に

ついては、経費負担が困難であり、被災時は高

圧発電車を配置し、対応する、との回答が議事

録に載っておりました。 

　先日の北海道の地震の停電でも、停電した際

には、青森側から、本土側から電力を供給する、

バックアップシステムもあったようですが、そ

れも今回は機能しなかったということで、南海

トラフ地震で被害を受ける範囲は、とても広範

囲になりますので、発電車とか、それを補う数

量的な担保はされているのかという疑問に行き

つきました。 

　そのあたり、しっかりとした根拠を確認して

いく必要があると考えますが、今回、庁舎の移

転先などの用地、まだ半分、右側に用地がある

と思うんですけれども、この用地提供なども示

して、四国電力に対して、移転に向けた提案は

できないものかと思いますが、市長の御所見を

お聞かせください。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　四国電力の宿毛変電所に関しまして、これま

で移転に関する要望をしてきた経過の中で、四

国電力から示された被災時の高圧発電機を配置

した電力供給についての、数量的な担保につい

て。また、小深浦の用地を変電所として提供す

ることができないかという御提案でございます

ので、この点についてでございますが、南海ト

ラフ地震が発生した場合、四国電力の宿毛市内

の電力復旧につきましては、地震や津波により、

倒壊、流出した配電線などの復旧と、移動変圧

器等の設置による宿毛変電所の復旧を、道路啓

開後に、並行して実施することとなるようでご

ざいます。 

　配電線の復旧が完了するまでの、最短で２週

間程度の間に、宿毛変電所が復旧する想定と

なっております。要するに、宿毛変電所のほう

が、配電線の復旧よりも先に復旧するというこ

とになっているようでございます。 

　このことから、四国電力といたしましては、

災害復旧の過程で、宿毛変電所の被災があった

としても、電力供給に大きな支障を及ぼすもの

ではないと判断をしているところでございます。 

　また、変電車等の数量的な担保につきまして

は、四国電力にも確認しましたが、現在、四国

電力管内には高圧発電機車が２６台、低圧発電

機車が４８台ありまして、さらに災害の規模等

を考慮しながら、必要に応じて、全国の電力会

社に停電区域への配備についての応援を要請す

ることとしておりまして、配電線が復旧するま

での間、災害復旧拠点や、避難所等災害対応上、

重要な施設へ優先して供給することとしている

とのことでございました。 

　また、小深浦への高台移転につきましても、

意向を確認いたしたところでございますが、電

力復旧を主たる目的として、その復旧目的とし



－ 101 －

ては、移転は困難であるとの回答をいただいて

いるところでございます。 

　以上のような状況になっております。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　ただいまの答弁では、

四国電力の回答をいただいて、市長に答弁いた

だいたというふうに、僕は認識しているんです

が、災害で電源の喪失がありますと、避難生活、

被災してすごく大変な避難生活の中で、さらに

大きなダメージを加えられることになりますね、

電気がないと。 

　この四国電力の回答に対して、市長は今後、

移転要望、今後の市長のスタンスはどのように

考えているのか、お答えいただけますか。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　先ほど、少しお答えをさせていただいたこと

と重複をするわけですが、電力会社のほうから

の回答としては、要するに、配電線などが流さ

れるんじゃないかということで、そういったも

のを直す間に、変電所については、復旧ができ

るのでということで、変電所を高台に持って

いっても、余り効果は、市民の皆様に対しては、

効果としての影響はないよという答えでござい

ます。 

　そういった形の中で、変電所だけじゃなくて、

どういうふうな形をすれば、一日も早く復旧が

できるのかということを一緒になって考えてい

く中で、変電所、それが高台にあればいいん

じゃないですかということになれば、当然、そ

ちらについての要望を強く求めていきたいとい

うふうに思いますし、何よりも一日も早い復旧

に向けた取り組みについて、一緒になって考え

ていくようにしたいと思います。 

　それで、何かやれば、一日も早い復旧に資す

るということであれば、それは強く要望してま

いりたいというふうに考えているところでござ

います。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　理解しました。よくわ

かりました。 

　それでは、災害系の質問はこれで終了いたし

まして、続きまして、観光振興についてお伺い

します。 

　午後なんで、何となく重い空気になってきて

いる感じがしましてね。副市長なんか、下向い

ちゃって、重くなっているので、少しここ、テ

ンションを上げて。観光振興なんで、テンショ

ンを上げていきたいと思います。 

　それでは、観光振興についてですが、ＬＣＣ

の就航と、宿毛市の観光振興について、お伺い

します。 

　格安航空会社のジェットスタージャパンが、

ことし１２月に高知空港と成田と関西空港の間

で、これの定期路線を就航することとなりまし

て、成田線の最安値が、あくまでも最安値です

が、４，９９０円となるそうです。 

　このＬＣＣの就航により、国内外の観光客、

特に訪日客、外国人観光客をどう取り込んでい

くかが、宿毛市においても新たな観光振興の

テーマになると考えられます。 

　そして、松山の既存路線であります北海道、

沖縄、各国際線を含めれば、旅行者のマーケッ

トはさらに拡大していくこととなりますが、こ

のＬＣＣの就航について、市長はどのように捉

えているのかお聞かせください。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　私もＬＣＣ利用したこともございますし、今

回、新聞報道の記事も見させていただきました

が、これが、今回はジェットスタージャパンと
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いうことで、非常にまた格好のいい機体で、い

ろんな意味でわくわくするような記事だなとい

うふうに感じたところでございます。 

　格安航空会社の就航によりまして、現在、定

期路線のない成田空港や関西空港とつながるこ

ととなり、高知県全体の観光振興にとって、非

常に大きな追い風になると、そのように私自身

も期待をしているところでございます。 

　また、ことし２年目を迎える「志国高知　幕

末維新博」、こちらの効果もございまして、こ

れまでになく、県外はもちろん、国外からも多

くの観光客の皆さんに、高知県へお越しいただ

いておりまして、さらに来年２月からは、食や

自然体験にスポットを当てた、ポスト幕末維新

博が開幕することとなっております。 

　本市といたしましては、これまで幕末維新博

の取り組みの中で、林邸の改修や、そしてダッ

トサン展示イベント、宿毛歴史館を中心とした

歴史資源の磨き上げなどを行いながら、観光振

興に取り組んでまいりましたので、こういった

取り組みを継続しながら、さらに本市の強みで

ある釣りや、そしてスキューバーダイビングと

いったマリンレジャーを初めとする、海、山、

川の豊かな自然を生かした体験型観光につなげ

ていきたい、そのように強く思っている、考え

ているところでございます。 

　具体的には、スタンドアップパドルボードや、

これも最近はメジャーになっているところでご

ざいますが、そういったサーフボードの大きい

ようなものの上に立って、パドルでこいで遊ん

だり、そういった体験をするものや、それから

ウオーターホイールと言いまして、大きなタイ

ヤのような中で、人が入って転がしながら、余

り表現はよくないかもしれませんが、ハツカネ

ズミとかハムスターがやっているような形、あ

んな感じで海の上で遊ぶようなものであるとか、

そういったものをぜひ取り入れて、気軽にマリ

ンレジャーが楽しめる仕組みづくりの構築。ま

た、昨年、オリンピック、パラリンピックのホ

ストタウンとして登録もさせていただいた上で、

サイクリングオランダ女子ナショナルチームの

強化合宿も招致をしたところでございますが、

宿毛の自然を丸ごと楽しめる、そんなサイクリ

ングコースのプランニングであるとか、また、

宿毛市の大自然を最大限に楽しんでいただける

ような、そんな取り組みを、ぜひ考えていきた

いなというふうに思っているところでございま

して、少しずつ、もう既に準備を進めさせてい

ただいているところでございます。 

　御承知のとおり、四国西南地域は、交通アク

セスの面で、どうしても首都圏などから時間が

かかってしまいますが、今回、人気の高い格安

航空会社が就航することで、新たな流れが期待

できますので、まずは高知県や幡多６市町村、

そしてお隣の愛南町と、そういったところなど

と連携を図りながら、四国西南地域への誘客と

合わせて、宿毛市のＰＲ活動に取り組んでまい

りたいというふうに考えているところでござい

ます。 

　先日の地震もありましたので、現在、どうい

う状況になっているのかはちょっとわかりませ

んが、地震前、それから台風が襲来する前は、

関西圏域は、もうこれ以上入れないぐらい、イ

ンバウンドのお客さんたちがたくさん入ってて、

せっかく、これ以上入ってきたいのに入れない

お客さんを、特にアジアであるとか、海外の

方々を、どこの地域で受け入れをしていくのか、

というのが一つの問題になっているというお話

も、るる聞いているところでございまして、そ

ういった方々を、ぜひ高知県に来ていただける、

そんな一つのきっかけに、大きなツールになる

のではないかなというふうに思っておりまして、

就航、本当に喜んでいるところでございます。 

　以上でございます。 
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○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　このＬＣＣの就航で恩

恵を受けるのは、このままでいくと大半が、高

知県でいったら高知市内になってしまうとは思

うんですが、どうやって幡多地域まで人、お客

さんを引っ張ってくるかと考えると、やはり市

長の自転車もそうなんですけれども、一部の特

化したマニア、いわゆるマニアの方々ですね、

趣味のマニアの方たちを徹底的に呼び込むとい

うのが、最前の手だと思っておりまして、次の

質問に移るんですが。 

　結局、僕は、観光といったら、次の質問をし

たいだけなんですけれども。絶対、宿毛市では、

やっぱり釣りしかないと。日に日に思っており

まして、ちょっときょうも質問させていただき

ますが。 

　現在、宿毛市には、沖の島、鵜来島と内湾を

含めて約２０業者ほど、遊漁船業者があるんで

すが、移住して遊漁船業者を営んでいる方も、

もういるぐらいですから、これまで、行政は、

釣りは一部のプロとマニアの趣味であって、沖

の島、鵜来島に関しては、一定の知名度も定着

しているんじゃないかという認識の中から、関

係業者と協働で、現状の調査や、今後の可能性

とか、具体的な、市長が進める「自転車のまち

計画」でしたっけ、そのような形で、調査関係

はしたことないと思うんですね。 

　今、全国的には、大きな港の二次利用の推進

として、沖の防波堤、沖にある一文字防波堤を

釣り客へ開放するような動きも、日本の中で活

発化しております。 

　その中で、高知県でも、任意ではありますが、

よく新聞で、今、出ております釣りバカ日誌の

黒笹さんとか、県議の有志の皆様とか、国交省

の関係者の方まで、釣りで高知県の観光振興を

強化したいという動きがあるらしいです。 

　これは実際に聞きました。 

　そこで提案なんですけれども、宿毛市の釣り

を活用した観光振興計画というものを、一から、

調査から、関係業者さんと協働でつくっていっ

て、僕、これ何回もシリーズのように言ってい

ますけれども、本当にそれが効果があるのかど

うかというところまで、ぜひやっていただきた

いんですよね。 

　その意味も込めて、成功しますと、少なくて

も釣り客で年間５万人、うまくいけば、同行者

などで１０万人とか、キャパ的には十分、可能

性がありますので、このあたりについて、市長、

どのように、僕がもう、毎回毎回、釣りの質問

をすることに対して、どのようにお考えなのか、

きょうはちょっと詳しく答えていただきたいん

で。いい答えをいただいたら、もう二度としま

せんから、この質問は。 

　ぜひ、よろしくお願いします。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　一定、質問等、聞き取りもさせていただいた

のですが、そこまで強い思いのある質問だとい

うふうに聞いてなかったので、今ちょっと、ど

きどきしながら答弁をさせていただきたいなと

いうふうに思いますが。 

　先ほどありました自転車に関しましては、国

のほうが、議員立法という形ではありますが、

自転車活用推進法というのが施行されておりま

して、これに基づいて、国土交通省の中に、推

進室のほうも構えられたという形の中で、国全

体の動きの中で、若干、先行してますが、うち

のほうがそういった計画を、今、つくるように

させていただいております。 

　これから、全国的にはスタンダードになって

いくのだろうとは思いますが、何事も先にやっ

たものが目立ちますし、効果も大きいと思いま

すので、先に取り組みをさせていただいている
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ところでございます。 

　そういった形の中で、一定、お答えをさせて

いただきたいと思います。 

　御承知のとおり、宿毛湾は、以前から良質の

魚場として知られておりまして、１年を通して、

多くの釣り客にお越しをいただいているところ

でございます。 

　また、観光協会や釣り具メーカーの御尽力も

ありまして、毎年、チヌやグレ釣り大会が開催

されるなど、釣りファンの人気スポットにも

なっているところでございまして、議員が一番

御承知のところでございます。 

　議員のお話にもありましたが、特に今回は宿

毛新港の話になろうかと思いますが、港湾施設

の２次利用についても、国土交通省の高知港湾

空港整備事務所所長から、直接、湾港における

釣り施設や、既存の防波堤の利活用を、前向き

に進めていきたいと、直接、お話をお聞きした

ところでございまして、この点について、かな

り現実味を帯びてきたのかなというふうに思っ

ているところでございます。 

　本市では、当然、先ほども言わさせていただ

きましたが、新港の沖にあります防波堤の利活

用が、非常に効果的だというふうなことで、候

補になろうかと思っております。 

　この防波堤が釣り施設として活用できるよう

になれば、人気のポイントとなることが期待で

きますので、活用方法について、管理者である

高知県や市内の遊漁関係者の方々との協議をし

てまいりたいというふうに考えております。 

　協議というか、調整になろうかと思います。

どういったルールづくりをして活用できるのか

というのを、こちらの釣り関係者の方々と、

しっかりと協議を、まずしないといけない。地

元として、かたまらないといけないというふう

に思っています。 

　そういった上で、その施設については、今

言ったように、かなり期待ができる状況ですの

で、ぜひ使わせていただけるように、もう既に

申し入れをさせていただいているところでござ

います。 

　聞くところによると、防波堤というのは、で

きてから数年の間が、やたらと釣果が上がると

いうふうに聞いていますので、できるだけ早い

段階で、工事が終わったらすぐ、上にあがって

釣れるようなことができないか、そんなふうに

も考えているところでございますので、ぜひお

力をかりたいというふうに思っているところで

ございます。 

　また、議員御提案の、釣りを活用した観光振

興計画の策定ということでございますが、御指

摘のとおり、お越しいただいている釣り客の状

況や、遊漁関係者の方々の、そういったニーズ

など、具体的な内容について、十分に把握でき

ているかといわれると、把握できてない状況で

ございます。 

　まずは、こういったニーズを把握した上で、

調査もしていかないといけないというふうに

思っておりまして、そういったことの洗い出し

等も、これから進めてまいりたい、そのように

考えているところでございます。 

　今回だけといわずに、これからもぜひ、御指

摘等がありましたら、質問という形の中で、し

ていただければ、自分たちも逆に刺激を受けて、

しっかりと取り組みができるというふうに考え

ておりますので、一般質問じゃなくても、ぜひ

そういった形で御協力を願いたいというふうに

考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　納得いく答弁いただけ

ました。 

　宿毛市の釣りは、本当に未来永劫、宿毛市の

観光の核となっていけるというふうに、僕は確
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信しておりますので、ぜひその基礎となる振興

計画のようなものを、調査からですよね、まず

は。原田の言っていることは間違いだったとい

うことも含めて、調査から入っていただきたい

と思います。 

　よろしくお願いします。 

　それでは、今度は、教育行政について、教育

長にお伺いいたします。 

　最初に、小中学生のスマホ・ネット依存につ

いて、お伺いいたします。 

　先月、新聞ですが、厚生労働省の研究班によ

る調査の中で、病的なネット依存の中高生は、

約９３万人という数字が出されておりました。 

　それは、現在の中高生全体の７分の１にあた

るようで、スマホを持つ大半の生徒が、依存症

の危機に直面しているという記事でございまし

た。 

　実は、私も何かちょっと気になって、よくい

じったりする、それが依存症の予備軍というこ

とですが。 

　この現象は、年々、年を追うごとに低年齢化

しておりまして、小学校の段階で、スマホの取

り扱いに、もう指導をしていく必要があるので

はないかということも言われております。 

　対応が急がれるこの件につきまして、市内小

中学生に対して、依存症に対する取り組み、ど

のようなことを行っているのか。そして、今後

は、どのように対応していくのか、お聞かせく

ださい。 

○副議長（山上庄一君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、３番議員の

一般質問にお答え申し上げます。 

　小中学生に対するスマホ・ネット依存の予防

について、御質問いただきました。 

　スマートフォンやインターネットにつきまし

ては、上手に活用すれば、非常に有効なもので

あるというふうに考えておりますが、一方で、

さまざまな課題が指摘されていることも事実で

ございます。 

　このため、使い方によって、どのような問題

を引き起こすことがあるのか、あるいは情報化

社会において、適切に活用するための方法など、

情報モラルについて学ぶことが、非常に重要で

ございまして、依存予防にもつながるものであ

るというふうに考えております。 

　情報モラル教育につきましては、宿毛市では、

以前より青少年育成センターが中心となって、

積極的に推進をいたしております。 

　昨年度も市内６校で情報モラル教室を開催し

ておりまして、学校によっては、参観日に合わ

せて実施し、児童生徒だけでなく、保護者の皆

さんに対しても、啓発活動を行っているところ

でございます。 

　また、議員も御承知のように、毎年、市内中

学校の生徒会が一堂に会して実施をしておりま

す、宿毛きびなごフォーラムにおきましても、

昨年度まで、携帯、スマホのルールづくりにつ

いて議論がなされ、昨年度末には、子供たちの

手で、宿っ子ネットに関する７カ条という、市

内小中学校の児童生徒が守るべきルールが制定

をされました。 

　そして、これは小学校の５年生以上の児童に

も、全員に配布をさせていただいているところ

であります。 

　その他にも、中学校生徒会執行部有志が出演

をして、宿毛市オリジナルの情報モラルビデオ

を作成するなど、さまざまな活動を行っており

ます。 

　今後におきましても、継続して行動を行うこ

とが非常に重要であるというふうに考えており

ますので、引き続き取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 
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○３番（原田秀明君）　再質問を一つさせてい

ただきます。 

　９月ということで、いつも９月、私、いじめ

の質問をさせていただくんですが。 

　ネット上のいじめや誹謗中傷、たくさんある

と思うんですけれども、これらや、悩みなどの、

生徒からの抽出方法、手段についてお伺いしま

すが、これまでの私の質問の中での答弁は、電

話相談やアンケートなどということでしたが、

何か新しい手段は、私が質問したネットアプリ

なんかで、新しい手段は検討していただけまし

たでしょうか。お聞かせください。 

○副議長（山上庄一君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、再質問にお

答え申し上げます。 

　いじめ等の相談方法に、新たな手段を加えた

かとの御質問でございます。 

　以前にも議員から御質問をいただきまして、

国等が試験的に取り組む状況等を見きわめる中

で、宿毛市としても検討してまいりたいという

ふうに答えてまいったところでございますけれ

ども。 

　現在も、宿毛市では相談体制については、電

話以外の手段を使っての受付はできていないと

いう状況でございます。 

　ＳＮＳ等を活用した相談体制の構築につきま

しては、国におきましても、本年３月末に、い

じめ防止対策協議会が、当面の考え方について

の最終報告を行いまして、それを受け、平成３

０年度より補助事業を実施をいたしております。 

　なお、この補助事業の実施主体は、原則とし

て都道府県及び指定都市となっておりまして、

高知県におきましては、この国の事業を活用い

たしまして、ＳＮＳを活用した相談体制を、先

月８月末から６０日間、及び１２月末からの３

０日間で、全公立高等学校と特別支援学校高等

部を対象として、試験的に実施をいたしている

ところであります。 

　本市におきましても、引き続き、有効な手段

を検討する必要があるというふうには認識をい

たしておりますので、以前も申し上げましたけ

れども、国の取り組みはもとより、高知県が実

施している事業の結果でありますとか、あるい

は実施する場合の財源等も含めて、情報収集を

行ってまいりたいというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　研究して、できれば早

く、また別の手段をつくってほしいんですが。 

　こうやって私と教育長が、年ごとに質問、答

弁をやっている間でも、全国では悲しい事件が

とまらず起きていますので、宿毛市では、そう

いうことは絶対ないとかいうことはあり得ませ

んので、ぜひこれは前向きに検討していただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

　続きまして、教育施設のエアコンの設置につ

いてでございます。 

　先ほどの川村議員のところで、何か消化不良

があったような感じですので、一つだけ簡単に

答えてください。 

　小学生の普通教室、特別教室も含めて６％と

いう数字だったみたいですけれども、６０％の

聞き間違いかなと思ったぐらいでしたが、もう

来年度１００％にするという答えが、川村さん

のところで出ると思ったんですが、そのあたり

お聞かせください。 

○副議長（山上庄一君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、お答え申し

上げます。 

　空調機の設置についての御質問でございます。

先ほど、川村議員も御指摘がございましたよう

に、特に近年、日本列島、非常に猛暑が続いて、

毎年、前年に比べても暑さが厳しくなっている

ような感じがございます。 



－ 107 －

　そういった中で、これまで教育委員会といた

しましても、小中学校の児童生徒に対して、エ

アコン漬けになっていいのかと。今や、各御家

庭でもエアコンが、ほぼ整備されているような

状況の中で、四六時中エアコン漬けがいいのか

というような議論は、過去にはございましたけ

れども、そういったことが言っておれないよう

な、愛知県豊田市の状況もございますけれども、

学校内、教室内においても、現状は熱中症の危

険もある、そういう状況もございまして、そう

いったこと。 

　それから、子供たちの、いわゆる効率的な学

習ができる環境ということで、市長部局の御理

解もいただきまして、中学校につきましては、

先ほど、川村議員にも御答弁申し上げましたよ

うに、平成２９年度に１００％、通常授業を受

ける普通教室では整備をいたしているところで

ございますけれども、小学校につきましては、

大変申しわけないんですけれども、先ほど御答

弁申し上げましたように、現状は６％というこ

とで、普通教室には、ほぼ整備できていないと

いう状況でございます。 

　そういったことから、今回、愛知県豊田市の

状況も受けて、国においても、来年の夏までに

は、全国の公立の小中学校全てということでご

ざいますけれども、一方で、この事業を整備す

るに当たっては、国の補助制度はございますけ

れども、これが補助率３分の１でございます。 

　したがいまして、３分の２は市の一般財源を

充当しなきゃいけない。 

　今、中学校では、約４，０００万程度でござ

いましたけれども、普通教室に。小学校で、今、

試算をいたしますと、約１億４，０００万程度

かかる。そうしますと、一般財源ベースでも、

１億近い一般財源が必要になってまいります。 

　そういったこともありまして、国の方針は当

然であろうと思いますけれども、我々、これか

ら市長部局とも十分協議を重ねて、できるだけ

早く整備できるように取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　わかりました。短い質

問で、たくさん答えいただいてありがとうござ

いました。ぜひエアコンの設置、よろしくお願

いします。 

　続きまして、宿毛市総合運動公園の体育館、

武道場ですか、そこのエアコンの設置について、

お伺いします。 

　先月、私は震災前と震災後の同じ場所、熊本

県の玉名市というところの総合体育館に行く機

会がありまして、そこは被災したんですが、被

災した建物は既存のままの補修でしたが、内部

に体育館特有のハイブリット空調システム、す

ごい最新の空調システムが設置されておりまし

て、前回行ったときは、熊本ですからすごい暑

くて、今回行ったときは、風を感じないのにす

ごく涼しくて、これはすばらしいなというのを

実感してまいりました。 

　教育長もさっき言ってたんですけれども、昔

はエアコンは、ちょっとぜいたく品だとか、こ

ういう部分には、ちょっとというのがあったん

ですが、今ではもう、エアコンないと、体育館

でいえば、利用者に、耐えがたい夏なんかは、

苦痛を与えてしまうし、それこそ救急車で運ば

れる可能性も出るくらいな暑さでありまして、

このあたり見直していかなければなと。玉名の

体育館に行ったときに、切に感じました。 

　スポーツ面からでもそうなんですが、大規模

災害時には、幡多地域の防災拠点となります施

設であることから、芳奈の体育館と武道場には、

何かの有利な起債を調査して、エアコンの設置

はできないかと考えますが、スポーツ系に関し

ては教育長、幡多地域の防災拠点という意味で
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は、市長のほうに御答弁をお願いします。 

　以上です。 

○副議長（山上庄一君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、お答え申し

上げます。 

　総合運動公園市民体育館へのエアコンの設置

について、御質問いただきました。 

　市民体育館は、２００２年よさこい高知国体

に合わせて整備をされまして、年間を通じて、

市内外の多くの方々に御利用をいただいている

ところでございます。 

　本体育館内のエアコン整備につきましては、

会議室や事務所等には設置をされておりますけ

れども、議員御指摘のように、アリーナと武道

場には整備をされていないのが現状でございま

す。 

　近年は、特に夏場の気温が高いことから、利

用者の皆さんには、適宜水分補給をするなどの

注意喚起をしているところでございますけれど

も、その中で、本市といたしましても、熱中症

対策の一環として、本年度、大型扇風機１台を

購入し、先日行われました日本文理大学レスリ

ング部の合宿でも活用していただいたところで

ございます。 

　エアコン設備の必要性につきましては、熱中

症対策はもとより、さらなるスポーツの普及や、

各種スポーツ大会、合宿誘致等に向けて効果的

であると認識をいたしておりますけれども、先

ほど御紹介いただきました、熊本県玉名市の体

育館における総工事費は、約１億７，２００万

円というふうにお聞きをいたしております。 

　教育委員会といたしましては、野球場等他の

老朽化した既存施設の修繕等との優先順位を考

慮しながら、また有利な助成制度がないかなど

も含め、市長部局とも十分協議を重ねる中で、

さまざまな観点から、研究をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　続けてお答えをさせて

いただきます。 

　総合運動公園市民体育館にエアコンを設置す

ることということですが、ここにエアコンを設

置することは、施設利用上、災害対策上、非常

に有用なものであるというふうに認識を、私も

しております。あったほうがいいだろうなと、

当然、思っております。 

　そういった認識ではございますが、現在、宿

毛市総合運動公園は、宿毛市防災計画において、

防災拠点として位置づけられておりますが、現

状の位置づけにおいては、防災拠点という位置

づけにおいては、エアコン設置に関して、防災

上の補助金や、有利な起債はないという状況と

なっております。 

　さらに、設置後においても、多額のランニン

グコストが生じてしまうこととなりますので、

設置に際しては、慎重に判断する必要があると

いうふうに考えているところでございまして、

なおのこと、今後も何かないかということで、

研究は続けていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

　以上です。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　この件については、予

算のかかることですので、一足飛びにはいかな

いことは承知しておりますが、特に気象に関し

ては、今の常識が通用しなくなっている状態な

ので、ここはどうぞ研究していただけたらと思

います。 

　続きまして、色覚チョークの導入について、

お伺いいたします。 

　この色覚チョークというものですが、いわゆ

る学校の黒板に書くチョークの話でございます。 

　全国では、先天的に色の見え方が違う方が、
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約３００万人いらっしゃるという、これネット

で調べたんですが、ことでございました。 

　平成１５年度以降、学校での健康診断で、色

覚検査が必須事項から外れたということも伺っ

ておりまして、子供たちの中には、自分の色覚

がちょっと、色覚障害があることにも気づいて

いない方もいるという話でございます。 

　そのような観点から、小学校の誰もが、どの

生徒も黒板が見やすく、書かれた字が見やすく

なるような配慮をしたらどうかと思いまして、

この色覚チョークというものを、私、発見した

んですが、これ、導入してみたらどうかと考え

ておりまして、教育長の御所見をお伺いいたし

ます。 

○副議長（山上庄一君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、お答え申し

上げます。 

　色覚検査につきましては、議員御指摘のとお

り、現在は健康診断の項目から外れております。

しかしながら、市内の学校におきましては、色

覚検査表を使いまして、任意で色覚検査を行っ

ている状況でございます。 

　小学生につきましては、ほぼ全ての児童が検

査を受けておりまして、児童生徒の色覚特性に

つきましては、学校で把握できていると報告を

受けております。 

　色覚チョークにつきましては、通常のチョー

クと違い、明るさや彩りに差をつけ、色覚に特

性をもつ方に対して、見えやすくつくられた

チョーク、先ほど御指摘あったとおりでござい

ます。 

　現在、宿毛市内の小中学校におきましては、

色覚チョークの導入をしている学校はございま

せんけれども、色によっては、蛍光色チョーク

の使用を初め、色使いや書き方に配慮するなど、

学校それぞれ工夫をしながら、授業を行ってお

ります。 

　今後、色覚チョークの導入も視野に入れなが

ら、状況に応じて、児童生徒に見えやすく、わ

かりやすい授業づくりを進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　色覚チョークは、以上

で理解しました。 

　続きまして、最後に、スポーツ振興について、

お伺いいたします。 

　総合型地域スポーツクラブについて、お伺い

しますが、この宿毛市も総合型地域スポーツク

ラブで、スポレクすくもという名称で、団体を

設立していると思いますが、その設立の目的と、

現在の運営はどのようになっているのか、お聞

かせください。 

○副議長（山上庄一君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、お答え申し

上げます。 

　総合型地域スポーツクラブ、スポレクすくも

についての御質問をいただきました。 

　スポレクすくもは、自主運営によるスポーツ

を中心とした活動を通し、会員の健康づくりや、

世代間の交流を推進するとともに、他の関係団

体と連携し、地域社会における生涯スポーツの

発展に寄与することを目的として、平成１９年

２月２３日に設立をされました。 

　具体的には、各種スポーツ教室、スポーツイ

ベントを実施することにより、これまでスポー

ツに親しむことが少なかった市民に対して、自

分に合ったスポーツを楽しんでもらうとともに、

子供から高齢者までの幅広い世代間の交流を深

め、スポーツによる健康増進と、地域の活性化

を目指しております。 

　現在、構成団体でございます宿毛市体育協会

のメンバーが中心となりまして活動を行ってお

り、本年度の実績といたしましては、和田体育
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館において、毎週水曜日にシニアの方を対象と

した体力づくり教室、これエアロビ体操等でご

ざいますけれども、を開催しております。 

　また、７月、８月の夏休み期間中には、小学

生を対象としたスポーツ教室、バドミントン、

バレーボール、バスケットボール等でございま

すけれども、も開催をいたしました。 

　さらに、教育委員会及び宿毛商工会議所との

三者による共催事業として、ジュニア駅伝大会

の開催や、今年度は中止になりましたけれども、

松田川での親子カヌー教室なども、例年開催し

ているところでございます。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　教育長がお話しいただ

いたように、宿毛市も国の設立趣旨に沿って、

総合型地域スポーツクラブのスポレクすくもを

立ち上げたようですが、この団体が宿毛市のス

ポーツ全般を牽引していただきたいと思いまし

て、次の質問をさせていただきます。 

　地域おこし協力隊の給料の増額についてと、

質問だけ見ると、余り関係ないんじゃないかみ

たいに思いますけれども、前段に絡めて、今年

度の地域おこし協力隊員で、スポーツ振興室で

募集があったと思うんですが、この件につきま

しては、現在も採用に至っていないという報告

を受けております。 

　その主な原因が、採用条件のハードルが高過

ぎたからではないかというお話もいただいたん

ですが、私はそうではないと思っておりまして、

むしろ賃金が追いついていってないんじゃない

かというふうに思っております。 

　この採用できないことを、結果できてないん

ですから、マイナスと捉えずに、これを機会に、

地域おこし協力隊の給料を増額して、総合型地

域スポーツクラブの運営を将来託すと。宿毛の

スポーツ全般を担ってもらうというような採用

にしたらどうかと思いまして、協力隊員の給料

の増額ですね、これについて質問をいたします。 

　将来的には、今、中学校で、部活がなかなか、

皆さん選べないようになってて、校区を超えて

いくような現象も起きておりますので、総合型

地域スポーツクラブと、学校と、またはクラブ

の関係者とか、外部指導員なんかが、総合型地

域スポーツクラブを中心に連携をとって、みな

し部活動のようなものが進めていけるような、

基礎となる人材を、改めて確保したらどうかと

思いました、この質問をいたしました。 

　教育長の御所見をお聞かせください。 

○副議長（山上庄一君）　教育長。 

○教育長（出口君男君）　教育長、お答え申し

上げます。 

　地域おこし協力隊の報償費、いわゆる給料の

増額についての御質問でございます。 

　議員御指摘のように、本市では、本年度から

スポーツ振興分野において、２名の地域おこし

協力隊の募集をしているところでありますが、

御指摘のように、現在においても、まだ応募が

ない状況でございます。 

　そういったことから、教育委員会といたしま

しては、採用条件の部分で、議員のほうは直接

的な影響ではないのではないかという御指摘で

したけれども、教育委員会としては、必須とし

ておりました旅行会社や広告代理店等での実務

経験等の項目、そういったものは撤廃をして、

条件を緩和をするとともに、情報発信につきま

しても、本市のホームページだけでなく、東京

や大阪で開催される移住定住イベントにおける

ＰＲ活動を初め、一般社団法人移住交流推進機

構が運営をする地域おこし協力隊ポータルサイ

トへの掲載など、募集に向けた取り組みを行っ

ているところでございます。 

　現在、本市における地域おこし協力隊の報償

費は、月額で１６万５，０００円になっており
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まして、年額にいたしますと１９８万円でござ

います。 

　この算定根拠は特別交付税措置の対象となる

基準額が、隊員一人当たり、年額報償費２００

万円と規定されているためで、地域おこし協力

隊の活動に係る経費については、この報償費の

ほかに、その他の経費として２００万円が認め

られておりまして、総額で４００万円が上限と

なっております。 

　議員御指摘のように、学校のクラブ活動との

連携等を初め、スポーツ施設の利用促進、ある

いは各種スポーツ大会や合宿の誘致等、宿毛市

のスポーツ振興全般を担っていただけるような

優秀な人材を確保するためには、先ほど御説明

いたしました基準額に加え、別途増額をして、

一定の報償額を提示していくことも一つの方法

であろうというように考えております。 

　今は、いずれにいたしましても、今、募集を

いたしておりますので、ＰＲ活動を継続しなが

ら、一日も早く本市のスポーツ振興に取り組ん

でいただける隊員の確保に向け、鋭意取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（山上庄一君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　答弁ありがとうござい

ました。 

　これ、わかりやすく宿毛市で説明させてもら

いますと、宿毛市観光協会のように、要するに

社団法人化でもしていただいて、組織として運

営していただくと。 

　その人材の基礎となる人を募集したらどうか

ということで、成功できると思います。それに

は、内容のハードルではなくて、前職何やって

たかとか、余り関係ないんですね。問題は、そ

の賃金で働こう、その賃金なら働いてもいい、

移住してきてもいいと思える賃金を出すことか

ら始まるんで、前職なんか何でもいいと。むし

ろ知らないほうがいい場合もありますので、ぜ

ひ、私の質問の趣旨はそこですので、ちょっと

上げるとか、中の揺り動かしでちょっと上げる

とかいう世界じゃなくて、もう何かを担うため

に、それに見合った、その賃金ならやるという

人材を確保する募集をしてほしいということで

ございます。 

　それでは、以上で私の全ての質問を終了させ

ていただきます。 

　どうもありがとうございました。 

○副議長（山上庄一君）　この際、１０分間休

憩いたします。 

午後　２時１０分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時２６分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　報道機関から、議場の撮影の申し入れがあり

ましたので、議長はこれを許可いたしました。 

　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　皆様、こんにちは。本

日は、川田栄子、新庁舎建設問題について、た

び重なる、市長には御答弁になりますけれども、

市民の関心が高いこの新庁舎建設問題について、

質問をさせていただきます。 

　今回、庁舎建設問題という、市民全体の課題

に、どのような政策で対応すれば効果が上がる

かは、未来予想であります。常に不確実であり

ますが、つまり、どちらも正解がない課題であ

ります。 

　つまり、どちらも正解がわからないが、対応

をしなければならないわけであります。それは、

多面的な検討、つまり議論して決断するしかあ

りません。決断ありきの意思決定はしないこと

が重要です。よい意味で関係性、コミュニケー

ション形態を、余白がある状態にしていく必要

があります。 
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　しかし、きのうの答弁は、私が決めた、丁寧

に説明していく、理解を求める、などの言葉が

多く聞こえてきました。 

　市民からは、３，０００名の署名を添えて、

請願書も届いております。請願書とし、議案と

してもらうことは、議論を表に出すということ

です。そのことを、市長として理解するために

は、頭の中をリセットしなくてはならないこと

です。自分の考えを押しつけることとは違いま

す。 

　庁舎は、宿毛のシンボルです。どうあればい

いのか、ともに考える仲間であります。議員の

後ろには、多くの有権者がついております。大

事業というのにもかかわらず、駆け足で計画を

進めていると感じております。 

　市民の声も、建てかえ問題について、余りに

も拙速過ぎる。結論ありきの意思決定は、市民

を無視した進め方ではないかと思う。市民の声

も多数聞かれております。 

　近隣市町村の庁舎問題を見ると、黒潮町は、

２０年、２１年に庁舎建設委員が市長の諮問に

答申しました。２５年に基本計画へと進んでお

ります。 

　香南市では、２７、２８年に建設委員が答申

して、３０、３１年に庁舎完成予定となってお

ります。 

　既に完成している四万十市は、現地調査と移

転建設をかけて、選挙で戦いました。 

　中土佐町では、２３年に何カ所か高台調査を、

２４年に審議会答申、２５年に答申結果を議論

し、６月の定例議会で住民投票条例を可決しま

した。９月議会で議会も同調し、答申案尊重と

なりました。用地は２５年土木設計、２７年実

施設計、２８年基本設計、２９年実施設計、庁

舎、消防、保育所完成の６１億円の大規模事業

は、３２年完成と聞いております。 

　建設すれば、５０年、６０年と長く存在する

庁舎であります。どこでも、しっかり時間をか

けて、慎重に進めています。 

　市民は、市のやり方は、緊急性や財源の期限

を人質にとっているようだと。財政は大事であ

るが、補助金目当てだけで建てかえ時期を考え

ているのか。また、不便で行きたくない場所だ、

高台ありきの候補地だと、市民の声に厳しいも

のがあります。 

　耳ざわりのよくない言葉こそ、そしゃくする

必要があります。市民としっかり向き合って、

理解をしてもらうためには、市民を理解する必

要があるのではと考えます。 

　質問に入ります。 

　最初に、意見交換会の資料について。防災、

減災にどのくらい効果があるかなどの数字を出

し、判断を求めることをやるべきだと伝えまし

た。数字が出ていれば、教えてもらえればと

思っております。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　通告内容と違ってまし

て。 

　それとあと、もし構わなければ、反問権、構

いませんか。 

　何を質問されているのか、理解ができないの

で、何を質問しているのか、少しわかりやすく

いっていただけますでしょうか。 

　よろしくお願いします。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　質問資料に、意見交換

会の資料について、防災減災にどのくらい効果

があるかなどの数字を入れておくべきだと、私

は聞き取りのときに話をしました。 

　その数字が入りますか。入らないなら入らな

いでいいですよと、お話をしました。だから、

どうなんですかと聞いております。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　済みません、反問権お
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願いします。 

　防災減災についての数字というのが、何を根

拠に、どういった数字を示してほしいのか、そ

の点についてお伺いをさせていただきたいと思

います。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　高台だから、防災面と

か減災について、どのくらいの数字が出るんで

すか。県立の跡でしたら、どうなんですか。現

地ではどうなんですかという、その基準をそれ

ぞれ設ければ、出ると思いますけれども。 

　こういう基準で、安全度をこの数字にしまし

たという説明は、あればわかりますけれども。

いかがでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　この際、暫時休憩いた

します。 

午後　２時３３分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時３４分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　川田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　防災減災の数字を、どの程度、各場所で、数

字を示せというお話ですが、どういった数字を

示していいのか、理解ができませんので、申し

わけございませんが、数字を示すことは、現在、

できない状況です。 

　どこが、２つの比較で、こっちよりもこっち

のほうが安全であるとか、そういうことだった

ら示せるというふうに考えているところでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　次へいきます。 

　小深浦の高台は１２．６ヘクタールを求めて

おります。目的は、避難所として、国交省の補

助を得て、２６年、２７年に求めていますが、

この土地をビジョンとして、どのようなものを

持ってこの土地を求めたのか。 

　人里離れた場所に、どこの誰の避難場所とし

て活用していくつもりであったのか、説明を求

めます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　小深浦の高台用地は、平成２４年度に実施し

た宿毛小学校等移転適地調査におきまして、コ

ンサルタントが候補地の一つに選定したことが

きっかけとなりまして、着目され始めた場所で

ございます。 

　結果といたしまして、小学校の移転場所とは

ならなかったものの、当該高台は、一時避難場

所やヘリを活用した搬送を期待できる避難所に

選定をし、用地の取得を行っているところでご

ざいます。 

　なお、避難所の想定エリアは、長期浸水にお

ける避難者の集約も視野に入れておりましたの

で、宿毛駅から西側の地区を対象としていると

いう状況の中で、避難者数は想定をしておりま

す。 

　また、当該高台につきましては、前市長が計

画当初に答弁しているように、将来における公

共施設の移転も含めて、進めていきたいものと

いうふうに認識をしているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　次、住民意見交換会か

ら答申説明会までをお聞きいたします。 

　住民の意見交換会が６月２１日から７月４日

まで、沖の島を含めて８カ所、３７４人の参加

の中、意見を抜粋してみました。 

　高台は国の有利な資金が利用できる。庁舎が



－ 114 －

災害のとき機能すること。小深浦は公共機関と

して不便だ。宿毛小学校と同じＬ１対応でよい。

小深浦の道路は、津波で瓦れきの山となる。ほ

か、さまざま意見が出ました。 

　答申説明会では、小深浦は７０％の交付金が

出る、有利だ。高台神話は地震で崩れた。阪神

大震災を経験した。県立跡で、Ｌ１対応でよい

など、ほか質問が出されました。 

　市長は、説明会を予定どおりしてきたといわ

れたが、伝えたと、伝わったとは違います。説

明会は形骸化し、市民理解のアリバイづくりに

すぎないと言われた市民は少なくないと思われ

ます。 

　説明会など終えて、市長は市民の雰囲気を正

確に理解できたのでしょうか、御見解を伺いま

す。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　答弁させていただきた

いと思います。 

　少し、聞き取りと内容が変わってきています

ので、できるだけ今の質問に答えるように、努

力はしてみたいというふうに思います。 

　６月２１日の小筑紫を皮切りに、市内８カ所

を回りました。住民意見交換会や、住民アン

ケートの実施、そして８月２３日の庁舎建設審

議会の答申を受けまして、８月３１日に開催し

ました住民説明会において、市民の皆様からの

対応、多種多様な御意見を頂戴いたしたという

ふうに、自分自身思っているところでございま

す。 

　その中には、今、川田議員からも少しお話あ

りましたが、いろいろな意見が出てきました。

大変厳しい御意見もあったことも承知している

ところでございます。 

　そういった形の中で、一日も早く災害に強い

庁舎を建設してほしいという、そういった切実

な意見も受ける中で、自分としては、建て位置

について決定をさせていただいたつもりでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　聞き取りはしておりま

す。きちんと了解も得ております。 

　反対意見も多く出ました、住民の意見が割れ

るのは、地域課題に対する行政手法が問題視さ

れる出来事ではありませんか。高台ありきだ、

初めから決まっている、市民無視だとの声も多

く聞こえてきます。建てかえの話は、建設位置

の検討からではありませんか。 

　例えば、四万十市は現在地か移転かを市長選

挙で闘い、現在地となって、黒潮町では、執行

部３案、地元代表委員が４案を出し、利便性、

高台、町に近いなどを議論しました。 

　町長の諮問で、３候補とするため、選挙で決

めて、町長に諮問しました。その後、町長が決

定しております。 

　その後、東日本震災があり、日本一高い津波

のレッテルを張られた、みんなで高台となった

黒潮町です。 

　香南市でも、初めは地元地区代表の社会福祉

協議会、民生児童委員、女性消防団、高齢者代

表連絡会長、副市長、総務課長、企画課長、福

祉事務所長、婦人会、計２０名の検討委員から

始まり、アンケート、市民の聞く会懇談会も出

向いて、最終的には県、大学の先生、１０人の

審議会で決定されて、３２年完成の予定であり

ます。 

　同じく、３２年完成予定の中土佐町は、審議

会１５人、大学の先生２人、県、教育長、バス

会社、商工会議所、漁業組合、黒潮ＪＡ、保育

所施設、中土佐町ＰＴＡ、久礼保護者代表、消

防分団長、社協、総務課長で、庁舎特別委員会

として９カ所の候補地が出ました。 

　一長一短あるが、利便性、町に近い、国道に
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接するなど、検討しました。住民投票、可決も

しました。その答申案が尊重されたなど、近隣

市町村の報告を受けている。 

　宿毛市はなぜこうなのか、市民の理解は得ら

れておりません。拙速過ぎるとの声も多い、市

の決定かんがある。もっと市民と対話せよ、不

愉快だ、意見交換会というよりも、小深浦あり

きだ。大事業というのにもかかわらず、駆け足

で計画を進めていると、私のほうへも声が届い

ております。 

　市側が出した３つの提案場所において、市民

の納得のいく結論を与えていたか、説明会で市

民が答申と反対の意見が出たらどうするか、市

長はそのまま進めますか、の質問に、市長は、

聞いたものと重ねて決めると答弁されました。

この真意を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　済みません、最後の質

問が理解というか、聞き取れなかったので。何

の真意を聞きたいのか、もう一度お願いをいた

します。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　これは意見交換会のと

きに出ました。住民の方から出ました。 

　説明会で、市民が答申と反対の意見が出たら

どうするか。そのまま進めるかの質問に、市長

は、聞いたものと重ねて決めると答弁されまし

た。この真意を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えさせていただき

たいと思います。 

　川田議員、るる説明していただきましたが、

事前にこういったところで、こういったことが

あったよということで、教えていただいておけ

ば、その一つ一つ調べて、丁寧に答弁ができよ

うかと思いますが、今、るる聞いただけなので、

ちょっとそのことについては、自分の考え方を

示せないような状況でございますので、申しわ

けありませんが、その内容については、わから

ない状況です。 

　ひとつ、少し知っているのは、幡多でありま

す黒潮町、先ほど２１年に答申がというお話あ

りましたが、たしか自分が知っている限りでは、

答申後に東日本の大震災を受けて、答申のとき

の庁舎の建てかえ場所と実際建った場所は、高

台にあがりましたので、違ってきているという

ふうにも思いますし、また、それぞれの内容が

あろうかと思います。 

　それについては、今、自分がわからない状況

でございます。 

　それから、あと、お話の中で、説明会の中で、

建設地決めてからやったんじゃないかというよ

うな、建て位置ありきでの意見交換会だったい

うお話ありました。 

　どういうふうに皆さんが受けとめられたのか、

もしそういうふうに受けとめられた市民の方々

おられたのであれば、それは自分の中で、至ら

なかった点があろうかというふうに思いますが、

毎回８カ所の場所で、必ず３カ所に限定された

ものではありませんという形の中で、この３カ

所だけじゃなくて、そのほかにも、ぜひ御意見

をくださいと。自分たちがお示しできるのは、

考え抜いた末の３カ所でございますが、それ以

外にいい場所があったら、ぜひこの場でお示し

をくださいということで、実際、結果、そこが

建設場所にはなりませんでしたが、各会場でい

ろいろな御意見をいただいて、自分が把握して

いるだけでも、特に東のほうは、ほかの場所が

いいんじゃないかということで、何カ所か場所

を、ここに建てたらどうかというお話もいただ

く中で、それも持ち帰りもさせていただきなが

ら、検討もさせていただいたところでございま

す。 

　それで、先ほどの、意見が出たらどうするか
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という話ですが、意見は会場でずっと出ていま

したので、その都度、お話をさせていただいて

いたところです。 

　それで、もしかしたら、このことかなという

ふうに、今、聞かさせていただいてたんですが、

たしか小筑紫地区かどこかで、来られた市民の

方の中から、決めた後、自分が決めた後とかに、

反対派の陳情等が出たときにはどうするんだと

いう御意見ありましたので、そのことに対して

は、ぶれずに、しっかりと説明をしてまいりま

すということで、お答えをさせていただいたと

ころでございまして、今もその考え方には変

わっていないというところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　黒潮町のことが先ほど

出ましたけれども、私が申し上げたのは、今の

古い庁舎が、バイパスが通るので移動となり、

その後、地元の方と、今言ったようなことで、

どこにするかというのが、決定がいろいろあっ

たということですけれども、その後、東日本震

災が起こりましたので、議員全員が東日本のほ

うへ視察に行かれて、今の場所に決定されたと

いうことでありまして、その後の、全てを言う

つもりはありませんけれども、その後は、市長

のおっしゃったとおりです。 

　説明会には、多くの人が動きました。違う考

えをもっている人と議論し、信じるものをもっ

てきたんだと感じております。それでも、説明

会より後から、回覧板がきたとの話も聞いてお

ります。 

　市長は、説明会で、新しいまちをつくると、

所見を述べられました。移転場所に限らず、ど

うすれば魅力ある庁舎ができるか、建設的な議

論が望まれます。 

　大規模投資を伴う庁舎移転やまちづくりを、

住民合意を得てどう進めるか。議員、執行部の

議論を重ねて、まちの再生につなげるかなどの、

交換などの資料に入れておくべきだったと考え

ます。 

　新しいまちのビジョンをどのように思われて

いるか、マスタープランができてもできなくて

も、長期的な、大まかな構想でよいから、改め

てお聞かせください。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　まず、回覧について、後から回ったというの

は、非常に残念なことでございますので、また

どこの地区でそういうことがあったのか教えて

いただければ、そこの回覧状況等を確認して、

今後の、ほかの通達もありますので、ほかのこ

とにも活用していきたいというふうに思います

し、また、回覧以外でも、いろんな媒体を使っ

て、今回の意見交換会等、その後の説明会もお

知らせをさせていただいたところでございます

し、特に各地区長さんに、本当にお世話になり

ました。直接、何度も電話をして、ぜひ一人で

も多くの方々に参加をしてくださいということ

で、地区長さんが回っていただいたのではない

かというふうに思っております。 

　また、議員の中にも、そういう形で、近くの

方とか知り合いの方を連れて来てくださった方

もおられたんじゃないかなというふうに思いま

すので、この場をおかりして、改めてお礼を申

し上げるところでございます。 

　まちのビジョンということでございます。新

しいまちのビジョンにつきましては、野々下議

員の答弁でも申し上げましたが、再度、答弁を

させていただきたいと思います。 

　宿毛市全体のまちづくりについての質問であ

ります。 

　宿毛市におけるまちのグランドデザインであ

る、現在の都市計画マスタープランというもの
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がございます。御承知だと思いますが、この都

市計画マスタープランについては、平成１２年

に策定をしておりまして、これまでの１８年間

に人口減少や、高速道路の延伸、そして東日本

大震災などを踏まえた防災対策などによりまし

て、刻一刻と状況が変化しているところでござ

います。 

　そのような中、庁舎建設位置や、近く決定さ

れる予定の高速道路のルートなど、今後のまち

づくりに大きく影響する計画を加味したまちづ

くりビジョンである都市計画マスタープランの

改定を、早急に進めていかなければならないと、

そのように考えているところでございまして、

昨日からお話をさせていただいているところで

ございます。 

　例えば、既存市街地につきましては、現都市

計画マスタープランにおきましても、緑と文化

の中心市街地ゾーンとして位置づけており、昨

年度、改築を行った林邸を初め、江戸期の町割

りや、そこに点在する神社やお寺などを活用し、

持ち味である歴史文化を存分に生かしていく方

法を模索していきたいというふうに考えており

ます。 

　このことにつきましては、宿毛小学校のとき

に、街区の方々から強く要望を受けていた内容

でございまして、例えば、昨日もお話をさせて

いただきました宿毛小学校の体育館のところに

ある岩村通俊の胸像といいましても、実際は台

座の上に、もうコンクリートの支柱しか建って

おりませんが、こちらのほうも、しっかりと生

かしていきたいという話を街区の方々からいた

だく中で、東京宿毛会の方にもお願いをして、

公園化できないかということで、復建というが

ですかね、もう一回、胸像をつくりたいという

お話もさせていただいております。 

　このことも、街区の方々にもお知らせをし、

一緒になって取り組みをしたいというふうに考

えているところでございまして、そのときに、

声を上げられた方々には、お知らせもさせてい

ただいているところでございます。 

　議員の中にも、このことをかなり強く言って

おられた方もおられますので、ぜひ御協力のほ

どをしていただきたいというふうに思っている

ところでございます。 

　また、今後、小深浦の高台を含む、宿毛駅を

中心とする地域と、既存市街地のそれぞれの特

色を生かし、それに道の駅等と連携させること

で、相乗効果を生むようなまちづくりを構築す

ることができれば、よりまちのにぎわいにつな

がるのではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。 

　いずれにいたしましても、都市計画マスター

プランに示されるまちづくりの将来ビジョンに

つきましては、市民の皆様の御意見をいただき、

反映させながら、将来、子供たちが夢を抱くこ

とのできるような、新たなまちづくりに取り組

んでまいりたいというふうに考えておりますの

で、議員もぜひ御協力を願いますよう、お願い

を申し上げます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　できることは協力して、

みんなでこのまちを新しくつくっていきましょ

う。 

　新庁舎の基本方針について、お聞きいたしま

す。 

　人々の流れを生み出し、連携させていくこと

を可能にし、機械的に、感覚的に、連携が重要

であると考えます。 

　香南市では、まちづくりの拠点、市のシンボ

ルとしての庁舎、中土佐町は、みんなが集いや

すい庁舎、四万十市では、市民に開かれた庁舎

など、掲げています。 

　地域と市民のために、新たな拠点づくりを推
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進する基本方針、答申ではどうなっているか、

お尋ねします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　庁舎建設についての具体的な基本構想という

ものは、まだございませんが、建設地選定の際

も、ずっと述べさせていただいているとおり、

南海トラフ地震発災後も、復旧復興に向けて活

用のできる、災害に強い庁舎をつくるとの強い

思いがございます。 

　そういった形の中で、災害に強い庁舎を建て

たいんだということは、ずっと申し述べさせて

いただいているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　災害に強い庁舎、わか

りました。 

　審議会での議論からの話でありますが、気に

なる話があります。 

　審議会会長は、アンケート回収率２．２％、

極めて高い回答率となっているとおっしゃって

います。しかし、香南市では、人口３万３，６

１４人のアンケートは、５０％を超えておりま

す。 

　また、議事録の中には、審議会の会長を引き

受けてもらった、高知大学の原教授は庁舎建設

は１００年事業と申しますか、非常に重要で、

今後のまちに影響する重要な施設であると話し

ております。 

　立田副会長は、こんなスケジュールを見て、

ちゃんとまとまるんだったらいいけど、住民意

見交換会でいろんな意見が出てくると思うが、

どうやって意見を集約するか。事務局は同じ意

見をまとめて、審議会に提示していきます。 

　立田副会長は、高台の案はお金もあるからい

いという感じもするけど、こんなに早く結論を

出すことは、補助金との兼ね合いを考えている

のですか。ある程度、もう少し時間をかける。

正直、せわしいなと、見たとき思いました。 

　学校の建築でも、１０年かかったまちなのに、

庁舎建設については、二、三カ月で決めるとい

うことでいってしまえると、みんな認識されて

いるのかが気になっております。 

　副市長、確かに非常にタイトな期間内での議

論をお願いしております。あくまでこちらでお

示しし、素案では、このスケジュールになって

います、と答えております。 

　全く市側の案が先にありき、補助金目当てだ

けで建てかえ事業を考えるかと、市民軽視も甚

だしいと、市民もあきれています。 

　意見交換会の説明会も、本音ではなく、建前

論だと、誰もが今は気づいております。これで

は、市民の賛成は得られません。政治家は、誠

実に議論を闘わせ、政治への信頼性を高めてい

くことであります。政治家の資質が問われるこ

とになりませんか。 

　議事録で、はっきりと高台ありき、防災重要

と位置づけて、４回程度の審議会をもって、答

申を受けて、市の方針を決定し、９月議会で関

連議案を提案するとの審議会は、Ｌ２対応の方

向とあります。 

　そこでお聞きします。なぜ１案、２案を提案

をしたのか、その真意を聞かせてください。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　ただ、誰もが言っていますというお話、何度

かありましたが、違った意見も、私のほうには

聞こえてきていますので、その点については、

そればかりの意見じゃないということは、ぜひ

感じとっていただけたらというふうに思います。 

　何事もそうですが、私も気をつけたいと思い

ます。何か決めつけて物事を言うのはいけない
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というふうに、川田議員おっしゃられておりま

すが、何だか、そちらも決めつけているんじゃ

ないかなというふうな感じがしてならないとこ

ろでございます。 

　先ほどの、一定、高台ありきで全てやったか

のように言われていますが、この点については、

何度も説明もしていますし、また議事録等を

しっかりと読み込んでいただければ、そういっ

た話にはならないというふうに、私は理解をし

ているところでございます。 

　それから、先ほどの、２案を選んだのかとい

うところでございますが、市役所新庁舎の建設

候補地について、３つの視点から候補地を選定

をさせていただいております。これは、８カ所

の意見交換会でも、資料をもとに説明をさせて

いただいております。 

　１点目は、市の中枢機能を担う庁舎は、でき

る限り、人口集積地にあることが望ましいとい

う視点でございます。 

　そして、２点目は、できるだけ市の財政負担

をなくし、用地取得に係る時間を短縮するため、

民有地の取得を避け、市有地を最優先で検討す

るという視点でございます。 

　３点目は、地震による津波浸水時の司令塔機

能を果たすためには、庁舎は浸水地域から離れ

過ぎず、浸水地域周辺に位置することが望まし

いという視点でございます。 

　以上、３つの視点から候補地を絞り込みまし

て、津波浸水エリア内の現在地と、旧県立病院

跡地も、候補地として選定をしたところでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　副市長。 

○副市長（岩本昌彦君）　１番、川田議員の再

質問にお答えをいたします。 

　私のほうは、実は、審議会のほうに３回、全

て参加をしております。 

　その中で、審議会の回数に関して、副会長の

ほうから、正直、せわしいなという思いがある

という意見が出されました。 

　それを受けて、会長の差配で、柔軟に審議会

の回数をふやしたりすることが必要なのではな

いかということで、事務局のほうにもお問い合

わせがあって、私のほうは、そのあたりは、審

議会の皆さんの総意で決定をしていただければ

というふうにお答えをしておりますので、決し

て、我々のほうが審議会の回数を、期間ありき

で区切ったということではないというふうに考

えております。 

　以上です。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　ただいま、市長から、

多くの人がそういう反対の声を上げていると、

私も言いましたけれども、私のところには、そ

ういう同類の声が入ってきますので、その方の

全てが、同じような反対の意見になっておりま

すので。市長のほうには、市長にとってよい声

が上がっておられるので、そこのあたりが見解

の分かれるところだと思います。 

　また、副市長の言われた言葉にも、議事録の

中にはちゃんと載っておりますけれども、全部

を言うわけにもいきませんので、改めてそこは

申しておきます。 

　答申の附帯事項が８項目あります。 

　答申の附帯事項に、予定地周辺の斜面災害対

策や、造成地の安定性を万全なものとすること。

あと一つ、地震津波対策に対しては、未知な事

項が多く残されていることから、新しい知見が

得られた時点で速やかに対応することと、問題

を呈しております。この２点が最も重要な点で

あります。 

　審議会の高知大の先生も、地震のことについ

ては、特に留意しているはずであるが、それ以

上、詳しく述べてはいません。 
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　市長は、その点の市民の説明に、心配ないと

言われました。 

　先日の北海道地震で、専門家は、北海道は地

震で、山の崩落は４％しかなかったと言ってい

ます。津波よりも地震が怖い。岩盤の地質調査

は、予測できないと言われております。高台に

建っても、建物は傾く危険があるということが

心配であります。 

　宿毛に活断層が１本走っていると聞いたこと

が記憶にあるので、附帯事項がとても気になり

ました。………………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…… 

　…………………………………………………… 

………………………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……… 

　…………………………………………………… 

……………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………… 

　…………………………………………………… 

……………………………… 

　そこでお聞きします。市長は、説明会で、活
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断層は心配ないと言われました。大丈夫と言っ

た根拠を聞かせてください。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　………………………… 

………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………… 

………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……… 

　…………………………………………………… 

…………………… 

　…………………………………………………… 

………………（発言一部取り消し）…………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………………………… 

……… 

　…………………………………………………… 

…………………………………… 

　……………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…… 

…………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

　…………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………… 

　………………高知大学の岡村　眞教授のお言

葉も引用しながら、お話をさせていただきたい

と思います。 

　小深浦の高台周辺には活断層があるため、地

質調査を行っているとしても、安全性が確保で

きないのではないかという趣旨の質問だという

ふうに思いますので、その点についてのお答え

になります。 

　この平井、松田町あたりから藻津地区にかけ

ての断層につきましては、平成２６年の第３回

定例会において、前市長が答弁しておりますが、

当時、地震研究の権威であり、高知大学総合研

究センターに在籍をされていた岡村　眞特任教
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授に意見をお伺いをさせていただいております。 

　議員の皆さんも御承知の方、多くおられると

思いますが、その岡村教授によりますと、この

断層については、空中写真で地表に認められる

直線的な特徴のみで推測されたものであり、大

学内の専門家との協議や、産業技術総合研究所

にも、確認をいただいた結果として、活断層と

しての根拠はなく、活断層の心配をする必要は

ないとの判断でありました。 

　よって、地質調査のとおり、安全性は確保で

きていると考えております、ということで御説

明をさせていただいております。 

　当時の高知県内というか、もっと言えば、全

国的に地震に関しては、非常に見識の高い、深

い方だということで、お伺いをさせていただい

ておりますので、間違いないというふうに、自

分として判断をさせていただきました。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　今は、岡村教授はもう

退職されておりますので、今、現職の先生にお

伺いしたということであります。 

　それで、これ以上、それをどれくらい加味す

るかということでありますので。大丈夫だと

言っても、北海道のこともありますので。地質

調査というのは、本当にさまざまな要件が加

わって、ああいう崩落事故を起こしますので。

それはそれぞれの、どれくらいそれを加味する

かということだと思います。 

　次へいきます。 

　新庁舎の床面積は７，２００平米とあります。

これは、根拠を教えてください。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　まず、新庁舎の延床面積についてですが、延

床面積を算定するに当たり、近隣の市町村かつ、

直近で庁舎を建設された、先ほど議員からもお

話ありました、黒潮町を参考にさせていただい

ております。 

　黒潮町は、職員約１２０人に対して、庁舎の

延床面積が４，５９６平米であったため、職員

１人当たりの床面積は、約３８平米となります。 

　宿毛市の場合、本庁舎や教育委員会等を含め

た１９０人の職員が、新庁舎に入ると想定しま

したので、３８平米掛ける１９０人で７，２２

０平米となることから、それぞれの候補地で建

設する庁舎の延床面積を７，２００平米と仮定

をさせていただいたところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　私も黒潮町のほうへ聞

きました。黒潮町は、それぞれの部屋で、割合

も違うということですので、一律にこれを割っ

たというものではないということで、お聞きし

ております。 

　７，２００平米、ちょっと比べてみますと、

最近の算出面積で最も低いのは、１人当たり２

３．６０平米、最も高いのが、３３．７８平米、

平均が２８．４４平米であります。 

　総務省起債対象事業を算定基準とし、コンパ

クトを最優先した人口３万３，６１４人の香南

市は、職員３０６名で、７，８００平米として

おります。 

　宿毛の７，２００は大きいと思うか、どうで

しょうか。お聞きします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　さっきの形で算定をして、示させていただい

たところでございます。 

　これから、詳細については検討をしていきた

い、そのように考えているところでございます。 

　以上でございます。 
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○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　財政は大事であります

が、補助金や地震への緊急性だけで考えている

か、市民の反対意見が多ければ、立ちどまって

考えていくことも重要ではありませんか。 

　市長の御見解を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　先ほどお話をさせていただいたとおりでござ

いますが、意見交換会の中から、賛成意見、反

対意見それぞれあります。ずっと聞かさせてい

ただいているつもりでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　公債費比率が高い、自

主財源が乏しい、財政上の悩みを抱えている自

治体は、全国どこでも同じところが多くありま

す。建てかえに手を出せなかった大きな要因は、

財政に余裕がないこと。 

　司令塔は、芳奈で指揮命令機能が果たせませ

んか。また、環境課、水道課は高台にあります。

面積も今ほど必要ないことも想定されます。そ

の際、減築を図るには、建物が分離しているほ

うが容易に行えます。早く建設したところでは、

庁舎はがらんとなり、問題が出ております。 

　１平米当たりの単価をお聞きします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　芳奈ではだめですかというお話ありましたが、

だめではないです。今も、来たら芳奈に行きま

すのでね、当然。 

　ただ、だめではないんだけれども、さらにい

い、昨日からずっとお話ししていただいたので、

皆さん御理解していただけたらというふうに思

いながら説明をしていますが、なかなか説明が

下手なようで、理解していただけてないようで、

大変申しわけなく思っておりますが。 

　だめという話じゃなくて、よりよい形をつく

らなければいけないということで、みんなと一

緒になって考えているところでございます。 

　それから、分離は分離で、それぞれいいとこ

ろもあろうかと思います。逆に、分離している

からこそ、今、いろいろな弊害、問題がありま

すので、そのことについても、意見交換会でも

一定、お示しもさせていただいたところだとい

うふうに理解をしているところでございます。 

　１平米当たりの単価についてでございますが、

庁舎建設における起債対象事業費を、２１億９，

７６０万円と想定しておりますので、延床面積

である７，２００平米で割り戻しをした場合、

１平米当たりの単価は、約３０万５，０００円

となるということでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　次は、高台へのアクセ

ス道としての、保育園の父兄が、非常に公共機

関が集中することはよいと思っていないとの言

葉があります。高台はよいとしても、今でさえ

送り迎えに混雑しているとの声が、これはどう

考えたらいいのか、市長にお聞きいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　よいと思っていないというお話は聞いていま

せんが、心配をされている意見があるというの

は、ＰＴＡの役員の方からお伺いをしていまし

て、そういった話も考慮しながら、しっかり考

えていかないといけないねということで、お話

もさせていただいているところでございます。 

　高台へのアクセス道路は、片側１車線の２車

線道路で計画していますので、アクセス道路内

での混雑は起こりにくいというふうに考えてい
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るところでございますが、保育園では、駐車ス

ペースでの混雑がよく見られますので、スムー

ズに車両の出入りができる動線を確保するとと

もに、複数の公共施設が共有して利用できる駐

車場などについても、検討を行い、対応したい

というふうに思っております。 

　現在、宿毛市の保育園、皆さん見てもらった

らわかると思いますが、ほとんど車での送迎で

すので、その送迎の車両が混雑をして、地域住

民とのトラブルといいますか、皆さん困ってい

る状況なんかも出ているのも、把握をしている

ところでございます。 

　そういった形の中で、今よりは当然、よくな

るとは思いますが、なおのこと、皆さんが来た

ときに、そういう混雑がないような動線確保を

しながら、新しくつくるわけですから、そうい

うことがわかった上で、起こさないように、

しっかりとした整備を、逆に進めることができ

るというふうに期待をしているところでござい

ます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　これは、市長がこの高

い庁舎へ行くときに、はなちゃんバスを利用し

てほしいと、意見交換会でもよく言われました。

それを来ていない方にそういうお話をしますと、

平田、山田は国道ありますけれども、バスは

通っておりますけれども、それぞれその奥が深

くて、地域の方は非常に不便を感じております。 

　うちの部落は、はなちゃんバスは通ってない

と、非常に叱られました。だから、言葉には気

をつけていないといけないなと思いました。 

　それから、市民からの提案が２件届いており

ますので、抜粋して読ませてもらいます。 

　高台は補助金であるが、道路はアクセスと敷

地造成、道路浸水対策ポンプの設置、入り口の

土地の購入など、追加が要る。 

　山を切り崩して、庁舎周辺に市街地構想はで

きない、周辺への市街地造成ができるスマート

シティの構想が要る。高台は補助金がつくので、

思い切った計画が必要。南海地震で壊滅すると、

時間がかかる。松田川と市街地との新庁舎、片

島と港湾との道路計画、地域産業と観光振興、

松田川上流域への市街地機能の移築、市役所の

業務全体を将来的に構想した計画が要る。そこ

ら辺を将来に向けた、全体の計画はつくられて

いるか。それがあってこそ、３案の比較的検討

になる。 

　今の案では、単なる思いつき案と言われても

仕方がない。庁舎と市街地と住民生活など、総

合的な計画が必要。 

　あと１件は、１、松田川以西について考える

と、萩原までは急傾斜地崩壊危険区域の指定が

なされている。それを考えると、錦の奥、小深

浦付近の高台まで行って庁舎建設しても、下の

インフラが壊滅されるので動きがとれない。 

　２、和田以東の高台ですと、現在、工事中の

中村宿毛線のインターチェンジ付近になると思

う。土地確保は可能と考えられる。災害対策本

部の活動も可能。 

　３、坂の下以南を考えると、田ノ浦の奥が考

えられるが、市民に示せる内容は乏しい。 

　よって、高台移転は、上記１、２しか考えら

れない。てんびんにかけると、高速の宿毛イン

ターチェンジ付近が適当でないか。市内に高層

ビルを建てるとなると、津波の高さ、経費を慎

重にしなくてはいけない。 

　私は、高台か、市内に高層建築かは、市民に

利害関係があると思うので、市議会としても、

議員の多数決で簡単には決定できないと考えら

れる。 

　庁舎移転に関する投票条例、またはそれに見

合う何かを決めて、選挙に便乗して、市民によ

る投票をすれば、市民全員に聞くその方法が、
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民主主義本来の姿である。 

　市民に二者択一をする場合は、検討委員会、

区長会、アンケートなどを参考にして、慎重に

慎重を期して、市民投票によって最終決定すべ

きと考える。 

　以上です。 

　庁舎移転の話は、市民は答申が出たころ、も

う決まった話やろうと広まっていました。今度

のことは、市民の声を聞いて、ともにまちづく

りを進めるよいチャンスでありました。新聞は、

もっと行政と住民の協働のまちづくりのあり方

を支援する記事を書いてほしかった。 

　市民は、新聞から、もう決まったと感じてい

た多くの市民がいます。問題の根源に、決め方

の決め方みたいな問題があります。この問題は、

市長、慎重にすることです。市民の知らないと

ころで決まることのないように、議会も注意が

必要だと思っております。 

　以上です。終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　失礼しました。 

　西日本豪雨災害の検証と対策。 

　床上浸水の検証と対策であります。 

　７月８日の西日本災害に、不幸にして被害を

受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げ

ます。宿毛においても、住宅が損壊、また床上

浸水と、つらい思いをされた方が約８０戸ほど

にもなっております。市民の方に聞き取りをし

てみますと、山の崩落で大きな石や流木が流れ

込み、川がせきとめられ、プール状態になり、

道路は越水して、低い民家に流れ込んで１時間

１０７ミリと、大量の雨に見舞われたことは大

きいが、検証が必要であります。 

　まちの浸水は、排水の見直しが必要でしょう。 

　また、藻津、宇須々木、与市明など、近くの

川の氾濫において、越水した大きな被害となり

ました。 

　川がせきとめられ、一帯がプール場になった

というのが現実であります。 

　以上が、地元の方に聞き取りをした内容でご

ざいます。 

　以前は、農家の方が川の掃除や刈り取りをし

ていたが、最近は漁業の方が多くなり、川の中

にも葦が高く伸びたので、そこにごみがかかり、

せきとめられた。 

　また、川の近くの草を刈っても、今は環境的

に焼却処理ができないので、田んぼが冠水すれ

ば漂流物となり、多量の雨とともに、川をせき

とめたと指摘しています。 

　また、鉄砲水を和らげるための砂利どめがた

まって、そうじができていないとの指摘もあり

ました。 

　行政として、どのような検証がされているの

か、伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お話をさせていただき

たいと思います。 

　答弁に入る前に、るるお話をさせていただき

ました。 

　宿毛市役所としても、職員が当然、災害直後

から、ずっと災害の状況を見させていただきま

したし、また、災害復旧に対して、地元の方々、

特に区長さんに大変お世話になる中で、各地区

回らさせていただいております。 

　そういった形の中で、つぶさに災害、被害に

遭われた方々の言葉として、状況を聞かさせて

いただいているところでございまして、しっか

りと対応してまいりたい、そのように思ってい

るところでございます。 

　そういったことを踏まえる中で、まず、検証

ということでお話をさせていただきたいと思い

ます。 

　平成３０年７月豪雨は、宿毛市の観測史上最

多となる午前３時から６時までの３時間雨量、
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２６３ミリを記録する猛烈な雨となりました。 

　そのため、河川の流下能力をはるかに超えた

雨水が、短時間に流れ込みまして、河川断面を

越える水位まで上昇し、周辺家屋に浸水被害を

引き起こしたものというふうに考えているとこ

ろでございます。 

　また、想定外の雨量は、河川上流の山肌を大

きく削りまして、土石流や流木を伴いながら、

流下したことで、河川の湾曲部、そして狭窄部

及び橋梁部、要するに河川が曲がっているとこ

ろとか、狭くなっているところとか、それから

橋があるところ、こういうところなどが閉塞、

詰まったりしたということでございます。 

　このため、水位の上昇を引き起こし、浸水被

害をさらに増大させたものというふうに考えて

いるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　市民の意識の高いうち

に、行政としても、住民に啓発していくことは

重要と考えます。 

　橋の周りに物を置かないなど、日ごろからそ

ういうことに注意していくことで、大きな災害

のときには、自分たちの身を救ってくれるんだ

と、そういうことの啓発など、行政にお願いし

たいと思っております。 

　次に、農業被害と対策へいきます。 

　基幹産業である農業のブンタン農家において、

この豪雨災害で山の崩落、土砂崩れ、山からの

大量の雨とともに、ブンタン畑は大量の土砂が

覆いかぶさりました。水路や農道は、次の雨に

も備えるため、比較的整えられたとのことであ

りますが、肥料などしなければならない時期も

来る。４０センチ、５０センチの土砂の上から、

肥料やっても効き目はないだろうと、深刻であ

ります。 

　機械がどこまで入るのか、その奥は木を切ら

なくてはだめなのか。すると、収入減となる。 

　また、ブンタンは植えても収入になるまで１

０年かかるので、苦労が続くわけであります。

今は周囲の災害を直さないと、雨が降るとまた

洪水となり、あふれます。面積が少ない小規模

災害は、助成の対象にならないと聞きます。畑

の土砂は当時のままの状態で、農家の先の見え

ない不安と、精神的に疲労し、気持ちもなえて

います。いつから状況が動くのか、農家の方の

声です。若手農家の方も多くいます。諦めずに

地域を支えていくと、前を向いてほしいと思っ

ています。 

　さて、行政のほうは、常に説明責任がありま

す。査定や予算の関係もあると思いますが、今

後の復旧計画について、お聞きいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　災害復旧事業の対象とならないような、小規

模な被災につきましては、受益者と相談する中

で、市の単独事業として、農地、農道、用排水

路の土砂取りなどを行っている状況でございま

す。 

　また、今後の復旧計画といたしましては、現

在、国への災害補助申請の作業を進めていると

ころでございまして、補助金の決定を受けた箇

所から、復旧工事等に着手していく予定でござ

います。 

　そういう状況でございまして、災害起こった

直後に入らさせていただきました。本当に、河

川が石で埋まっているんですね、全て埋まって

ました。 

　それで、今、水が流れているところというの、

僕、地元なのでわかりますが、どこかなという

と、皆さんわからないんですが、実は道路です。

道路のコンクリートとか、それからアスファル

トがもうはがれて、ミカン畑のほうに入って、
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そこが川になるという状況でした。 

　何とか台風が来る前にということで、まずは

河川の土砂といいますか、ほぼ石ですが、これ

を撤去しようということで、これ実は、尾﨑知

事も直接、現地まで入っていただきました。 

　そういった形の中で、県とも協力する中で、

河川の、まずは石を撤去したところでございま

す。 

　それから、議員のほうからも御紹介ありまし

たように、今、果樹の関係の農家さんは、非常

に若手がおられます。２代目、３代目が。 

　先ほど、漁業者が多くなってという話をされ

ていましたが、逆に、漁業者よりも農家のほう

が、今、多くなっているんじゃないかなと思う

ぐらい、農家の方々が多くなっておられます。 

　そういった形の中で、彼らが自分の力で、道

がないところを、ミカンの畑の中を、木を切っ

ていただいて、そこに自分たちで、みずから道

をつけていただきました。これ、行政の力では

ありません。 

　自助という形の中で、自分たちが協力しなが

ら、共助と自助で道をつけていただきました。 

　そういった形の中で、本当にお世話になって

いるところですが、自分たちもそういった形の

中で、先ほど言った小規模のもの、補助にかか

らないもの、こういったものをしっかりととっ

ていかないといけないということで、地元の地

区長さんにも協力をいただく中で、そういった

場所を、しっかりと今、見させていただいてい

るところでございまして、本当に時間がかかっ

ていて、農家の皆さん方には申しわけなく思っ

ておりますが、しっかりと対応していくという

ことで、今、準備を進めさせていただいており

ますので、何とか皆さんが頑張れるように、自

分たちも努力していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

　以上です。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　平成１３年の西南豪雨

で、福良川と弘見川が大きく氾濫いたしました。

大月町は、ことの重大さを感じ取り、弘見川の

改修工事を県へ要請してきました。 

　少しずつではありますが、改修は進んでおり

ます。 

　一方、宿毛の福良川は、壊れたところは復旧

工事はしましたが、１３年同様のところがまた

壊れ、民家も浸水しました。 

　１３年のときは床上５０センチ、今度は３０

センチ、床上浸水であります。 

　さらに、ハウスも浸水いたしました。収入を

残してとじてしまいました。 

　大月町も弘見川を改修しましたが、福良川と

の合流地点の出口が狭くなっているから、氾濫

をすると地元の方も、大月町の職員も、同じ話

をしております。 

　県の単独事業なので、地区から直接するよう

にと、職員から言われたと、地元の方は言って

おります。 

　県に聞いてみますと、要望はあがっていない

と言われます。市は、県の事業なのでといった、

果たしてそうでしょうか。行政は、住民の命と

財産を守らなければならないのではありません

か。 

　この処理は、１５年も放置した話であります。

たしかに護岸工事は原形に復旧しました。以前

と同じ状態となりましたが、問題が処理されて

ないので、同じ豪雨が、また同じ災害を発生し

たのであります。 

　県は、災害箇所が多いので、要望がないと受

けません。市は、住民のたびたびの苦労を鑑み、

優先順位が来るまで、熱心に要望を続けて、住

民を守っていくことは、重要な仕事ではありま

せんか。御見解を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 
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○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　県によりますと、福良川及び弘見川の河川改

修につきましては、これまで小規模河川改修事

業や、それから局部改良事業により、一定区間

の改良は完了しているとのことでございます。 

　現在、弘見川では、上流部の大月町添ノ川地

区で、局部改良事業を行っているところであり

まして、今後は、下流部におきましても、流下

能力調査を行い、必要な区間について、順次、

計画を立てていくということでございます。 

　ただ、先ほど来、要望していない、要望して

いないということで言われておりますが、地元

からの要望を受けまして、宿毛市から要望をあ

げさせていただいているところでございます。 

　なお、今後も要望を続けていきたいというふ

うに思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　次、情報伝達の向上で

あります。 

　西日本豪雨で、命にかかわる状況と、気象庁

が早くから警戒を呼びかけ、１１府県に大雨特

別警報を発令したにもかかわらず、２００人を

超える犠牲者が出ました。 

　的確な防災行動をとる上でもたらされた気象

情報を、正しく読み解く力が不可欠であります。 

　自治体側が気象への関心を深め、住民に適切

に情報を伝える必要があると指摘されておりま

す。 

　気象が複雑化されており、防災担当者の知識

の底上げが求められます。 

　気象台からの情報が専門的になっているため、

自治体の防災担当者が十分消化できていないと

言われていますが、平時から気象に関する勉強

を重ね、非常時に適切に対処できる準備を行い、

市民を守ることはもちろんでありますが、しっ

かりその務めを果たしていただきたいと思いま

す。 

　７月８日には、住民の方は避難勧告がおくれ

たのではないかとの声もありますが、そこのあ

たり、現実はどうなんでしょうか、お伺いいた

します。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　７月豪雨時の避難情報の発令のタイミングな

どの、検証についての御質問でございます。 

　市民の方々が非常に心配をされているという

ことでございますので、丁寧に答弁させていた

だきたいと思います。 

　まず、避難指示の発令までの経過を、簡単に

説明をさせていただきます。 

　豪雨被害の発生する７月８日、日曜日でした

が、この日の前日の７月７日の土曜日、午前７

時に土砂災害警戒情報が、宿毛市に発表された

ことを受けまして、直ちに災害対策本部を立ち

上げました。 

　そして、土砂災害発生の目安となる土壌雨量

指数の高かった、高いところが出るんですね、

ピンポイントでね。その高かった場所である橋

上地区と、それから山北地区に避難勧告を発令

をさせていただきました。発令する中で、当該

地区に避難所を開設し、警戒に当たっておりま

した。当然、私も市役所に詰めておりました。 

　その中で、夜中の話になりますが、８日午前

３時ごろから、市街地周辺において、雷を伴う

大雨が降り始め、４時ごろから市役所周辺での

冠水が始まる中で、それ以外の職員の参集を指

示をし、避難所開設の準備を進めまして、午前

５時に避難指示を発令をしたところでございま

す。 

　当然、その時間以前から情報収集に努めてお

りましたが、７月７日の朝から努めておりまし
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たが、大雨が降ることは、事前に察知をするこ

とはできておりませんでした。大雨の予測に関

しましては、災害対応がひと段落したところで、

気象台や、今年度より契約をしております民間

気象会社、こちらのほうからの情報等の提供を

受けているわけですが、こちらに聞き取りを

行っておりますが、災害が遭った後に聞き取り

を行っておりますが、いずれも、あのような想

定外の大雨が降ることは、直前まで把握できて

おらず、豪雨が始まった状況の中でも、短時間

で落ちつく予報であったということを、確認を

させていただいたところでございます。 

　したがいまして、７月の豪雨時の避難情報を

出すタイミングといたしましては、できる限り

迅速に対応したと考えているところでございま

す。 

　しかしながら、議員がおっしゃるように、避

難情報のタイミングが遅いという指摘があるこ

とは、私としても真摯に受けとめているところ

でございまして、これまで以上に、気象台等関

係機関との連携を密にする中で、でき得る限り、

的確な避難情報を発令するように取り組んでま

いりたいというふうに考えているところでござ

います。 

　少し、私自身のほうから、かみ砕いてお話を

させていただくと、気象台長といわれます、気

象台の長の方から、ホットラインで直接、僕の

携帯に電話が入ってきます。そういった形の中

で、何かあったら、必ず電話をかけてきていた

だいて、情報交換もしていますし、また、うち

の職員は、本当に向こうの方がよく対応してく

れるなというぐらい、小まめに電話をして、情

報の聞き取りをしています。 

　向こうもできる限りの情報を出していただい

ているんですが、ただ、知事の言葉でもあるん

ですが、空振りしてもいいから出せということ

でやっていますが、当然、確率性の問題があり

ますので、余りにも予想できないことに対して

は、出してきてくれません。そういった情報を

見ながら、今の宿毛市は、来ないであろうとい

うときも、グレーですね、可能性がある場合に

は、避難指示を出すようにさせていただいてお

ります。 

　実際のところ、その避難指示を出すことに

よって、来なかったのにということで、後から

苦情の電話もいただいたり、また防災アプリが

うるさいとか、防災無線が、夜中に鳴らさない

でくれとか、いろんなお話もありますが、その

点は、謝りながら、ぜひ理解してくれというこ

とで、早目早目に出すように、今、させていた

だいているところでところでございまして、そ

の点について、逆にお願いをさせていただきた

いというふうに考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　次に、避難支援の具体

的手順を事前に定めていないところもあります

が、宿毛はどうなっていますかということを、

これは通告しておりませんけれども、私の提案

といたしまして、市長も、先ほどのどなたかの

答弁の中で言っておられました。これも、私も

言おうと思っておりましたので、御提案申し上

げておきます。 

　災害発生の際、ＡさんとＢさんが、地域のお

ばあちゃんを連れていくといった計画を、事前

に立てておき、地域の共助の取り組みを進めて

いくことは、これからは重要と考えております。 

　この取り組みを始めていただけたらと思って

おります。 

　次に、防災行政無線の個別受信機の普及であ

ります。 

　行政から住民への災害情報の制度を、いかに

向上させていくかの課題があります。総人口に

占める６５歳以上の人口の割合は、２７．３％
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で、過去最高となっており、総務省では、市区

町村の災害時における情報伝達の取り組みを後

押しするため、高齢者や外国人の方々に、必要

な情報を確実に届けられるようにするための情

報伝達の環境整備を図る、情報難民プロジェク

トを推進しています。 

　防災行政無線などの個別受信機の現状は、平

成２８年３月末現在で、１，７４１団体のうち

１，４２８、約８割の市町村で、市町村防災行

政無線の整備をしております。 

　中でも、住戸内の個別受信機は、大雨などの

屋外スピーカーからの音声が聞き取りづらい場

合に、極めて有効な手段となっております。 

　平成２８年、糸魚川の大規模火災では、延焼

範囲内の世帯に個別受信機が整備されており、

火災発生の事実が迅速に伝達されました。 

　個別受信機は、地域の実情に応じて整備され

ており、平成２８年３月末現在で、全戸配布が

３１％、１，４２８団体。防災行政無線のうち

４３６、一部配布が５．４％、１，４２８団体

のうち、７７６となっているところであります。 

　高齢者の方々など、災害弱者の方々に、より

細かく防災情報を行き渡らせることができるよ

う、防災行政無線などの個別受信機の普及促進

策の検討が必要となっております。 

　御見解を伺います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　防災情報の伝達手段として、個別受信機は確

かに有効な手段だというふうに、私も考えてお

ります。 

　ただ、導入に当たりましては、多大な費用が

必要となり、現在、検討ができていないのが現

状でございます。 

　宿毛市としては、先ほど来、答弁しておりま

すが、宿毛市防災アプリ、こちらを進めており

まして、こちらのほうの登録をお願いしている

ところでございます。 

　いろいろな手法、いろいろな手段を使って、

災害のことに対して、皆さん方に知らせないと

いけないというふうなところでございます。 

　ただ、個々によって違うんですね。何でその

情報を得ているのか、そこをしっかりと洗い出

しをしないと、何か一つつくっても、そこから

漏れた方々がということだというふうに、今、

自分としては考えているところでございます。 

　そこのあたりを、まず１回、整理をさせてい

ただきたいというふうに思いますし、例えば、

防災アプリが入っていないけれども、孫とのＬ

ＩＮＥをするために、スマホを持っていますよ

という御高齢の方、結構、聞くとおられるんで

すね。そういった方々に、ＬＩＮＥを教えると

同時に、同じような形で防災アプリ、登録して

もらって、使い方を教えるというか、習ってい

ただくことができないかとか、そういうことも

しっかりと考えていく中で、何が一番、伝達す

るために、機能として有効なのかというのを、

まず考えて、そこから漏れたという言い方悪い

ですが、その手段がない方々を、どう救い上げ

ていくのか、しっかりと検証をしないといけな

いなというふうに、今議会思っておりますので、

これから取り組みをさせていただきたいという

ふうに思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　了解しました。 

　次、ダム災害とハザードマップ。 

　今回の肱川の、一部のダムを緊急放流をした

後に亡くなった人が出ました。ダム管理者は、

決壊を防ぐため、河川法令に基づいて放流した

わけでありますが、もっと緊密に自治体側との

連携が必要だったのではないでしょうか。 

　通知から実際の放流までに、可能な限り、時
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間が確保され、危険区域の住民避難が徹底され

るよう望みたいと、防災研究所の大学の先生の

言葉であります。 

　宿毛はどうなのかと。中筋川ダムに行ってみ

ました。このことがあったので、危機管理面の

内容を、住民代表の市長に知らせに行ったとの

ことでした。 

　想定外、想定内の話。計画以上の２倍の雨を

降らしたらどうなるか、検討したことを知らせ

た、ということであります。 

　ダムには操作規則があり、市町村に通知規則

があります。ファクスを送る、ファクスを見た

か、確認通知をするとのこと。危険のマイクが

聞こえないと報道がありますけれども、ダムの

通知目的は、川の中にいた人、堤防の近くにい

る人や、近くの民家に向けてするのが、行動で

あります。苦情が出るので、夜と朝は角度を調

整していましたが、再度見直しを、全国がして

おります。 

　ダムの浸水被害を予測するハザードマップの

検討が必要ではないでしょうか。ダム災害のと

き、１０分ごとにインターネットで表示が出る

ので、市は見てわかると思います。 

　中小の洪水、大きい洪水を目的にする中で、

ダムの出し方が違ってくる。中小の洪水に重き

を置いて決めていた。ところが、異常の雨が

降って、この惨事となりました。 

　流入量を抑えているため、ダムは余裕がなく

なると、元の川の形になります。しかし、洪水

量より少ない水を出しているので、避難のみの

時間を確保しているということであります。 

　真備町地区の浸水域は、市が事前に危険性を

出していたハザードマップと、ほぼ一致してい

ました。ハザードマップは、基本は市がつくる

ものでありますが、データがありますので、浸

水する下流のマップを、ダムの協力を得てつく

る必要があると考えます。市長の御見解をお伺

いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　ハザードマップをつく

るべきではないかというお話でございます。 

　宿毛市内に流れる中筋川は、高知県管理河川

となっておりまして、現段階で、高知県は中筋

川の浸水シミュレーションを行っていないとい

うことでございまして、宿毛市といたしまして

も、ハザードマップを作成する元のデータがな

いということでございます。この点については、

先ほど、川田議員もおっしゃったとおりでござ

います。 

　そういう状況でございますが、今後、データ

をぜひシミュレーションを行っていただいて、

データをこちらのほうにいただきたいというお

話をあげさせていただいて、宿毛市としても、

ハザードマップ作成に向けて取り組めないか、

これから検討してまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　最後の質問に移ります。 

　災害と消防、住民と最も密接な関係を持つ消

防署員の皆様におかれましては、あらゆる事故

や災害に対処するため、訓練等に積極的に励ま

れておりますことを、大変心強く感じておりま

す。 

　住民の命と財産を守るため、昼夜を問わず励

んでいただいておりますことに、感謝申し上げ

ます。 

　さて、災害には、土砂災害、浸水害、洪水害

がありますが、７月８日の浸水害においては、

土のう運びなど、多様な仕事があるわけであり

ますが、住民を助ける側の消防署が、河口から

１キロも離れてない浸水地域にあることからす

ると、署員の自動車、また公用車等の避難の場

所の確保、どうなっているか、市民は心配して
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います。 

　今の場所にも、駐車場も十分ではないのでは

ないですか。 

　当時、市長も、現職議員でした。欠陥ばかり

が目立ってしまいます。消防署自身の危機管理

をお尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　危機管理ということでございますが、災害時

の消防署の公用車等の移動について、少しお答

えをさせていただきたいと思います。 

　災害時の消防署の公用車につきましては、地

震が起こったときには、津波浸水が予想される

ために、宿毛市総合運動公園に移動するように

定めておりますが、それ以外の災害については、

特段の定めはありません。そのままということ

で、あそこで防災機能を持っていますので。 

　しかしながら、万一被災後に救急車両が出動

できないような被害が想定される場合において

は、地震災害時と同様に、宿毛市運動公園に移

動するなどの、臨機応変にそのように対応して

まいりたいというふうに考えているところでご

ざいまして、対応策、しっかりと考えていると

ころでございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　人を助ける消防署が、

そのような管理をしなくてはならない消防の立

ち位置について、現場で働いてきて、どのよう

な思いを持たれるか、職員の思いを聞かせてい

ただきたいと思います。 

　市長、御見解をお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　職員は、そういった形の中で、しっかりと頑

張ってくれているというふうに思っているとこ

ろでございます。 

　なお、宿毛市全体を見渡すと、先ほど来から

ずっと答弁の中でもお話をさせていただいてお

りますように、宿毛市の公共施設というのが、

余りにも浸水エリア内に多くあるということは、

一つの問題であろうかというふうに思いますの

で、できる限り、市役所も含めまして、公共施

設は高台のほうに、あげれるものはあげていき

たいというふうに考えているところでございま

す。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　ただいまの質問を通じ

まして、わからないことも多く、市長の御見解

の中、いろいろ教えていただきました。 

　以上で質問を終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　お諮りいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　３時５５分　延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０２分　開議 

○議長（岡﨑利久君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　４番山岡　力君。 

○４番（山岡　力君）　おはようございます。 

　昨日は、５時ぐらいになるかと思いまして、

非常に気をもみましたけれども、けさ一番にや

らせていただくことになりまして、心もすっき

りとしております。 

　それでは、今、話題になっております新庁舎

のことに関して、私は、質問をいたします。 

　項目が２つに分けてはおりますけれども、内

容がいろいろと錯綜してまいりますので、一問

一答形式の流れの中で、質問してまいりまして、

項目にはこだわらずに、お願いをいたしたいと

思います。 

　さて、３月でしたか、市議会の説明を経まし

て、８カ所での説明会、そして３度にわたる審

議会を経た中で、いろいろ賛否があるわけです

けれども、しかし執行部の見解では、答申どお

りやりたいということになるわけですけれども、

しかし、この反対意見の中にも、もっともだと

思われる意見も幾つかございました。移転の提

案が少し性急ではないかというようなものが、

まずは１点。 

　さらに、性急な上に、予算経費や交付金の説

明が、周知において正鵠を得ていないというよ

うな御批判も、懸念など、これもわからないこ

とはありません。 

　また、国からの交付金が出る、出ないという、

確証のないような放言も聞こえてまいりますの

で、正確なところを、市長との論戦で明らかに

してまいりたいと、こういうふうに考えており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

　あわせて、新事務所の建て位置が変わること

によりまして、今後の市政運営にも影響が出る

と想定されるもの、また、市政の財政運営、道

路網の整備等々、位置が変わることによりまし

て、また空き地となる現在地の利活用、これは

るる、先日来から市長も御答弁をさせて、構想

はお聞きをしておりますので、一々触れないか

もしれませんけれども、それらを含めまして、

質問をさせていただきます。 

　まず、１番ですけれども、現在での建てかえ

の場合でも、２０億円の補助金が出るというお

話などを、仄聞いたしましたけれども、この真

贋、この根拠のある話なのかどうかを、まず市

長に御説明をいただきたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　皆さん、おはようござ

います。山岡議員の一般質問にお答えをさせて

いただきたいと思います。 

　庁舎をどの場所で建設するといたしましても、

国や県からの補助金制度はありません。 

　また、現在地や、旧県立病院跡地での庁舎の

建てかえの場合、全額、一般財源にて賄うこと

となります。そのため、現在地での建てかえの

場合に、２０億円の補助金が出るというお話、

今されておりましたが、２０億円の補助金が出

るという話は、結果として根拠のない、間違っ

た情報でございます。間違っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　４番山岡　力君。 

○４番（山岡　力君）　わかりました。 

　それでは、淡々とまいります。 

　これまでの各議員の質問にもございましたよ

うに、重複をいたしますけれども、あえて、改

めてお聞きをいたします。 

　ある意見で、緊急防災・減災事業債というも

のが、旧県立病院跡地に、新庁舎を建設する場

合におきましても、適用になるというお話も耳
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にいたしましたけれども、これは、確認のため

に、もう一度、市長にお聞きしますけれども、

適用になりますか、なりませんか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　この件につきましても、説明会も含めまして、

何度も御説明をさせていただいている案件では

ございますが、緊急防災・減災事業債は、対象

にならないということでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　４番山岡　力君。 

○４番（山岡　力君）　わかりました。 

　いずれも適用にならないと、こういう明解な

御答弁でございました。 

　同僚議員からも、既に質問がございましたけ

れども、まことにくどいようですけれども、小

深浦高台以外は、国からの交付金は対象になり

ませんと。したがいまして、借り入れは一般財

源からの繰り出しと、こういうことになります

よね。これでよろしいですかね。 

　次、いきます。 

　さて、この津波浸水想定区域外に庁舎移転を

する場合に、つまり、小深浦の高台ですけれど

も、緊急防災・減災事業債が適用になります。

建設費用の全部について、交付がされるわけで

はありませんよね。 

　私の認識は、こうなのでありますけれども。

同僚議員たちは、今度の庁舎の面積算出の根拠

を聞いた議員もございました。私が聞きたい、

そして確認をしたいことは、それとはちょっと

別にございまして、ここは非常に重要なところ

でございます。 

　面積の根拠は、さほど重要ではありません。

緊急防災・減災事業債は、借り入れる限度額は

規定上、おのずと定まったものがありはしませ

んか、市長。 

　簡単でございますけれども、お答えをいただ

きたい思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きたいと思います。 

　緊急防災・減災事業債による借入額を算出す

るに当たりまして、入居職員数を１９０人とし

て試算をしておりますが、そのうち水道課１１

人につきましては、公営企業会計の職員のため、

起債対象人数から除かれますので、残りの１７

９人を起債借入における対象人数として、想定

をしているところでございます。 

　次に、職員一人当たりの起債対象面積は３５．

３平米、１平米当たりの起債対象単価は３６万

１，０００円とのルールがありますので、それ

ぞれを掛け合わせると、２２億８，１０５万円

となり、これが起債の借入可能額となっている

ところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　４番山岡　力君。 

○４番（山岡　力君）　市長、今、１９０名と

申しましたかね。私は１８０名で計算をしてお

りますけれども、ちょっと計算が違いました。 

　しかし、この計算式は、緊急防災・減災事業

債の中では、かっちりと定められておりまして、

市長のおっしゃるとおりでございまして、私の

計算は１８０なんですけれども、１８０名で計

算をした場合、水道課の職員は公営企業という

ことで除きますが、１８０名掛ける、職員１人

当たりの面積３５．３平米ですけれども、それ

に、さらにまた、平米単価が３６万１，０００

円を掛けましたら、全部で２２億９，０００万

ぐらいになるんですよね。ぐらいというのは、

ちょっとあれですけれども。 

　大体、２３億と。このうちの７０％が、後年

度、交付金として返ってくると、国からですね。

こういう認識でよろしいですよね。 



－ 139 －

　だから、満額返ってくるということではない

んですね。これはしかし、建物だけですよね。

建物だけ。 

　だから、きのうもおとといも、大体、１０億

かかるとか、５億５，０００万かかるとかいう

ような話がありましたけれども、しかし、合計

すれば、１４億から１５億というものが、結局、

市から繰り出しをするというふうな金額になる

わけで、市長のおっしゃられた数字は、大体そ

れで正しいと、こういうふうに認識をして、

ずっと聞いておりました。 

　さて、これまでの質問で明らかになりました

ように、現在地、あるいは旧県立病院の跡地の

建設では、一銭も金は出ん、国からはね。全部、

一般財源からの繰り出しと、こういうことにな

るわけですよね。大変な市の財政の圧迫という

ことに、私はなると思いますがね。 

　それで、財政も逼迫しますし、税金の値上げ

ですよね。今でも市民税が大分高いようにも思

いますけれども、これにも影響があるかもしれ

ません。 

　また、宿毛市の人口も、それほど希望的にど

んどんふえるというふうな、そんなことを議員

が言うてはいけませんけれども、努力はしない

といけませんけれども、今の時点では、人口が

減るというようなことは、非常に懸念をされて

おります。 

　そういう中で、結局、税収も減ってくるとい

うことになりますと、余りに法外な借金を背負

うということになりますから、本当に宿毛では

暮らしていけないというような危惧を、私は持

つものでございます。 

　ある人が、いろいろ賛否両論がありまして、

うちにも、いよいよ山岡君、俺ら反対じゃいう

人も来ました。来て、審議会の議事録も、ぜひ

読んでくれというような方もおりまして、二、

三日預かりました。 

　ぱらぱらとは見ましたけれども。いろいろと、

中には意見もございましたよ。性急ながじゃな

いろかとか、この間、立田副会長の話も出まし

たけれども。しかし、それは審議会の結論が出

るまでの議論でありまして、その議論を踏まえ

て、答申として１０名の方が、高台移転やむな

しと。賛成ということになったのでございます

ので、一々一々、その中での細かい議論を取り

上げる必要はないと、私は考えております。 

　それともう一つ、一番最初に私が感動しまし

たのは、中平市長が審議会の一番最初の会合の

ときに、宿毛市の庁舎の歴史を簡単に触れまし

た。 

　宿毛市の庁舎は、昭和３８年に建設されまし

た。昭和３８年ということは、私が小学校１年

生でした。５５年を経過しており、津波の浸水

地域の指定になっておると。Ｌ１クラスでも１．

２メートル、Ｌ２では６．９メートルの津波が

予測されておると。 

　しかも、地盤沈下が最大で２．４メートルし

ますよと。３０年以内には７０から８０％の確

率で、非常に高い確率ですよね。これ、地震が

発生すると。 

　それから、５５９ヘクタール、浸水すると言

われております。これは高知市に次ぐ規模であ

ろうということで、ぜひ皆さんに忌憚のない御

意見をいただきたいと、こういうふうに、中平

市長が万感の思いを込めて語られておりました

ことが、一番印象に残りました。 

　さて、国からの交付は、結局は一銭も出ない

ということの中で、署名も集まって、３，００

０名近い人が反対するというようなことに、今

現在なっておりますけれども。 

　県立病院の跡地に建てるということにつきま

しても、先日来から、市長さんの話の中では、

非常に余分なお金もかかると。それから、ピロ

ティ方式、あるいは盛り土にしても、何階かわ
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かりませんけれども、階上に行く事務所までに、

非常に急な道路もつけないかんというようなお

話も、るるお聞きをしました。 

　非常に、具合の悪いことだと思います。 

　すると、また私が非常に不思議に思うのは、

第一に、水につかるところに建てるという感覚

が、全く理解できないです。 

　まずは、南海トラフ地震とか、津波が全然こ

ないのだったら、なんちゃこの場所でも構わん

のですよ。県立病院でも構わん。 

　ところが、津波が来るということで、あの東

日本大震災の翌年に、緊急防災・減災事業債が、

国がつくりましたよね。国がつくったというこ

とは、あんたら怖いから、国が銭出すので、早

急に高いとこへ登ってくれと、こういうことで

ございまして、その期限は、時限立法というか、

１０年ぐらいですよね。その期間が、もうあと

３年ぐらいになりました。 

　そこで、一番言われることは、４カ月で決め

たから早いとかいう人がおります。それは、皆

さん、絵でも見てください。例えば、ゴッホの

ひまわり見ますか。ひまわりだけ見るがじゃな

いですけんね。バックがあって、ひまわりの花

は光るわけですから。 

　私が言いたいのは、４カ月で物事を決めると

いうことは、拙速ではないと思いますよ。大体、

６年ぐらい前から、すでにできていなければな

らない話ですので。 

　これは、地震というものがいかに恐ろしいこ

とかということを、もうあの東日本でもわかっ

てるじゃありませんか。 

　例えば、片島、萩原、自分の田んぼはここか

らここまで言うたところで、津波が来たら、境

も何も、なんにもわからんなります。めちゃく

ちゃになるのでね。 

　そのときに、市役所が、司令塔が残っておっ

たらですよ、どれほど市民の、無残な姿になっ

た市民の心の光になることか。この位置を建て

たいということに関して、私は、ぜひそうすべ

きである、こういうふうに考えております。そ

ういうことです。 

　ほとんど言いましたけれども、もう。丸３日

もかけて、原稿書きましたけれども、今回は原

稿を見ないでやりました。 

　さて、市長は、この市役所というところです

よね、新庁舎も避難所という位置づけではない

と、こういうふうなことをおっしゃいましたけ

れども、市長、市役所とは一体、精神論かもし

れませんけれども、どういうところだとお思い

になりますか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　るるお話をお聞きをさせていただきました。 

　本当に、財政的な面からお話もありましたが、

非常に宿毛市、厳しい状況であります。確かに、

私、就任以後、基金のほうの積み上げもさせて

いただいておりますが、大きなハード事業一つ

やれば、ぶっ飛ぶような金額でございます。 

　そういった中で、るるこれからお金のかかる

こと、たくさんございます。 

　先日は、臨時職員の賞与のお話もありました。

来年度からは、しっかりと見直しをしないとい

けないということで、取り組みもさせていただ

こうということで、今、話を庁内でもさせてい

ただいているところでございます。 

　そういった形の中で、福祉にかかる金も、ど

んどん増額をしておりまして、そういった形の

中で、地域をどのように活性化していけばいい

のか、そういうことを日々考えているところで

ございます。 

　市役所の庁舎というのは、単なるシンボルで

はないというふうに考えております。やはりこ

の地域に根づいて、しっかりと宿毛市の市民の
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ために生かせるように、そんな活動をする、そ

ういう拠点になる施設だというふうに思ってお

ります。 

　そして、そのもう一方の役割として、災害時

にはやはり防災の拠点になる。防災というか、

災害復旧復興の拠点になる、そういった施設で

なければならないというふうに考えております。 

　先日の雨のときに、私は、先日も言いました

が、７月の豪雨のときに、この庁舎にいました。

すごい音がして、真っ暗な中、とんでもない雨

がきました。 

　そういった形の中で対応をさせていただきま

したが、対応をしている間に、外を見ると、電

気の明かりの下が、もう既に道が浸かっている

状況でした。 

　薄明るくなったときには、もう外に出ること

もできないし、第３配備ということで、全職員

を参集したときには、多くの職員が、もう来る

こともできない。 

　または、無理して来る職員を見ると、本当に

下着がぬれるようなところまで浸かりながら、

歩いてくる職員を見て、文教センターのほうで

という指示も出したところでございます。 

　そういったのを経験しながら、また北海道の

ほうの地震であるとか、大阪の地震であるとか、

そういった中で、やはりもう一つの機能として、

この庁舎というのは、災害に強い、そういった

庁舎。それを必ず建てないといけない、そうい

うふうに強く思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　４番山岡　力君。 

○４番（山岡　力君）　市長の思いもよくわか

りました。 

　市役所というところは、ある特定の人の所有

物でも、市の職員のものでもありません。これ

は、宿毛市民みんなの宝、財産だと、私は思い

ます。 

　誰そこの地区のものでもない、みんなのもの

でございます。 

　さて、私、こんな話はしようとは思いません

でしたけれどもね。自分らみたいに、昭和３０

年ぐらいに生まれた人間は、高校生くらいのこ

ろは、片島の道には家がほとんどございません

で、沼地でした。いわゆる林新田というところ

でございまして。 

　私の両親は、貝塚に住んでおりまして、もう

３０年ぐらいたちます。高校生のときに、あこ

に３軒しかなかったんです、家が。谷川がちょ

ろちょろと流れてて。そこに同級生がおって、

よく遊びに行きましたけれども。 

　その時代からいうと、本当に雨後のタケノコ

のように、どんどんビルが建って、私どもは、

結局、高度成長の申し子といいますか、すごい

勢いで日本がもうけた時代を生きてきたわけで

すよ。 

　それで、当時はもちろん、真丁商店街とか、

本町とか、この商店街は物すごいにぎわいでご

ざいまして、私は、母の里が坂の下であります

ので、おまちに行こう、おまちに行こうって。 

　おまちに行ったら、ネオンがある。当時、ネ

オンいうたら、今は当たり前ですけどね。あの

光を見たら、これが日本か思て、思っていたん

ですけど。 

　買い物に行く、物は飛ぶように売れたわけで

すよね。 

　しかしまあ、今、時が流れて、いろいろと、

それだけじゃないかもしれませんけれども、商

店街、宿毛の市街地は本当に寂れてしまいまし

た。本当に空き家ばっかりで、かつてのにぎわ

い、商売の基本になる、心と心のやりとりいう

ようなものも寂れてきて、アメリカ式のお店

ばっかりできて、つり銭投げるようなお店ばっ

かりできましたよね。 

　しかし、それが悪いとは言いませんよ。悪い



－ 142 －

とは言いませんけれども、変わってきた中で、

ゴーストタウンみたいになったようなまち。 

　それから、片や、かつての沼地が、フジがで

き、スーパー、コンビニ、いっぱいできました

よね、あっちのほうへ。 

　まちの形が随分変わりましたよね。かつて、

僕らのときは、もう商店街だけがまちだったん

です。ここに行けば、喫茶店がいっぱいあって、

まあ、めったなこと言われませんけれども、昔

は格好よかったですよね、学ラン服でね。黒服

着て。今、宿毛高校は、ちょっとあれなってい

るけど。セーラー服もよかったもんですよね。

非常にええ時代でしたよ。 

　しかし、本当に、世の中はがらっと変わって、

あちこちが、全部こうなって、かつての商店街

だけが、おまちではなくなりました。こっちの

ほうの人口のほうが、ひょっとしたら多いかも

しれません。 

　そこで、やっぱりもう一つは、そもそも論に

なりますけれども、南海トラフがいつ揺れるや

らわからんというようなときにきて、今ここで

やりよう最中でも、来るかもしれません。

ひょっと、新庁舎を建てるときには、もう来る

かもしれん。これは誰にもわからんことですの

でね。 

　だからこそ、備えをすれば憂いなしというこ

とで、こういう方向になったと思いますよ。 

　だから、地方自治法の第４条ですかね、交通

の事情とか、事務所といいますわね、自治法で

は、市役所のことをね。この事務所は、交通の

便とか、住民の利便性を十分に考慮に入れない

かんというような全文がございますけれども、

私は、あそこの高台でも、今のまちの経済圏か

らいうたら、全くの的外れで、容赦ならんぞと

いうような場所とは思っておりません。 

　まず、やらないかんことは、遠いとか近いと

かいうようなことを言う人もおりますけど、空

中に事務所をつくって、ボタン一つで移動する

のであれば、構わんですよ。どこかの地面には

建てないかん。誰かが近くなって、誰かが遠く

なる。 

　おあつらえ向きにここですよいうものが、宿

毛市にはないんですから。一番ベターな、ベス

トなところが、たまたま、２６年、２７年に購

入しておったあの高台ですよね。そこに向けて

やろうということになっているわけですからね。 

　それで、まず、言いたいのが、交付金が全然

出ない、片や出る。それから、財政も厳しい。

今後も逼迫するかもしれない。義務的経費を引

いたら、ねっ、家庭でいう可処分所得は、宿毛

には１１億、１２億までしかないんじゃないで

すか。だから、あそこの道を直してくれ言うた

ら、ちょっと待ってくれと。金がない、金がな

い。すまんけど、１００メートルよう直さんと。

５０メートルにしてやと。来年、５０メートル

やるというふうにやりくりをしてね、やってい

るわけですよね。 

　この市長の御決断、執行部の御決断は、私は

理にかなっていると思うんです。何でか言いま

すと、市の職員さんは、執行するときに、血税

を使うわけですから。少ない経費で、最も大き

い効果を生む、これを市の職員さん、市長以下

はみんな心がけて、私はやっていると思います

よ。 

　その施策にも合致しておりますからね、高台

は。 

　県立病院跡地でやると、３０億、全部持ち出

しですので、こういうことが許されるわけあり

ませんわね。大変な出費になりますので。 

　今生まれた赤ん坊が、向こう３０年間、４０

年間、借金背負わなければならなくなる。だか

ら、早いも遅いもない、いつ訪れるかわからな

いこの地震災害に備えて、一刻も早く高台に移

転して、新しいまちの姿をつくり上げる。 
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　そして、市長も言われたように、旧市街地を

別にしているわけじゃないです。旧市街地は市

街地のように、駅前は駅前周辺のように、きち

んとやっていきたいというようなことも、るる

御説明ありましたけれども、どうですか、総括

的に、お聞きしますけれども。市長の御感想を

お聞きします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　少し、義務的経費のことであるとか、財政面

のことがありましたので、その点について、今

の状況等もお話を少しさせていただきたいと思

います。 

　現在の宿毛市の財政状況ですが、平成２９年

度における普通会計の歳出総額は１１７億５，

５７１万円となっております。そのうち、人件

費や社会保障費ですね、最近上がっています。

社会保障費などの義務的経費の占める割合は、

全体の８７．８％でございまして、１０３億１，

９３２万円となっているところでございます。 

　また、普通建設事業費や、災害復旧事業費と

いった投資的経費ですね、使えるお金、こちら

の総額は、１年間の中で１４億３，６３９万円

でございまして、全体の１２．２％となってい

るのが実情でございます。 

　投資的経費は、国、県における補助金や、有

利な起債を活用することで、継続的に実施して

いく必要のある経費であります。要するに、単

費で使うとこれだけしか使えませんので、これ

にあわせて起債をうまく利用したり、そして補

助金をうまく利用して、これを倍にしたり、場

合によっては３倍にしたりということで、いろ

いろな事業を工夫をしながらやっていくのが、

今の実情でございます。 

　そういった形の中で、今後もできるだけ補助

金等を活用することで、一般財源の圧縮に努め

ていきたい、そのように考えているところでご

ざいます。 

　そんな中、次に高台での建設以外、財政運営

は大変になるというところを、少し説明をさせ

ていただきたいと思います。 

　保育園の高台移転による統合、宿毛小学校の

合築、今、計画でこれから入っていきますが、

合築など、現在、進行しているものを合わせて

も、さまざまな大型建設事業を控えているとこ

ろでございます。議員の皆様方も御承知のとこ

ろでございます。 

　そういった中、小深浦の高台以外での庁舎建

設となって場合、いろいろ考えました。その場

合、一般財源必要額は３０億円となることから、

実際、他の事業を縮小するなど、事業規模や事

業スケジュールなど、さまざまな見直しが必要

になると、そのような結果になりました。 

　庁舎建設と並行して、ほかの大型建設事業を

実施していくことが、実際、困難だという結論

になったところでございます。 

　昨日までの一般質問の中で、結果ありきじゃ

ないかというお話いただきました。この庁舎建

設のお話については、平成２９年の行政方針と

いう形の中で、３月議会で皆様方にもお話をさ

せていただく中で、広報等にも載せさせていた

だいております。 

　ことしの４月からということで、非常に短い

期間でやっているんじゃないかという御非難も

受けているところでございますが、その１年前

にしっかりとお話もさせていただく中で、ずっ

と内部では協議をしてきた問題というか、取り

組みでございます。 

　そういった形の中で、いろいろ考えながら、

皆様方に広く意見を求めたい。そういう中で、

ただ単に何か言ってくれという話ではいけない

ということで、３つの提案もさせていただいて、

できる限り、細かく説明をさせていただいたつ
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もりでございます。 

　そういった形の中で、審議会等にも、答申を

出してくれということで諮問をさせていただい

て、その結果として、今の、ずっと、一昨日か

ら答弁をさせていただいている内容の結果に

至ったということでございます。 

　そういう形の中で、ほかの事業と並行して、

高台以外で建てることは困難だというふうに、

自分としては考えたということでございます。 

　現在も、財政運営等は、決して余裕のあるも

のではございませんが、高台での庁舎建設の場

合は、緊急防災・減災事業債、先ほど来ある、

この有利な起債もあることから、効率的な予算

配分をすることによって、並行して、現在、

やっている、そういったハード事業も並行して

やれるものだというふうに、財政シミュレー

ションのほうも組み上げをさせていただいて、

今議会で皆様方にお諮りをしているところでご

ざいます。 

　そういう状況でございますので、ぜひ御理解

のほどをお願いしたいというふうに思っている

ところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　４番山岡　力君。 

○４番（山岡　力君）　本議会での、補正含め

て、大体１２０億ぐらいの規模になりましたけ

れども、市長が言われたように、家庭でいう、

自由に使えるお金いうのは１２０億円あるけど、

たった１４億しかないという、こういう厳しい

財政の中で、皆さんが、交付金がある、ここに

こんな補助金がある、これは３年でやろう、こ

れは５年でやろうというふうに計画を立てて、

行政執行しているわけですよね。 

　非常に、御苦労さんと言いたいです。また、

ひとつ言いたいのは、ねえ市長、この緊急防

災・減災事業債が使えるのは、るるありました

ように、３３年度末までに庁舎が完成しとかな

いといかんというような条件が、いろいろあり

ますけんど、確かに中平市長になって、御決断

したことについては、別段、交付金ありきで、

欲しいということ、そういう言葉ではなくて、

やっぱりこの庁舎は、今のままではダメだとい

うことは、もうわかりきっている話ですので、

どこかには建てないといけない。その場合に、

まあ言うたら、市長もやらないといけないとい

う、ここに火がついたわけですよね。 

　これはダメだと。俺の代でやらなければなら

ないと、いうようなことだと思いますよ。 

　結局、東日本大震災から７年たちました。そ

の次の、翌年から、この緊急防災・減災事業債

というものが施行されましたけれども。 

　前の市長のときは、決断はようしませんでし

たよね。誰かが決断しないことには、ここの庁

舎ではダメだということは、わかりきっている。

どこかにやらないといけない。 

　ところが、どこかにやる場合に、賛否があり

ますけど、水に浸かるとこにやる必要はないわ

ね。私は、再度、そういうふうに思います。 

　もし浸かって、３５億かけてつくって、また

建てかえるいうことできないのですから。 

　そしたら、司令塔として、市民を、あそこ

だったら一番見えますよね、街区も全部見える

からね。目視できる。あそこに向いて手を振っ

てる人もいる。ここに溺れている人がいること

も、すぐわかるから、一番ええ場所やね。 

　それともう一つ、寂れるという話もあります

けれども、寂れることは一つもないと思うんで

すわ。 

　今ひとつ、今度の議案でも５００万あがって

ますけど、商工会議所ですよね。宿毛の商工会

議所が、旧法務局へ移るという話もありますけ

んど。 

　法務局は、今、宿毛にはありませんよね。

度々、中村へ行かないといけないようになるわ
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けよね。そしたら、近隣市町村では、県土木な

んかも、結局、まちが寂れてきて、人が少なく

なって、そのまちはただの分室になっているわ

け。全部、ここの近辺でいうたら、支店である

四万十市にいってしまっているわけよね。 

　分室では、いろいろ書類はとれるけど、決定

権はないわけ。所長は四万十市にいるので。こ

れ、四万十市に度々行かないかんわけよ。ガソ

リン代かけてね。 

　そういうふうになっていく、このまちが。こ

の高台にちゃんとしたことをやってないと。 

　しかも、高台に行く場合は、今城県議も質問

がありましたけど、高知県警でも、県土木も、

海上保安署も、でき得れば高台に行きたいとい

う意向があるというような御答弁もありました

よね。 

　私は、そこに集積をしたら、まちが寂れるこ

とはないと思うんですよね。あとは、市長以下

皆さん、議員、みんなが頑張る、これしかあり

ません。 

　それから、交通網の整備につきましても、ま

だまだルートがはっきりしてないというような

ことがございますけれども、しかし、高台にも

しなれば、県も国も、私は動くと思うんですよ

ね。政治いうものは、そういうものです。 

　本州と四国に、今、３本橋がつきましたよね。

あんなもの、当初はつくことは、誰も思ってい

なかった。ついても１本ぐらいだろうと思って

いたものが、３本ついたよね。 

　これが、政治の力よね。政治というものは生

きものなので、何か一つ手がかりがあったら、

ごっと動く。 

　そういう、私も宿毛市議会議員の一人ですの

で、政治に携わる者としては、そのぐらいのロ

マンは語りたいわね。 

　だから、大きいものを見て、一番有利な起債

を使いながら、市民の安全、安心を守り抜くと

いうふうな観点で、この審議会の答申も非常に

打倒であると、私はそう思います。 

　賛否がありますよ。しかし、私は政治家とし

て、右も左も、にこにこするわけにはいきませ

ん。私は、高台移転を今しなかったら、もうや

れないと、こういうふうに考えております。 

　これで質問を終わりますけれども、言いたい

ことばっかり言いましたが、市長、最後に何か

ございますでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きたいと思います。 

　るる山岡議員の考え方をお聞かせをさせてい

ただいたところでございます。 

　その中で、何点かございました。 

　例えば、交通網ですね。現在、本当に、街区

の方々もそうだと思いますし、また、特に郡部

の方々は、もっと困っておられます。 

そういった形の中で、今、うちがはなちゃんバ

スという形で走らせてます。 

　実は、最初は乗降する場所が決まってたんで

すね、乗りおりする場所が。これ、街区の年配

の方から、やはり乗りおりを、場所を決められ

ると、そこまで歩いていくのが、とても大変だ

というお話を聞かさせていただいて、それで内

容の変更を、当然、僕ひとりの意見じゃないで

すよ、その意見があるよということで、審議会

のようなところにかけて、そちらのほうでもん

でいただいて、乗降がどこでもできるような、

路線によっては、そういう形にさせていただき

ました。 

　また、路線も、若干、実は変えているんです

ね。皆さん方もお気づきの方おられると思いま

すが、今まで行ってたところを、少ないところ

は地元にお願いをして、もっと要望が多いとこ

にかえたりとかということで、現在、２台のは

なちゃんバスがフルに運行をしている状況です。 
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　そういった形の中で、当初心配していた乗降

率というのも、かなり上がっています。それで、

今度、庁舎が高台になれば、郡部から、例えば

宿毛駅に一度集めて、宿毛駅をハブにして、周

遊バスが走らせれないかとか、そういうふうな

ことも、これから検討するということで、お話

をさせていただいているところでございます。 

　何が言いたいかというと、今の現状が決して、

宿毛市がいい状況じゃないということです。 

　交通網もそうだし、まちもそうです。郡部も

そうです。皆さんがたくさんの不安を持って、

今、我慢をしながら、この宿毛市で生活してい

るようなまちだというふうに思っています。そ

れを、何とか打破していかないと、これからど

んどん人口減少は進んでいくと思います。その

ための一つの契機として、当然、災害後の復旧

復興ということで、事前復興という形で、災害

後にもこのまちで住み続けるということでやら

ないといけませんが、今のまちをもっと元気に

する、そういった意味も込めた、今回は事業に

したいというふうに思っています。 

　そういった形の中で、建て位置が決まった後

には、当然、ここの庁舎があくわけですから、

ここの庁舎の利活用であるとか、現在、もう既

に整備を進めさせていただいている林邸を核と

した、文化であるとか歴史に触れていただける

ような、そんなまちづくりであるとか、そう

いったものを、しっかりと、当然、街区の皆さ

ん方に協力をしてもらわないといけませんので、

皆さんと一緒になってやっていきたいというふ

うに思いますし、これは、私が議員を３期やら

させていただきました、その間に、街区の意見

として、街区の代表の議員さんたちが、ずっと

述べて来られたことです。 

　それを今、一緒にやろうというふうに、自分

は一生懸命呼びかけをさせていただいていると

ころでございます。 

　ぜひ、皆さんと一緒になって、このまちを、

住んでてよかったと思える、自分の子供や孫に

住んでもらえるような、そんなまちに変えてい

きたい、そうしていきたいというふうに思って

います。 

　そういった力強い若者が、今、たくさん出て

きているんですよ、宿毛の中に。そういう若者

と一緒に、そして年配の方々のお力をいただき

ながら、しっかりとまちづくりをしていきたい、

そのように思っているところでございます。 

　大きなものを見ながら、政治動かしていけと

いうお話もいただきました。大きなものだけ

じゃなくて、しっかりと、先を見据えた政治を

していきたいというふうに思っています。 

　そういった意味で、ぜひ御協力のほど、よろ

しくお願いをいたします。 

　以上です。 

○議長（岡﨑利久君）　４番山岡　力君。 

○４番（山岡　力君）　よくわかりました。 

　市長の思いは、今の言葉に全部詰まっており

ました。一本参りました。私も、小さいとこも

見てますのでね。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君）　この際、１０分間休憩

をいたします。 

午前１０時５１分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時０２分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　１４番、一般質問を

いたします。 

　新庁舎建設について。 

　８月３１日、住民説明会において、市長の了

解が得られるよう、説明を継続するとの発言を

聞きましたが、この真意についてお聞きします。 
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　市長じゃなくて、市民の了解が得られるよう

に、説明を継続すると、そのように住民説明会

で聞きましたが、その継続するという意味は、

どういう意味でしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　濵田議員の一般質問に

お答えをさせていただきます。 

　私といたしましては、新庁舎の建設位置とし

て、小深浦高台という方針を決定いたしました

ので、そのことについて、市民の皆様に対して、

説明を続けてしていくという趣旨で申し上げた

ものでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　それでは、再質問を

いたします。 

　私は、てっきり、市長があのとき、余りにも、

これでは説明にならないなというように感じ

とって、もう一度、市民に説明をし直すと、そ

のように解釈いたしました。 

　それから、宿毛市庁舎審議会の議事録より抜

粋しますが、原会長が、この方は高知大学専門

分野、地盤耐震工学の先生でございますが、こ

の先生が、２回目の審議会の挨拶の中で、「本

日の審議会の主な議題は、庁舎に関する住民の

意識集約ということで、大変短期間ではありま

すが、この宿毛市の全集落を一つ一つ、丁重に

回られて意見を伺ったというふうに伺っていま

す」と、原会長が挨拶で述べていますが、これ

はどういう意味でしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　まず、濵田議員はその

ように受けとめられたということでございます

が、説明会の中ででも、９月議会のほうに議案

として提案したいというお話もさせていただい

ていますし、そのことについて、変更したとい

う話もせずに、引き続き、説明をさせていただ

きますというお話をしたので、そういうふうに

受けとめられている方もおられたのかもしれま

せんが、全くそういうことではございません。 

　また、審議会の中で、原教授の真意をという

ことでございますが、大変申しわけございませ

んが、その審議会に、私、同席もしておりませ

んし、どういった真意なのかというのは、前

もって言っていただいておけば、また聞くこと

もできたかもしれませんが、突然ですので、

ちょっとわかりかねるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　いや、それは執行部

の方が、誰か原先生に、一つ一つ丁重にという

ような言葉があったということを言われたんで

はないでしょうか。 

　いや、意味がわかりませんか。 

　宿毛市の全集落を一つ一つ丁重に回られて、

意見を伺ったというふうに伺っていますと、こ

れは原教授が言うているわけです。だから、そ

うやって一生懸命回ったというのは、誰が言っ

たんですか。 

○議長（岡﨑利久君）　副市長。 

○副市長（岩本昌彦君）　濵田議員の再質問に

お答えをいたします。 

　原教授のほうが、全集落を一つ一つ丁寧に回

られて意見を伺ったというような発言をされて

いるのは、議事録で書かれたとおりです。 

　ただ、我々、第２回目の審議会において、そ

れぞれの地区での説明会の結果概要を報告させ

ていただいているということは、説明をさせて

いただいていますので、それを原教授なりの表

現で、こういうふうな表現をされたかもしれま

せんけれども、我々としては、それぞれの地区

での説明会の意見の結果概要を報告させていた

だくということを、事前に説明させていただい

ております。 
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　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　再質問をいたします。 

　そういうことはよくあることではありますけ

れども、私は、これは一生懸命になっていると。

だから、執行部の方も、そうやって各部落を

回ってたのかなと、そのように勘違いをしまし

た。 

　それで、でき得れば、原教授が言うように、

一つ一つ、執行部も、まちの中とか、そういう

ところを回られて、意見を聞くのも、大変重要

ではないかと思いますが、どのように思います

か。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　市内、今回８ブロックに分けて回らさせてい

ただきました。かなり丁寧に回らさせていただ

いたというふうに思っているところでございま

すが、ただ、それぞれの事情があって、聞きに

行きたかったけれども行けなかったという方も

おられるは思いますので、そういう方に対しま

しては、申しわけなく思っているところでござ

います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　これは市長に、

ちょっとお聞きしますが。 

　まちの中で、市長は、選挙が済んでから一度

も顔を見たことがないと。少しはまちにも、寂

れたまちではあるけれども、見に来てもらいた

いと。現状を見てもらいたいというような人が

多々ありますが、その点について、どう思いま

すか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　まちのほうで戸別訪問、１軒１軒回ったとい

うことはございません。そのことを言われてい

るのであれば、戸別訪問はしておりません。 

　ただ、いろんな催し物もありますし、また、

市民祭宿毛まつりでは舞踏パレードもさせてい

ただいております。また、行けるときと行けな

いときがありますが、それぞれの、いろんな催

し物ありますよね。それこそ濵田議員もよく御

存じの駅伝とか、奥島先生にお世話になってい

る。あれも行って、挨拶もさせていただいてま

すし、あと、市展も行きますし。結構、郡部で

言われるんだったら、申しわけないと言わない

といけないんですが、街区での催し物、かなり

ありますので、いろんな、それぞれの会には出

席をさせていただいて、ありがたいことに、お

話もさせていただいているところでございます。 

　ただ、１軒１軒、家を回って、お話をしたこ

とはないということでございます。 

　濵田議員のところにも、市長就任後、何度か

お伺いもさせていただいたところでもございま

すし、自分なりに動いているつもりではござい

ますが、足りない部分は、またこれから頑張っ

ていきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　戸別訪問をせよとい

うわけではないですけれども、時々、どうです

かとかいうような見回りはしてほしいというの

が、まちの人たちの意見でした。 

　一度も見たことがないと。なので、それは

ちょっと言い過ぎじゃないかということを、私

も言いました。 

　真丁のマラソンなんかでは、市長が来て、挨

拶をしていることはわかってますし。そういう

ような公の場には来てくれていると、それはわ

かっています。 

　それで、でき得れば、もう少し、いろんなと
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ころに顔を出すということも、一つの手ではな

いかと、私はそのように思います。 

　それでは、再質問になりますが。 

　いろいろなことで、私も、この間の３１日の

住民説明会を聞いたときに、私の隣の人が、市

長も人の気持ちがわかってくれるようになった

というような話もしましたが、それは、私の今

の質問で、勘違いではございましたけれども、

何のために市民の了承が得られるように、説明

を継続すると、その発言が、今ちょっと勘違い

で、そういうように。私はまた、もう一度やり

直してくれるぐらいの気持ちでおりました。 

　そして、このままでずっと推移をしていくと、

市民の方が申すには、完全にまちが二分される

んではないだろうかというような、そんなよう

な、大きなあれも出してましたが。 

　でき得れば、市長も、今、逃げるんじゃなく

て、まちの人のいろんな意見も聞いてみるとい

うのは、大変重要なことではないかと、私はそ

のように思っておりますが、市長、それはどの

ように思いますか。 

○議長（岡﨑利久君）　濵田議員、マイクの前

で発言のほう、よろしくお願いいたします。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　全く、逃げているつもりはございませんので。

逆に、説明させていただきますという話をさせ

ていただいてますので。しっかりと説明もさせ

ていただきたいと思います。 

　ただ、個人個人とお話しするということには、

なかなか難しいかと思いますので、また皆さん

に集まっていただいてということになろうかと

思います。 

　またそのときには、濵田議員にも、ぜひお力

をかしていただきたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　１番の問題は、大体

わかりました。 

　それじゃあ、次に２番目の問題にいきます。 

　この計画は、余りにも拙速ではないかという

ことを、皆さんから聞きます。 

　審議会とは、行政機関が政策立案などにつき、

学識経験者や利害関係者の意見を反映させるた

めに設置する、合議制の諮問機関です。 

　審議会答申を受けて、議会に早々と提案する

ようですが、その過程において、余りにも拙速

過ぎるように思います。 

　本年４月に建設プロジェクトができ、わずか

３カ月の庁議で議員協議会に素案を示し、その

後、早々と審議会を発足させて、３カ月で建設

審議会は４回の審議会で答申を出しました。 

　それを受けて、庁舎の高台移転を９月の議会

に提出されようとしています。 

　地方自治法第４条に、市民の利便性、交通事

情、その他の官公庁との関係などが、適当な配

慮を求められておりますが、今のままでよいの

でございましょうか。少しそのことについて聞

きたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　一昨日から、何名かの議員の皆さん方の答弁

と同じになるかとは思いますが、東日本大震災

や熊本地震、そしてことしに入っても、濵田議

員も御承知のように、大阪北部地震や、先日の

北海道胆振東部地震など、日本列島での地震災

害が多発をしているところでございまして、そ

の被害の状況ですよね。 

　東日本大震災のときもそうでしたが、毎日の

ようにテレビで放送されてます。また、新聞で

も、その話題ばかりです。本当に大変なことに

なっております。 
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　日本列島の国土は、地球の陸地のわずか、先

日も言いましたが、０．２５％ということでご

ざいます。 

　０．２５％でしかないのに、世界で発生する

地震の約２割は、この日本で発生しているとい

う、衝撃的な事実があります。 

　そして、南海トラフ地震は、今後３０年以内

に、７０から８０％の確率で発生するといわれ

ておりまして、これについては、もうこの地域

に住む者は、宿命ですので、逃げることはでき

ません。 

　そういう状況でございます。 

　その上、本市でも７月の西日本豪雨の災害の

ように、本市で起きた災害のように、災害はい

つ発生するかは、誰にもわからないところでご

ざいまして、あすは我が身、災害は待ったなし

でやってくる、そういうふうな状況の中でござ

います。 

　そういった状況の中でありますので、災害に

強い庁舎を提唱し、今年度、本格的に議論を進

めてまいりました。 

　先ほども言いましたが、昨年の、自分のほう

で、３月には議員の皆様にも表明を、その１年

前にはさせていただいているところでもござい

ます。 

　また、９月議会で関連議案を提案したいとい

うのは、濵田議員含めて、皆様方に５月の臨時

議会で、議員の皆様にも説明申し上げたとおり

でございます。 

　災害から市民の皆様を守り、被災後も宿毛市

で住み続けていただくためにも、１日でも早く、

災害に強い庁舎を建設したいという思いが強い

ということは、ずっと述べさせていただいてい

るところでございます。 

　また、法のことも少しお話ししておられまし

たが、決して法に抵触するようなことではござ

いませんので、その点についても御理解願いた

いと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　再質問をいたします。 

　市長が言うこともわかりますが、私にすれば、

議会の３分の２以上の賛成者がおるから、これ

はいつやっても構わんというようなとり方をし

ている市民も、私に限らず、市民もおります。

これは議員数ですよ。議員数で、１４人を半分

で割ったら７人と。７人は最低でも、その中に

附属した人がおると。 

　そういうがで、これは完全に議会を通るから、

早くやれというような意見も、私は聞きました。

ある議員から、それは聞きました。 

　それはどうでもいいんですけれども、でき得

れば、同じことの繰り返しになりますけれども、

もう一度、慎重に考えて、提案を出すのも一つ

の方法じゃないかと思います。 

　私のところに来て、言ったりする人の中には、

今議会でもし決行すれば、まちは、濵田さん二

分しますよと、それはわかるでしょうと。それ

は私もわかります。 

　二分するということはどういうことかと、私

もあえて聞きました。そしたら、来年になれば、

すぐ市議会議員もありますよと。そしてまた、

来年の暮れには市長選もありますよと。そうい

うような、いろいろと回して、ものをいうよう

な人らもおりました。 

　しかし、余りにもまちが二分するということ

は、これは絶対に、私は避けて通らなければな

らない、そのように思っておりますので、どう

しても、でき得れば継続審査にしてもらいたい

とか、そういうようなことは、その人の話の中

でもありましたが、私もそのように思っており

ますけれども、今の執行部の体制では、ちょっ

と無理ではないでしょうかという話もしました。 

　これは、でき得ればの話ですけれども、そう
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いうような人も、市民の中には多数いるという

ことも、頭の中に入れてほしいです。 

　それはもう答弁いいです。またほかのところ

で質問はしますから。 

　中心市街地の重要性について。 

　中心市街地活性化法を、平成１０年に国が設

定しました。そして、都市中心部の空洞化を防

ぎ、都市機能や公益、商業施設などの再配置と、

計画的な集積を図ることを目的とする法律。 

　私たちは、商工会議所の元会頭、竹村建司さ

んなどと、平成１２年ごろからですかね、まち

づくりについて、再三再四にわたり、協議をし

てまいりました。都合、二、三年はやったと思

います。 

　しかし、なかなか思うように、国の予算はと

れず、まちは衰退の一途をたどっていきました。 

　私たちも、でき得ればと思いましたが、今、

市のほうでやっていただいているのは、水道通

りの電柱の地中化と、早稲田大学からいただい

た梓公園、そして市長の代になって行った林邸

の改築でございました。 

　しかし、この寂れる町並みの中で、今の現状

では、閑古鳥が鳴く、また、このように衰退し

たまちを見るのは初めてだというような方々も

たくさん、よそから来た人から、私は耳にしま

した。 

　どうしてかといいますと、真丁に梓公園がで

きたと。そしたら、その梓公園を見たいがため

に来ましたと。そして、近所の人が、濵田さん、

説明してくれんでしょうかというので、呼びに

きてくれて、学生なんかと話したわけでござい

ますけれども。 

　確かに、もうまちの形態ではありません。も

ちろん商店街の形態も成しておりませんが。し

かし、まだ旧市街地の方たちは、もう一度、ど

うしても復興したいという人、たくさんおりま

す。だから、市のほうにも、何とか、橋渡しを

してくれというような方もおりますが、しかし、

そこの言ってくる人は、子供がこっちにいない

わけです。どこにいるかといえば、東京のほう

に、そのまま行っているわけでございます。 

　そして、その方に言いましたら、もしあれ

やったら、子供は呼び戻せるんですかという話

をしましたら、いや、まちがまちらしくなって

くれば、子供も戻しますと。そして私たちの面

倒もみらしますというような話を伺いましたが、

今のままでは、帰しても生活することができな

いんじゃないだろうかというような話もいただ

きまして。 

　ゴーストタウン、それから、あれですが。 

　まちがこれ以上寂れないためには、市のほう

でも、何かの手だてもしていただきたいと、こ

のように思っておりますが、これも今の予算で

は、到底無理な話ではないでしょうかと、私な

りに思って、このことは質問はしませんけれど

も。 

　でき得れば、市長、まちを二分させることは

避けていただきたい、これだけははっきり言っ

てきてくださいという話でした。 

　もう、市長は高台ありきで、高台のほうには

予算はかけて、何ぼでも店もつくっていくだろ

うという話も、まちの中では出ています。 

　しかし、この人口減少が起こる中で、もう一

つのまちをつくるという、まだちょっと無理で

すよと、私も何回か言いましたけれども。しか

し、中にはそういう人たちもおるということは

事実です。 

　でき得れば、市長、このまちを二分させない、

既存のまちも可愛がっていく方法、何かお答え、

表明してもらうわけにはいきませんでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　るるありましたので、

どこまでお話をしたらいいのかなと思いながら、

答弁をさせていただきたいと思います。 
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　まず、まちをどのように、これから考えてお

られるのかというお話の前に、既にお子さんが

こちらには住んでいないと。どんどんまちが寂

れているんだということでございます。 

　先ほどの答弁でもさせていただきましたが、

自分も同じような思いを持っているところでご

ざいます。だからこそ、今のままではいけない

と思います。 

　例えば、ここに役所を仮に建てたとして、同

じ人間がこの役所、新しい役所を使ったとして、

新しく役所がなるだけで、経済効果が新たに生

まれると思われますか。私は、何も変わらない

と思います。 

　だから、役所があるから、それでいいとか、

そういったことで経済って動かないと思います

ね。だから、当然、役所が移動することによっ

て、何らかの人の流れが変わりますので、その

ことによって、負の要素がある部分に関しては、

しっかりとリサーチをして、その分を今度、何

で補うのか。もっといえば、プラスアルファー

として何をそこに持ってくるのか、それをしっ

かりと街区の方々と話したい、そのように思っ

ております。 

　それから、話の中で、街区の人がこういう、

ああいうお話がありました。ぜひ、濵田議員も、

長年にわたって市議会議員をされてて、いろん

な見識もお持ちの方ですので、ぜひそこはお話

を聞くだけじゃなくて、しっかりと今の現状を

訴えていただいて、一緒になって、この宿毛の

既存市街地をどのようにこれから進めていこう

か、そういうお話をぜひ進めていただきたいと

いうふうに思いますし、そういうお話でありま

したら、いつでもお声がけをしていただきまし

たら、またお話もさせていただきたいというふ

うに思いますし、またそういったことに使える

ようなものが既存の予算、今までなかなか予算

とれなかったというお話もお聞きしました。そ

ういった形の中で、いろいろな方々にお願いを

して、いろんな御寄附を募ってきて、宿毛市と

ゆかりのある方々のお力をかりることに対しま

して、濵田議員が御尽力されたことも、十分に

承知しておりますので、自分たちもできること

はしっかりとつないでいきたいというふうに

思っているところでございます。 

　そういった形の中で、昨日もお話させていた

だきましたが、宿毛の体育館が完成しました。 

　夕方帰るときには、子供たちの本当に元気な

声も聞こえて、本当ににぎやかに使っていただ

いているなというふうに思います。 

　この体育館の前側のところに、これから公園

を、小学校、中学校の合築とともに、公園整備

をさせていただいて、街区の方々から、以前か

らお話があった岩村通俊の、今、胸像があるん

ですけれども、実際、コンクリートしかないよ

うな状況で、人が見に行くようなところじゃな

いので、しっかりとそこを公園整備をして、そ

れに加えまして、東京宿毛会の会長にもお願い

をして、岩村通俊の子孫の方々とお話もさせて

いただく中で、これから整備に向けて、着実に

取り組みをしようということで、お話をさせて

いただいているところでもございます。 

　それから、あと、サテライトオフィスという

形で、本町通りのほう、本町ですが、こちらの

ほうの２階に、新しくそういったオフィスを開

設していただくように、東京のほうに、本社が

ある会社でございますが、それが来るように決

定をさせていただきまして、あした、議会中で

大変申しわけございませんが、あした県庁のほ

うで、尾﨑知事と三者で、調印式も行うように

予定をしているところでございます。 

　こちらも、最終的に２０名程度の雇用という

ところでございますが、関連の会社もたくさん

ございますので、これからも、また広げていた

だきますよう、お願いもしていきたいというふ
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うに思っていますし、また、何よりも子供たち

が一回出て、よそで生活を始めると、なかなか

帰ってくることができません。自分自身も経験

しています。 

　だから、そういった形の中で、ぜひ子供たち

が出ずに、残りたい子供たちはこの宿毛に残っ

てもらいたい。そういった意味で、地元の子供

たち、高校新卒の子たちを採用していただけた

らという形の中で、新たな枠組みも、企業とこ

れから調定を結ぶということで、あした調印式

をさせていただくようにしております。 

　そういった細かいことではございますが、一

つ一つの努力を、今、続けさせていただいてい

るところでございまして、庁舎の跡地利用も、

しっかりと、人が動くような形、これにつなげ

ていきたいというふうに思っています。 

　ただ壊して、そこに何か、公園をつくるとか、

そういうんじゃなくて、必ずここで人が、交流

ができたりとか、人がここで滞在ができるよう

な、そういう形の中で、ぜひ活用することに

よって、街区が今まで以上に活気ある、そう

いった地区になるんじゃないかなというふうに

思っているところでございます。 

　一つには、残念なことかもしれませんが、実

際、どんどん、いろんな生活、生活圏域を含め

て動いています。ここ近年を見ても、本当に高

台といいますか、新興住宅地ですよね。以前は、

下にたくさん家があったじゃないですか。それ

が、あの東北の震災以後、見たらわかるように、

下は全然、家が建たなくなったんです。それど

ころか、坂のずっと上のほうで、坂をあがらな

いといけないから、年とったら大変だとか、子

供が通学するのに、自転車でかわいそうだとい

うて、下のほうに、どっちかと言ったら、高い

お金をかけて、下のほうに建ってた家が、今、

みんな上ばっかりですよね。 

　やはり、これだけ何か一つのことが起こると、

影響があるというふうなことだというふうに見

ているところでございます。 

　そういった形の中で、決して既存市街地をそ

のままにするという話では、全くございません。

皆さんと一緒になって、今まで以上に、これか

らこの市街地を使って、人の流れをつくってい

きたい、そのように思っているところでござい

まして、そのためには、市街地だけじゃなくて、

これからつくる庁舎であるとか、それから道の

駅であるとか、既存の駅であるとか、いろんな

ものをつなぎながら、人の流れを、この宿毛市

の中でつくっていきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　市長もいろいろと努

力をしてくれていることは認めますけれども、

余りにも、ゴーストタウンになり過ぎたという

ような感じで。 

　これがまた、活気のあるまちづくりというの

は、１年２年ではできないと思いますけれども、

これも何とか、あとの子供たちのためにも、残

してやらなければいけない使命だと、私はその

ように思っております。 

　市のほうにも、いろいろとお願いして、それ

はまたやってはいかなければならないことでご

ざいますが。 

　それで、庁舎移転後のまちづくりについて、

ちょっと聞きたいと思いますが。 

　都市機能の移転というのは、全国的に見ても、

大変珍しいことでして、そういったことに対し

て、新たな拠点ができ、そこから長期的に考え

るというのは、事業を一歩一歩積み上げて、青

写真をまねいて、そして具体的に詰めていくの

は、今後、重要になっていくのではないかと思

いますので、いろいろな観点から、都市機能が

移転したらこうするんだということを書いてい
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くのが、仮にこの、小深浦の高台に移転すると

すれば、これから重要な仕事になるというふう

に思います。 

　今の言葉は、高知大学の坂本　淳氏の言葉で

ございます。専門分野は、都市交通学の先生で

すが、市長、この言葉の意味するものは、どの

ように思うか、できればお答えください。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　済みません、大変恐縮

ではございますが、もう一度、そこの文章の部

分だけお聞かせ願えますでしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　庁舎移転後のまちづ

くりについて。 

　都市機能の移転というのは、全国的に見ても、

大変珍しいことでして、そういったことに対し

て、新たな拠点ができ、そこから長期的に考え

るというのは、事業を一歩一歩積み上げて、青

写真をまねいて、そして具体的に詰めていくと

いうのは、今後、重要になってくるのかと思い

ますので、いろいろな観点から、都市機能が、

移転したらこうするんだということを書いてい

くのが、仮にこの小深浦の高台に移転するとす

れば、これから重要な仕事になるというふうに

思います。 

　今の言葉は、高知大学、坂本　淳氏の言葉で

ございます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　大変恐縮いたしました、

ありがとうございました。 

　お答えをさせていただきます。 

　その内容、そのとおりだというふうに思いま

す。 

　ただ、今、宿毛市がやろうとしている庁舎移

転は、都市機能全体を移転しようとするものだ

というふうには、現在のところ考えているわけ

ではございませんが、昨日来、ずっとお話しさ

せていただいている都市計画マスタープラン、

これをしっかりとつくり上げていくということ

が、このお話の中の、一つずつ積み上げていく

青写真ということになろうかというふうに理解

をしているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　再質問をいたします。 

　仮にまちづくりが、この先生の言うようなこ

とは、私もよくわかります。どうしてこのよう

に、今から、余りまちがひらけていかないのか

というと、一番の原因は、私は少子化と、その

ように思っています。 

　少子高齢化というので、今から先、２０年先

になったら、悪いですけれども、宿毛の人口は

１万５，０００を切っていると思います。 

　清水がそうでした。この間まで、宿毛と同じ

ように３万何ぼで、市町村合併して、清水は今、

１万４，０００を切っているそうです。 

　こういうようにならないためにも、私は昔、

林市長が、宿毛に工業団地を引っ張ってきたと、

そういう話を市長から聞きまして、これで宿毛

のまちが、幡多郡の中で一番大きくなると、い

うような話も聞きました。 

　そして、どのぐらい市長、宿毛のまちで人口

がふえると、できればそれも聞かせてくれない

かと言うたら、５万人は最低すると。５万とい

うことは、あれですよ、市長。倍ぐらいの人口

になるわけですよと。それはできる、できると

いうような話を聞きましたが、それから後は、

ふえるどころか減る一方でございました。 

　しかし、工業団地、それから病院のおかげで、

人口は清水なんかと比べたら、減るのが少な

かったと。中村と比べたら、また減っています

けれども、これは、中村は県とか国とか、そう

いう機関がずっと残っているから、これは余り

減りにくいと思いますけど。 
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　宿毛の場合は、あと警察も、いろいろな役所

が、ずっと統合されて、宿毛支店じゃなくて、

出張所ぐらいの感じになるんじゃないのかと、

私はそのように思っている。 

　そのようなところで、人口が復活するという

のは、私はちょっと無理ではないだろうかと、

そのように思っておりますが、そこにおります

山本議員が、一生懸命、人口をふやせと言って、

やってくれるというのです。これは、自衛隊の

話ですが。 

　そういうようなことで、何でも構わない。人

口がふえることは、徹底的に、私なんかも協力

しようと、このように思っております。 

　市長、でき得れば、まちのことも考えてやっ

ていきたいと、このように思っておりますが、

今からまた、市長のほうにもいろいろとお願い

もしないといけないことがあるとは思いますが、

今の市長のあれでは、１万５，０００人になる

のがいつごろというような、こんな情けない考

えは、発表したくないんですけれども、皆さん

がそのようなことをおっしゃっていますから、

市長の口からも、これは聞いてみたいなと。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　統計上、１万５，０００人になるという日に

ちは、当然出てきているわけですが、統計上に

ならなさいために、今、努力をしておりますの

で、私の口から、１万５，０００人いつなると

いうことは、答弁は控えさせていただきたいと

思います。 

　街区のこと、先ほど来、お話をさせていただ

いておりますように、決して街区を見放してい

るとか、見捨てているとかということでは、全

くございませんし、逆に、今、中心となるべく

施設を、街区のほうに建設もさせていただきな

がら、ここに向いて、集中的に人を寄せて、そ

して宿毛市内をずっと回ってもらおうというこ

とで、取り組みをさせていただいております。 

　また、もう少し大きな話をすると、幡多６カ

市町村の連携の中に、当然、林邸を入れてます

ので、そういった形の中で、高知県のパンフ

レットにも載せていただいています。 

　そういった形の中で、宿毛市、今、一番ホッ

トな場所は林邸ということで、当然、街区とい

うことでやらさせていただいているところでご

ざいます。 

　また、それと絡めて、来年から始まるポスト

維新博という形の中で、自然体験型観光という

ことで、当然、今まで培ってきた海のレジャー

ですよね、釣りであるとか。そういったものを、

しっかりと絡めながら、やっていきたいという

ことで、行っている事業でございます。 

　林邸もまちの駅として、あそこ登録させてい

ただきましたので、看板もできましたかね、看

板も予算化しています。もう、本当はできない

といけないんですが、今、頑張ってつくってい

るところでございまして、もうしばらくすると、

あそこにまた立派な看板も立って、さらに人が

来ていただける、そういう取り組みをしていき

たいというふうに思います。 

　これについても、私自身は、街区の方々から、

非常に熱い思いがあったというふうに思ってい

るところでございまして、こちらに関しては、

もう人数言いませんが、とんでもない方の数の

署名が集まった事業でございましたが、なかな

かお金がなくて、やれなかったということで、

今回、３分の２の県の補助をいただいて、取り

組んだ事業でございます。 

　ただ、残念なことに、この事業であっても、

お金をこんなことにかけるのはもったいないと

いう御意見も、かなり、私のほうにも入ってき

たのも事実でもございますし、またそういった

方々に、一つ一つ説明もさせていただいたとこ
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ろでございまして、結果を見ていただいて、最

終的に納得していただけるんじゃないかと思っ

て、今、頑張っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　それでは、防災拠点

の概要を聞いていますから、これはいいですけ

れども。 

　６番の審議会の妥当性について。 

　本年４月に、庁内に建設プロジェクトができ、

わずか３回の庁議で議員協議会に素案を示した。

その後、早々と建設審議会を発足させて、３カ

月で建設審議会は４回の審議で答申しました。 

　それを受けて、庁舎の高台移転が９月議会に

提出されようとしています。 

　地方自治法第４条には、市民の利便性、交通

事業、その他官公庁との関係、適当な配慮が求

められていますが、また、議会は３分の２以上

の同意がなければならないと、市庁舎移転には、

地方自治法に定められている重要な案件です。 

　私は、どうしても納得のできないことが、ま

だまだ多くありますが、この審議会について、

市長はどのように思っておりますか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　審議会については、しっかりと機能していた

だいて、答申をいただけたものだというふうに

理解をしているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　名前は言いませんが、

この間の７月の豪雨のときのことではないかと

思いますが、ある委員が、川の名前を尋ねてい

ます。与市明川のこと。それは、その委員が、

与市明川といえば松田川ですかと、そういうよ

うなあれです。まっ、宿毛の人間で、与市明川

というが、余り皆さん使いませんけれどもね。

だけど、市に勤めている者とか、そういう特殊

な人たちだったら、必ずわかっているはずです。 

　私も林市長のときに、洪水に遭うて、まちが

冠水したと。そのときに、これはあれですかと、

市長、まちの川が冠水というが、与市明川のあ

れをなおさなければ、これはいつまでもくるこ

とじゃないですかと言ったら、それはくるけど、

そのときに、私に、１０億以上の金がかかると。

ポンプを設置するのにですよ。そういうように。 

　これも１年２年ではできませんけれども、四、

五年うちにはつけますというような、林市長か

らの答弁でございましたけれども、いまだにま

だ、それは実行されていないようなわけでござ

いますが。 

　せめて、この審議会の中に入る人ならば、松

田川ではなくて、与市明川ぐらいの名前は覚え

ておいてもらいたいと、そのように思います。 

○議長（岡﨑利久君）　質問ですか。 

○１４番（濵田陸紀君）　市長に、拙速に選ん

だのではないかということを聞きたい。 

○議長（岡﨑利久君）　それを言っていただい

たほうが。 

　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　一応、委員を選ぶの

には、市長、この９名の委員を選ぶのには、単

独で選びましたか。 

　市長が単独で、委員は選びました。審議会の

委員ですね。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　単独で選んだものではございませんが、最終

的に私が決めさせていただいたものでございま

す。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 
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○１４番（濵田陸紀君）　一応、委員の中で、

私は高齢者のこととか、向こうに行く場合です

よ。まちの高齢者の方が、小深浦の高台に行く

のであれば、津波が来た場合に、その津波に向

かっていくようなものだと、そういうように答

えを出してくれる人が多数おります。 

　しかし、この中で、そういうようなことを、

一人でも、この人はそういうような立場の人で

す。立場の人であれば、多少、そういうような

ことを加味した発言があってしかるべきだと、

私は思いますが。 

　山の上だけの、建設だけのプロジェクトでは

ないと思います、審議会であれば。したがって、

そういうような大事なことを、やはり一言二言

入って当たり前と思うんですが、こういうこと

は、年寄りなんかのことは、全然考えてないと、

そのように思いますが、いかがですか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　済みません、議長。一

つ反問権で、ちょっと聞きたいことがございま

す。 

　津波に向かって行くようなというのが、

ちょっと理解ができないんですが、どういった

ことで津波に向かって行くということになるの

か、教えていただければと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　まちの高齢の女の人

たちは、津波は片島のほうから来ると。それで、

そっちの方角に向かって行くのは、大変、私た

ちは怖いから、来たら逃げるどころか、反対に

自分の家でじっとしていると。それが天命だと

思っているというような話も聞いております。 

　それで、でき得れば、例えば、新田なんかか

ら片島のあたりまでは、林新田ですね、昔の。

あそこは全部沼地だったんです。そして、ずっ

と埋めて、今の立派なまちになりました。 

　しかし、あそこは２メートル５０かいくらか

の段差ができるわけです、津波のときに。 

　そういうときは、自動車も地盤沈下のため、

交通手段がないと、そういうようなところにと

いうような人たちがおりますが。 

　そして、津波が平田のほうから来るわけじゃ

ないと、というような、宿毛湾のほうから来る

んだから、向こうのほうには、絶対に私たちは

嫌。そして、中には、死んでも私は、そちらの

ほうには行かないと、そういうような激な発言

をする年寄りの方もおります。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせてもらい

ます。ありがとうございました。 

　まず、一つ確認をしておきたいんですが、津

波が来たときには、高台もしくは避難所に逃げ

てください。市役所に逃げるというのは、全く

間違いですので。そこは、ぜひ、議員もわかっ

ていると思いますので、説明をしていただきた

いと思いますし、逆に、そこは解いていただき

たいなというふうに、そういう誤解はですね、

思います。 

　一緒になって誤解を広げてたら何もなりませ

んので、ぜひ解いていただきたいというふうに

思います。 

　それからあと、長期浸水の話出ました。本当

に長期浸水、大変な状況です。高知市に次いで

宿毛市が長期浸水、エリアが広いということで

ございまして。 

　高知市、御存じのように、３０堤防とかとい

う形で、かなり、どんどん整備を進めていると

ころでございます。宿毛市も整備を進めないと

いけないんですが、なかなか、国からの予算等

もありまして、県のほうで、なかなか事業が進

んでない現状もございます。 

　そういった形の中、この長期浸水は、御存じ

だと思いますが、新田だけじゃないんですよ。

この現庁舎から、今度の県立病院跡地、こちら
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も長期浸水エリアに入ってきます。それで、高

台については、下は浸かりますが、当然、高台

ですので、庁舎建設地は浸かりません。だから、

長期浸水で浸からないのは、小深浦の高台だけ

というふうな形になっていることを、改めて御

説明をしておきたいというふうに思います。 

　そういった形の中で、避難場所につきまして

は、できる限り、高台に逃げていただきたいと

思います。できる限り、高台に逃げてもらいた

いと思います。 

　それは、何が起こるかわからないから、想定

外のことが起こったときのために、高台に逃げ

てもらいたいということでございます。 

　ただ、濵田議員は、以前から、高齢者の方、

高台に逃げれないんだということが持論でござ

いますので、そういった方々につきましては、

近く建築される、合築の宿毛小中学校を、防災

機能を備えた形で建築をしようと、今考えて、

仕様書等も作成をしているところでございます

ので、こちらのほうに逃げていただきたいとい

うふうに思います。 

　何よりも一番近いところに逃げていただくの

が、当然大切ですので、決して、皆さんが庁舎

のほうに逃げてくるということはなさらないよ

うに、お願いをしたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　それで、私が時々話

したりするのは、これは審議会の方に会ったら

言っててくださいという言葉を承りましたが、

それは私たちは会うことも余りありませんから

ということで、断っておりますけれども。 

　年寄りの方というのは、私たちが思っている

のと全然違うということが、よくわかります。

私ももう年寄りです。年寄りだけど、家の中で、

外にも行かずに暮らしている方、その方と、私

たちのように、年はとっても元気に外へ出れる

者と、考え方、全然違うんです。 

　これはやっぱり、市長にもちょっと考えても

らいたいんですけれども。 

　私たちの楽しみといえばと、その人の話を聞

くと。週に１度、タクシーを雇うて、スーパー

に買い物に行くのが一番の楽しみだと。そして、

そのために、妹さんも旦那さんを亡くしている

から、来てくれていると。それで、何のために、

私たちは生きているかという、実感もわかして

もらいたいと。 

　部屋の中の壁を見詰めて暮らすだけではあれ

だと。できれば、まちも、車椅子に乗ってでも

構わんから、散策もしてみたいと、そういうよ

うな話も伺っておりますが。 

　市役所のほうが、仮に小深浦の高台に行くと、

私なんか、見に行く必要もないけれどもと、い

うようなので、何かもう全然違う拒否反応を起

こすんです。 

　それはなぜかというと、市役所自体を避難場

所として考えているということは、よくわかり

ます。 

　いやいや、それはわかってますけれども、け

ど、いくら言っても、濵田さん、そんなこと

言ってたら、人が笑う言うて。市役所は、市民

を守るための市役所だから、それを違うとか何

とかいうふうに、それは絶対に言うてはいかん

ことですよと、私はくぎをさされています。 

　しかし、一応、確かに市役所に逃げれば、食

事は確かに、３日分はそろえてないですけれど

も、１日、２日はそろえておる、そのように私

は言いました。 

　あれ、大体、１万５，０００人分そろえてい

るんですかね。それはいいですけど。 

　そういうようなので、市役所イコール避難場

所と考えている人が、多数おることは事実です。 

　その点について、市のほうが、もし行かない

のなら行かないで、広報なんかでも、何回も出
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すようにしてもらわないと、年寄りの方は、市

役所イコール避難場所と、そのような勘違いを

しております。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　基本的な考え方、市役所は避難所ではありま

せんので。避難して来られた方々を、当然、排

除するとかというものではありませんけれども、

最初から避難所は避難所として、ほかの施設、

当然、指定していきますので、そこの部分は、

逆に、はっきりと、しっかりとわかってもらう

ことを、自分たちもやりますし、してください。 

　怒っているからとか、そういう問題じゃない

です。街区から市役所まで来たら、というふう

に考えること自体が、非常に危険ですので、そ

ういう考え方は持たないように、そこをしっか

りと、自分も努力しますし、一緒になって、わ

かっていただくようにしたいというふうに思い

ます。 

　それから、市民を守るものだというのは、間

違いじゃないです。市役所は市民を守らないと

いけない。だから、災害後の復旧復興も含めて、

役所は防災機能を高めるべきだということで

やっていますので、当然、市民を守るための、

今、議論です。 

　だから、市役所自体が浸水エリア内で、あと

拠点にならないようなところであれば、市民を

守ることができないじゃないかということで、

浸からないところに上げようというのが、今回

の話でございます。 

　それから、避難食の考え方なんですが、確か

に宿毛市は、いろいろなことを想定して、現在、

１万４，０００人分の、３日分じゃなくて３回

分を持っているところでございますが、ずっと

市民の皆さん方、それから区長さんを初めとす

る皆さん方にお話をさせていただいているのは、

個人個人が３日分、食糧、水、必要なものは用

意しておきましょうというのが、基本的な考え

方です。 

　防災の観点から、非常に見識のある方と、濵

田議員もずっと懇意にされているのもわかった

上で、大変失礼なんですが、あの方なんかも必

ず言われますよね、講演へ行ったときに。自分

で守らないとって。行政なんかあてにしたらい

かんいうて、必ず言われます。 

　だから、それが基本的な考え方です。ただ、

そこからどうしても、それができなかった方々

が当然おられますので、その人たちを知らない

よということはできないので、宿毛市としても、

しっかりと備蓄は進めています。 

　ただ、宿毛市が備蓄しているから、行けばも

らえるんだという考え方は、根本から違います

ので、その点については、ぜひそういった認識

をもっていただくようにしていただきたいと思

いますし、さらに宿毛市としても、啓発活動を

していきたいというふうに思っております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　市長なんかも、年寄

りの人の気持ちがわかるように、確かに、私な

んかも、何回も避難場所じゃないですよという

言葉はかけてます。しかし、市役所が避難場所

じゃなかったら、どこが避難場所いうて、反対

に怒られるような、それは言いますよ。学校と

か、忠霊塔とかいうて、いろいろなとこある。

そして、近くには大井田病院もありますよと、

そういうような話はしますけれども。 

　しかし、一番が市役所と、そういうような勘

違いはあります。何回言っても、それはもう、

私なんかもかえって怒られるくらいで。 

　そういうようなことで、避難場所イコール市

役所というのは、年寄りの人の気持ちからはな

くならないと、そのように思っております。 
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　それはそれで、もし逃げてきたら、あれはど

こやったかな、仙台の何とかいうとこ。前に犬

のことで話しましたが。犬を連れていくから、

学校には入らせないというようなことで、追い

出して、その人がまた車まで帰って、そしても

う一回、お願いしますというて来たと。 

　そのときに、あなたも、宿毛弁で言えば、

「しわい人じゃね」といい、追い返したと。そ

して、校庭においてある車まで行ったときに、

津波が来たと。そして、戻ってこい、戻ってこ

いといって、何回も叫んだらしいですが、その

人はこっちを見ながら、自動車の中に入って、

そのまま亡くなったそうでございます。 

　そういうようなこともありますから、市の職

員にも、市役所に来たから、避難場所じゃない

から帰ってくれというようなことを言う職員は

おらんとは思いますけれども、そういうような

ことも教育してもらいたいと、そのように思っ

ております。 

　またしつこいようですが、でき得れば、市長

も年寄りの気持ちを、もう少し考えていただけ

ないかと、そのように思っておりますが、いか

がですか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　答弁をさせていただき

ます。 

　るる濵田議員のお気持ちという形の中で、質

問等がありました。その点については、しっか

りと受けとめをさせていただきたいと思います

し、当然、お年寄りの、それぞれいろんな方々

がおられて、いろいろな歩みを、長年にわたっ

てしてこられて、いろんな考え方を持たれてい

るんだというふうに思います。 

　宿毛市、先ほど、少子高齢化というお話あり

ましたが、若くて元気なお年寄りがたくさんお

られて、その一方では、いろんな障害を持たれ

て、非常に苦労しながら生活を、それも身内も

少なかったりしながら生活をされている、そう

いった方々もおられますし、また、施設に入ら

れている方々もおられます。 

　それぞれ、例えば先日、孤立集落になった還

住薮のほう、こちらのほうで生活をされている

方々もおられます。 

　そういった全ての市民の方々、お年寄りの

方々に寄り添ったような行政を進めていきたい、

そのように思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　それでは、市長、次

の住民投票の是非について、伺いたいと思いま

す。 

　私は、８月３１日の住民説明会のときの話で

ございますが、市長が、住民投票をやるべきで

はないかという、ある人の質問に対して、私も

住民投票をやれば、大変楽ですという話をいた

だきましたが、住民投票は、私は決着つけるの

には最高のことではないかと、そのように思っ

ておりますが、市長はこの件について、どう考

えておいででしょうか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　楽ですというだけの話ではなくて、前後が

あったという形の中での話でございます。 

　その考え方について、お答えをさせていただ

きます。 

　８月３１日、先ほど議員のほうからもお話あ

りました、住民説明会でも同様の質問があった

中でのことでございます。 

　その際にもお答えをさせていただきましたが、 

私としましては、住民投票の実施は、現状では

考えておりません。 

　市民の中には、この新庁舎建設問題に対して、

賛成、反対の両意見があることは承知をしてい
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るところでございます。しかしながら、そのこ

とで、住民投票を実施して、市民を二分するこ

とは避けたいというふうに考えているところで

ございます。 

　また、住民投票は、市政の重要事項は、市民

の皆様から、直接選挙で選ばれた市議会議員の

採決により、決定されるという地方自治法本来

の姿である代議制民主主義を形骸化させるとの、

そういった批判もあるところでございます。 

　この点についても、議員も御承知だとは思い

ますが、今回の庁舎建設に関しましては、各地

区での意見交換会、アンケート調査の実施など、

直接、市民の皆様の御意見をいただく機会も設

けさせていただいていることから、判断につき

ましては、原則どおり、議会の採決に委ねたい

と、そのように考えているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 
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○１４番（濵田陸紀君）　庁舎建設に伴う宿毛

小中学校の建設の影響について、お聞きします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　まず、新庁舎建設によって、宿毛小中学校建

設に支障は出ないかという質問だと思いますが、

これまで、３候補地の建築費につきまして、御

説明してきたように、新庁舎の建設場所によっ

て、財政負担が変わってくるところでございま

す。 

　仮に現在地等の浸水エリア内に建設となれば、

市の財政負担は大きくなりますので、財政的な

影響は否めませんが、財政的な影響はあるとい

うのは事実になってこようとは思いますが、宿

毛小中学校につきましては、予定どおり、平成

３３年３月完成に向け、進めてまいりたい、そ

のように思っているところでございます。 

　なお、現在、当市としましては、高台という

ことでございますので、順調に進むというふう

に、財政シミュレーション上も載せているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　今の話を聞きまして、

一応、これは納得しました。 
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　それでは、最後になりますが、街区高齢者の

利便性について、お伺いします。 

　市長が申しますように、いろいろと市長のほ

う、旧市街地のほうについても、市長が便利を

図ってくれる、こういうようなこともしてくれ

ると、最初、いろんな話を聞きました。しかし、

街区の高齢者の利便性は、私が思っているよう

なあれではないんです。 

　例えば、もし災害のときに忠魂墓地まで逃げ

るとか、そして買い物の話とか、いろんなこと

を私も聞いてきましたが、何でこれほど真剣に

考えなければならないんであろうかというよう

なことも、多々あります。 

　このことについて、市長は、例えば買い物な

んかの話。先ほど言われましたが、はなちゃん

バスで、そして道を、各ところで乗れる、おり

れるというような話もありましたが、それは中

村のように、電話をかけて、何時ごろ、ここ来

てくださいとかいうようなことは、宿毛はやる

つもりはないでしょう。 

　いろいろと、何か金もかかることであろうし、

そして、利便性についてということでございま

すが、私は、年寄りの方のあれを、特に持つよ

うな話を、皆さんからよく聞きますけれども、

年をとっている方は、若い方と違って、なかな

か災害のときであろう、買い物のときであろう、

なかなか思うような行動をできないという話を

聞いておりますが。 

　そして、仮に高台のほうにこれがいったとき

に、その後は、まちの小さな小売店の方々が、

またやめるんではないだろうかという話も、

時々聞きますが、それは個人がやっていること

で、私たちの関与するところではないかなとい

うような話です。 

　そしたらあれですかと。仮に無くなったら、

近くの売っているところじゃなくて、全部、サ

ングリーンとか、フジとかへ行ってくれという

ことですかという質問も受けております。 

　なるべく、その利便性が失われないように、

これも高台ではなくて、まちというような、最

終的にはそういうような話になりますので。 

　市長、でき得れば、はなちゃんバスは日に何

回往復をしているわけですか。 

　スーパーとか、いろいろとあるんです、病院

とか。それ、何回ぐらい、宿毛市内で回してい

るんですか。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きたいと思いますが、庁舎建設についてという

ことで通告を受けておりまして、突然、公共

ネットワークの通告を受けておりませんので、

済みません。 

　濵田議員が、庁舎建設についての、（９）で

高齢者が来てますので、細かいところについて

は、ちょっと今、資料を持ってませんが、はな

ちゃんバス、広報等でもやりながら、いろいろ

北であるとか、西であるとか、ずっと回ってい

ます。どこを何時ごろに、どの程度回っている

かというのは、今、直で言える状況ではござい

ませんが、今、２台で回れるだけ回っていると

いうところでございます。 

　なお、庁舎と、それからあと買い物のお話も

出ました。以前、先ほど山岡議員のほうからも

ありましたが、以前は、本当に真丁、本町のあ

たり、スーパーも大きなのありましたし、たく

さんの小売店含めてありました。そういったの

が、現在もかなり減ってきて、現在も、どこで

買い物をしているのかなというお話を聞くと、

大体、サングリーン。サングリーンというか、

あそこはくりはらですかね、くりはら、それか

ら、くりはらさんが今やられている、サニー

マート系列のあそこという話を、よく皆さんか

ら聞くところでございまして、ある意味、寂し

くなってるなというのは、実感をしているとこ
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ろでございます。 

　こういった形の中で、庁舎自体があることに

よって、どれだけ小売店に経済波及効果がある

のかというのを、しっかりとしたデータは持っ

ておりませんが、それほど大きくはないのかな

とは思いますが、このあたりについても、しっ

かり、これから検証をしていって、影響がある

ところについては、しっかりそれを、先ほど

言ったように、補うような形で、何らかの方策、

施策を打っていかないといけないというふうに

感じているところでございます。 

　それから、公共ネットワークの充実は、当然、

必要でございますが、先ほど、議員からお話の

あったデマンド交通ですね、電話をかけてとか

というやつは、議員も当然御承知だとは思いま

すが、宿毛市、実証実験を含めてやりました。

非常に利用率が低いということで、現在のはな

ちゃんバスにやりかえて、はなちゃんバスが非

常に利用率が高いということで、今、はなちゃ

んバスのほうで動いているという現状でござい

ます。 

　これについては、議員の皆様方にも、ずっと

説明をしてきたとおりでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　それでは、もう時間

になりましたから、質問はしませんけれども、

できる限り、高齢者の皆さんの意に沿うような

行政方針でやっていただきたいと、そのように

思っております。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君）　この際、午後２時まで

休憩いたします。 

午後　０時３８分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時０１分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　１２番、一般質問を

行います。 

　火曜日から始まって３日目になりますが、今

回は非常に、庁舎問題もあり、長い一般質問に

なりました。私が最後ですので、市長にはお疲

れとは思いますが、簡潔な御答弁をよろしくお

願いをしたいと思います。 

　まず、防災情報の伝達についてということで、

通告をさせていただきました。 

　今回の質問戦の中でも、原田議員、またほか

の議員でも、防災情報の伝達についての質問が

あったとは思いますが、実際、私も７月豪雨、

またその後の台風等の災害のときに、防災情報

がなかなか聞こえなかったという声を聞きまし

た。 

　市長は、なかなかスピーカーの増設について

は、難しいということを、答弁としてしていま

すが、このスピーカーの増設については、技術

的には可能かどうかについて、まずお聞きをし

たいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　技術的には可能だというふうに考えていると

ころでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　技術的に可能だとい

うことであれば、やはり今、聞こえない地域、

また海岸線であれば、ここにはもう一つ、増設

してほしいという要望等は、かなりあると思い

ます。 

　市内には、新興住宅地で防災無線が全然聞こ

えないというところもあるようですので、例え

ば、ふるさと納税の一部を使って、１年で１基、

２基とか、優先順位を決めながら増設していく
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というような手法をとれば、今まで以上に、宿

毛市内でこの防災情報、行政情報が聞けるよう

な形になるんじゃないかというふうに思います

が、市長の御答弁をお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きたいと思います。 

　本議会で、原田議員や川田議員からの一般質

問でお答えしている内容と重なってしまいます

が昨今の気密性や遮音性の高い住宅が増加した

中で、特に風雨などの影響を考慮しますと、音

声のみの情報伝達には限界があるというふうに

考えておりまして、費用対効果も加味し、屋外

スピーカーの増設については、今、計画をして

いないのが現状でございます。 

　そのため、宿毛市では、宿毛市防災アプリを

推奨しているところでありますので、今後、多

くの皆様に、アプリの御登録をいただくよう、

加入を促進してまいりたいというふうに考えて

いるというところでございます。 

　また、昨日の川田議員の一般質問でもお答え

しておりますが、現在、聞こえないという方が、

どういった状況なのか。また、逆に、そういっ

た方々は、何を利用するべきなのかということ

を、費用対効果の面も含めて、しっかりと洗い

出しをしていきたいというふうに思っておりま

して、つくったはいいけれども、やはり聞こえ

なかったでは困りますので、そういった防災情

報を、どういうふうな形で、皆さん方にお伝え

するのが一番効率的なのか、一度、調査をして、

洗い出しをしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　再質問いたします。 

　原田君とか、川田さんの質問でもあったよう

に、なかなか防災アプリ、高齢者の方は携帯を

持っていない人。また、スマートフォンではな

い人というのが数多くいるということで、また、

防災アプリが入っていても、使い方がわからな

いとかいう方も数多くいるというふうに思いま

す。 

　やはり、一番、自分たちもなれ親しんだマイ

ク放送というのが、いいなというのが実際に住

んでいる人の気持ちじゃないかというふうに思

います。 

　ただ、今回、調査をするということですので、

調査の結果、増設が必要なところがあるという

ことであれば、また検討をしていただきたいと

いうふうに思います。 

　次に、ＳＷＡＮテレビの行政チャンネルの利

用についてということで、質問させていただき

ます。 

　宿毛市内に、少なくとも３，０００軒ぐらい

は、ＳＷＡＮテレビを視聴している方がいるだ

ろうというふうに思いますが、この行政チャン

ネル、ここで情報を流せば、室内にいながら情

報がとれるんじゃないかというふうに、単純に

考えているわけですが、これがもし可能であれ

ば、市役所の、今、議会放送もやっているよう

に、生で市長なり、担当課の係が、今の宿毛市

の状況はこういうことですということを放送で

きれば、市民はより多く、その情報は自分のも

のとしてできるんじゃないかというふうに思い

ますが、この点についてお聞きをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　本市の行政チャンネルにつきましては、市か

らの情報発信の充実手段の一つといたしまして、

ＳＷＡＮテレビに番組の政策などを委託し、質

問議員も御承知のとおり、議会中継やイベント

情報などの行政情報番組の放送を行っていると

ころでございます。 

　この行政チャンネルにつきましては、議会中
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継の生放送を除き、一度、撮影した映像を編集

して、放送をしており、その放送内容に、民放

やＮＨＫが放送しているように、緊急情報をテ

ロップで表示することは、現在、ＳＷＡＮテレ

ビが所有している放送機材では、技術的に行う

ことができず、対応するためには、高額な機材

の購入が必要となるとお聞きをしているところ

でございます。 

　しかしながら、機材の購入を行い、行政チャ

ンネルによる緊急情報の告知が可能となったと

いたしましても、これはケーブルテレビへの加

入者にしか周知ができないこととなります。 

　また、防災情報の周知方法につきましては、

テロップだけでは効果的ではないため、新たに

システムを構築し、全戸に対して告知放送端末

を設置する必要があると、そのように考えます。 

　しかしながら、この放送システムにつきまし

ては、全戸へ配布する告知放送端末の機器費用

や、市内全域における、現在、ケーブルテレビ

に加入していない家庭への光ケーブルの引き込

み費用、また、設置後のランニングコストなど、

多大な費用が発生することから、導入は困難で

あると、今のところ考えているところでござい

ます。 

　なお、ＳＷＡＮ加入者につきましては、こと

しの３月現在で２，４５７世帯でございます。

宿毛市の全世帯数は１万１５３世帯となってい

るところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　現時点での導入は、

非常に厳しいという答弁ですので、これをなか

なか、予算もつぎ込んでやれという話にはなら

んと思います。 

　小口端末については、１０年近く前に、総務

省のほうから、小口端末の話があって、宿毛市

でも検討した経過があるというふうに認識して

おります。 

　そのときにも、引き込みのときには、国から

の補助があるにせよ、後年に財政負担が必要に

なってくる。非常に高いランニングコストがか

かってくるということで、断念をしたというふ

うに記憶しておりますので、それについては、

なかなか難しいんだろうというふうに感じてお

ります。 

　それでは、次に、ミニＦＭの開設の可能性に

ついてということで、質問をいたします。 

　これは、もう大分前になるんですが、被災し

たところで、ミニＦＭ局からの情報を被災者が

聞きながら、現在の状況を把握していたという

ふうなニュースを見たような記憶があるんです

が、ＦＭ局ということであれば、小さなＦＭラ

ジオさえ持っていれば、その都度都度の情報が

入ってくるというふうに感じるんですが、この

可能性について、市として取り組む可能性につ

いて、お聞きをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　ミニＦＭにつきましては、阪神・淡路大震災

で被災した、神戸市で被災後、約２週間後から、

居住者に在日外国人が多い長田区を中心といた

しまして、多言語放送を行い、有効性が注目を

されたというふうにお聞きをしているところで

ございます。 

　また、ミニＦＭとは形態が異なりますが、近

年、もう東日本大震災や、熊本地震におきまし

て、コミュニティーＦＭが避難所情報や、ライ

フライン情報など、生活に不可欠な情報を届け、

活躍したと聞いているところでございます。 

　確かに、ラジオは災害に強く、細かく情報を

伝達できるツールとしては有効であります。今

後、事例を検証する中で、導入の可能性につい

て、研究をしてまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 
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　少し調べると、このミニＦＭは１００メート

ル程度の範囲、コミュニティーＦＭであれば、

ワット数にもよりますが、遠くは三、四十キロ

メートルの範囲で飛ぶというふうなお話も聞い

ているところでございまして、最近、いろんな

雑誌とか、行政関係の雑誌とか、そういったも

のにも、広告もよく出ているところで、私も目

にしているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　コミュニティーＦＭ、

私も通告してから、少しネットのほうで調べて

みました。やはりミニＦＭというのは、本当に

小さなエリアだけしか伝わらないという情報

ツールでありまして、このコミュニテイーＦＭ

というのは、大体、行政体が直で運営するとい

うことにはならないようなんですが、電波法の、

管理者等も置かないといけないというようなし

ばりもあるようですので、即導入ということに

はならないと思います。 

　ただ、このことによって、宿毛市内の情報伝

達が、ＦＭラジオ１個さえ持っていれば、いつ

でも、家の中にいても外にいても、情報収集で

きるということであれば、それは宿毛市民に

とっては、非常に有益な手段であるというふう

に思いますので、例えば、マイク放送を増設し

たりとか、アプリであるとかということを言わ

ずに、ＦＭ放送のここの部分を聞いてください

といえば、ほとんどの人に情報伝達できるとい

うことであれば、非常に有利だというふうに思

いますので、ぜひ、前向きな検討をお願いをし

たいと思います。 

　次に、これは、このＦＭにしてもほかのこと

にしても、時間と予算がかかるというふうに思

います。 

　今、宿毛市内で多くの地区が地区放送、自主

的な地区放送を持っているところでほとんどあ

ろうと。これ、宝くじの助成で、多くの地区が

放送を持っておりますので、例えば、市役所か

ら地区長さん、または自主防の代表の方等に連

絡をとって、この地区放送で現在の宿毛市の情

報等を流せば、より多くの方に伝わるんじゃな

いか。 

　市が設備した防災情報、行政情報は、デジタ

ル波なんで、何か障害物があると、そこから向

こうにはなかなか伝わりにくいというような性

格があります。 

　地区の放送はそうじゃなくて、アナログ波な

んで、もっと遠くまで届くというふうに思いま

すが、この地区放送の利用について、市長のお

考えをお聞きをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　議員より御提案のありました防災情報の伝達

手段といたしまして、地区放送を活用すること

はもちろん、地区の協力を得ることが前提とは

なりますが、非常に有効な伝達手段であると考

えております。 

　実際、今回の７月豪雨におきましても、市か

らの避難情報を地区放送で伝達し、有効に機能

したという事例があったとお聞きをしていると

ころでもございます。 

　また、本議会の野々下議員の一般質問でも答

弁をいたしましたが、今後の災害対応を考える

上では、やはり共助の取り組みは欠かすことが

できないと考えておりますので、その観点から

考えましても、こういった取り組みをしていく

中で、共助の意識も醸成されていくと考えます

ので、今後、地区長や自主防災組織と連携をす

る中で、地区放送の活用を検討してまいりたい、

そのように思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　これ、みんな宿毛市
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民ですので、ぜひ皆さんに協力を願って、宿毛

市の情報がより多くの方に伝達できる、それこ

そ自助、共助の部分で、皆さんに協力をしてい

ただければというふうに思います。 

　あと１点、防災情報というところでは、今月

の１３日未明からの雨で、山田川が氾濫をして、

長尾地区で国道が冠水したと。その情報がしっ

かりと伝わらなかったことによって、一番長く

は、和田というか、宿毛のまち近くまで交通渋

滞を起こしていたということが、市長もよく御

存じのこととは思いますが、これについては、

情報がなかなか伝わってなかった。 

　防災アプリで、僕も見ましたが、解除の連絡

が午後の１時ぐらいでしたかね、入ったのが。

それまで何の情報も出てなかったということで、

僕も何人かの人に、情報を出してくれないと、

いつまでも車は動かなかったじゃないかという

質問をされました。 

　当然、国道のことなんで、国交省であったり

とか、高規格道路も、国の管理ですので、一足

飛びに宿毛市ができる話ではないんですが、少

なくとも高規格道路は冠水もせずに、朝からは

通れるような状態ではあったんですよね。 

　そこらあたりを、宿毛市として、やはり国交

省等に、安全を確保できる形で通行できるので

あれば、早目に解除をお願いしたいというよう

なことを申し入れすることはどうだろうかとい

うふうに思いますが、市長のお考え、お聞きを

いたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　中村宿毛道路及び国道５６号の通行どめが発

生する直前に、中村河川国道事務所から連絡が

ありまして、私としても、影響が大きく、その

大きさから、すぐに同事務所へ、できるだけ早

く復旧をしてもらうよう、要請をしたところで

ございます。 

　また、あわせまして、宿毛市としても、情報

周知を行う必要があると感じまして、宿毛市防

災アプリ、宿毛市フェイスブック、そしてホー

ムページを活用して、通行どめ情報を発信をさ

せていただいたところでございます。 

　ぜひ、宿毛市フェスブックなどの活用や、宿

毛市防災アプリを登録していただきますよう、

この場をおかりしてお願いをいたします。 

　それから、私もやはり、雨がかなり小降りに

なって、冠水してないんだから通れるだろうと

いうことで、そういったお話も、国道事務所の

ほうにさせていただきましたが、やはり雨が完

全にやんでから数時間たつという形の中で、安

全をしっかり確認をしてからじゃないと、通行

はできないというお返事をいただいたところで

ございました。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　国の決めたルールと

いうのは、なかなか壊すことは難しいとは思い

ますし、ただ、この中村宿毛道路というのは、

宿毛市民にとっては、命の道というふうに、私

は思うんですよね。 

　そういう点でいえば、やはり国も、この場所

場所で、ルールというのはある程度、柔軟性を

持たすようなことを考えてほしいなと。これは、

市長一人の考えではいけませんので、また私た

ちも議会として協力できることがあれば、一緒

に取りかかっていきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

　防災情報については、以上で終わりたいと思

います。 

　次に、太陽光発電の設置についてということ

で、お聞きをいたします。 

　まず、宿毛市内の現状把握についてというこ

とで、この夏に、私の地域にも初めて太陽光発
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電が設置されまして、それも家のすぐ隣接した

ところに設置をされました。 

　隣に住んでいる人たちは、約束が違うという

ことで、ちょっと慌てふためいたところがある

んですが、宿毛市として、太陽光発電所、大規

模から小規模までいろいろとあるわけですが、

現状把握について、できているのかどうかにつ

いて、お聞きをいたしたいと思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　高知県の太陽光発電施設の設置運営等に関す

るガイドラインでは、固定価格買取制度におけ

る認定を受け、全量を売電を主たる目的とする

出力５０ワット以上の事業用太陽光発電施設を

設置する場合、設置を予定している市町村へ、

事前に事業概要書を届け出ることとなっていま

すが、逆に、５０キロワット未満の施設につき

ましては、届け出の義務もなく、市では、現状

の把握ができていない状況でございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　その５０キロワット

というのがネックなんですよね。 

　実は、坂本にできたのも、４９．３キロワッ

ト。５０キロワット以下は、低圧ということで、

そのまま電線に流し込めるということになって

いるようで、そういう施設でないと、橋上のあ

たりでは、発電所設置はできないんだと、業者

が言っておりました。 

　ただ、農地、単純に回りが農地ばっかりのと

ころに設置するのであれば、そういうことも、

農業委員会に申請をして、隣接の農家の承諾が

あれば、設置が可能である。 

　ただ、住宅がある場合に、農業委員会の所管

では、住家はありませんので、何の必要もない

ということで、熱であったり、反射光であった

りということで、非常に戸惑っているというの

が、現状であります。 

　近隣の愛南町であるとか、土佐清水市である

とかというのは、条例をつくって、愛南町にお

いては、行政と隣地と、教育委員会も入って、

承諾書をとらなければいけないような仕組みを

つくっております。 

　国としては、再生可能エネルギーということ

で、推奨している部分でありますので、なかな

か単純に、上位法を飛び越えて規制をかけると

いうことは難しいのかもしれませんが、この点

について、宿毛市として、太陽光発電等につい

て、条例を設置してはどうかというふうに思う

んですが、市長の考えをお聞きをしたいと思い

ます。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをいたします。 

　国は、国内外の経済的環境に応じたエネル

ギーの安定的かつ適切な供給の確保、及びエネ

ルギーの供給に係る環境負荷の軽減を図ること

を目的に、平成２４年７月１日に、再生可能エ

ネルギー特別措置法を制定いたしまして、再生

可能エネルギーの普及促進を進めているところ

でございまして、御案内のとおりでございます。 

　一方で、地域の現状では、太陽光発電の設置

工事が、突然、近くで始まり、周辺地域の方々

が不安を抱えられているというお声もお聞きを

いたしておりますし、また、少しこれとは違う、

大きな太陽光発電では、景観にということで、

新聞の紙面上もにぎわせているところでござい

ます。 

　そういった形の中で、愛南町や土佐清水市な

どでは、施設設置に係る自然環境への影響や、

事業終了後の対応等への不安などから、条例を

制定し、再生可能エネルギーの設置について、

措置を講じているものと考えられます。 

　当市では、一定規模未満の太陽光発電設備の
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設置につきまして、把握できていないことから、

関係課等に、再生可能エネルギー施設の設置に

関する申請があった場合、環境課に報告するよ

う、指示をするとともに、事業者には、地区長

などの関係者に説明をし、同意を得ていただく

よう、協力を求めることを確認をしたところで

ございまして、これから求めていきたいいうこ

とでございます。 

　議員御指摘のように、現在、宿毛市では、太

陽光発電の設置に係る条例は制定しておりませ

んが、今後、市民の皆様の不安を少しでも解消

できるように、他市町村の状況も踏まえまして、

検討をしてまいりたい、そのように考えている

ところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　これから検討をして

いって、必要とあれば、条例制定も考えていた

だきたいというふうに思いますが、私が一番心

配するのは、今回、坂本にできた坂本発電所と

いう名前らしいですが、業者の名前は伏せてお

きますが、もう施設が、発電ができるように

なって、発電をするようになったら、すぐに買

い手を見つけて売りたいんだと。 

　転売目的での設置ということを、業者本人が、

地区に呼んで説明を受けたときに、そのように

言いました。 

　地区民にとっては、誰が買うかもわからない、

誰が所有者になるかもわからないということで、

非常に不安に思っています。 

　この業者、市内にあと何カ所も設置をして

いっているようなので、非常にこれから先の形

を危惧します。誰が所有者になるかわからない

というところで。 

　それと、先ほど言いましたように、家のすぐ

隣に建てています。周りの柵も、非常に簡易な

柵をして、これいつまでもつろね。１年か２年

で壊れはしないかといったような柵をしていま

す。 

　業者に聞くと、予算がないですからという答

弁しかなかったんですが、非常に雑な工事をし

ています。 

　そういうところが、今からもふえてくるよう

であれば、宿毛市の景観上も、非常によろしく

ないというふうに思うんですが、やはりそうい

うところについては、設置後の、今は申請だけ

でいけるわけですから、拘束力はないですが、

引き渡しというか、そういう後のことを考える

と、何らかの手だてをとっていかないと、宿毛

市、そういうところばっかりふえたら困るなと

いうのが、私の今回の質問のもとになっていま

すので、その分について、市長、考えがあれば

お聞かせを願いたいというふうに思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　先ほどの答弁でも申しましたように、今、条

例制定も含めまして、近隣の市町村、そして全

国の事例も調査をする中で、しっかりと市民の

皆様方の不安を払拭できるように、取り組みを

進めていきたい、そのように考えているところ

でございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　しっかりと調査をし

て、対応していただきたいというふうに思いま

す。 

　次に、３番目の新庁舎移転とまちづくりとい

うことで、通告をさせていただいています。 

　これ、一昨日から、１１人中、僕で８人目か

９人目というふうに思うんですが、大体のこと

は聞き尽くしました。もう聞くことはないなと

いうふうにも思うんですが、二、三点、私の私

見も交えながら、市長の考えを聞いていきたい
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というふうに思います。 

　まず、新庁舎を中心とした都市計画を、どの

ように考えていくのかということで、小深浦の

高台ということを中心に、都市計画マスタープ

ランをつくっていくという答弁をしていますが、

小深浦の周辺の農地というのは、第１種農地と

いうことで、除外要件がなければ、構造物を、

つくっていけないという農地になっています。 

　１０ヘクタール以上つながった農地があれば、

第１種農地になるということで、県が指定しま

すので、構造物、今以上のところには何もでき

ないということになっています。 

　やはり、新しいまちづくりをしていく場合に

は、その周辺には、店舗または住居等が移って

いく可能性は大いにあるということで、宿毛市

の中で、都市計画をすることによって、その周

辺のまちづくりも動いていくんだろうと。 

　これは、先ほどの濵田議員の質問にあったよ

うに、市が建てるわけじゃないんですよね。普

通の民家なり、商業地は。全部個人が建ててい

くので、その規制がない形にしていかないと、

なかなか店舗等は広がっていかないだろうとい

うふうに思いますが、この点について、市長の

お考えをお聞きをいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　都市計画マスタープランの改定に当たりまし

ては、市民の皆様の御意見をいただき、反映さ

せながら、よりよいまちづくりを行うために、

取り組んでいくこととなりますが、その際には、

議員の言われるように、第１種農地に限らず、

新庁舎周辺の土地利用につきましては、必要に

応じて、用途地域の指定や、変更を行うことが

望ましい場合があると、そういうふうに考えて

いるところでございます。 

　しかし、当然ながら、農地を初めとする産業

振興につきましても、今後の宿毛市発展のため

には、重大な要素の一つであると認識をしてお

りますので、それを絡めた形で、都市計画ビ

ジョンを見直すことで、将来に向けてバランス

のいい、そんなにぎわいを持てる、そんな宿毛

市をつくり上げていきたい、そのように考えて

いるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　バランスのいいまち

づくりということで、私は住んでいるところが

橋上です。皆さんよく御存じのように、２０年

前には８００人を超す人口がおりました。今、

６００人を切るか切らんかというところまで減

りました。２０年の間に。 

　どこも減っている。その中でも、橋上とか沖

の島というのが、一番人口減少の激しいところ

だろうというふうに思うんですが、中に住む人

が努力をしないと、何も進んでいかないという

ふうに、私は思うんですよね。 

　現市街地で、市長は、いろいろな仕組みをつ

くっていかれているというふうに思います。こ

れまでの答弁の中でも、まちの駅　林邸を中心

としたまちづくりをしたい。今度の体育館を中

心とした、まちづくりもしていきたいという答

弁もしてますが、やはり地域の人の声を、いか

に吸い上げていくか。そこに住む人たちが、ど

ういうことが、行政から与えるだけじゃなくて、

何をやって、何を求めていくか。これをやりた

いから、これが足らないんだということが、情

報発信として出てこないと、行政としては動い

ていけないというふうに思うんですよ。 

　今まで、まちづくり、中心市街地活性化とい

うことで、私、議員になる前から、いろいろな

手だてを講じてきた。ただ、なかなかそれが形

として見えてこなかった。 

　その一つの原因には、やはり地域に住む人た
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ちが、しっかりとした、何をやりたいかという

のが見えてこなかったからじゃないかというふ

うに思うんですよ。 

　そこの点を、市長として、どのような形で、

今の市街地に住む方たちとの対話を進めていこ

うとするのか、プランがあればお聞かせを願い

たいというふうに思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　これから都市計画マスタープランの改定とい

うお話を、ずっとさせていただきました。 

　ただ、この都市計画マスタープランというの

は、イコール新庁舎というふうには考えていな

いところでございます。 

　やはり、新庁舎を含む駅周辺も当然のことな

がら、そして既存の市街地、そして西地区には

新港もあります、自衛隊誘致にも取り組みをさ

せていただいているところでございます。 

　この西地区の新港であるとか、そして東には

工業団地もございます。そして、それぞれの地

域には、１次産業をしっかりと支えてくださっ

ている、そういった方々がおられて、そこには

それぞれの産業があります。そういったものを

つないでいく中で、市全体のマスタープランを、

当然つくり上げていかなければならないという

ふうに考えています。 

　そういった形の中で、何も既存市街地をその

ままの形で残すという形じゃなくて、新たに新

しい取り組みを始めていきたいというふうに考

えています。 

　そういった形で、しっかりと住んでおられる

方々とお話ができればというふうに思って、こ

の３日間、一般質問の答弁をさせていただいた

ところでございますし、これからしっかりと話

し合いを、この新しい庁舎の内容について、話

をする際には、自分たちの住むエリアをどのよ

うに生かしていくのか、そういったお話もさせ

ていただきたい、そのように思っているところ

でございます。 

　そういった皆さん方の意見を踏まえる中で、

市全体のマスタープランを策定していきたい、

改定していきたい、そのように思っているとこ

ろでございます。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　これからのマスター

プランを、しっかりとつくっていくという決意

を聞きました。 

　私から言わすと、宿毛のまちというのは、そ

れこそ３０年、４０年前には、山岡議員の発言

ではないですが、今の警察署のあたりから西に

は何もなかった。それが、今はずっと片島まで、

家の途切れるところがないくらい、まちが伸び

ていっている。 

　当然、桜町線の道筋にも、ずっと商店、住居

等が立ち並んできた。裏の農免道路沿いにも、

家がずっとつながっていっている。ということ

を考えると、宿毛のまちというのは、この全面

をひっくるめて宿毛のまちだというふうに私は

思うんですよね。 

　その中で、小深浦が離れているという意識は、

私は離れているには当たらないというふうに思

います。これは私の考えですので、現市街地の

中に住む人たちは、ここがまちなんだと。誰が

どう言おうと、ここがまちだということには変

わりないと思いますので、まちの人と、まちと

いうことを議論するつもりはないですが、宿毛

市として、しっかりとしたまちづくりをするこ

とによって、今、まちの中に、市街地の中に住

んでいる方も、安心して生活できる環境づくり

に、マスタープランづくりに頑張っていただき

たいと思います。 

　これが最後の質問になると思うんですが、こ
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れまで、いろんな議員から、庁舎建設に関して、

建設場所について質問がありました。 

　これは、当然ではありますが、宿毛市にとっ

て、非常に重い意味を持つ議案であって、それ

だけ皆さんが危機感を持ってここに立っている

ということで、これだけの質問になったんだと

いうふうに、私も思います。 

　そこで、行政のトップとして、というか、一

政治家として、庁舎建設にかける思いとは何で

しょうか、お答えをいただきたいというふうに

思います。 

○議長（岡﨑利久君）　市長。 

○市長（中平富宏君）　お答えをさせていただ

きます。 

　御質問いただきましたので、私の庁舎建設に

かける思いを、改めて述べさせていただきたい

と思います。 

　老朽化した庁舎の建てかえは、私が市議会議

員、それこそ寺田議員と御一緒させていただき

ました、市議会議員として市政にかかわるよう

になったときから、近い将来、解決しなければ

ならない、そんな大きな課題でありました。 

　しかし、宿毛市には、そのほかにもさまざま

な課題が山積している中、庁舎建設に予算を優

先的に配分することは困難であるという認識や、

そして、当時、庁舎建設には、国からの助成が

全くなかった状況から、議論に、現実味がない

ような雰囲気があったのも事実でありましたし、

寺田議員も感じていたのではないかというふう

に思います。 

　唯一、問題が動き出すきっかけとなったのは、

平成１６年にありました市町村合併が協議され

ていたときですが、これも最終的に合意には至

らず、本格的な議論にはならないまま、終わる

こととなってしまいました。 

　そんな状況を大きく変えたのが、平成２３年

に発生した東日本大震災であります。 

　これを契機といたしまして、多くの自治体に

とって、庁舎を初めとする公共施設の津波浸水

エリア外への移転が、喫緊の行政課題となった

ことは、議員もよく御存じのことだと思います。 

　他の多くの自治体では、庁舎の建てかえ計画

が進む中、本市においては、宿毛小学校の改築

問題などの諸事情により、ほとんど手がつけら

れていないという、そういった状況が続いてお

りました。 

　私としましても、そんな状況をじくじたる思

いで見ておりましたが、この問題に対しまして、

さらに危機感を強くしたのが、私が市長就任後

間もない時でありましたが、平成２８年４月に

発生した熊本の大地震でした。 

　中でも、宇土市におきまして、皆さんも見て

きたところでございますが、庁舎の崩落により、

その後の行政活動がストップしてしまったこと

に、非常に大きなショックを覚えたところでご

ざいます。 

　その直後に開催されました高知県市長会の総

会に、庁舎建てかえに対する国の財政支援を求

める議案を、緊急に提出したことを覚えている

ところでございます。 

　本市におきましては、本年４月から、庁舎建

設に係る検討を、公式に開始をいたしまして、

５月に方針表明をし、その後、８月末に新庁舎

の建設地を決定したことに対しまして、拙速で

あるとの批判の声があることは、今議会でも御

指摘を受けているところでございます。 

　しかし、既に平成２９年度の行政方針におい

て、庁舎建設への取り組みを表明しておりまし

て、早くから、事務レベルでの検討を進めてい

たのも事実であります。 

　本年は東日本大震災から既に７年、熊本震災

からも、早や２年が経過しております。この間、

この問題を具現化できなかったことは、私の力

不足であることは否定をいたしません。 
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　しかし、庁舎建設の議論を、これ以上長引か

せることはできません。本年７月の豪雨は、宿

毛市にも大きな被害を及ぼしました。一体、誰

が観測史上最大といわれるような、こんな豪雨

の発生を想像できたでしょうか。私自身も、こ

の庁舎でそれを感じました。 

　この庁舎の中にいました。さらに、大阪や北

海道でも、大きな地震が発生しておりまして、

甚大な被害をもたらしました。これらの地域で

これほどの地震が発生することなど、誰が予測

ができたでしょうか。もはや災害は対岸の火事

ではありません。ましてや、高い確率で南海ト

ラフ地震の発生が予測されている本市では、あ

すにでも、もっというと、今にも巨大地震が

襲ってきても不思議ではないということであり

ます。 

　これまで、市民との意見交換会やアンケート

調査、そして審議会での議論を通して、さまざ

まな御意見を伺いました。その中で、住民説明

会へ参加された方から、ある地区の高校生の意

見といたしまして、今の中学、高校生は、東日

本大震災以降、学校でも防災学習は、日ごろか

ら積極的に取り組んでおり、７月の豪雨災害後

も、積極的にボランティアに参加するなど、防

災に対しての考え方が、以前からは変化してい

る。ぜひ、私たち次世代につながる、安心安全

な宿毛市構築のため、安全な高台に有利な財源

を活用して、庁舎を建設してほしいという意見

をいただきましたが、この意見はひときわ心に

響くものでありました。 

　今、宿毛市政を預かる長として、何の対策も

講じずに、その日を待つわけにはいかないと

思っています。 

　災害が発生したときに庁舎機能が失われ、そ

の後の復旧復興に支障を来すようなことがあっ

てはならない。そして、有利な財源があるうち

に事業を実施できず、宿毛市の未来を担う子供

たちに、多額の負担を背負わせるようなことは、

絶対に避けなければならないと、そういった思

いを強く持っております。 

　今に至るまで、庁舎の建てかえが議論さえさ

れていなかったのは、高知県下において、本市

だけではないでしょうか。皆さんもわかってい

ると思います。これ以上、この事態を放置する

ことはできないと考えております。 

　宿毛市を守るため、宿毛市の全市民を守るた

めには、私は宿毛市長として、新庁舎を小深浦

高台へ建設したいと、そのように考えておりま

す。 

　今議会に、街区を中心とする市民から、庁舎

移転に反対する陳情書が提出されておりますが、

確かになれ親しんだ庁舎が移転してしまうこと

に、不安や、疑問や、そういったものをお持ち

になるのは理解できます。しかし、庁舎が移転

したとしても、長く宿毛の城下町として栄え、

これまで偉大な人物を非常に多く輩出してきた

場所としての、歴史的な価値は、いささかも変

わることはないというふうに思っております。 

　これからも街区の特性を踏まえ、歴史、文化、

教育などをテーマに、地域の振興を図っていく

つもりですし、市民の皆様には、庁舎建設の事

業内容につきまして、今後も丁寧に説明をして

いくつもりでございますので、その際には、ぜ

ひ皆様からの御意見もいただきながら、一緒に

なって、何かを否定し合うんじゃなくて、一緒

になって、街区の振興に努めてまいりたいと考

えているところでございます。 

　最後に、議員各位におかれまして、どうか宿

毛市が安心して、そして安全で、そんなまちと

して、未来に夢をつなげるような、そんなまち

にするために、適切な御判断をいただけますよ

うよろしくお願いをしたい、そういった気持ち

でいっぱいでございます。 

　以上でございます。 
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○議長（岡﨑利久君）　１２番寺田公一君。 

○１２番（寺田公一君）　市長の熱のこもった、

熱い思いが、私の胸にはひしひしと届きました。 

　市長の答弁にもありましたように、本市にお

いては、浸水エリアの公共施設というのは、ほ

とんど移転が進んでない。ほとんどの施設が、

まだ浸水エリア内に残っている。これは、市長

ははっきりとはものを言いませんでしたが、宿

毛小学校の移転問題で、１０年近く、何も物事

が進まなかった、これが大きな原因ではないか

と。原因の一つではないかと、いうふうに私も

思います。 

　そして、今後の庁舎の移転も、同じく合意形

成が、政治的に非常にリスクが高いということ

で、東日本大震災から７年がたちましたが、一

向に進まない。外から見れば、宿毛市、何して

いるんだというふうに思われているんじゃない

かと、いうふうに思います。 

　今回の議論は、拙速という意見もありますが、

拙速どころか、遅きに失したといったほうが当

たっているんじゃないかというふうに、私は思

います。 

　市長は、いざ災害が発生したときに、行政機

能が機能不全に陥ることや、将来にわたり、多

額な負債を残し、未来を担う子供たちにつけを

回すことは、絶対にあってはならないというふ

うに言われました。 

　市長は、地質学者でも評論家でもありません。

一政治家です。行政のトップとして、結果に全

て責任を負わなければならないというのが、市

長の役目であるというふうに、私も思います。 

　今、市長の思いを込めたボールが、議会に預

けられました。議会は最終日に、この投げられ

たボールを受けとるのか、受けとらないのか、

判断を迫られます。 

　これは、今後５０年、１００年先の宿毛市の

絵をどう描いていくのか、議員それぞれが責任

を持った形で考えていただきたいというふうに

思います。 

　将来の子供たちに、自分たちがこのときにこ

ういう決断をした。間違ってなかったという、

恥じることない報告ができるようにしていただ

きたいというふうに思います。 

　以上、私の思いも少し込めましたが、これで

私の一般質問を終わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君）　これにて一般質問を終

結いたします。 

　この際、１０分間休憩をいたします。 

午後　２時５５分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時０８分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　本日の会議時間は、議事の都合により、あら

かじめこれを延長いたします。 

　日程第２「議案第１号から議案第３１号ま

で」の３１議案を一括議題といたします。 

　これより、質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　１番、質疑をさせてい

ただきます。 

　専決処分になっております、議案第１号「専

決処分した事件の承認について」、お伺いいた

します。 

　一般会計補正予算、１億９，３８９万１，０

００円でありますが、災害救助法適用となって

いることで、災害救助法、耳新しい言葉でござ

いますので、これが余り、再々適用されるとい

うことは、喜ばしいことではないと思います。 

　この中で、適用となることで、補助金が１億

９，３８９万１，０００円の中に、どれくらい
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の適用補助金が出るのかということと、想定さ

れる内容は、どういうものが入っているのか、

お伺いいたします。 

　続きまして、議案第４号「専決処分した事件

の承認について」でございます。 

　一般会計補正予算８９７万９，０００円につ

いてでございますが、これも、災害救助法適用

となっている部分がどれだけなのか。この内容

は、大島桜公園で土砂崩れがあったとお聞きし

ております。ここは、土砂崩れがよく起こると

ころなのか、それとも今回が、大雨で土砂崩れ

になったのか。ここに桜は植わっているのか、

それらの豪雨に対する検証はできているのか、

予算の補助金の内容をお伺いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君）　総務課長、川田議

員の質疑にお答えします。 

　議案第１号別冊、平成３０年度宿毛市一般会

計補正予算（第３号）の１億９，３８９万１，

０００円の全体額について、災害救助法を適用

になる内容についてということと、補助金につ

いては、幾らかということで、まず、前段、内

容について、お答えさせていただきたいと思い

ます。 

　９ページ、第３款民生費、第６項災害救助費、

１目災害救助費、６，３８４万３，０００円が、

災害救助法が適用されます経費について、予算

計上したものになります。 

　内容について、御説明申し上げますと、まず、

３節の職員手当等の８００万円は、豪雨災害時

に、職員を参集する中で必要となった時間外手

当と、管理職特別勤務手当でございます。 

　次に、１１節需用費の内訳についてですが、

まず、消耗品費８５万４，０００円については、

災害時に必要となった土のう代となります。 

　次に、被災住宅応急修繕費については、１世

帯当たりの応急修繕限度額が５８万４，０００

円のため、６世帯分であります３５０万４，０

００円を予算計上しております。 

　次に、食糧費の３万円については、避難者に

食糧を配付するために計上した予算となってお

ります。 

　続きまして、１２節役務費の手数料１０万７，

０００円については、避難所で使用しました毛

布のクリーニング、再パック費用になります。 

　次に、１３節の委託料の災害土砂等撤去業務

委託料については、自宅に土砂が流入し、危険

な状態にある家屋について、土砂撤去、土砂処

分の作業を実施する予算について、５，０００

万円を計上しております。 

　続きまして、１４節使用料及び賃借料の施設

使用料８万２，０００円についてですが、福祉

センターで避難所閉鎖後に、帰宅困難者の方が

宿泊をしました際の使用料について、予算計上

をしております。 

　最後に、２０節の扶助費の内訳としましては、

学用品給与費３万８，０００円については、雨

や土砂などにより、使用できなくなった教科書

を給与するための費用を、予算計上をしており

ます。 

　次に、生活必需品給与費の１２２万８，００

０円についてですが、家屋が全壊、それから半

壊などした世帯に対して、日用品などを給与す

るための予算計上をさせていただいております。 

　以上が、災害救助費として、予算計上いたし

ました事業の内容となっております。 

　それから、災害救助法適用による補助金とい

うことでございますが、高知県より宿毛市に対

して、災害救助費負担金として５，２４８万９，

０００円の全額が補助される見込みであるため、

歳入として予算計上をしております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（上村秀生君）　商工観光課長、
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１番、川田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第４号別冊、平成３０年度宿毛市一般会

計補正予算（第４号）、最後のページ、８ペー

ジでございます。 

　歳出、第６款商工費、第１項商工費、５目観

光費、１５節工事請負費、８９７万９，０００

円についてでございます。 

　これは、大島桜公園用地、山林の土砂崩れの

災害復旧等工事費の補正予算について、専決処

分したものでございます。 

　土砂崩れが発生した場所は、椰子に向かう市

道大島中央線の中間付近で、大島桜公園用地で

はございますが、桜の植樹を行っている南側で

はなく、植樹を行っていない北側にある山林で

ございます。 

　ここは、土砂崩れが頻繁に発生するところで

はございませんが、地盤が弱く、７月のたび重

なる豪雨の影響により、崩落したものと考えて

おります。 

　災害の状況を踏まえまして、経過と概要等を

説明させていただきます。 

　７月８日の西日本豪雨により、２カ所が崩落

いたしました。道路や民有地に土砂が流れ込み

まして、その土砂につきましては、すぐに撤去

したのですが、その後、７月３１日に接近した

台風１２号によって、同じ箇所が新たに崩落い

たしました。 

　いずれも住家等に被害が及ぶものではござい

ませんでしたが、近くには住家や工場があり、

さらなる崩落があった場合、人命や市民の財産

に被害が及ぶ危険がございましたので、緊急に

地すべり対応の専門業者に地質調査を依頼し、

今後の対応について、検討することといたしま

した。 

　地質調査の報告結果でございますが、山頂付

近に崩落の危険がある直径３メートルほどの岩

石があり、早急に破砕する必要がある。そして、

今回、崩落した２カ所は、いわゆる表層地層の

崩壊で、山頂付近の状況を確認すると、さらに

深く、大きな深層崩壊する危険があるといった

報告をいただきました。 

　この報告を受けて、緊急に対応する必要があ

ると判断いたしましたので、専決処分により、

緊急に対応したものでございます。 

　工事費の予算の内訳についてでございますが、

まず、大島桜公園地質調査及び災害復旧工事費

１０２万６，０００円につきましては、地質調

査及び地すべり警報機の設置、あと岩石の破砕

等の工事費でございます。 

　次に、大島桜公園土砂災害仮設防護柵設置工

事費７９５万３，０００円につきましては、深

層崩壊危険箇所への仮設防護柵設置に伴う工事

費となっております。 

　なお、今後も大雨や地震等で崩落する危険が

ありますので、当面の間、仮設防護柵で応急対

応した上で、今後、どういった抜本的対策を行

うか、検討してまいります。 

　本件につきましては、災害救助費ではなく、

災害救助法の適用にはなりませんので、予算に

ついては、市の単独財源となります。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　丁寧な説明をありがと

うございました。 

　以上で終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　大変お疲れさまでご

ざいます。 

　それでは、質疑を行いたいと思いますけれど

も、まず初めは、議案第１８号別冊の、平成３

０年度宿毛市一般会計補正予算（第５号）につ

いてであります。 

　私も、今回、この一般質問をした経過もござ

いますので、これに関連する部分があろうかと
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思いますし、また、新規事業調査票でも書いて

おりますけれども、なお詳しく、担当課のほう

から御説明をいただきたいと思います。 

　２３ページ、第７款土木費、第４項都市計画

費、４目都市再生整備事業費、１３節委託料、

小深浦高台修正設計業務委託料として、１，６

２０万円が計上されております。 

　委託業務の内容についてでありますが、どの

ような修正が必要となったのか、その内容につ

いてお伺いをいたします。 

　そして、あわせて、さきの一般質問でも触れ

ましたけれども、予算の後出しではなく、概算

建設費の中に含まれているのかどうか、それも

含めて答弁をお願いします。 

○議長（岡﨑利久君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君）　都市建設課長、

１１番、松浦議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１８号別冊、平成３０年度宿毛市一般

会計補正予算（第５号）、２３ページ。第７款

土木費、第４項都市計画費、４目都市再生整備

事業費、１３節委託料、小深浦高台修正設計業

務委託料１，６２０万円の修正内容と、概算建

築費内訳に含まれているかどうかについて、説

明をいたします。 

　小深浦の高台造成地は、一時避難場所の高台

整備を目的に、測量設計しておりますが、使用

目的を建築用途にするためには、事前に都市計

画法に基づく開発申請の手続が必要となります。 

　開発申請では、道路幅や擁壁構造など、整備

基準をおのおの定められておりますので、既存

の測量設計図や、地質調査結果をもとに、開発

基準を満たす造成計画に修正しようとするもの

です。 

　修正内容は、県道から高台までのアクセス道

の幅員修正や、調整池、排水路、それから水道

の引き込み等の再検討に加え、入口の県道にお

ける右折レーンの検討、協議、設計等を行うも

のです。 

　修正設計費は、概算建築費内訳の敷地造成費

に含んでおりますので、予算の後出しというこ

とではございません。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　どうもありがとうご

ざいます。 

　続いて、同じく２３ページ、これも、第７款

土木費、第４項都市計画費、４目都市再生整備

事業費、２３節償還金利子及び割引料、都市防

災総合推進事業費補助金返還金として、６，２

８４万５，０００円が計上をされております。 

　先ほども触れましたけれども、高台への建設

に当たっての概算建設費の説明の中で、補助金

等返還金は１億５，０００万というふうにお伺

いをいたしておりますけれども、８，０００万

円以上近く差があるわけですけれども、そこら

あたりについての説明を求めます。 

○議長（岡﨑利久君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（小島裕史君）　都市建設課長、

１１番、松浦議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１８号別冊、平成３０年度宿毛市一般

会計補正予算（第５号）、２３ページ。第７款

土木費、第４項都市計画費、４目都市再生整備

事業費、２３節償還金利子及び割引料。都市防

災総合推進事業費補助金返還金６，２８４万５，

０００円について、説明をいたします 

　小深浦高台の補助金等返還金については、審

議会や、ホームページでお示ししているように、

１億５，０００万円で算入をしております。 

　１億５，０００万円の内訳は、国費と起債返

還額の合計額で試算をしておりますので、１億

５，０００万円のうち、国費返還額は６，２８

４万５，０００円、差額分は、起債返還の見込

額となります。 

　起債の返還につきましては、国費返還後に財
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務局と協議の上、手続が開始されるとのことで

すので、国費返還手続後に予算計上をしたいと

考えております。 

　以上です。 

○議長（岡﨑利久君）　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　再質疑はないわけで

すけれども、１億５，０００万と６，０００い

くらの差が余りにもあるということで、その内

訳について、詳しい説明をいただきました。あ

りがとうございます。 

　以上で、質疑を終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　昨日の本会議では、委

員会でというふうにお話ししておりましたけれ

ども、多くの方にわかっていただくという意味

で、今回、質疑させていただきます。 

　内容は、議案第１８号別冊、平成３０年度宿

毛市一般会計補正予算（第５号）、８ページ。

債務負担行為補正、会計年度任用職員制度導入

支援業務委託料２３７万６，０００円以内、こ

れについてです。 

　まず、１番目に、業務委託の必要性というこ

となんですけれども、会計年度任用職員制度の

平成３２年度からの施行に伴う条例制定が課題

となっていることは、先日の本会議での一般質

問を通じて、確認したところですが、今回、そ

の作業の一環として、業務委託の予算が計上さ

れています。業務委託を必要とする理由につい

て、まずお尋ねいたします。 

　それから、続けて、委託の内容なんですけれ

ども、委託後の業務、作業としましては、臨時

非常勤職員の適正確保に向けた検討を行い、適

切な任用根拠に基づく職の再設定を行った後、

任用給与の検討、任用根拠の確定、職員への説

明を行い、議会へ関係条例の制定、改正を提案

する予定となっていますと、本会議での説明を

受けたわけですが、今回の委託業務の範囲とそ

の内容について、お尋ねいたします。 

　続いて、委託先なんですけれども、条例にか

かわる事業ということで、高度な専門性が要求

される可能性が高いと思うのですが、委託先と

して、どのような事業体を想定しているのか。 

　次に、４番目として、委託先の選定方法。 

　委託先の選定は、入札、随契、どのような方

法で行う予定なのか。 

　そして、委託事業費は２３７万６，０００円

以内という算定がなされておりますけれども、

この算定根拠について。 

　以上５点、お尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君）　総務課長、山戸議

員の質疑にお答えします。 

　議案第１８号別冊、平成３０年度宿毛市一般

会計補正予算（第５号）、８ページ。債務負担

行為補正、会計年度任用職員制度導入支援業務

委託料、２３７万６，０００円以内についての

御質問でございます。 

　業務委託の必要性、それから委託業務の範囲

と委託の内容。それから、委託先。委託先の選

定方法、委託事業費の算定根拠の５点について

の質疑であろうかと思います。 

　順を追って、説明をさせていただきたいと思

います。 

　まず、業務委託する必要性ということですが、

会計年度任用職員制度導入に向けては、実態把

握、任用の適正の担保、勤務条件等の設定、現

職員への説明、条例等の整備など、さまざまな

作業が求められておりますが、国や県からは、

全般的な例規改正事例の、いわゆる準則なども

示されていない状況でございます。 

　そのような中で、今後の作業量や、一定の専

門性が求められる作業内容を考えますと、平成

３２年度の実施に向けて、限られた時間の中で、

十分な内部調整ができるよう、また本制度の適
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正な運用と、速やかな移行を図るため、今議会

に関連予算をお諮りし、委託しようとするもの

でございます。 

　委託の主な内容としましては、どういう任用

を行っているのかということで、現行の臨時非

常勤職員の運用状況を調査する。 

　２点目が、人事給与担当者や、例規担当者が

中心となりますが、それと会計年度職員の配置

される部署に対する勉強会の開催。 

　３点目が、法令の改正に伴う例規への影響調

査、それから、任用であるとか、給与、勤務条

件等の検討のサポート、適切な雇用条件の整備

を確保するため、ということで、そういった任

用、給与、勤務条件等の検討についてのサポー

トも含まれております。 

　５点目として、これらの検討結果を踏まえた

条例制定改正案の作成でございます。 

　委託先の想定としましては、本制度に精通し

ました専門員が在籍し、かつ自治体へ例規整備

の支援を行っている業者への委託を、想定をし

ております。 

　委託業者の選定につきましては、競争入札を

考えております。 

　算定根拠につきましては、先ほど申しました、

委託内容が盛り込まれた見積もりを、業者から

徴収をして、算定をしております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　関連の再質問になりま

すけれども。 

　近隣市町村とのすり合わせとか、市が中心と

なって実施する業務というのがありますよね。

そういう業務上の委託業者との連携というのは、

先ほどのサポートということもありましたので、

多分、大丈夫だろうとは思うんですけれども、

確認の意味でお尋ねいたします。 

　それともう１点、この委託業務というのは、

どの時点で終了となるのか、委託業務の範囲は

いろいろありましたが、どこの時点といいます

か、最終的なところまでになるのかどうかとい

うの、ちょっとお尋ねいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　総務課長。 

○総務課長（河原敏郎君）　済みません、訂正

をお願いします。 

　先ほど、ページ数８ページと答えてしまった

んですが、６ページの間違いでした。済みませ

ん。 

　それでは、再質疑にお答えさせていただきた

いと思います。 

　近隣市町村との連携と、契約期間ということ

の２点についてでございます。 

　近隣市町村の連携につきましては、これから

内部調整を行う中で、連携を図っていきたいと

考えております。 

　県下的には、せんだって、高知市が音頭を

とって、県下で統一的な対応をしていかないか

ということで、一度、県下の市町村で開催を

もったばかりのような状況なんですが、内部調

整を行う中、今後、連携を図っていきたいとい

うふうに考えております。 

　契約期間につきましては、関係条例の議会へ

の上程、審議を踏まえて、平成３１年９月末ま

でを想定をしております。 

　以上でございます。 

○議長（岡﨑利久君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　明確な答弁、どうもあ

りがとうございました。 

　これで終了いたします。 

○議長（岡﨑利久君）　以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 
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　日程第３、議案第３２号を議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　追加御提案申し上げま

した議案につきまして、提案理由の説明をいた

します。 

　議案第３２号は、平成３０年度宿毛市一般会

計補正予算でございます。 

　内容につきましては、平成３０年７月豪雨に

より、全壊または半壊の被害を受けられた損壊

家屋につきまして、市が解体の必要があると判

断した家屋について、災害廃棄物として処理す

るための予算を計上したものです。 

　以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

　よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

○議長（岡﨑利久君）　これにて提案理由の説

明は終わりました。 

　この際、暫時休憩をいたします。 

午後　３時３７分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時３７分　再開 

○議長（岡﨑利久君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　本日、議題となりました議案のうち、「議案

第１号から議案第４号まで」の４議案について

は、会議規則第３７条第３項の規定により、委

員会付託を省略いたしたいと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、「議案第１号から議案第４号まで」

の４議案は、委員会の付託を省略することに決

しました。 

　本日議題となっております「議案第５号から

議案第３２号まで」の２８議案は、お手元に配

付してあります議案付託表のとおり、それぞれ

所管の委員会へ付託いたします。 

　お諮りいたします。 

　議案等審査のため、９月２１日並びに９月２

５日から９月２７日までは休会いたしたいと思

います。 

　これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、９月２１日並びに９月２５日から９

月２７日までは、休会することに決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　９月２１日から９月２７日までの７日間は休

会し、９月２８日午前１０時より再開をいたし

ます。 

　本日はこれにて散会いたします。 

午後　３時４０分　散会 



－ 185 －

議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年第３回定例会　 
 

付託委員会 議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名

 

予 算 決 算 

常任委員会 

（２３件）

議案第　５号 

議案第　６号 

 

議案第　７号 

 

議案第　８号 

 

議案第　９号 

 

議案第１０号 

 

議案第１１号 

 

議案第１２号 

 

議案第１３号 

 

議案第１４号 

 

議案第１５号 

 

議案第１６号 

 

議案第１７号 

 

議案第１８号 

議案第１９号 

 

議案第２０号 

議案第２１号 

議案第２２号 

議案第２３号 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

議案第２６号 

議案第３２号

平成２９年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

平成２９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２９年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

平成２９年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

平成２９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成２９年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

平成２９年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

平成２９年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２９年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２９年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

平成２９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２９年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

平成２９年度宿毛市水道事業会計の利益処分及び決算認定につ

いて 

平成３０年度宿毛市一般会計補正予算について 

平成３０年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算につい

て 

平成３０年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算について 

平成３０年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

平成３０年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

平成３０年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

平成３０年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補正予算につい

て 

平成３０年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

平成３０年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

平成３０年度宿毛市一般会計補正予算について
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総 務 文 教 

常任委員会 

（ ５ 件 ）

議案第２７号 

 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

議案第３０号 

議案第３１号

宿毛市事務所の位置を定める条例の一部を改正する条例につい

て 
宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例の一部を改正する

条例について 
宿毛市税条例等の一部を改正する条例について 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 
辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について
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平成３０年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１　議事日程 

　　　　第１８日（平成３０年９月２８日　金曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　議案第１号から議案第３２号まで 

　　　　　　（議案第１号から議案第４号まで、討論、表決） 

　　　　　　（議案第１８号から議案第３２号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

　　　第２　陳情第１３号及び陳情第１４号 

　　　第３　委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　議案第１号から議案第３２号まで 

　　　日程第２　陳情第１３号及び陳情第１４号 

　　　日程第３　委員会調査について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１４名） 

　　　１番　川　田　栄　子　君　　　　　２番　川　村　三千代　君 

　　　３番　原　田　秀　明　君　　　　　４番　山　岡　　　力　君 

　　　５番　山　本　　　英　君　　　　　６番　髙　倉　真　弓　君 

　　　７番　山　上　庄　一　君　　　　　８番　山　戸　　　寛　君 

　　　９番　岡　﨑　利　久　君　　　　１０番　野々下　昌　文　君 

　　１１番　松　浦　英　夫　君　　　　１２番　寺　田　公　一　君 

　　１３番　宮　本　有　二　君　　　　１４番　濵　田　陸　紀　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　朝比奈　淳　司　君 

　　　議 事 係 長　　宮　本　誉　子　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市 長　　中　平　富　宏　君 

 　　　次長兼庶務係長 

　　　兼 調 査 係 長
奈　良　和　美　君
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　　　副 市 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　企 画 課 長　　黒　田　　　厚　君 

　　　危機管理課長　　岩　本　敬　二　君 

　　　市 民 課 長　　山　岡　敏　樹　君 

　　　税 務 課 長　　児　島　厚　臣　君 

　　　健康推進課長　　和　田　克　哉　君 

　　　長寿政策課長　　桑　原　　　一　君 

　　　環 境 課 長　　岡　本　　　武　君 

　　　人権推進課長　　沢　田　美　保　君 

　　　産業振興課長　　谷　本　和　哉　君 

　　　商工観光課長　　上　村　秀　生　君 

　　　土 木 課 長　　中　町　真　二　君 

　　　都市建設課長　　小　島　裕　史　君 

　　　福祉事務所長　　河　原　志加子　君 

　　　水 道 課 長　　川　島　義　之　君 

　　　教 育 長　　出　口　君　男　君 

 　　　総 務 課 長 兼 

　　　選挙管理委員会 

　　　事 務 局 長

河　原　敏　郎　君

 　　　会計管理者兼 

　　　会 計 課 長
佐　藤　恵　介　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
中　山　佳　久　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

楠　目　健　一　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
山　戸　達　朗　君

 　　　農 業 委 員 会 

　　　事 務 局 長
岩　田　明　仁　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分　開議 

○議長（岡﨑利久君）　開会前に、議員の皆様

に御報告いたします。 

　報道機関から、議場の撮影の申し入れがあり

ましたので、議長はこれを許可いたしました。 

　これより本日の会議を開きます。 

　この際、議長より報告いたします。 

　川田栄子君及び濵田陸紀君より、発言取り消

しの申し出がありますので、順次、発言を許し

ます。 

　１番、川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　１番、９月１９日の私

の一般質問の中で、表現が不適当なところがあ

りましたので、「附帯事項がとても気になりま

した」の次から、「そこでお聞きします」の前

までの発言について、取り消しをお願いいたし

ます。 

○議長（岡﨑利久君）　お諮りいたします。 

　ただいまの発言取消の申し出を許可すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、川田栄子君からの発言取消の申し出

を許可することに決しました。 

　１４番濵田陸紀君。 

○１４番（濵田陸紀君）　１４番、９月２０日

の私の一般質問の中で、表現が不適当なところ

がありましたので、「私としましては」から、

「庁舎建設に伴う宿毛小中学校の建設の影響に

ついて」の前までの発言について、取り消しを

お願いいたします。 

　まことに済みませんでした。 

○議長（岡﨑利久君）　お諮りいたします。 

　ただいまの発言取消の申し出を許可すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、濵田陸紀君からの発言取消の申し出

を許可することに決しました。 

　日程第１「議案第１号から議案第３２号ま

で」の３２議案を一括議題といたします。 

　これより、「議案第１号から議案第４号ま

で」の４議案について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　「議案第１号から議案第４号まで」の４議案

は、これを承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、「議案第１号から議案第４号まで」

の４議案は、これを承認することに決しました。 

　これより、「議案第１８号から議案第３２号

まで」の１５議案について、委員長の報告を求

めます。 

　予算決算常任委員会副委員長。 

○予算決算常任副委員長（川村三千代君）　予

算決算常任副委員長。 

　本委員会に付託された「議案第１８号から議

案第２６号まで及び議案第３２号」の１０議案

について、審査の概要と結果を報告いたします。 

　議案の審査に当たっては、効率的な審議を行

うため、本委員会を二つの分科会に分け、９月

２１日と９月２５日の２日間にわたり、審議を

行いました。 

　その後、９月２７日に意見調整のための全体

委員会を開催し、各分科会の主査の審議結果の

報告と質疑を経て、意見調整を行った結果、本

委員会に付託された議案１０件につきましては、

原案を適当と認め、可決すべきものと決しまし

た。 
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　以下、各分科会における主な審査概要につい

て、御報告いたします。 

　まず、第１分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

　議案第１８号別冊、平成３０年度宿毛市一般

会計補正予算（第５号）の１４ページ。 

　第２款総務費、第１項総務管理費、７目企画

広報費、１３節委託料、婚活イベント実施委託

料１９万８，０００円についてであります。 

　本件は、本年１１月に実施予定であった婚活

イベントに関する事業費となっており、市直営

で実施する予定であったため、消耗品費等、細

分化した予算を当初予算に計上しておりました

が、委託による実施を想定した予算組替の補正

となっております。 

　理由としては、当初は、レモンづくしのイベ

ントを実施する予定でしたが、７月豪雨により、

レモン畑が被害を受け、イベントの内容や時期

を変更しなければいけなくなり、ノウハウのあ

る業者へ委託するために、補正を行うものであ

ります。 

　委員からは、婚活イベント後に結婚したり、

新居を構えたりした際の補助等は考えているの

か。また、県の補助事業があったと思うが、市

では活用していないのかとの質問があり、執行

部からは、県の補助事業で少子化対策の一環と

して、結婚したときの補助金や、住まいに関す

る補助金等がメニューにあるが、これから担当

課と協議する必要はある。 

　また、今年度は、婚活イベントをしっかり実

施することを考えているので、県の補助金を活

用したほかの事業実施は考えていない、との回

答がありました。 

　委員からは、単発のイベントを企画するので

はなく、婚活イベントに参加し、結婚する方が

いた場合には、県の補助事業のメニューにも

なっている、結婚した際の補助金や、新居を建

設する際の補助金等を活用する方法も検討して

もらいたい、との意見がありました。 

　続きまして、１５ページ、第２款総務費、第

１項総務管理費、１５目防災対策費、１５節工

事請負費、津波避難道整備工事費１，６００万

円についてであります。 

　本予算は、７月豪雨で被災を受けた避難道の

復旧に係る費用となっております。 

　内容といたしましては、ガードパイプの改修、

排水路の補修、新設、大型土のうの設置、避難

場所の倉庫誘導灯の移設を予定しているもので

あります。 

　委員からは、今回の改修は、原状復帰するだ

けのものなのか。今回、被災したことを考える

と、そもそも避難道として、今後も利用してい

いものなのか等は検討したのか、との質問があ

り、執行部からは、現状ではそこまで十分な検

討はできておらず、原形復旧することを基本に

考えているが、一部、避難場所に設置している

倉庫などの移設を考えている、との回答があり

ました。 

　委員からは、避難道の被災箇所の全てが避難

場所へ隣接していたということは、避難道、避

難場所として適していなかったという不安もあ

るので、調査した上で、見直しも必要ではない

か、との意見がありました。 

　続きましては、２５ページ、第９款教育費、

第５項保健体育費、３目社会体育振興費、１１

節需用費、維持修繕料、１６０万円についてで

あります。 

　本予算は、宿毛市運動公園雨天練習場の壁の

一部が老朽化したため、修繕が必要となり、既

決予算で対応したが、今後も総合運動公園施設

等の維持修繕料が必要となるため、補正するも

のであります。 

　委員からは、具体的にはどのような改修か。

また、来年度以降も修繕が必要な個所があるの
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か、との質問があり、執行部からは、老朽化に

よる屋根の下の部分の壁が剥離しているため、

雨が入るようになり、改修するものである。 

　また、野球場は、野外スタンド等老朽化が激

しく、全体的に修繕が必要であると考えている。

キャンプ等で利用頻度が高い施設であるので、

予算要求をしていきたいとの回答がありました。 

　委員からは、小さな修繕を重ねるようであれ

ば、大規模改修を行い、抜本的な対応をすべき

である、との意見がありました。 

　次に、第２分科会主査より、次のような審査

概要の報告がありました。 

　議案第１８号別冊、平成３０年度宿毛市一般

会計補正予算第５号の２２ページ、第６款商工

費、第１項商工費、５目観光費、１８節備品購

入費、公用車購入費１００万円について、報告

いたします。 

　職員の運転する公用車が、衝突事故により廃

車となったため、新たに車を購入するものです。 

　委員からは、公用車の汚れを見ると、愛車精

神が感じられない。事故が多発する要因でもあ

る。市民の財産を預かっているという観点に

立って運用してもらいたい、という趣旨の発言

がありました。 

　続きまして、２６ページ、第１０款災害復旧

費、第２項公共土木施設災害復旧費、１目現年

度土木施設災害復旧費、１５節工事請負費、豪

雨災害復旧工事費３億３，０００万円について、

報告いたします。 

　国への被害報告として、１５１カ所４１億７，

３００万円を報告した中で、緊急に工事を発注

し、精算する必要があるものについて、おおむ

ね金額を想定し、計上したもので、コンサル７

社からあがってきた図面を、順次、査定にかけ、

１２月補正までに、一定、工事を発注するもの

であります。 

　委員からは、コンサルの７社はどこかとの質

問があり、執行部からは、宿毛の１社と四万十

市、高知市のコンサルタントである。また、地

質の専門業者や、橋梁のほうで、高知市の業者

を１社ずつ入れている状況である。今回の災害

は、積算のできる建設技術公社に依頼した、と

の答弁がありました。 

　委員からは、宿毛経済を考えれば、ほかにも

地元業者があり、まずは地元業者を優先して依

頼すべきである。地元への配慮に欠けている。

優先順位の徹底が必要である、との趣旨の意見

がありました。 

　また、執行部からは、今回は件数が多く、積

算のできる建設技術公社にお願いしたが、次か

らは、まず地元業者から声をかけるように気を

つけたい、との回答がありました。 

　続きまして、議案第２４号別冊、平成３０年

度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補正予算

（第１号）の８ページ、第１款国民宿舎費、第

１項国民宿舎費、１目国民宿舎運営費、１５節

工事請負費、施設改修等工事費、１，０２０万

６，０００円について、報告いたします。 

　国民宿舎「椰子」は、平成７年に建築され、

２３年が経過しており、近年、さまざまな設備

が老朽化によるふぐあいが発生しております。 

　高圧ケーブルや、電気系統の変換器等が、耐

用年数を経過しているため、早急に改修を行う

ものです。 

　委員からは、これから先、予定されている大

口工事がまだあるのかとの質問があり、執行部

からは、エアコンの修繕が必要とされているが、

全体をやると、大規模工事となるので、部屋ご

との個別対応を考えている、との回答がありま

した。 

　委員からは、家賃を上回る修繕費がかさむ傾

向になってきているので、抜本的な解決を検討

する必要がある。また、改修した部分は、付加

価値が上がってきていることを明記しておく必
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要がある、との趣旨の意見がありました。 

　以上で、本委員会に付託された１０議案につ

いて、審査結果の御報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（野々下昌文君）　本委

員会に付託されました５議案の、審査結果の報

告をいたします。 

　議案第２７号は、宿毛市事務所の位置を定め

る条例の一部を改正する条例についてでござい

ます。 

　内容につきましては、市役所新庁舎の建設位

置を、小深浦高台とするため、地方自治法第４

条第１項の規定に基づき、本条例の一部を改正

しようとするものです。 

　本案は、総務文教常任委員会・産業厚生常任

委員会連合審査会で審査を行いました。 

　審査の過程で、委員からは、時期尚早ではな

いかという市民の意見があるが、議会とは別に、

市民へ説明する機会をつくれないものか。また、

つくるとなった場合に、緊急防災・減災事業債

を活用する際のタイムスケジュールは厳しいの

かとの質問があり、執行部からは、市内８カ所

での意見交換会や、市民アンケート実施、審議

会の答申を経て、８月３１日に住民説明会を実

施した。 

　大変厳しい意見もあったが、一日も早く災害

に強い庁舎を建設してほしいという意見もいた

だいた。 

　できる限り情報提供を行い、３案について説

明したつもりであり、住民の皆様からの御意見

は、一定、聞かせていただいたと考えている。 

　また、スケジュールについては、土地の造成

工事は、雨等にも影響されるため、現在でも厳

しいスケジュールとなっている、と回答があり

ました。 

　また、委員からは、財政を無視して、学校や

庁舎といった施設をつくることはできないが、

緊急防災・減災事業債と市町村役場機能緊急保

全事業債について、県立病院跡地や、現在他で

の建築に対しては、どれくらい活用できるのか。

また、仮に建設費用を３５億円と仮定した場合

に、起債対象とならない場合で、建設できるの

かとの質問があり、執行部からは、現在地と県

立病院跡地では、どちらも起債対象とならない

ので、全額市費となる。また、起債対象となら

ない場所で建設することは、財政的に大変困難

である。 

　平成２９年度の歳出総額は、約１１７億円で

ある。そのうち、人件費や社会保障費といった

義務的経費は、８７．８％で、約１０３億円で

ある。 

　普通建設事業費や、災害復旧費の投資的経費

は、１２．２％で、約１４億円であり、単年度

で３５億円という財政負担は厳しいものとなる。 

　現在、進行している宿毛小中学校合築といっ

た、大型建設事業費を圧縮する、または後年度

に先送りするといったことは、避けられない状

況になると思う。 

　２９年度末で約２４億円の財政調整基金を積

むことはできたが、その基金も枯渇することに

なり、財政の逼迫は避けられないとの回答があ

りました。 

　議案第２８号は、宿毛市コミュニティーバス

の運行に関する条例の一部を改正する条例につ

いてでございます。 

　内容につきましては、平成２９年１０月より

本格運行を開始しましたコミュニティーバスに

ついて、住民の利便性の向上を図るために、運

行経路の見直しを行うことに伴い、本条例の一

部を改正しようとするものです。 

　議案第２９号は、宿毛市税条例の一部を改正

する条例についてでございます。 

　内容につきましては、地方税法等の一部を改

正する法律が、平成３０年３月３１日に公布さ
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れたことに伴い、本条例の一部を改正しようと

するものです。 

　議案第３０号及び３１号の２議案は、辺地に

係る公共的施設の総合整備計画の策定について

でございます。 

　内容につきましては、宿毛市沖の島辺地の道

路施設、観光施設、集会施設、飲用水供給施設、

診療施設の整備及び北部辺地の道路施設整備を

実施するに当たり、辺地対策事業債の申請を行

うには、本計画を策定する必要があるため、辺

地に係る公共的施設の総合整備のための財政上

の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定

により、議会の議決を求めるものです。 

　以上５議案につきましては、担当課からの詳

しい説明を受ける中で、慎重に審査した結果、

議案第２７号については、賛成多数で原案を適

当であると認め、可決すべきものとし、議案第

２８号から議案第３１号までの４議案について

は、いずれも全会一致で原案を適当であると認

め、可決すべきものと決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました議案５件

についての報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第１９号から議案第２６号ま

で及び議案第２８号から議案第３２号まで」の

１３議案について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第１９号から議案第２６号ま

で及び議案第２８号から議案第３２号まで」の

１３議案を一括採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡﨑利久君）　全員起立であります。 

　よって「議案第１９号から議案第２６号まで

及び議案第２８号から議案第３２号まで」の１

３議案は、原案のとおり可決されました。 

　これより、「議案第１８号」について、討論

に入ります。 

　討論の通告がありますので、発言を許します。 

　１１番松浦英夫君。 

○１１番（松浦英夫君）　おはようございます。 

　先ほど、予算決算常任委員会副委員長より、

議案第１８号についても、原案を適当と認め、

可決すべきものと決しました、との報告があり

ました。私、松浦英夫は、市民クラブの同僚で

あります山戸議員ともども、庁舎の建設位置に

ついて、早急に結論を急ぐべきではない。継続

して審議すべきであると判断し、議案第１８号

について、副委員長報告に反対する立場で討論

を行います。 

　今議会における一般質問を通じて、市長より、

議会に対し、庁舎の建設位置の決定に至る基本

的な考え方について、いろんな角度からの説明

はなされてきたと思います。 

　しかし、庁舎の高台移転に疑問を持ち、これ

に反対する市民からは、住民説明会や連合審査

会を通じて、出された答申に対する疑問点、反

対の意見等を拝聴してまいりました。 

　市民の中から、早急な結論を急ぐべきではな

い、継続して審議すべきではないかとの思いか

ら、約３，０００名の署名を添えて、審議の継

続を求める陳情書が議会に提出されてきたこと
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を見ても、おわかりのことと存じます。 

　私としては、以上のことを考え、市民に十分

説明がなされたとは思えません。市民に対し、

情報公開をしっかり行い、懇切丁寧に説明責任

を果たし、賛同を得る努力をすることが重要で

ないかとの考えから、今議会での結論を出すこ

とについて、余りにも早急であると考えます。 

　そこで、議案第１８号の内容を見ますと、さ

きの７月豪雨の復旧予算を初め、市民生活に関

する重要な内容が含まれておりまして、全体を

考えるなら、認める内容であるとは存じます。

しかしながら、慎重審議を求め、今議会での結

論を急ぐべきではない。市民に対し、説明責任

を十分に果たしていくべきではないかとの観点

に立つならば、議案第１８号の中にあります小

深浦高台修正設計業務委託料や、都市防災総合

推進事業補助金返還金等、庁舎の高台移転に関

する予算が含まれております。これに関する予

算については、到底、容認することはできませ

ん。 

　先ほども申し上げましたが、宿毛市役所の建

設場所については、宿毛市の５０年、１００年

先の将来設計を考えながら、宿毛のまちをどの

ようにしていくのか等の議論をしていくべきで

あります。 

　本当に真剣に、市民みんなで考えていかなけ

ればならない、重要な案件であると考えます。 

　こうした重要な問題を、今議会で結論を出し

ていくことについて、余りにも早急でないかと

の疑義を感じています。 

　まさに民主主義とは、決定に至るプロセスが

大変重要であります。説明責任を果たす、その

責務は宿毛市にあります。 

　市民による行政不信につながらないようにす

るためにも、将来に禍根を残さないためにも、

しっかりと市民に対する説明責任を果たす中で、

結論を導き出すべきであると考えます。 

　そうした考えのもとで、議案第１８号の中に

含まれております小深浦高台修正設計業務委託

料や、都市防災総合推進事業補助金返還金との

予算案については、容認できないと考えますの

で、議案第１８号については、反対いたします。 

　以上、私の考えを申し上げ、議員各位の賛同

をいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

　以上で、議案第１８号に対する討論は終わり

ます。 

○議長（岡﨑利久君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第１８号」を採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡﨑利久君）　起立多数であります。 

　よって、「議案第１８号」は、原案のとおり

可決されました。 

　これより、議案第２７号「宿毛市事務所の位

置を定める条例の一部を改正する条例につい

て」、討論に入ります。 

　討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

　１番川田栄子君。 

○１番（川田栄子君）　１番、川田栄子です。

議案第２７号について、反対討論を行います。 

　庁舎建設問題という、市民全体の課題に、ど

の政策で対応すれば経済的に、またまちづくり

などに効果が上がるかは、調査もありません。

どこに行っても正解はわからないでしょう。が、

対応しなければならないわけであります。 
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　そこには多面的な検討、つまり議論して決断

するしかありません。 

　したがって、結論ありきの意思決定は、あっ

てはいけないことです。 

　しかし、市長の説明や、審議会内容から伺え

るのは、地震の緊急性、財政の期限ばかりが聞

こえてきます。もちろん、これは重要です。否

定はしません。 

　しかし、今、庁舎建設という地域課題に、市

民の意見が割れるのは、行政手法が問題ではな

いかと考えます。市は、Ｌ２対応で、小深浦の

高台へ、３，０００名の署名を添えた住民から

は、県立病院跡地へ、Ｌ１対応で、宿毛小学校

と同じピロティ方式としています。 

　高台は望ましいのでありますが、宿毛断層に

近いこと、アクセス道路は混雑や事故、山の崩

落などを考えると、地質を調査した地研の方が、

もう一本必要であると言っております。すると、

土地代を含め、道路の費用が、また２億円以上

の出費となります。 

　加えて、地研の方は、個人的な見解だが、私

ならそこには建てないと言われた言葉が気にか

かります。 

　市は、高速道路がついたらと、不確定要素を

出して、そこを結ぶ道路にしても、市側の道路

となると、また土地代、道路など、費用が出費

となります。 

　庁舎建設審議会の出した附帯事項８項目のう

ち、３つが斜面災害対策の内容であります。そ

して、高台で有利な起債のＬ２対応は、地震、

津波対策であることなので、その地盤が強固な

ものであることが基本の基であります。 

　商業的効果の庁舎や、マスタープランのにぎ

わいづくりなど、全て附帯事項となっています

ので、踏まえて判断をしないといけないものと

なっています。 

　岡村教授の、大丈夫でいくか、市民を置き去

りにしないで、市民の不安に答えを出して、高

台で有利な起債を使って、庁舎建設へと進むた

めには、もう少し猶予がいると考えます。 

　市長は、ずっと庁舎建設のことは考えてきた

とのことでした。その答えが、今ですか。種を

まかなければ苗がはえることはないわけで、芽

が出たら水をやり、肥料をやらなければなりま

せん。嵐が来そうになれば、囲いが要るかもし

れません。もっと水が引けるように、水路を考

えなくてはならないかも。また、豪雨でも、水

につからないように、排水の流れを改良する必

要があるかもしれません。 

　何かをなし遂げることは、自分が納得できる、

ひとかどの人間になることです。そのためには、

細かくて、継続的な準備と、努力の積み重ねが

要ります。失った年月は取り戻すことはできま

せんが、スタートをやり直すことはできます。

市民に足りないものがあれば補い合い、知識を

広げてもらう努力も、行政の役目ではないで

しょうか。 

　市民との地道な勉強会は、共通認識を持つこ

とで、住民との距離を縮めることになります。 

　１７０７年１０月４日の宝永の地震から約３

００年たちます。大島はいたか神社の石段は、

４２段あって、その３９段までつかったと、古

文書に残っています。約８メートルぐらいの、

大きな津波であったと想像されます。 

　その後の安政地震は、伊賀邸、今の宿毛小学

校付近ですが、津波は少なく、火事が多かった

とあります。宿毛断層の影響があるのか、くい

が岩盤に届けば大丈夫なのか、地震は揺れるの

で、きき合わせたいことは多く、超音波とか、

調査方法があります。 

　審議会が、斜面崩壊は何からの心配なのか、

何らかの心配あってのことだろうし、Ｌ２対応

というので、地盤はどうかなどの、複数の先生

にお聞きをしてみたい。そこで大丈夫となれば、
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安心となりますが、地盤工学の原教授が懸念さ

れるとあるわけですから、事後対応で済めば、

決定されてもよいとなります。 

　しかし、本来やるべきことをやる理由は、誰

かに、何かを言われたからではないはずであり

ます。やらなければならないことに、それぞれ

にきちんとした道理があるわけです。誰かに言

われなくても、倫理的に正しいと思うことを実

行すべきではないでしょうか。 

　問題は、自分が正しい、相手はわかっていな

い、では何も生まれません。市長も、住民との

つながりをどのようなものと考えるのか、市長

の態度や心構えが、反対派の声にもしっかり耳

を傾ける気を持つことで、雰囲気は変わります。 

　しかし、雰囲気は、ひとりで変えることはで

きませんが、少し時間をかけて、向き合ってい

く時間が必要と思います。財政状況を考えれば、

どれだけの公費投入か、議論が要ります。 

　それに基づく市民への説明が要ります。説明

不十分なまま、事業が計画されるなら、説明責

任が問われます。不確定要素の内容や、後から

ふえてくる必要経費が、かなりな額とならない

か、懸念が多くあります。 

　市長は、本当に南海トラフを理解しておられ

るのか、非常に疑問です。 

　宿毛には、避難タワーは農協と福祉センター

の２カ所に設置のみであります。咸陽保育園、

中央保育園が危ないといわれるなら、そこにタ

ワーをつけてあげるべきではありませんか。 

　宿毛市街地の高齢者も、この足では避難場所

へ行くことができないとの声は多くあります。

津波が来るまで、２５分あるから、その間に逃

げれると言われていたと聞きますので、専門家

にお聞きいたしました。そのとおりいくわけな

いだろう、と叱られました。 

　南国市では、１４基ついています。半径３０

０メートルの住民が逃げ込む想定をしています。

これまで、逃げるところがなく、避難訓練しよ

うにも避難先がなかった地域に、安全な避難場

所ができた、これが大きな意識の変化を生みま

した。 

　諦めていた津波からの避難が、目の前の避難

タワーによって実現可能なものとなって、地域

に大きな安心が生まれました。そして、その安

心をより確実にするために、避難訓練が活発に

なりました。 

　避難タワーを使おう、実際に登ってみようと

意識ができたと言われています。自主防災組織

が避難訓練を指導しています。 

　龍馬空港のすぐ西側に、小学校の北側に、保

育園の南隣に、まさに子供たちの命を守る砦と

しての役割を果たしているのであります。 

　扉もなく、鎖もなく、地域のまつりごとや花

火観賞にも活用されています。 

　また、黒潮町では、砂地のところが多いので、

上に出ている部分よりも、下へ延びている分が

長い。２５メートルなら、下に３０メートル、

大きなもので５億円かかったと聞きます。 

　ここからは、元高知大教授、岡村先生のお話

です。ここでお話しすることを了解を得ており

ますことを、まずお伝え申し上げます。 

　庁舎を建てるところは、岩盤にくいを打つで

大丈夫。しかし、がけを残すと風化するので、

崩れるとのことです。 

　宿毛は、行政と市民が一緒に、津波に対して、

専門家を呼んで勉強会も全然していない。私も

行っていない。今、起ころうとしている南海地

震を、市民が理解していない。津波でタワーが

ないのは宿毛だけ。 

　今、起ころうとしている南海地震を、市民も

行政も、もっと理解すべきだ。タワーで１日我

慢していれば、波が引くからと言われました。 

　宿毛は、何かにおもねっている。どうしてい

くことがよいのか、議論を積み上げることが少
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ない。専門家を呼んで研修もしない。手順もな

い。市民と一緒に考えよう、がない。特異なと

ころである、と言われました。 

　市民と市民の話、市長もみんなでやる。市は

ここまで何十年かけてやる、市民も、子供たち

どうする。年寄りどうするかの話が要ります。

市民で立ち上げていかないと、判断は個人で、

津波が来たら逃げる。役所は何もできません。

ここは生き残りが大切です。 

　市民も職員も同じです。防災は、トップダウ

ンで、生き残り、避難することであります。 

　宿毛は考え方がわかる、見てわかる。防災か

ら見ても、話し合いが見てわかる、と先生のお

言葉です。 

　市民を助けるために役人がいるのだ。市役所

だけ逃げて、地震が夜来れば、高台へ行った市

役所と、守衛の人が助かったとなる。市民はほ

とんどつぶれた、まちもつぶれた。今まで何を

してきたのか、そのつけを払うのは市民だとな

ります。 

　市民も地道に勉強が要ります。現実、どこに

建てても、市民の中にも自分に迷いがあります。

どこに行くか、長い時間をかける問題でありま

す。市民からボトムアップすべき問題で、民主

主義のない宿毛、どこに行こうと解決しません。

まち全体をどうするか、戦略がない。これでは

守れません。 

　これだけ時間があって、全体の戦略を何もな

い、庁舎だけが生き残っている状態。今からで

も、できることをやるようにと、結ばれました。 

　今議会で決定ではなく、継続審議にしたいと

思っております。 

　議員各位の御協力をお願いしまして、本議案

の反対討論を終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　３番原田秀明君。 

○３番（原田秀明君）　３番、原田でございま

す。 

　今定例会に提出されました議案第２７号につ

いて、私は賛成の立場で討論を行います。 

　まず、私が賛成をする理由でありますが、今

回の新庁舎の建設の選定については、さきの東

日本大震災や、熊本地震などの経験を踏まえ、

大規模災害発生時以降も、行政を持続的に機能

されることのできる、災害に強い庁舎の建設を

主たる目的として、議論を進めてきたことにあ

ります。 

　さらに、今後３０年間で七、八十％の確率で

起こるといわれております南海トラフ地震の周

期とも重なる現実を見れば、被災を想定した事

前復興としての庁舎建設が急務であることは、

明白であります。 

　過日の高知県議会においても、土木事務所や

宿毛警察署については、高台も視野に入れた移

転の検討をしたいと、肯定的な答弁が出されて

おり、市内の一部保育園も同じ高台に移転する

ことを鑑みても、公共施設を適時、高台に移し、

行政の継続性を担保することが、津波の問題を

抱える首長の使命であると、私は考えます。 

　そして、その一方で、現庁舎に近い市街地の

お年寄りなどの利便性が失われることも考えら

れますが、市長は、支所機能の構築や、新庁舎

への地域公共交通を整備し、それらを補うとい

う見解を述べていることからも、今回の新庁舎

建設予定地は、浸水エリア外であります小深浦

の高台が最もふさわしい場所であると、私は考

えております。 

　次は、災害予防の効率的な先行投資の観点か

ら、申し上げます。 

　市民の皆様も御存じのように、宿毛市の財政

は決して潤沢なものではございません。その上、

施設整備等基金も２億５，０００万円を切る状

況の中、新たな庁舎を一般財源、いわゆる宿毛

市単独の予算で、いずれの場所に建てようとも、

約３０億円が必要となり、それによる副作用と
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して、今後の宿毛市の財政に大きなダメージを

与えることは、議員各位も御承知のことである

と思います。 

　この財政状況を直視し、新庁舎建設による財

政負担を軽減させるためには、小深浦の高台の

みに活用でき、おおむね７０％の費用が国から

交付税措置される緊急防災・減災事業債を活用

し、できる限りの予算の圧縮を図り、効率的な

災害予防の先行投資を執行させることこそが、

私たち議会に課せられた最も重要な使命だと思

います。 

　そして、最後に申し上げます。 

　この議案に対して、反対意見があることや、

市民への説明が不十分ではないかという御指摘

に対しましては、私も一定の理解はしておりま

すが、賛否いずれの立場にいようとも、将来、

復興のかなめとなる新庁舎を次の世代に無事引

き継ぐという責任から、逃れることはできませ

ん。 

　以上のことから、災害に強い小深浦の高台を

選ぶべきであり、今回、上程された議案は極め

て妥当なものと判断し、議員各位の賛同を求め、

私の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（岡﨑利久君）　８番山戸　寛君。 

○８番（山戸　寛君）　８番、山戸　寛です。 

　私は、先刻、総務文教常任委員長の報告に

よって提示されました第２７号議案の採択につ

いて、余りにも性急に過ぎるという観点に立っ

て、同一会派の松浦議員ともどもに、議案採択

に反対する立場から討論を行いたいと思います。 

　今回の庁舎移転の問題に関して、市長を中心

とした執行部による、８回にわたる住民説明会、

その説明会に引き続いて、庁舎建設審議会の答

申に関する昼夜２回の市民説明会が開催され、

多数の市民が参加されるところとなり、それぞ

れに、さまざまな発言がなされたことは、皆様

御承知のとおりです。 

　そうした中、今、申し上げました住民説明会

以降、とりわけ８月３１日の市民説明会以降に

おける宿毛市行政並びに議会に対する市民団体

等による問題提起の動きについて考えるとき、

私は、代議制民主主義の根幹にかかわる一つの

典型ともいえるような問題が、当宿毛市におけ

る庁舎建設場所の選定をテーマとして、極めて

鮮明な形で浮上したものと判断せずにはいられ

ません。 

　代議制民主主義は、有権者を起点とする政治

家への委任と、責任の関係において成立するも

のであり、その政策の決定に当たっては、政治

家が一般有権者よりすぐれた資質を持っている

からと、常に何でも決めてしまって、有権者に

押しつけることを認めるものではないと同時に、

有権者の意向が政策決定に常に反映される、そ

のような状態を理想としているわけでもない。 

　むしろ、委任と責任の連鎖関係に基づいて、

有権者に対して説明責任を果たしつつ、政治家

は一定の裁量と、自立性を保ちながら、相互に

競い合うことを想定しているものであると、そ

のように考えています。 

　わかりやすく言いかえれば、今回の庁舎移転

問題に関して、政治家並びに代議員としての市

長と市会議員とは、有権者に対する説明責任を

果たしながら、それぞれの裁量、自立性に基づ

いて、議案の立案、採否に関する議論を重ね、

判断を下していくと、そういうことになりま

しょう。 

　要するに、市長も市会議員も、市民の負託を

受けた代表であるとはいえ、それぞれ独自の判

断に従って、場合によっては、有権者の意思に

沿わないことの、決定を行うこともある。 

　しかし、そこには市民に対する説明責任がつ

きまとうと、そういうことになりましょう。 

　そうするとき、代議制民主主義の一つの根幹

ともいうべき説明責任、有権者に対する説明責
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任が果たされたものとする判断は、誰がするの

か。決定を下していく市長並びに議員がするの

か、それとも有権者がするのか。 

　今議会、一連の一般質問等の議論の中で、市

長は、議会に対して、精いっぱいの説明を行い

ました。各種、多岐にわたった議員からの質問、

疑問点に対して、誠心誠意お答えくださったと、

私は個人的には判断し、全てに渡って納得する

というところまでは言えないまでも、一応の了

解点は得られたものと思っています。 

　恐らくは、今回の議案採択に賛成の議員諸兄

姉の中には、市長の説明に納得し、賛意を表す

ることとなった方々がおられることと思います。 

　その意味において、有権者になりかわって、

議論に参加した代議員としての議員に対する説

明責任という点では、市長は一定、その責を果

たしたものと、私は判断できると思っています。 

　議会における通常の議案審議に関しては、ほ

とんどがそのような形での、議員に対する説明

のみをもって、有権者、市民に対する直接的な

説明は省略しながら、最終的な賛否を問う、そ

ういう形が採用されてきました。 

　しかしながら、今回のケースにおいて、市長

は住民、市民説明会を開催し、市民に対する説

明を開始した。その意味において、説明責任を

果たすべき対象として、議会でのやりとりを通

じてなされる議員に加えて、議員以外のもう一

方の基盤となる有権者を選んだ。 

　通常の議会では省略された形となる有権者へ

の説明、代議制民主主義の起点ともいうべき有

権者への説明が、今回は市長みずから発案し、

呼びかける形で実行されることとなったわけで

す。 

　それ自体、別段、特殊なことでも、珍しいこ

とでもない。ごくありふれたことなのでしょう

が、はてさて、肝心の有権者への説明、その責

任は、果たしたことになったのかどうか。前後

１０回、８カ所で説明し、一通りの質問には答

えた。だから十分、市民への説明責任は果たし

た。果たしてそういうものでしょうか。 

　とかく、あのような形での説明会など、ほと

んどの場合、参加者の多くは、突然、その場で

渡される簡単な資料をもとにした説明を聞く中

で、極めて直感的でしかない感想や、意見や疑

問について述べることはできても、本質的な、

深い意味での疑問点や、説明内容に含まれた問

題点への認識は、説明会の終了後、内容に対す

る冷静な吟味を通じて、浮かび上がってくる、

そういうものではないでしょうか。 

　参加者の側からすれば、そのような時間的な

ギャップ、一種のそしゃく期間を経て、初めて

本質的な質問や議論が可能となってくる、そう

いうものではないでしょうか。 

　だからこそ、市長に対して、より一層の、詳

細な説明を求め、より深い了解点、合意点への

到達を求めて、新庁舎建設という最重要案件に

つきまして、市民への説明が十分に果たされて

おりません。 

　その説明責任の重要性は、御理解されている

と存じますが、結論を余りにも急ぎ過ぎます。

市民への情報公開をしながら、期間をかけた慎

重な御検討をお願いいたしますと、今回の陳情

が行われた。 

　そのように判断するのが、極めて妥当なこと

でしょう。 

　議会でのやりとりを通じて、市長によって説

明されている部分は、これはあくまでも議会に

対する説明なのであって、有権者に対して行う、

直接的な説明とは、たとえその内容は同一でも、

そのプロセスにおいて、全くの別物でしかあり

ません。 

　議員諸兄姉の中には、陳情者への質疑を通じ

て表明された、有権者の方々の疑問とするもろ

もろの事項については、例えば地震・津波対策
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の緊急性、Ｌ１・Ｌ２対策、市役所機能のある

べき姿、高齢者に対する配慮、緊急防災・減災

事業債を初めとする起債の可能性の有無、それ

に伴う経費と将来的負担、アクセス道、地盤対

策、長期浸水対策、将来のまちづくり等々、あ

りとあらゆる事項について、３カ所の建設候補

地の持つメリット、デメリット双方とも、逐一、

代表である我々が質問し、明確な認識を得てい

る。 

　だからもう、これ以上、あなた方が聞く必要

などないばかりか、仮にこれ以上、説明会を開

いたとしても、同じ答えが出てくるだけで、そ

れだけ時間が無駄になる。二元代表制の一方の

代表である我々議員が了解している。それで十

分ではないのかと。さすがにそこまで思い上

がったお考えの方はいないだろうとは思うので

すが、議会として、今議会での採択を行うかわ

りに、ここは市長に、御自身の発案で始まった

有権者への説明責任を、きっちりと果たす機会

を残すべきだと、そのように申し上げずにはい

られません。 

　議会におけるチェック機能は、ただ単に到達

した結論の成否を吟味し、検討するだけではな

しに、その結論に到達したプロセスが、果たし

て妥当であるかどうか。省いてはならないもの

を省くことになってしまってはいないのかとい

う、民主主義の原点ともいうべき手続、プロセ

スについても向けられるべきです。 

　しかしながら、今回の陳情２件の一部におい

ても、かいま見られる事項として、何が何でも

高台には反対、病院跡地以外にないとする極論

を主張して、一切聞く耳をもたないとする方々

がおられることは事実です。 

　また、その反面において、市民の中には、今

さら説明なんか要らない。小深浦高台以外には

ないとする、そのような方々もいるでしょう。

それぞれに主張する方向は反対でも、さまざま

な要因に対する、冷静かつ合理的な判断を、一

も二もなく拒否する、その点では、全くの同類

でしかない、そういった方々。 

　民主主義とは、自分の思っているとおりに議

会が動き、市長が動き、物事が決まっていく事

であり、市民の意思とは、とりもなおさず、自

分の思っていることだとする、そういった方々

も存在するかもしれません。 

　だからこそ、市長の真意とするところを、そ

うして議会で検討され、深められるもととなっ

た市長自身の見解を、高台ありき、病院跡地あ

りきの、両極論に固執することなく、冷静に受

けとめることができ、判断できる民主主義社会

における市民としての成熟した有権者の存在に

信頼して、もう一度、しかるべき形での説明を

行う中で、多数意見を巻き込んだ、最善の結論

を引き出していくことこそ、今回の議案の採否

に関しては、避けてならないことであり、いま

しばらくの日時をかけて行うことが、マイナス

となることばかりではないのだと、そのように

思わないではいられません。 

　本議案に関しては、今議会での採決が性急に

過ぎることを御指摘し、議員諸兄姉の冷静なる

御判断をお願いして、私の反対討論を終わりま

す。 

○議長（岡﨑利久君）　４番山岡　力君。 

○４番（山岡　力君）　４番、山岡でございま

す。 

　私は、この討論では、論理の解剖学的な解決

は一切申しません。単刀直入に、問題点を、討

論をさせていただきたいと思います。 

　私は、この執行部の提案、第２７号及び総務

文教委員会の審議結果でありますこの条例変更

に、賛成の立場から討論をいたします。 

　先週初めから、３日間に及ぶ議員各位の熱心

な討議、討論を経まして、また市長の懇切な御

答弁からも、新庁舎建てかえの意義、またその
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必要性など、もうほとんどのことが、このこと

自体は、もう既に明らかになったと考えており

ます。 

　まず、１点としては、新庁舎が災害に強い庁

舎でなければいけないことです。市街地からさ

ほど遠くなく、地方自治法４条に鑑みましても、

整合性がとれる場所、今後、３０年、５０年先

を見据えた、将来、当市を支える若い人、子供

たちも含め、安心できる場所への事務所立地と、

長きにわたる市の将来の姿を描き、あわせて南

海地震を想定いたしますと、やり遂げるべき喫

緊の課題でございます。 

　津波対策と緊急防災・減災事業債は、セット

になっておりますけれども、幾ら国が支援策を

と申しましても、資金の原資は、国民、市民の

税金が元となっております。どなたかのポケッ

トマネーから出る資金ではありません。 

　その税金は、大事に、有効に使わなければな

りません。 

　津波対策への抜本的な解決地にもならない立

地場所への建設、これによる莫大な血税の浪費

と、市の財政負担を殊さらつくり出す、正当で

明確な根拠は、先週来からの議論の中で、私に

は残念ながら見出すことはできません。 

　宿毛小中学校の建設や、浸水域に立地する保

育園、小中学校の高台移転、老朽化が著しい給

食センターの建てかえ、市街地の市民が、被災

地に身を寄せられる避難場所の確保等々、当市

の新規事業は、もうひしめくばかりでございま

す。 

　執行部の財政運営も、その手腕がますます問

われてまいります。今度の高台移転事業は、当

初、私もいささか拙速ではないか、こうも思い

ました。 

　しかしながら、税金で公共事業を執行する自

治体として、少ない投資で、最も大きな市民効

果を生むという１点からは、一足もはずれては

いないと私は認識しました。 

　決定が性急だとする意見も、これは当然、一

理ございます。しかしながら、緊急防災・減災

事業債には期限がございまして、いつまでも国

が支援してくれるものではありません。この有

利な事業債を活用するべき期間内に、庁舎を高

台に移転したいとする執行部の提案は、まこと

に税を有効に活用する、理にかなうものであり、

宿毛市全体の市民の生活の安心安全を図る上で、

賢明な選択であると思います。 

　税金を使っての事業は、公共性がまず担保さ

れなければなりません。そこに正当な理論が必

要です。自己流の考えで、多額な税金投資を伴

う公共事業が曲げられることは、絶対にあって

はなりません。 

　これだけ故郷が疲弊をし、高齢者が多く、子

供が少ない時代にきて、将来、このまちの存続

さえも危ぶまれるような状況になった昨今、市

民みんな心一つにして、一つことを真剣に考え

るときにきたと思います。 

　この高台への庁舎移転に疑義を言う市民が、

継続審議にして、結論を長引かせて、お考えが

変わることはないのではないですか。結局、緊

急防災・減災事業債の適用期間が短くなって、

請負業者の工事負担も大きく、過度な急ぎ工事

を強いることにもつながります。 

　これらも含め、大局に立っての物事を進める

ということが、肝要ではないかと考えます。 

　庁舎移転によって、旧市街地のよさも生かし

て、駅周辺の都市機能も同時に推進していくこ

とは、執行部にも我々にも、求められているこ

とだと考えております。 

　高台へ移転しても、通常の窓口業務は近くで

できることになりますから、支障はありません。 

　これは、審議会答申の８つの附帯文にも記載

がございます。 

　その他、いろいろ言えば、批判はきりがあり
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ません。今、この新庁舎移転をやらないとなる

と、もう市の庁舎は建てかえすることができな

くなると思います。もし、執務中に大地震でも

起きましたら、現在の庁舎では、幾ら包帯方式

で耐震化をしていると申しましても、建物の崩

壊は避けられないのではないかと思います。 

　市の職員さんも、また一市民であり、人命に

かかわることになります。絶対に建てかえだけ

はしなければなりません。それも有利な起債が

適用となり、災害にも強い場所、小深浦の高台

以外にはございません。 

　決定が早いか遅いかと問われると、私は、む

しろ遅過ぎたと思います。新庁舎の移転が、ま

るでタブー視されるような狭い了見では、この

事業は進みません。 

　反対、賛成で選挙に影を落とすなどというこ

とは愚の骨頂であり、そんな狭い考えのもとに、

この事業はなされるのではありません。また、

そういうことは言うべきではありません。 

　るる述べてまいりましたけれども、市の安全

安心の見地から、有利な財政支援の適用となる

高台移転が最適の選択であり、税の有効活用と

いう観点からも、合理性に合致するものであり、

新しい宿毛市の創出に向けてのはなむけともな

り得る事業だと思います。 

　以上の所見から、私はこの条例案に賛同する

ものであり、同僚議員諸氏の御賛同を仰ぎたい。

賢明なる御判断の上、御賛同くださることを訴

えをいたしまして、私の討論を終わります。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（岡﨑利久君）　傍聴人に申し上げます。 

　傍聴人は静粛に願います。 

　なお、議長の命令に従わないときは、地方自

治法第１３０条第１項の規定により、退場を命

じることもありますから、念のため申し上げま

す。 

　１３番宮本有二君。 

○１３番（宮本有二君）　皆さん、おはようご

ざいます。１３番、宮本でございます。 

　昨夜、少し時間が足りなかったものですから、

少し長々と申し上げるかもしれません。 

　議案第２７号に、賛成の立場から討論をいた

します。 

　我が国で初めて震度７が記録された平成７年

の阪神・淡路大震災、三宮のビルが倒れて、道

路がふさがっておりました。長田区は火に海に

なりました。 

　亡くなった人々の９割が、建物の倒壊による

ものだったことから、全国で耐震化の工事が進

められました。 

　私が議席をいただいて２０年になりますが、

中平市長が５人目です。歴代の市長で、この老

朽化をした庁舎の建てかえを検討されなかった

方は、誰もおりません。しかしながら、庁舎建

設には国庫補助はなく、財源不足の本市には、

実に困難な課題でございました。唯一チャンス

がめぐったのは、平成１７年末までの市町村合

併における合併特例債の活用でございましたが、

その好機も逸しました。 

　平成２３年３月、東日本大震災、人も家も車

も、何もかも押し寄せる巨大な津波に、無残に

も流されました。テレビにくぎづけになって見

た、あの悲惨な光景。誰しも、この世のものと

は思えなかったことだと思います。 

　何度も現地に視察にも参りました。必ず言わ

れた、防災への備えを怠るな。想定が甘かった。

避難場所でたくさんの住民や、友を失った。涙

を流された方もございました。 

　今、高台ありきと言われる方もおりますが、

南海トラフ大地震の発生率は年々高まってまい

ります。避けては通れません。 

　津波さえ来なければ、何も好きこのんで山の

上に行くことはございませんが、どなたも津波

が来ることを、否定はできないと存じます。 
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　政府が、相次ぐ大災害に備えるため、特に津

波対策の観点から、移転が必要と位置づけられ

た緊急防災・減災事業債制度、今年度は５，０

００億円を用意しておりますが、やがて切れま

す。この極めて有利な財源を活用し、高台に行

くのか、それとも、全額市費で、あえて浸水区

域に建設をするのか、私は時間をかけて議論を

する余地はないと信じております。 

　拙速であるとの理由で、継続審査や移転に反

対する陳情の内容も、異例の常任委員会合同審

査の中でお聞きをしましたが、短期間ではござ

いましたが、執行部は、市民説明会を実施し、

審議会の答申も得る中で、庁舎建設に向けての

一定の必要な手続は踏んでおります。 

　３，０００人ほどの反対署名を軽々に扱うわ

けではございませんが、物言わぬ賛成者の数も、

同等以上にいることを、私は実感をしておりま

す。 

　これ以上、時間をかけても、新たな選択肢は

生まれてこないと思われます。小中学校再編計

画は、１０年間議論をして、いまだに全体の結

論を得てはおりません。 

　あのとき主人公であった子供たちは、楽しみ

にしていた新しい学校は建設をされず、既に卒

業し、成人になっております。 

　議論のための議論は慎まなければならないと

思います。 

　現在地や県立病院跡地に、概算建設費３５億

円を全額市費で賄えば、財政は逼迫し、向こう

数年間、公共事業は何もできなくなります。今

年度、ＰＦＩ方式で建築を計画している宿毛小

中学校にも、大きな影響が出るでしょう。 

　破綻につながる道を歩ますわけにはいきませ

ん。最小の経費で最大の効果を上げているか、

無益なことはしていないか、チェックすること

が議会の役割でございます。 

　議員の判断は、将来に対する重大な責任を

負っております。次の世代に多大な御迷惑と、

長期の負債を背負わすことがあってはなりませ

ん。 

　市街地の方は、不便になると言われますが、

アンケート調査では、来庁者の、８０％は車で

お越しになります。そのまた５０％が、窓口業

務であると伺っております。 

　小深浦高台は、西に広がった宿毛市街地の中

心を、現状、商業の集積地となっている宿毛駅

付近と定めるならば、そこから約１．５キロ西

に位置しております。私は、格好の場所になる

のではないかと思っております。 

　また、駐車場も広く確保でき、利便性はある

意味、高まると思う。町内の、徒歩や自転車で

来庁されている方々にとっては、文教センター

や他の適地で支所を設置し、窓口業務を実施す

ることにしているので、それほどの支障はない

と思います。 

　住民説明会で議論になっていたので、あえて

申し上げますが、地方自治法第４条で、住民の

利用に最も便利であるように、交通の事情、他

の官公庁との関係に、適当な考慮を払わなけれ

ばならないと規定をされている、この法の持つ

意味は、住民とは町内の方々だけではありませ

ん。宿毛市民全ての方々が、利用に便利な場所

でなければならないということでございます。 

　また、国、県の出先機関が、現状、市内の浸

水域にあるので、同高台に移転建築する可能性

は高く、また法の求めにもかなうものであろう

と思います。 

　まちがますます寂れると言われる方がござい

ます。商店街の衰退は、その主たる原因が庁舎

の位置に起因するものではございません。人口

減少、高齢化、後継ぎの不足、大店法の不備に

よる大型店の出店。そして近年は、通販やネッ

トでの購入等々、その他、さまざまな要因があ

り、全国どこの地方もシャッター通りと化し、
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これでいいわけがございませんが、中心市街地

活性化法案も、頑張る地方は応援するという地

方創生も、それほどの特効薬にはならなかった。 

　行政、いわゆる宿毛市役所は、牽引役にはな

れない。行政にできることは、創意工夫をして、

努力する、市民の手助けをするくらいのもので

す。あえて言えば、市民も職員も一緒になって、

頑張るしかございません。言えることは、この

市内で消費活動をもっと高めることではないで

しょうか。 

　アクセス道について、申し上げます。 

　庁舎のアクセス道路の不安、また高速道はい

つつくかわからないと言われる方もおいでです。

執行部は、庁舎へのアクセス道路の整備にも、

きちんとした説明をしているし、また、実行を

させます。 

　高速道については、市長はもとより、我々自

民党議員は、毎年、高松の国交省四国整備局に、

早期完成の陳情を行っております。宿毛湾港へ

のルートは、やっと計画段階に入りました。必

ず四国８の字のミッシングリングは、解消され

ます。新庁舎の裏側を通る日まで、そう遠くな

いと思います。一日も早い完成を目指し、努力

することは、政治に携わる我々の役目であると

思います。 

　住民投票をすべきであるという御意見も聞き

ましたが、私は賛否を伺うためだけの住民投票

は、する必要がないと思っております。 

　我々議員は、市政にかかわる重要事項の決定

権を、市民から選挙を通して付託をされており

ます。議員みずからが、その権利と責任を放棄

するのであれば、議会は要らなくなります。議

会制民主主義の崩壊と言わざるを得ません。 

　るる申し上げましたが、昭和３８年建設のこ

の老朽化した庁舎の建てかえは、必ず誰かが解

決しなければならない課題でございました。一

番若い中平市長が、私はよく決断したと思って

おります。悩んだ夜もあったと思う。宿毛市は

このままではいかん、どうにかせんといかんと

いう熱意と、使命感のあらわれであろうと思い

ます。 

　災害時に庁舎機能を継続することができなけ

れば、公助はできません。本市の防災対策は、

県下１１市の中でもおくれをとっております。

まさに備えをするときではないでしょうか。住

民代表としての責務を果たさなければなりませ

ん。 

　将来に禍根を残さない、賢明な判断を求めら

れております。審議会の答申どおり、小深浦の

高台移転への同僚議員の賛同を求めて、私の賛

成討論を終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより、議案第２７号「宿毛市事務所の位

置を定める条例の一部を改正する条例につい

て」を採決いたします。 

　この採決は、記名投票をもって行います。 

　議場の閉鎖を命じます。 

（議　場　閉　鎖） 

○議長（岡﨑利久君）　本案については、地方

自治法第４条第１項の規定に基づく市役所の位

置を変更しようとするものであり、同法同条第

３項の規定により、出席議員の３分の２以上の

同意を必要といたします。 

　なお、議長も議決に加わります。 

　ただいまの出席議員は１４人であります。そ

の３分の２は１０人であります。 

　白票青票を配付いたさせます。 

（投票用紙配付） 

○議長（岡﨑利久君）　白票青票の配付漏れは
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ありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　配付漏れなしと認めま

す。 

　投票箱をあらためさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（岡﨑利久君）　異状なしと認めます。 

　念のために申し上げます。 

　本案を可決とする諸君は白票を、否とする諸

君は青票を、点呼に応じて順次投票を願います。 

　点呼を命じます。 

　事務局長。 

○事務局長（朝比奈淳司君）　点呼をいたしま

す。 

　川田栄子君、川村三千代君、原田秀明君、山

岡　力君、山本　英君、髙倉真弓君、山上庄一

君、山戸　寛君、岡﨑利久君、野々下昌文君、

松浦英夫君、寺田公一君、宮本有二君、濵田陸

紀君。 

○議長（岡﨑利久君）　投票漏れはありません

か。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　投票漏れなしと認めま

す。 

　投票を終了いたします。 

　議場の閉鎖を解きます。 

（議　場　開　鎖） 

○議長（岡﨑利久君）　開票を行います。 

　会議規則第３１条第２項の規定により、立会

人に川田栄子君及び川村三千代君を指名いたし

ます。 

　よって、両君の立ち会いを願います。 

（開　　票） 

○議長（岡﨑利久君）　投票の結果を報告いた

します。 

　投票総数１４票。 

　これは先ほどの出席議員数に符合いたしてお

ります。 

　このうち、白票、１０票。 

　２番、川村三千代君、３番、原田秀明君、４

番、山岡　力君、５番、山本　英君、６番、髙

倉真弓君、７番、山上庄一君、９番、岡﨑利久

君、１０番、野々下昌文君、１２番、寺田公一

君、１３番、宮本有二君。 

　青票、４票。 

　１番、川田栄子君、８番、山戸　寛君、１１

番、松浦英夫君、１４番、濵田陸紀君。 

　以上のとおり、可とするものが１０票であり

ます。 

　出席議員の３分の２は１０人であり、所定数

以上であります。 

　よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　議案第５号から議案第１７号までの１３議案

については、予算決算常任委員長から、会議規

則第１１１条の規定により、お手元に配付いた

しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の

申し出があります。 

　お諮りいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、委員長からの申し出のとおり、閉会

中の継続審査に付することに決しました。 

　日程第２、「陳情第１３号及び陳情第１４

号」の２件を議題といたします。 

　これより、「陳情第１３号及び陳情第１４

号」の２件について、委員長の報告を求めます。 

　総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（野々下昌文君）　総務

文教常任委員長、本委員会に付託されました陳

情２件の審査結果を報告いたします。 

　まず、審査についてでありますが、総務文教

常任委員会・産業厚生常任委員会連合審査会に
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おいて行い、採決は連合審査会閉会後の総務文

教常任委員会において行いました。 

　陳情第１３号「宿毛市新庁舎建設について」

は、…………………………………………………

……より提出されたものであります。 

　内容につきましては、新庁舎の小深浦高台移

転を反対するとともに、新庁舎建設という最重

要案件について、市民への説明が十分に果たし

ておらず、結論を急ぎ過ぎているため、市民へ

の情報公開をしながら、期間をかけた慎重な検

討をするため、議案の継続審議を求めるもので

あります。 

　陳情第１４号「庁舎移転に係る議案を継続審

議とすることを求める陳情について」は、……

………………………………………………………

…………………………………より提出されたも

のであります。 

　内容につきましては、陳情第１３号と同じく、

広く市民の意見を取り入れ、慎重な検討をする

ために、庁舎移転関連議案の継続審議を求める

ものであります。 

　陳情２件の審査の過程で、委員からは、執行

部が実施した住民説明会等を経て出てきた疑問

点について、市民に対する回答は行われている

かという観点から疑問があり、もっと慎重に検

討すべきである、といった賛成の意見や、防災

の観点、災害後を考えると、国や県から出され

た災害想定を前提として、考えなければいけな

い。 

　想定外の津波を想定し、絶対に大丈夫なとこ

ろへ建設すべきである、といった意見や、財政

面を考えると、高台であれば有利な起債が利用

できる、といった反対意見が出されました。 

　連合審査会での審査を踏まえまして、総務文

教常任委員会で採決した結果、両陳情とも、賛

成少数で、不採択とすべきものと決しました。 

　以上、本委員会に付託されました陳情２件に

ついての報告を終わります。 

○議長（岡﨑利久君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより、「陳情第１３号及び陳情第１４

号」の２件について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「陳情第１３号及び陳情第１４

号」の２件を一括採決いたします。 

　本件については、審査報告書のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（岡﨑利久君）　起立多数であります。 

　よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 

　日程第３、委員会調査についてを議題といた

します。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１１１条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

　お諮りいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（岡﨑利久君）　御異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 
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　以上で、今期定例会の日程は全て議了をいた

しました。 

　閉会に当たり、市長から挨拶の申し出があり

ますので、発言を許します。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　閉会に当たり、一言御

挨拶を申し上げます。 

　去る９月１１日に開会しました今期定例会は、

本日までの１８日間、議員の皆様におかれまし

ては、連日、熱心に御審議いただき、御提案申

し上げました３２議案のうち、決算認定議案の

１３議案を除いて、原案のとおり御決定をいた

だき、まことにありがとうございました。厚く

お礼申し上げます。 

　今議会を通じ、お寄せいただきました数々の

貴重な御意見や御提言、そして御指摘につきま

しても、今後、さらに検討をいたしながら、市

政の執行に、しっかりと反映してまいりたいと

考えております。 

　議員の皆様におかれましては、より一層の御

指導、御協力を賜りますようお願いを申し上げ

まして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

　ありがとうございました。 

○議長（岡﨑利久君）　以上で、市長の挨拶は

終わりました。 

　これにて、平成３０年第３回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１１時４０分　閉会 

 



－ 208 －

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　岡　﨑　利　久 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 副 議 長　　　山　上　庄　一 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　山　戸　　　寛 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年９月２７日　 

　宿毛市議会議長　岡　﨑　利　久　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算常任委員長　松　浦　英　夫 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第１８号 平成３０年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適　当

 
議案第１９号

平成３０年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正

予算について
原案可決 適　当

 
議案第２０号

平成３０年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予

算について
原案可決 適　当

 
議案第２１号

平成３０年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第２２号

平成３０年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算

について
原案可決 適　当

 
議案第２３号

平成３０年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算に

ついて
原案可決 適　当

 
議案第２４号

平成３０年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補正

予算について
原案可決 適　当

 
議案第２５号

平成３０年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算

について
原案可決 適　当

 
議案第２６号

平成３０年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予

算について
原案可決 適　当

 
議案第３２号 平成３０年度宿毛市一般会計補正予算について 原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年９月２５日　 

　宿毛市議会議長　岡　﨑　利　久　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　野々下　昌　文　 

 

委員会審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１１０条の

規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第２７号

宿毛市事務所の位置を定める条例の一部を改正する

条例について
原案可決 適　当

 
議案第２８号

宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例の一部

を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第２９号 宿毛市税条例等の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第３０号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て
原案可決 適　当

 
議案第３１号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て
原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年９月２５日　 

　宿毛市議会議長　岡　﨑　利　久　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　野々下　昌　文 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１４３条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
第１３号 宿毛市新庁舎建設について 不 採 択 不適当

 
第１４号

庁舎移転にかかる議案を継続審査とすることを求める

陳情について
不 採 択 不適当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年９月２７日　 

　宿毛市議会議長　岡　﨑　利　久　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予算決算常任委員長　松　浦　英　夫　 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

　　本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会 

　議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

記 
　１　事　件 

 

２　理　由　今後なお審査を要するため 

 
受 理 番 号 事　　　　　件　　　　　名

 
議案第　５号 平成２９年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について

 
議案第　６号 平成２９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第　７号 平成２９年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第　８号 平成２９年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第　９号

平成２９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認定につい

て

 
議案第１０号 平成２９年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第１１号 平成２９年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第１２号 平成２９年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第１３号 平成２９年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第１４号 平成２９年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第１５号 平成２９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第１６号 平成２９年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

 
議案第１７号 平成２９年度宿毛市水道事業会計の利益処分及び決算認定について
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年９月２５日　 

　宿毛市議会議長　岡　﨑　利　久　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務文教常任委員長　野々下　昌　文 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

　 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　　（６）　地域防災計画について 

　　　　　　（７）　教育問題について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年９月２５日　 

　宿毛市議会議長　岡　﨑　利　久　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業厚生常任委員長　山　本　　　英 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　　（５）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　　（６）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　　（７）　保育施設の管理状況について 

　　　　　　（８）　介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年９月２７日　 

　宿毛市議会議長　岡　﨑　利　久　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　寺　田　公　一　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

　　　　　　（３）　議長の諮問に関する事項 

　　　　　　（４）　議会報に関する事項 

２　理　由　議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年第３回定例会　　　 
 

質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
１０番 

野々下昌文君

１　豪雨による災害対策について（市長） 

（１）平成３０年７月豪雨被害状況について 

（２）篠川流域の災害対策について 

（３）避難情報に対する避難状況と今後の対策について 

（４）水害タイムラインの活用について 

 

２　要配慮者の防災対策について（市長） 

（１）避難行動要支援者について 

（２）要支援者施設等の避難確保計画の策定状況について 

 

３　通学路の安全対策について（教育長） 

（１）災害を想定した通学路の総点検について 

（２）災害対応の通学路マップについて 

 

４　宿毛市庁舎移転問題について（市長） 

（１）市役所の防災上の位置づけについて 

（２）市民サービス機能の維持について 

（３）計画から決定までの期間について 

（４）現在地・旧県立病院跡地のＬ２対応について 

（５）宿毛市全体のまちづくりについて

 

２
１１番 

　松浦英夫君

１　障害者雇用数の水増し問題について（市長、教育長） 

（１）今回の事案に対する市長の受け止めについて 

（２）ガイドラインの理解について 

（３）障害者の調査方法について 

（４）宿毛市の雇用率について 

（５）今後の取り組みについて 

 

２　庁舎の建設問題について（市長） 

（１）早急な結論の出し方について 

（２）小深浦の高台を購入した目的について 

（３）代替地の確保について 

（４）タイムスケジュール問題について 

（５）緊急防災・減災事業債について 

（６）地域経済に与える影響問題について 

（７）高台造成費用について 

（８）アクセス道対策について 

（９）職員の参集率について
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３
　６番 

　髙倉真弓君

１　新庁舎建設地の選定について（市長） 

（１）小深浦に決めた経緯について 

（２）今後のまちづくりについて 

 

２　第５期福祉計画について（市長） 

（１）障害福祉サービスについて 

 

３　西日本豪雨災害について（市長） 

（１）現在の宿毛市の被災状況について 

（２）萩原の崩壊した墓地の今後について 

（３）災害ボランティアセンターとボランティアについて
 

４
　８番 

　山戸　寛君

１　森林環境税・森林環境譲与税について（市長） 

（１）森林環境税・森林環境譲与税の概容について 

　　ア　分配の基準 

　　イ　経過措置の内容 

　　ウ　高知県全体での譲与想定額 

　　エ　県と市町村の分配比率 

（２）宿毛市の取り組みについて 

　　ア　譲与想定額 

　　イ　運用の形態 

　　ウ　長期的な事業展望 

　　エ　短・中期的な想定と進捗度 

 

２　臨時・非常勤職員の処遇改善について（市長） 

（１）会計年度任用職員について 

　　ア　制度の概要 

　　イ　制度導入の展望と移行の見込み 

　　ウ　現職員の雇用継続 

　　エ　処遇内容の制度化と近隣市との調整・均衡 

　　オ　財源 

（２）現制度下での宿毛市の賞与規定について
 

５
　５番 

　山本　英君

１　空き家対策のその後について（市長） 

（１）協議会の活動状況（特定空家対策の実績）について 

 

２　自衛隊誘致について（市長） 

（１）現大綱のとらえ方、国防の基本方針について 

 

３　防災関連について（市長） 

（１）プレート関連情報の整理（プレートのベクトル、津波シ

ミュレーション）について 

（２）緊急復旧の避難路の定義について 

（３）市役所の建て位置について 

　　ア　宿毛に想定される事象からの比較 

（４）２ＣＡＰの機能遂行について 

　　ア　監理事項 

　　イ　情報事項 

　　ウ　運用・統制事項 

　　エ　通信事項 

　　オ　後方事項 

 

４　国旗と国歌の教育の現状について（教育長）
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６
　２番 

川村三千代君

１　猛暑対策について（市長、教育長） 

（１）市民に向けての啓発と対策について 

（２）教育現場においての対応について 

 

２　合区制度解消について（市長） 

（１）これまでの取り組みとその総括について 

（２）次期参議院議員選挙の制度への見解と今後の取り組みに

ついて
 

７
　３番 

　原田秀明君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）宿毛市庁舎の移転について 

　　ア　移転後のまちづくりについて 

　　イ　予算の優位性について 

（２）災害対策について 

　　ア　気象庁の地震警戒情報発令について 

　　イ　災害時の情報伝達について 

　　ウ　四国電力変電所の移転要望について 

（３）観光振興について 

　　ア　ＬＣＣの就航と宿毛市の観光振興について 

　　イ　釣りを活用した観光振興について 

 

２　教育行政について（市長、教育長） 

（１）小中学校のスマホ・ネット依存について 

（２）教育施設のエアコン設置について 

　　ア　小学校のエアコン設置について 

　　イ　宿毛市総合運動公園体育館のエアコン設置について 

（３）色覚チョークの導入について 

（４）スポーツ振興について 

　　ア　総合型地域スポーツクラブについて 

　　イ　地域おこし協力隊の給料の増額について
 

８
　１番 

　川田栄子君

１　新庁舎建設地の問題について（市長） 

（１）住民意見交換会から答申説明会まで 

（２）宿毛市庁舎建設審議会の議事録 

（３）答申の付帯事項 

（４）新庁舎の床面積と単価 

（５）高台へのアクセス道 

 

２　西日本豪雨災害の検証について（市長） 

（１）浸水被害の検証と対策 

（２）農業被害の対策 

（３）情報伝達の向上 

（４）ダム災害とハザードマップ 

（５）災害と消防
 

９
　４番 

　山岡　力君

１　庁舎移転について（市長） 

（１）庁舎移転の必要性について 

（２）高台以外の場所の事業費負担について
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１０
１４番 

　濵田陸紀君

１　新庁舎建設について（市長） 

（１）８月３１日の住民説明会における「市民の了解が得られ

るように説明を継続する」との発言の真意について 

（２）計画があまりにも拙速すぎることについて 

（３）中心市街地の重要性について 

（４）庁舎移転後のまちづくりについて 

（５）防災拠点について 

（６）審議会の妥当性について 

（７）住民投票の是非について 

（８）庁舎建設に伴う宿毛小中学校建設への影響について 

（９）街区高齢者の利便性について
 

１１
１２番 

　寺田公一君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）防災情報の伝達について 

　　ア　スピーカー施設の増設について 

　　イ　スワンテレビの行政チャンネルの利用について 

　　ウ　ミニＦＭの開設の可能性について 

（２）太陽光発電の設置について 

　　ア　市内の現状把握について 

　　イ　条例制定への取り組みについて 

（３）新庁舎移転とまちづくりについて 

　　ア　新庁舎を中心とした都市計画をどのように考えていく

のか 

　　イ　現市街地の将来像をどう描くのか
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平成３０年第３回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案 

 
 

議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号 専決処分した事件の承認について ９月２８日 承　　認

 
第　２号 専決処分した事件の承認について ９月２８日 承　　認

 
第　３号 専決処分した事件の承認について ９月２８日 承　　認

 
第　４号 専決処分した事件の承認について ９月２８日 承　　認

 
第　５号

平成２９年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて
９月２８日 継続審査

 
第　６号

平成２９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第　７号

平成２９年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入

歳出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第　８号

平成２９年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出

決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第　９号

平成２９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

歳入歳出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第１０号

平成２９年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳

出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第１１号

平成２９年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第１２号

平成２９年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳

入歳出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第１３号

平成２９年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳

入歳出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第１４号

平成２９年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第１５号

平成２９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第１６号

平成２９年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について
９月２８日 継続審査

 
第１７号

平成２９年度宿毛市水道事業会計の利益処分及び

決算認定について
９月２８日 継続審査
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第１８号 平成３０年度宿毛市一般会計補正予算について ９月２８日 原案可決

 
第１９号

平成３０年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について
９月２８日 原案可決

 
第２０号

平成３０年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正

予算について
９月２８日 原案可決

 
第２１号

平成３０年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算

について
９月２８日 原案可決

 
第２２号

平成３０年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予

算について
９月２８日 原案可決

 
第２３号

平成３０年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

について
９月２８日 原案可決

 
第２４号

平成３０年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補

正予算について
９月２８日 原案可決

 
第２５号

平成３０年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予

算について
９月２８日 原案可決

 
第２６号

平成３０年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正

予算について
９月２８日 原案可決

 
第２７号

宿毛市事務所の位置を定める条例の一部を改正す

る条例について
９月２８日 原案可決

 
第２８号

宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例の一

部を改正する条例について
９月２８日 原案可決

 
第２９号 宿毛市税条例等の一部を改正する条例について ９月２８日 原案可決

 
第３０号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて
９月２８日 原案可決

 
第３１号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて
９月２８日 原案可決

 
第３２号 平成３０年度宿毛市一般会計補正予算について ９月２８日 原案可決
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　　　陳　　情 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第１３号 宿毛市新庁舎建設について ９月２８日 不 採 択

 
第１４号

庁舎移転にかかる議案を継続審議とすることを求

める陳情について
９月２８日 不 採 択


